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平成３０年第３回玉名市議会定例会会期日程表 
（会期 ６月４日から６月２６日までの２３日間） 

 
月 日 曜 開議時刻 会議別 摘       要 

６ ４ 月 午前10時 本会議 

開会宣告 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

市長あいさつ 

市長提出議案上程 

提案理由の説明 

報告 

請願の報告 

６ ５ 火  休 会 （一般質問発言通告締切 正午） 

６ ６ 水  休 会  

６ ７ 木  休 会  

６ ８ 金  休 会  

６ ９ 土  休 会 （市の休日） 

６ １０ 日  休 会 （市の休日） 

６ １１ 月  休 会  

６ １２ 火 午前10時 本会議 一般質問 

６ １３ 水 午前10時 本会議 一般質問 

６ １４ 木 午前10時 本会議 
一般質問 

議案及び請願の委員会付託 

６ １５ 金  休 会  

６ １６ 土  休 会 （市の休日） 

６ １７ 日  休 会 （市の休日） 

６ １８ 月 午前10時 委員会 総務委員会 

６ １９ 火 午前10時 委員会 建設経済委員会 

６ ２０ 水 午前10時 委員会 文教厚生委員会 

６ ２１ 木  休 会  

６ ２２ 金  休 会  

６ ２３ 土  休 会 （市の休日） 

６ ２４ 日  休 会 （市の休日） 

６ ２５ 月  休 会  

６ ２６ 火 午前10時 本会議 

委員長報告 

質疑・議員間討議・討論・採決 

閉会宣告 

 



 

 

第 １ 号 

６月４日（月） 
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平成３０年第３回玉名市議会定例会会議録（第１号） 

 議事日程（第１号） 

平成３０年６月４日（月曜日）午前１０時００分開会 

        開 会 宣 告 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  市長あいさつ 

日程第４  市長提出議案上程 

（議第５４号から議第９０号まで） 

 議第５４号 専決処分事項の承認について   専決第２号 

       工事施行協定の締結について 

 議第５５号 専決処分事項の承認について   専決第３号 

       平成２９年度玉名市一般会計補正予算（第１１号） 

 議第５６号 専決処分事項の承認について   専決第４号 

       玉名市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 議第５７号 専決処分事項の承認について   専決第５号 

       玉名市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

 議第５８号 専決処分事項の承認について   専決第６号 

       玉名市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 議第５９号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第１号） 

 議第６０号 平成３０年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議第６１号 平成３０年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議第６２号 平成３０年度玉名市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号） 

 議第６３号 平成３０年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計 

       補正予算（第１号） 

 議第６４号 平成３０年度玉名市水道事業会計補正予算（第１号） 

 議第６５号 平成３０年度玉名市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 議第６６号 玉名市新玉名駅自動車駐車場条例の制定について 

 議第６７号 玉名市立小学校臨時教員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 議第６８号 玉名市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 議第６９号 工事請負契約の締結について 

 議第７０号 農業委員会委員の任命について 
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 議第７１号 農業委員会委員の任命について 

 議第７２号 農業委員会委員の任命について 

 議第７３号 農業委員会委員の任命について 

 議第７４号 農業委員会委員の任命について 

 議第７５号 農業委員会委員の任命について 

 議第７６号 農業委員会委員の任命について 

 議第７７号 農業委員会委員の任命について 

 議第７８号 農業委員会委員の任命について 

 議第７９号 農業委員会委員の任命について 

 議第８０号 農業委員会委員の任命について 

 議第８１号 農業委員会委員の任命について 

 議第８２号 農業委員会委員の任命について 

 議第８３号 農業委員会委員の任命について 

 議第８４号 農業委員会委員の任命について 

 議第８５号 農業委員会委員の任命について 

 議第８６号 農業委員会委員の任命について 

 議第８７号 農業委員会委員の任命について 

 議第８８号 農業委員会委員の任命について 

 議第８９号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 議第９０号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第５  提案理由の説明 

日程第６  報告（７件） 

 報告第２号 平成２９年度玉名市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

 報告第３号 平成２９年度玉名市一般会計予算事故繰越し繰越計算書の報告について 

 報告第４号 平成２９年度玉名市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 報告第５号 平成２９年度玉名市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 報告第６号 一般財団法人玉名市自治振興公社の経営状況を説明する書類について 

 報告第７号 専決処分の報告について   専決第７号 

 報告第８号 専決処分の報告について   専決第８号 

日程第７  請願の報告 

（請第１号） 

 請第１号 築山小学校の施設整備を求める請願 

        散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
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 本日の会議に付した事件 

        開 会 宣 告 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  市長あいさつ 

日程第４  市長提出議案上程 

（議第５４号から議第９０号まで） 

 議第５４号 専決処分事項の承認について   専決第２号 

       工事施行協定の締結について 

 議第５５号 専決処分事項の承認について   専決第３号 

       平成２９年度玉名市一般会計補正予算（第１１号） 

 議第５６号 専決処分事項の承認について   専決第４号 

       玉名市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 議第５７号 専決処分事項の承認について   専決第５号 

       玉名市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

 議第５８号 専決処分事項の承認について   専決第６号 

       玉名市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 議第５９号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第１号） 

 議第６０号 平成３０年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議第６１号 平成３０年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議第６２号 平成３０年度玉名市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号） 

 議第６３号 平成３０年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計 

       補正予算（第１号） 

 議第６４号 平成３０年度玉名市水道事業会計補正予算（第１号） 

 議第６５号 平成３０年度玉名市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 議第６６号 玉名市新玉名駅自動車駐車場条例の制定について 

 議第６７号 玉名市立小学校臨時教員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 議第６８号 玉名市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 議第６９号 工事請負契約の締結について 

 議第７０号 農業委員会委員の任命について 

 議第７１号 農業委員会委員の任命について 

 議第７２号 農業委員会委員の任命について 
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 議第７３号 農業委員会委員の任命について 

 議第７４号 農業委員会委員の任命について 

 議第７５号 農業委員会委員の任命について 

 議第７６号 農業委員会委員の任命について 

 議第７７号 農業委員会委員の任命について 

 議第７８号 農業委員会委員の任命について 

 議第７９号 農業委員会委員の任命について 

 議第８０号 農業委員会委員の任命について 

 議第８１号 農業委員会委員の任命について 

 議第８２号 農業委員会委員の任命について 

 議第８３号 農業委員会委員の任命について 

 議第８４号 農業委員会委員の任命について 

 議第８５号 農業委員会委員の任命について 

 議第８６号 農業委員会委員の任命について 

 議第８７号 農業委員会委員の任命について 

 議第８８号 農業委員会委員の任命について 

 議第８９号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 議第９０号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第５  提案理由の説明 

日程第６  報告（７件） 

 報告第２号 平成２９年度玉名市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

 報告第３号 平成２９年度玉名市一般会計予算事故繰越し繰越計算書の報告について 

 報告第４号 平成２９年度玉名市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 報告第５号 平成２９年度玉名市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 報告第６号 一般財団法人玉名市自治振興公社の経営状況を説明する書類について 

 報告第７号 専決処分の報告について   専決第７号 

 報告第８号 専決処分の報告について   専決第８号 

日程第７  請願の報告 

      （請第１号） 

 請第１号 築山小学校の施設整備を求める請願 

        散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

出席議員（２１名） 

  １番 坂 本 公 司 君  ２番  田 真樹子 さん 
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  ３番 吉 田 憲 司 君  ４番 一 瀬 重 隆 君 

  ５番 赤 松 英 康 君  ６番 古 奥 俊 男 君 

  ７番 北 本 将 幸 君  ８番 多田隈 啓 二 君 

  ９番 松 本 憲 二 君 １０番 德 村 登志郎 君 

 １１番 城 戸   淳 君 １２番 西 川 裕 文 君 

 １３番 嶋 村   徹 君 １４番 内 田 靖 信 君 

 １５番 江 田 計 司 君 １６番 近 松 惠美子 さん 

 １８番 前 田 正 治 君 １９番 作 本 幸 男 君 

 ２０番 森 川 和 博 君 ２１番 中 尾 嘉 男 君 

 ２２番 田 畑 久 吉 君  

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

欠席議員（１名） 

 １７番 福 嶋 讓 治 君 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  堀 内 政 信 君    事 務局次長  荒 木   勇 君 

次 長 補 佐  松 野 和 博 君    書 記  松 尾 和 俊 君 

書 記  古 閑 俊 彦 君 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

説明のため出席した者 

市 長  藏 原 隆 浩 君    副 市 長  村 上 隆 之 君 

総 務 部 長  西 山 俊 信 君    企画経営部長  水 本 明 子 さん 

市民生活部長  村 﨑 信 介 君    健康福祉部長  松 野 信 生 君 

産業経済部長  松 本 忠 光 君    建 設 部 長  前 田 愼一郎 君 

企 業 局 長  松 本 優 一 君    教 育 長  池 田 誠 一 君 

教 育 部 長  戸 嵜 孝 司 君    監 査 委 員  元 田 充 洋 君 

会 計管理者  竹 村 昌 記 君     
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午前１０時００分 開会 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（中尾嘉男君） おはようございます。 

 ただいまから、平成３０年第３回玉名市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。なお、今期定例会の説明員の出席につきましては、

地方自治法第１２１条の規定により、お手元に配付しております報告のとおり、あらか

じめ出席を要請しておきましたので、御了承願います。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行ないます。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、議長において指名いたします。 

 松本憲二君、德村登志郎君、以上の両君を指名いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（中尾嘉男君） 日程第２、「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。このたびの定例会の会期については、５月２８日の議会運営委員

会の結論に基づき、本日から２６日までの２３日間にいたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から２６日までの

２３日間に決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 市長あいさつ 

○議長（中尾嘉男君） 日程第３、「市長あいさつ」を行ないます。 

 市長より発言の申し出があっておりますので、これを許可いたします。 

 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 皆様、おはようございます。 

 本日は、平成３０年第３回玉名市議会定例会を招集しましたところ、議員の皆様にお

かれましては、御出席をいただき、御審議を進めていただきますことに対し、厚くお礼

を申し上げます。 

 開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 国会では会期末を控え、政府が最重要法案と位置付ける働き方改革関連法案が衆議院

本会議で可決され、ＴＰＰ締結に必要な関連法案の審議が大詰めに入っているものの、
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与野党の対立から議論が不十分な状態が続き、会期の延長も予定されている状況であり

ます。また、経済財政運営の指針として６月に決定する予定の「骨太方針」の骨子案で

は、２０１９年１０月１日の消費税引き上げと需要変動の平準化が明記され、国民の目

から見ても、大いに気になるところでございます。 

 一方、県内に目を向けますと、熊本地震の発生から２年が経過し、道路の復旧や被災

家屋の解体など、少しずつ復旧作業も進んでいる状況ではありますが、被災者の仮設住

宅入居期限が迫る中、災害公営住宅などへの転居の問題や、まだまだ不足しているボラ

ンティアの募集など、被災者の生活再生には、いまだ多くの課題が残されております。 

 市といたしましても、被災地域への職員派遣はもとより、県や他市町村との信頼関係

を保ち、しっかりと連携をしながら県全体の復興への協力を惜しまず、市政を推進する

所存でございます。 

 さて、九州北部地方も５月２８日に梅雨入りが発表され、今年も大雨を警戒しなけれ

ばならない季節となりました。昨年発生しました、九州北部豪雨災害では、福岡県と大

分県を中心として多くの被害があり、復旧作業は進んでいるものの、ここに改めてお見

舞いを申し上げる次第でございます。 

 玉名市でも、菊池市、山鹿市、和水町の首長さまをはじめ、議員各位、そして国土交

通省、消防団、協力事業所などで編成する水防班が一堂に会し、先月１３日に菊池川水

防演習を実施し、大雨時などの対処について訓練を行い、また、関係機関との会議など

の中でも、市民の尊い生命と財産を災害から守るため、本格的な出水期を迎えた、この

時期の大雨情報などに細心の注意を払いながら、お互いの連携を強化し、防災体制等の

確立に努めてまいることといたしております。 

 また、これまで２度の入札不落となり重大な懸案事項となっておりました、玉名市民

会館の入札におきましては、議員の皆様の御理解と御協力により、お陰さまで落札業者

も決まり本議会での御承認を賜れば、本契約の上、速やかに事業に着手し、平成３２年

３月の完成を目指して推進することとなります。 

 この市民会館が、市民にとって文化の中心となり、周辺整備も含めて、玉名市になく

てはならない施設にしてまいりたいと思っておりますので、議員各位におかれましては、

今後とも、御指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 ６月号の「広報たまな」をごらんになり、議員の皆様方も既に御承知のことと思いま

すが、２０１９年の大河ドラマ「いだてん」の撮影が５月６日と７日、そして９日の３

日間、高瀬船着場跡の史跡、俵ころがし周辺で行われ、金栗四三役の中村勘九郎さんを

はじめとする著名な俳優陣に加え、エキストラ約７０名が参加し大々的に行なわれたと

ころでございます。撮影現場では明治時代の物流の集積場が再現され、熱気あふれる雰

囲気に引き込まれるとともに、改めてドラマの放送が近づいていることを実感した次第



 － 12 －

でございます。 

 着々と進む撮影に伴い、昨年１２月に「玉名市いだてん地域振興協議会」が発足し、

その中で集客の核となる「大河ドラマ館」の設置について検討を重ねてまいりました。

設置場所につきましては、複数の候補地の中から、建設費、利便性、効果面を精査する

とともに、最終的な候補地を先般５月２５日開催されました第２回玉名市いだてん地域

振興協議会の中で、旧玉名市役所庁舎跡地を協議のうえ、御承認をいただいたところで

ございます。 

 今回の補正に関連予算を計上しておりますので、詳細な説明をさせていただいた上で、

議員の皆様の御審議を賜り、御承認いただきたいと存じます。この千載一遇のチャンス

を生かすべく、１市２町と連携した新しい観光ルートや地域特産品の開発のみならず、

「金栗四三先生ゆかりの地」である小田地域の整備、各種イベントの実施、ＰＲなどに

取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 そして、皆様も気に留めていただいていることと存じますが、少子化に伴う児童・生

徒の減少が顕著である中、教育環境の充実を目指した学校規模適正化事業として、４月

に開校いたしました玉陵小学校でございますが、子どもたちの様子について、学校から

は、子どもたちは思ったより順応が早かったようで、全体的に落ち着いているようだと

伺っております。また、子どもたちは新しい人間関係を既に築いており、集団生活の中

で人間関係を学ぶ機会が増えているようでもあります。学習面についても、学習規律に

ばらつきがあると、子どもたちにとって負担になるのではと思っておりましたけれども、

集中して学習に取り組めているとお聞きしております。 

 子どもたちのほうからも「友だちが増えて休み時間が楽しい」といった声や、また同

じ敷地には玉陵中学校がありますが、中学生が毎朝あいさつ運動を行っているのを見て

「私たちもしっかりあいさつしたい」と刺激を受けている子どもたちの様子がうかがえ

るとのことであり、私も安心した次第でございます。 

 このような市政の動きの中、市長に就任いたしまして半年を迎えようとする５月１日

に、県内自治体では２番目となる「よかボス宣言」をさせていただき、熊本県に申請を

行いました。働きやすく、働き甲斐のある市役所の実現を目指すとともに、市内の企業

などの宣言の実施を促進することを目的とするものでありますけれども、この宣言をき

っかけに、職員の働き方の改善、結婚、子育て、介護などに取り組みやすい職場環境づ

くり、生活の充実につなげることは、より良い市民サービスの提供にもつながるもので

あると思っております。 

 また、昨年は「菊池川流域二千年の米作りのストーリー」が日本遺産に認定されまし

たが、今後は、流域市町との連携を図りながら関連事業を推進してまいります。その菊

池川水系の裏川のほうでは、今年もしょうぶの花に彩られ、５月２５日から６月９日ま
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で「高瀬裏川花しょうぶまつり」が開催されております。多くの市民の皆さまをはじめ、

観光客の皆さまにも、石垣に囲まれ、しょうぶの花が咲きそろう裏川の風情を楽しんで

いただきたいと思っております。 

 以上、最近における市政の動きの一端について申し上げましたが、今定例市議会に提

案しておりますのは、補正予算関係では専決処分１件、補正予算７件、報告案件といた

しまして繰越計算書の報告４件を御提案させていただいております。 

 平成３０年度一般会計の補正予算の主なものといたしましては、平成３１年１月より

大河ドラマ「いだてん」の放送を控え、ドラマに出演される俳優とともに、バーチャル

リアリティ技術を利用し玉名で撮影が行われた「俵ころがし」などの撮影風景を再現し、

３６０度の風景を疑似体験できるコーナーの設置や撮影地となりました玉名の名所を美

しい映像で楽しんでいただき、玉名の魅力をＰＲする情報発信拠点施設である「大河ド

ラマ館」を整備する経費を計上しております。 

 また、本市の魅力発信を促進し、新たなコミュニケーションツールとしてソーシャル

メディアを活用し、イベント情報、観光情報などを投稿するシステム構築費、水田等の

農地をフル活用し低コスト生産を実現するため、施設・機械などの基盤整備に要する経

費を補助する、攻めの園芸生産対策事業補助金などを計上いたしております。 

 このほか、条例案件等７件、農業委員会委員の任命、人権擁護委員候補者の推薦など

の人事案件２１件、工事請負契約関係で２件、報告案件も併せ御提案申し上げておりま

す。 

 これらの議案につきまして、よろしく御審議の上、議決いただきますようお願い申し

上げまして、開会に当たってのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 市長提出議案上程（議第５４号から議第９０号まで） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第４、「市長提出議案上程」を行ないます。 

 これより、市長提出議案を上程いたします。 

 議第５４号専決処分事項の承認について、専決第２号、工事施行協定の締結について

から、議第９０号人権擁護委員候補者の推薦についてまでの市長提出議案３７件を一括

議題といたします。 

 お手元に配付しております議案の朗読は、これを省略いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 提案理由の説明 

○議長（中尾嘉男君） 日程第５、「提案理由の説明」を行ないます。 

 ただいまの各議案について、提案理由の説明を求めます。 
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 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） 皆さん、おはようございます。 

 私のほうからは補正予算関係案につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 お手元にお配りしております予算関係の資料の１ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

 初めに、議第５５号専決処分事項の承認について、専決第３号平成２９年度玉名市一

般会計補正予算（第１１号）について御説明申し上げます。 

 これは地方自治法第１７９条第１項の規定によりまして、専決処分を行ないましたの

で、同条第３項の規定により議会の承認を求めるものでございます。 

主な内容につきましては、市税の決算見込み及び地方消費税交付金等の各種交付金

などの決定により、補正を行なったものでございます。 

 第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ５億９,８０７万９,００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を３６５億３５１万円とするものでございます。 

 まず、歳入の主なものを申し上げますと、１款市税が２億６,６９０万円の追加、６

款地方消費税交付金は４,０６９万４,０００円の追加、８款自動車取得税交付金は２,

３４４万６,０００円の追加、１０款地方交付税は６,１９１万２,０００円の追加でご

ざいます。１７款寄附金は、高校生の育英資金として寄附がございましたので、１８万

円の追加。１９款繰越金は１億７,２５４万７,０００円で、前回までの補正で計上して

おりました繰越金の補正との差額を全額追加するものでございます。２０款諸収入は、

２,５１９万４,０００円の追加で、熊本県市町村振興協会市町村交付金でございます。 

 歳出につきましては、２款総務費は５億９,７８９万９,０００円の追加で、市有施設

整備基金への積み立てを行なうもので、今回、補正の歳入歳出の調整でございます。ま

た、１０款教育費の１８万円の追加は、高校生の育英資金としての寄附金を教育振興特

別基金へ積み立てるものでございます。 

 続きまして、議第５９号から議第６５号までの平成３０年度補正予算関係７件につき

まして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 今回、御提案いたします補正予算は、現計予算計上後の事情の変化によりまして補正

を行なう必要が生じましたので、御提案いたすものでございます。 

 初めに、議第５９号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第１号）について御説明

申し上げます。予算資料の２ページでございます。 

 第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ２億６,７７４万３,００

０円を追加し、総額を３２４億３,３７４万３,０００円とするものでございます。 

 まず、歳入の主なものを申し上げますと、１４款国庫支出金は２,１４６万４,０００
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円の減額、平成３０年度当初予算において計上しておりました玉名町小学校教室棟解体

工事について、平成２９年度国の補正予算対応によりまして、３月補正に前倒ししたこ

とによる学校施設環境改善交付金の減額などでございます。１５款県支出金は１,５２

４万４,０００円の追加で、攻めの園芸生産対策事業補助金、小・中学校の教育支援体

制整備事業費補助金の追加などでございます。１７款寄附金は１,５１３万４,０００円

の追加で、ふるさと寄附金などで、１８款繰入金は、財政調整基金繰入金を３億１,１

１２万９,０００円追加するもので、今回の歳入歳出の財源調整分でございます。２０

款諸収入は２２０万円の追加で、コミュニティ助成事業助成金などでございます。２１

款市債は５,４５０万円の減額で、玉名町小学校教室棟解体工事の前倒しに伴う減額で

ございます。 

 歳出につきましては、平成３１年１月に放映を控えました大河ドラマ「いだてん」に

より、本市の観光資源を広く紹介できる絶好の機会であり、効果的な情報発信や誘客宣

伝に取り組みを行なっております。多くの観光客に訪れていただき、地域の活性化につ

なげるため、ドラマの放映期間に合わせて、大河ドラマの世界を体感いただける大河ド

ラマ館を期間限定で設置する予算等を計上しております。また、４月の職員の定期異動

等に伴う職員給与の調整、共済費の負担率変更による増額などにより、人件費の総額と

いたしまして５,９８６万２,０００円の追加を計上しており、１款議会費から１０款教

育費まで調整を行なっております。 

 主な内容ですが、１款議会費は１５１万７,０００円の追加、２款総務費は７,１７３

万２,０００円の追加で、定期異動等に伴う職員給与等の調整、ふるさと納税推進事業

は、ふるさと寄附金をインターネットで受け付けする委託業者を１社追加する経費、ま

た、これまでの広報活動に加え、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを活用し、

地域のイベント、観光や物産などの効果的な情報発信を図るため、ＳＮＳ自動投稿シス

テム構築業務委託料の追加などでございます。 

 ３款民生費は６,１８３万２,０００円の減額で、定期異動及び組織機構の見直しに伴

う熊本地震被災者支援課の廃止などによります職員給与等の調整、岱明ふれあい健康セ

ンタートレーニング室天井、照明、空調設備改修設計委託料の追加などでございます。 

 ４款衛生費は２,６２５万８,０００円の追加で、定期異動等に伴う職員給与等の調整、

６款農林水産業費は１,８５９万４,０００円の追加で、ハウス及び果樹栽培の機械・施

設設備に対する攻めの園芸生産対策事業補助金の追加、滑石晒排水機場の整備改修につ

いて、県より承認されたことに伴う土地改良施設適正化事業拠出金の追加などでござい

ます。 

 ７款商工費は２億５,１７４万円の追加で、金栗四三ＰＲ事業については、主に大河

ドラマの世界を体感できる大河ドラマ館の建設リース費用及び展示業務の委託等を市い
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だてん地域振興協議会へ負担金として支出するものでございます。 

 ８款土木費は７３６万５,０００円の追加、９款消防費は３９２万７,０００円の追加

で、天水市民センター建設に伴う震度計移設業務委託料などでございます。 

 １０款教育費は、５,１５５万８,０００円の減額で、定期異動等に伴う職員給与等の

調整、玉陵小学校体育館建設による電波障害に伴う補償費の追加、玉名町小学校教室棟

解体工事の前倒しに伴う減額でございます。また、平成３１年８月に開催される全国高

等学校総合体育大会に向けて、玉名市実行委員会が先月５月３０日に発足いたしました

ことに伴う玉名市実行委員会負担金の追加などでございます。 

 ３ページでございます。 

 次に、第２表債務負担行為補正につきまして、市いだてん地域振興協議会負担金とし

て、大河ドラマ館の建設リース料を平成３１年度の１１カ月分を追加することに伴い、

限度額の設定を変更するものでございます。 

 次に、第３表地方債補正につきましては、玉名町小学校教室棟解体工事の前倒しに伴

い、小学校施設整備事業債の限度額を減額するものでございます。 

 以上が一般会計の補正予算の説明でございます。 

 次に、議第６０号平成３０年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について御説明申し上げます。 

 第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ２９２万４,０００円を

追加し、総額を９１億９,２５０万７,０００円とするもので、定期異動等に伴う職員給

与等の調整でございます。 

 次に、議第６１号平成３０年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。４ページでございます。 

 第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ２億３,６４９万１,００

０円を追加し、総額を７８億４,１６９万７,０００円とするものでございます。主な内

容は、歳出の１款総務費は定期異動等に伴う職員給与等の調整による減額、７款諸支出

金につきましては、平成２９年度の介護給付費等の決定に伴います国、県及び支払基金

への償還金でございます。 

 次に、議第６２号平成３０年度玉名市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて御説明申し上げます。 

 第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ２１４万５,０００円を

追加し、総額を４,３９７万円２,０００円とするもので、定期異動等に伴う職員給与等

の調整でございます。 

 次に、議第６３号平成３０年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計補正予

算（第１号）について御説明申し上げます。５ページでございます。 
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 第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ７３万９,０００円を減

額し、総額を５億２,４８２万２,０００円とするもので、定期異動等に伴う職員給与等

の調整でございます。 

 議第６４号平成３０年度玉名市水道事業会計補正予算（第１号）について御説明申し

上げます。 

 第２条収益的支出の補正につきましては５８９万７,０００円を減額し、総額を８億

１,５４７万１,０００円とするもので、定期異動等に伴う職員給与等の調整でございま

す。 

 次に、議６５号平成３０年度玉名市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について

御説明申し上げます。 

 第２条収益的支出の補正につきましては２１万５,０００円を減額し、総額を１６億

３,４９１万１,０００円とするもので、定期異動等に伴う職員給与等の調整等でござい

ます。 

 以上、主な内容等について御説明申し上げましたが、詳細につきましては所管の各委

員会におきまして御説明申し上げますので、御審議の上、原案どおり御承認賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 副市長 村上隆之君。 

［副市長 村上隆之君 登壇］ 

○副市長（村上隆之君） おはようございます。 

 私のほうからは、条例案件等につきまして、専決処分に関する議案４件及び議第６６

号から議第６９号までの提案理由につきまして御説明を申し上げます。 

 議案書の１ページをお願いいたします。 

 議第５４号専決処分事項の承認についてでございますが、これは地方自治法第１７９

条第１項の規定に基づき、専決処分した工事施行協定の締結につきまして、同条第３項

の規定により、これを議会に報告し、その承認を求めるものでございます。協定の内容

といたしましては、現在工事を進めております都市計画道路岱明玉名線とＪＲ鹿児島本

線とが交差する箇所に、築造を予定している跨線橋につきまして、その上部工の架設工

事等を委託するものでございます。本工事が路線内に物が落下する危険性がある工事で

あることから、九州旅客鉄道株式会社と契約金額を３億６,３２１万円として、随意契

約により工事施行協定の締結を行ったところでございます。 

 議案書の３ページをお願いいたします。 

 議第５６号専決処分事項の承認についてでございますが、これは地方税法等の一部を

改正する法律の公布に伴い、専決処分により玉名市税条例等の一部改正を行ないました

ので、地方自治法第１７９条第３項の規定に基づき、議会に報告し、承認を求めるもの
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でございます。主な改正内容といたしましては、まず、個人市民税における給与所得控

除及び公的年金等控除の引き下げを行なうとともに、基礎控除を同額引き上げる改正及

びこの改正に伴う所要の調整措置を行なうもので、平成３３年度分以降の年度分の個人

市民税から適用するものでございます。 

 次に、固定資産税に係る改正で、生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資の支

援として、中小企業の取得した一定の設備投資について、固定資産税の課税標準を３年

間ゼロとする特例措置の創設等を行うものでございます。また、市たばこ税の税率につ

いて、本年１０月１日から３段階で引き上げ等の改正を行なうものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は一部を除き、平成３０年４月１日から施行す

るものでございます。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 議第５７号専決処分事項の承認についてでございますが、これも前号同様に地方税法

等の一部を改正する法律の公布に伴い、玉名市都市計画税条例の一部改正を行ないまし

たので、地方自治法の規定に基づき、議会に報告し、承認を求めるものでございます。

改正の内容といたしましては、法改正に伴う項ずれに対応する改正、その他所要の改正

を行なうものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は一部を除き平成３０年４月１日から施行し、

平成３０年度以降の年度分の都市計画税から適用するものでございます。 

 次に、２６ページをお願いいたします。 

 議第５８号専決処分事項の承認についてでございますが、地方税法施行令の一部を改

正する政令の公布に伴い、玉名市国民健康保険税条例の一部改正を行ないましたので、

地方自治法の規定に基づき、議会に報告し、承認を求めるものでございます。改正の内

容といたしましては、課税限度額を現行の８９万円から９３万円に引き上げますととも

に、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準額につきまして、５割軽減対象世帯

の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき額を現行の２７万円から２７

万５,０００円に、２割軽減対象世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に

乗ずべき額を現行の４９万円から５０万円にそれぞれ引き上げ、低所得者の負担軽減を

図るものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は平成３０年４月１日から施行し、平成３０年

度以後の年度分の国民健康保険税から適用するものでございます。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 議第６６号玉名市新玉名駅自動車駐車場条例の制定についてでございますが、これは

地方自治法第２４４条の２第１項の規定により、玉名市新玉名駅自動車駐車場の設置及

び管理に関し条例を制定するものでございます。内容といたしましては、新玉名駅の自
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動車駐車場を地方自治法に規定する公の施設として位置付け、利用時間、利用料、その

他管理に関し必要な事項を定めますとともに、指定管理者による管理について定めるも

のでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は平成３１年４月１日から施行するものでござ

います。また、附則第２項におきまして、玉名市道路附属物自動車駐車場条例を廃止す

るものでございます。 

 次に、３４ページをお願いいたします。 

 議第６７号玉名市立小学校臨時職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてでございますが、これは熊本県学校教員の給与改定に準じて、臨時職員の給

与を改定するため、条例の整備を図るものでございます。内容といたしまして、修学旅

行の引率業務、部活動の指導業務等に対して支給されます教員特殊業務手当の引き上げ

を行なうものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の条例の規定は

平成３０年４月１日から適用するものでございます。 

 次に、３５ページをお願いいたします。 

 議第６８号玉名市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてでございますが、これは放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例の整備を図るものでございます。内容と

いたしましては、学童クラブに従事する放課後児童支援員の資格要件につきまして、一

定の実務経験がある者までその対象を拡大するととともに、資格要件の一つとなってお

りました教員職員免許についての取り扱いを明確化するものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

 ３６ページをお願いいたします。 

 議第６９号工事請負契約の締結についてでございますが、これは玉名市議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案するもので

ございます。内容といたしましては、玉名市民会館新築のため、鉄筋コンクリート造、

一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造の３階建て、延べ床面積４,６８７.７５平方メ

ートルの建築工事を行なうものでございます。契約の方法は、建築一式工事の建設業許

可業者で、かつ特定建設業許可を有する業者による条件付きの一般競争入札を実施し、

入札の結果、福岡市博多区祇園町２番１号、東急建設株式会社九州支店が３４億１,３

００万円で落札をいたしました。現在、同社と税込３６億８,６０４万円で仮契約を締

結しており、本議会で御承認をいただきましたのちに、本契約の締結とするものでござ

います。 

 以上、条例案件等につきまして提案理由の御説明を申し上げましたが、詳細につきま
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しては所管の各委員会で御説明申し上げますので、御審議の上、原案どおり御承認いた

だきますようお願い申し上げます。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 本会議に提案しております人事案件の提案理由について御説明

を申し上げます。３７ページから５５ページまでお願いいたします。 

 議第７０号から議第８８号までの農業委員会委員の任命についてでございますが、ま

ずは３７ページ、田上 一氏、吉田孝壽氏、永田知博氏、鶴田克士氏、竹下宏介氏、船

津和利氏、永田眞一氏、堀田昌子氏、赤松繁之氏、村端一弘氏、福田友明氏、島村秀敏

氏、中島浩輔氏、髙田優子氏、下川 安氏、澤村哲志氏、浦谷幸司氏、小川信孝氏、縄

田伊知郎氏、以上の１９人を本市農業委員会委員に任命いたしたく、農業委員会等に関

する法律第８条第１項の規定によりまして、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、５６ページ及び５７ページをお願いいたします。 

 議第８９号及び議第９０号の人権擁護委員候補者の推薦についてでございますが、現

委員の古閑順而氏及び松本一氏が本年９月３０日をもちまして任期満了となるため、

古閑順而氏の後任に日田匠氏を、松本一氏の後任に吉村孝行氏をそれぞれ推薦いたし

たく、人権擁護委員法第６条第３項の規定によりまして議会の意見を求めるものでござ

います。 

 以上２１件の人事案件につきまして、よろしくお願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第６ 報告（７件） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第６、「報告」を行ないます。 

 報告第２号平成２９年度玉名市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について、

ほか６件の報告があります。 

 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） それでは報告７件につきまして、御報告をさせていただき

ます。 

 初めに、報告第２号から報告第５号までの繰越計算書の報告について御説明を申し上

げます。 

 議案書の５８ページ及び５９ページをお開き願いたいと思います。 

 一般会計は、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定及び同令第１５０条第３項に

おいて準用する第１４６条第２項の規定、また、水道事業会計及び下水道事業会計は地
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方公営企業法第２６条第３項の規定に基づき、議会に報告するものでございます。 

 まず、報告第２号平成２９年度玉名市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について御

説明申し上げます。 

 平成３０年度への繰越事業としまして、総務費において２件、民生費において２件、

農林水産業費において５件、土木費において５件、消防費において１件、教育費におい

て１件、災害復旧費において１件の計１７件の事業を繰り越したところでございます。

繰越総額は２８億２,２８４万４,１２０円で、その財源の内訳は一般財源１億１,４５

７万６,１２０円、未収入特定財源のうち国庫支出金３億４,４８６万５,０００円、県

支出金が８億４,６１５万３,０００円、地方債が１５億９６０万円、諸収入が７６５万

円でございます。 

 次に、６０ページ、６１ページでございます。 

 報告第３号平成２９年度玉名市一般会計予算事故繰越繰越計算書の報告について御説

明申し上げます。 

 平成３０年度への事故繰越繰越事業としまして、農林水産業費において１件、事業を

繰り越したところでございます。繰り越しの理由といたしまして、熊本地震被災農業者

向け経営体育成支援事業において、再建・修繕に伴う資材の入手困難及び請負業者等の

人手不足などにより、事業を中断せざるを得ない期間が発生し、年度内に事業が完成す

ることが不可能となったため、事故繰越を行なうものでございます。総額は４,９０６

万４,８２９円で、その財源内訳は未収入特定財源の国庫支出金３,２７４万円、県支出

金１,３４３万７,７０８円、一般財源は２８８万７,１２１円でございます。 

 次に、６２ページ、６３ページでございます。 

 報告第４号平成２９年度玉名市水道事業会計予算繰越計算書について御説明申し上げ

ます。 

 平成３０年度への繰越事業としまして、水道事業１件でございます。繰越額は７５７

万４００円、財源内訳としまして損益勘定留保資金７５７万４００円となっております。

内容としまして、本市発注の下水道工事及び県発注の道路改良工事が施工上の問題で中

断し、同時施工を予定していた野口地区配水管布設工事、玉名立花線道路改良工事に伴

う配水管布設替工事に不測の日数を要したため、繰り越したものでございます。 

 次に、６４ページ、６５ページをお願いいたします。 

 報告第５号平成２９年度玉名市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について御

説明申し上げます。 

 平成３０年度への繰越事業としまして、公共下水道事業１件でございます。繰越額は

３億４,５７８万円で、財源内訳としまして国庫補助金１億５,６２５万８,９１０円、

公共下水道事業債が１億５,５１０万円、損益勘定留保資金３,４４２万１,０９０円と
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なっております。内容といたしまして、下前原の管路工事、公共下水道根幹的施設建設

工事委託及び立願寺汚水中継ポンプ場建設工事委託ございますが、関係機関との協議に

不測の日数を要し、事業の着手が遅れたため、繰り越しいたすものでございます。 

 次に、６６ページをお願いいたします。 

 報告第６号一般財団法人玉名市自治振興公社の経営状況を説明する書類についてでご

ざいますが、これは地方自治法第２４３条の３第２項の規定により議会に報告するもの

でございます。別冊の一般財団法人玉名市自治振興公社経営状況説明書をごらんいただ

きたいと思います。 

 平成２９年度事業報告書及び収支決算書中の４ページをお開き願いたいと思います。 

 初めに、平成２９年度の事業報告でございますが、中段の４指定管理者及び受託管理

施設でございます。玉名市から公共施設の管理運営を受託しました施設は、玉名市民会

館をはじめとする６施設でございます。それぞれの施設によりまして、多くの皆さまに

利用されているところでございます。 

 資料を戻りまして、３ページをお願いいたします。 

 （１）文化振興事業では、「第１４回たまきな映画のつどい、映画うつくしいひと上

映会」を実施し、多くの市民の方に地元を題材とした映画を楽しんでいただくことがで

きました。また「第６回玉名市民会館カラオケ祭たまなの紅白歌合戦」では、客席も満

席となる中、歌や踊りで大いに盛り上がりました。音楽の都づくりの一環として実施し

ました「真空管アンプで聴くクリスマスレコードコンサート」では、愛好家の方々の御

協力により、音響機器等の展示も行なうことができ、多くの方々に喜ばれる事業となり

ました。 

（２）の勤労福祉事業では、ヨガをはじめとする１２の定期講座及び浴衣着付けを

はじめとする４つの短期講座の合わせて１６講座を実施いたしました。 

 ５ページをお願いいたします。 

 平成２９年度収支決算でございますが、経常収益計のＡは８,５４９万４,４６９円、

経常費用計のＢは８,３２８万８,０７２円、なお、収支差額２２０万６,３９４円につ

きましては、当期一般正味財産として積み立てることといたしております。 

 次に、この資料のあとのページになりますが、平成３０年度事業計画書及び収支予算

書中の１ページをお開き願いたいと思います。 

 平成３０年度の主な事業計画でございますが、（１）文化振興事業としまして、イの

ところになります。６月に映画「中村勘三郎上映会及び音の和ｍｕｓｉｃミニコンサー

ト」の実施を予定いたしております。 

 ２ページをお願いいたします。次に（２）勤労福祉事業の勤労者体育センター事業に

おいては、１１月に「健康親善ラージボール卓球大会」を計画しております。今年は１
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０回目の記念大会ということもあり、より一層盛り上がるよう努めてまいります。 

 最後のページになりますが、３ページをお開き願いたいと思います。 

 平成３０年度収支予算でございます。経常収益計Ａは８,４２３万７,０００円で、そ

の内訳としまして、基本財産運用益が７,５００円、事業収益が市から受託しておりま

す６施設の管理料収入及び受託収入並びに市民会館、勤労青少年ホーム、勤労者体育セ

ンター及び弓道場の利用料収入として６,１０７万１,０００円、玉名市からの補助金収

入として１,９０９万６,０００円、雑収入として４０６万２,５００円などとなってお

ります。 

 続きまして、経常費用計につきましては８,６３６万５,０００円で、その内訳として、

事業費が６,６１２万９,８３４円、管理費が２,０２３万２,１６６円となって、差し引

きの当期経常増減額としましては、マイナス２１２万８,０００円でございます。 

 以上が一般財団法人玉名市自治振興公社の経営状況の報告でございます。 

 次に、議案書の６７ページをお願いいたしたいと思います。 

 報告第７号専決処分の報告についてでございますが、これは地方自治法第１８０条第

１項の規定により、専決処分した損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定によ

り報告するものでございます。 

 内容といたしましては、平成３０年３月１３日午後３時４５分頃、玉名ファミリー温

泉駐車場において、市職員が運転する公用車が相手方所有の乗用車と接触し、右前ドア

などを破損させたものでございます。相手方への損害賠償額として、市は１００％に当

たる１９万３,８５７円を支払うものでございます。なお、損害賠償金につきましては、

公益社団法人全国市有物件災害共済会の自動車共済より全額給付されます。 

 ６８ページをお願いいたします。 

 報告第８号専決処分の報告についてでございますが、これも地方自治法第１８０条第

１項の規定により、専決処分した損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定によ

り報告するものでございます。 

 内容といたしましては、平成３０年３月２２日午後１時４５分頃、株式会社肥後銀行

玉名支店駐車場において、市職員が運転する公用車が相手方が運転する軽自動車と接触

し、左後方バンパーなどを破損させたものでございます。相手方への損害賠償額として、

市は４５％に当たる４万４,５５０円を支払うものでございます。なお、損害賠償金に

つきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の自動車共済より全額給付される

ところでございます。 

 報告案件７件につきましては以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、報告の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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日程第７ 請願の報告（請第１号） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第７、「請願の報告」を行ないます。 

請第１号築山小学校の施設整備を求める請願 

 以上、請願１件が今回提出されております。内容については、お手元にその要旨を配

付しておりますので、説明を省略いたします。 

 以上で、本日の日程は終了しました。 

 この際、お諮りいたします。議事の都合により明５日から１１日までの７日間、休会

いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、明５日から１１日までの７日

間、休会することに決定いたしました。 

 １２日は定刻より会議を開き、一般質問を行ないます。一般質問を希望しておられる

方は、発言通告書に質問の要旨を具体的に記載し、明５日の正午までに、事務局に届け

ください。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 

午前１１時０３分 散会 



 

 

第 ２ 号 

６月１２日（火） 
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平成３０年第３回玉名市議会定例会会議録（第２号） 

 議事日程（第２号） 

平成３０年６月１２日（火曜日）午前１０時０１分開議 

        開 議 宣 告 

日程第１ 一般質問 

    １ １６番 近松 惠美子 議員（新生クラブ） 

    ２ １２番 西川 裕文 議員（新生クラブ） 

    ３ １１番 城戸 淳 議員（新生クラブ） 

    ４  ９番 松本 憲二 議員（自友クラブ） 

    ５  ６番 古奥 俊男 議員（新生クラブ） 

        散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

 本日の会議に付した事件 

        開 議 宣 告 

日程第１ 一般質問 

１ １６番 近松 惠美子 議員（新生クラブ） 

１ 玉名市の小中学生における読解力の現状と対策について 

（１）「中学生の多くが教科書の文章を正確に理解できない」は事実か 

（２）ＰＩＳＡショック以降の子どもたちの読解力は向上しているのか 

２ 観光産業の実態と取り組みについて 

（１）インバウンド事業の進捗状況は 

（２）着地型観光客はふえているのか 

（３）市内の宿泊施設の稼働率は 

（４）民泊新法への対策を伺う 

２ １２番 西川 裕文 議員（新生クラブ） 

１ 工業団地計画について 

２ イノシシ捕獲の状況について 

３ 有明海沿岸道路の早期実現について 

４ 玉名市公共施設長期整備計画について 

５ いだてんと日本遺産の広報活動について 

３ １１番 城戸 淳 議員（新生クラブ） 

１ 買い物弱者対策について 

（１）買い物弱者・交通弱者の実態調査の実施は 

（２）買い物弱者の支援策は 
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２ ケーブルテレビ（ひまわりてれび）を利用した市議会中継放送の現状に

ついて 

（１）中継放送に対する視聴の実態は 

（２）中継映像の画質が悪いとの苦情があるが、改善できないのか 

４ ９番 松本 憲二 議員（自友クラブ） 

１ 専門職職員のあり方について 

（１）各分野の専門職職員の定数は確保されているのか 

（２）土木職等の技術職員の現状は 

２ 玉名市の基幹産業である農業の現在の課題と、今後の玉名市としての取

り組みについて 

（１）減反政策が廃止された今、農地の耕作放棄地化が懸念されるが、

現在の状況は 

（２）稼げる農業を目指すために、農家に対して市としての取り組みは 

５ ６番 古奥 俊男 議員（新生クラブ） 

１ 玉陵学園小中一貫校の開校後の検証について 

（１）今後の緑地、樹木の必要性について 

（２）玉名学と月瀬太鼓について 

（３）公民館のあり方と選挙箇所について 

２ 専門職の増について 

（１）建設課の職員（専門職）が不足しているのではないか 

３ 新玉名駅周辺の開発について 

（１）新玉名駅周辺基本計画の中の、道路網と排水路の設定を急ぐべき

ではないか 

        散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

出席議員（２１名） 

  １番 坂 本 公 司 君  ２番  田 真樹子 さん 

  ３番 吉 田 憲 司 君  ４番 一 瀬 重 隆 君 

  ５番 赤 松 英 康 君  ６番 古 奥 俊 男 君 

  ７番 北 本 将 幸 君  ８番 多田隈 啓 二 君 
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午前１０時０１分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（中尾嘉男君） ただいまから、本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 一般質問 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１、「一般質問」を行ないます。質問は、通告の順序によ

って許すことにいたします。 

 １６番 近松惠美子さん。 

［１６番 近松惠美子さん 登壇］ 

○１６番（近松惠美子さん） おはようございます。 

 １番バッターを努めさせていただきます新生クラブの近松です。 

 きょうは質問に先立ちまして、朗報がありますので、御報告いたします。 

 今、議会改革を進めておりますけども、早稲田大学マニフェスト研究所実施の２０１

７年議会改革度調査の結果、応募された１,３１８の自治体のうち、玉名市は上位３０

０位に入りました。インターネットで見ますと、３００位までがその成績といいます

か、点数が載っていますのでごらんいただきたいと思います。 

 ３００位以内に入って、２０４位と１,３１８の中の２０４位ということでした。２

０４位かと思われるかもしれませんけども、熊本県でトップでした。今まで熊本県の１

０位以内に玉名市が入ったことがなかったんですけども、今度熊本県トップということ

で躍り出たということですので、御報告いたしておきます。 

 これはちなみに、３００位以内に入ったのは、熊本県では２０４位が玉名市、荒尾市

が２３８位、熊本市が２８１位ということで、３自治体だけでした。これは２０１７年

ですので、前回の議会改革をけん引していただきました江田委員長をはじめ、委員会の

皆さま、そして議会全体で頑張ってきたことだと思います。また、江田委員長よりバト

ンを引き受けまして、さらに今年は議員間討議、そしてまた、住民報告会など、市民に

議会は変わったと感じていただけるように取り組んでいきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 では、通告に従いまして、一般質問させていただきます。 

 まず、第１点は、玉名市の小中学生における読解力の現状と対策についてということ

でございます。 

 ここに中学生の多くが教科書の文章を正確に理解できないと書いてありますけども、

これは今年の２月に発刊された本にそのように書いてあったんです。国立情報学研究所

の新井教授の出された本です。そこには数多くの調査の結果とともに書いてありました

ので、玉名としてこの言葉をどう受けとめるか、ということをお伺いしたいという思い
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でおります。 

 まず、読書運動といいますと、何か本を読む子は頭がいいとか、成績がいいとか、そ

ういうふうなところにいきがちですけども、私が本に対するお願いと、思いというもの

はそういうものではありませんで、私は多くの方との出会いによって、子どもに、３人

の子どもに本を読み聞かせたり、また、共に読んできましたけども、絵本だけでなく児

童文学といわれるもの、小学校の高学年まで共に読んできましたけども、その本を読ん

できたことで、私は自分の子どものころこれだけの本に出会ったら、私の人生は変わっ

ただろうと、変わっていただろうというふうに思ったんですね、それほど感動いたしま

した。もちろん、今の私の人生が悪いわけではございませんけども、本当にこの質の高

い本に、１０歳までの間に、１２歳までの間に出会っていたら、多くの子どもたちは、

人生が変わっていくんじゃないかということを感じています。特に、３大ファンタジー

と言われます、ナルニア国とかトールキンの指輪物語とか、それからゲド戦記とか、本

当に勇気を持って、この世をよき人生にしていくために、子どもたちにとって欠かせな

いものだというふうに思います。また、私が本をずっとこだわり続けてきましたのは、

本というのは心を育てるもんだということを聞きました。食べものは体を育てるけど

も、心を育てるのは本だということで、私自身、自分自身が未熟な中で子どもを育てて

いくわけなんですけども、そこの部分を、自分の心が育っていないのに、子どもの心を

育てていくという、母親は並行していかなくちゃいけないんですけども、本を読んであ

げることで、子どもの心が育ってくれるなら、こんなにありがたいことはないと、簡単

なことだということで、これで子どもが挫折せずに生き延びてくれるなら、こんな簡単

なことがないという思いで、本を読み続けてきたわけでございます。 

 そういう意味で、多くの子どもたちに、本当に感動を与える本に出会ってほしい、読

んでほしいと、そういう思いでいたんですけども、学校図書館に行って本を見ますと、

なかなかそういう本に巡り会ってる子はいないというか、読んでる子がほとんどいない

んですね、そこで私は、平成１８年に子どもたちの読解力はどうなのかという質問をい

たしました。読解力がなくて読めないのかなと思ったわけです。そうしましたら、当時

の教育長が、玉名市の読解力、国語力は県平均と大体同じだからおおむねいいでしょう

というふうな回答でございましたので、読解力がそれなりにあるんでしたら、図書補助

員を、図書の先生といいますかね、図書司書をきちっと充実させてほしいということを

言いました。やはり「この本おもしろいよ。」というふうに手渡してくれる大人がいれ

ば、子どもはその本に飛びつくんではないかという思いで、図書補助員の充実というこ

とを、その議会で申し上げたわけでございます。 

 そしてまた、きょうあとで出てきますけども、アニマシオンという、スペインで始ま

った貧しい地域の子どもで学力が低い子どもに対して、力をつけていくために開発され
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た読書法なんですけども、アニマシオン導入しないかということを、きょうもお願いし

ようと思うんですけど、平成１８年に質問しましたら、検討していくというふうな回答

で、今日までそのままになっております。それでも図書補助員を雇うことで、的確な本

を渡せてもらえるからいいのではないかというふうに思ってたわけでございますけど

も、平成２２年に森教育長にかわられまして、また、森教育長にアニマシオンを導入し

たらどうかということを議会で質問いたしました。やはり現場から聞くんですけども、

ゲーム感覚の本しか、もう今読まれてないって言われるんですね、ぱっぱっと開いて理

解できる。そういう本しか読まれてなくて、じっくりした本を読まないということを図

書の先生から聞きましたので、やはりこの読む力をつけるということを取り組んだほう

がいいのではないかということで、学校が無理なら、夏休み期間中に図書補助員や読み

聞かせ団体、ボランティア団体の研修にアニマシオンを導入できないかということを平

成２２年に質問したわけでございますけども、当時学校の統廃合でお忙しかった時期で

もあり、検討していくということで今日まできているわけでございます。 

 そうこうしているうちに、図書補助員、学校の図書司書の数が少しずつ充実してきま

したので、そこで補っていけるかなというふうに私も思っていたわけでございますけど

も、去年の９月２３日ですね、ちょうど選挙の１カ月前でございました。そのときに新

聞に「中３読解力不足２５％。教科書理解できず。」というショッキングなことが載っ

ていました。そしてこれを調査した方が、「多くの生徒が教科書を読めていない状況で

中学を卒業している」と。「今後どのような教え方をかえるかが重要だ。」と、「読書力

向上に有効な指導法を研究したい。」というふうに述べておられます。選挙の直前だっ

たこともあって、これを切り取っておいたままちょっと片づけたら、しばらく忘れてい

たんですけども、ことしの２月になりまして、この新聞記事に出ました調査をした方の

本が出ました。Ａ１対、Ａ１というのは人工知能ですけど、「Ａ１対教科書を理解でき

ない子どもたち」という本でした。この方は、国立情報学研究所で人工知能、東大ロボ

くんというんですかね、人工知能は東大に入れるかというふうなことを研究してきた方

であります。人工知能とその人間とどう違うかということは、読解力であると、そうい

うふうなことを言われています。そこで今、読解力の現状はどうかということを１万

５,０００人に対して調査したわけですけども、今、４万人ぐらいのデータを持ってお

られます。その本には、どういう質問に対して正答率が何パーセントであったかと、中

学１年生、中学２年生、３年生、高校、高１、高２、高３、その正答率がどのくらいで

あったかということが書いてありました。私自身もちょっと間違ったのもあるんですけ

ども、でもこんなことがどうして理解できないのかなということも、非常に多かったも

んですから、その例題を見て、非常にびっくりしました。つまり、問題の意味がわから

ない子が多いんだなというふうなことがわかったわけでございます。この本では、いず
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れ人工知能がどんどん、どんどん開発して実用化されますと、いろんな職業がなくなっ

ていくと、その中で、やっぱり必要なのは、人工知能にできないのは読解力なんですけ

ども、読解力がこのようにないのであったら、その子たちの仕事はなくなるんじゃない

かという警告を発している方であります。その本を読んでびっくりしまして、また改め

てやはり玉名の読解力はどうなっているのかということをお尋ねしたいわけでございま

す。 

 また、以前、玉名市の読解力、国語力は県平均でいいですよというふうな回答をいた

だきましたけども、世界学力調査の中では、がくっと落ちた時期であったんですね、だ

から全体的にやはり読解力が落ちてるということは間違いないのではないかなと思いま

す。このＰＩＳＡショックというのは、世界の学力調査の結果なんですけども、非常に

上位だったのが、１５位に落ちたと思ったら、次の次は１５と、どんどん落ちていたの

で、このままどうなるんだろうということで、非常にショックを受けた時期がありま

す。それから国もいろんな対策を講じたと思いますけども、そのことも含めて、子ども

たちの読解力は向上してきてるのか、どのようなことをされてるのかということをお尋

ねします。 

 済みません。１つ言い忘れました。大事なこと言い忘れました。 

 さっきの議会改革の熊本県ナンバー１になったことで、私たちが頑張りましたという

ことは確かなんですけど、下支えとして、議会事務局がもう本当に縁の下の力持ちとし

てしっかり補佐していただいたということを、本当にここで改めて感謝したいと思いま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 教育長 池田誠一君。 

［教育長 池田誠一君 登壇］ 

○教育長（池田誠一君） 玉名市の小学生における読解力の現状と対策につきまして、

中学生の多くが教科書の文章を正確に理解できないのは事実かというお尋ねに、まず、

お答えしたいというふうに思います。 

 近松議員の中学生の多くが教科書の文章を正確に理解できないのは事実かという質問

でございますが、中学生の読解力を含む、学習の定着状況を客観的に示すデータの１つ

としまして、文部科学省が全国の小学生６年生と中学３年生を対象に実施している全国

学力学習状況調査がございます。この調査は主に、国語と算数、数学の２教科で実施さ

れ、基礎的な知識理解の程度を問うＡ問題と、その知識理解の応用力を問うＢ問題に分

かれております。 

 まず、直近の平成２９年度の全国学力学習状況調査について、玉名市の中学校の結果

について確認いたしました。国語については、全国と比較してみますと、ほぼ同じ達成

レベルであり、全国標準を１００として数値化したとき、国語Ａは９９、国語Ｂで１０
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０でございました。また、数学につきましては、Ａ問題、Ｂ問題ともに９８という結果

でした。平成１９年度から１０年間の結果についても調査しましたところ、最高は２０

年度の国語Ｂ、数学Ｂで１０１で、最低が２８年度数学Ａの９７でございました。つま

り、国語と数学ともに、この１０年間は全国標準とほぼ同等の結果が得られるというこ

とであります。この結果は、教科書の文章を理解できなければ得られない数字であると

考えております。この学力調査の結果が、中学生の学力のすべてを表しているというわ

けではなく、生徒一人一人の個人差もございますが、これらの結果を見ましたときに、

本市におきましては、中学生の多くが教科書の文章を正確に理解できないという文献上

の主張は当たらないと考えております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 近松惠美子さん。 

○１６番（近松惠美子さん） 今、全国学力テストでしょうか、それによりますと玉名

市は特に落ちてるわけではないというふうな答えでございました。非常に安心した部分

もあるわけでございますけども、先ほど述べましたように、平成１８年もそのような回

答だったんですね。ところが日本全体が落ちてたということだったんですよね。その日

本のテストの中では玉名は標準だということなんですけど、その日本が世界の学力調査

の結果、そのＰＩＳＡの結果は非常にがたがたと落ちてきたということによってこの２

年前ですか、２年前の結果も少し上がったと思ったら落ちたということで、松野文部科

学大臣が、そのＰＩＳＡの結果について、２０１５年のその世界ですね、ＯＥＣＤです

ね、ＯＥＣＤの検査結果に対して、読解力の向上に向けた対応策に基づく学習の基盤と

なる言語能力、情報活用能力の育成が大事だということを強くコメントをされているん

ですね。それで、私としては、その本をぜひ教育長も読んでいただいて、どのような問

題に対して、どのような回答率だったということをぜひ読んでいただきたいなというこ

とをお願いしたいと思います。 

 そしてまた、現場から聞こえるこの本にも指摘されてますし、図書の現場の方も言わ

れますけども、そのパターン化したパターン認識で回答することが多いので、読解力を

要するものに対して間違ってしまうというふうなことだったんですけども、現場の図書

司書の、図書の方のお話でも、やはりそういう本を好むと、じっくりした本を読めない

ということを聞いておりますので、この現場の声は一体何だろうと思うわけです。テス

トがどういう方式でされたのかもしれないんですけど、その辺を感じてらっしゃること

がありましたら、お伺いしたいなと。本当にこの１０年間、平成１８年も読解力は国レ

ベルで、県レベルで大丈夫だということだったんですけど、現場で言われる落ちてる

と、言語能力が落ちてるということに対してはどんなふうにお考えかということをお伺

いしたいということと、もう１つ、そのアニマシオンというの先ほど言いましたけど、
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海外にはいろんな読書力を高める、つまりもっと文章にフォーカスして理解するという

方法がいろいろ取り入れられてます。アニマシオンは１９７０年ですけども、ブックト

ークだったり、ブッククラブだったり、リテラチャーサークルというものだったり、ま

た、日本全国いろんな学校でこういうものを取り組んでるところもあります。私は、や

はりこういうものがあるということを、一応、勉強していただいてからどの程度取り入

れてみるのか、やれるとこだけ取り入れてみるとか、そういうことを検討していただき

たいなと思うんですけども、それについてはどんなお考えでしょうか。 

 それから、学校は本当にお忙しいところですので、埼玉大学の名誉教授の岡部先生と

いう方が言われてましたけども、「家庭での読書の時間が世界最低で、ゲーム漬け、テ

レビ漬けの状態では、どんなに教師集団が頑張っても台無しになってしまう。こんな状

態で世界学力調査の結果がこのくらいなのは、教師が頑張っているからだ。」と、「学校

はこれで精いっぱいです。」ということを書かれてましたけども、そういう意味でじゃ

あ、読書力を高めるというのは、司書が担当していただいたらいいのか。読み聞かせボ

ランティアの方がされたほうがいいのか。また、家庭の主婦が家庭でできる範囲でした

らいいのか。そのことも含めて、私はせっかくあれだけの本を準備してるのに読めてな

い本が非常に多いと、それとか本の読み冊数競争があるもんですから、借りただけで読

まずに返す子も多いと、そういうふうな中で本当の意味で本の楽しみを子どもたちに味

わってもらうには、こういう読書法というのを、学校でされるのか、地域でされるの

か、される前に、まず勉強をしていただいて、取り入れる価値があるものかどうかとい

うものを、実際お話を聞いて、見ていただきたいなと思うんですけども、その件につい

ては、いかがでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 教育長 池田誠一君。 

○教育長（池田誠一君） ただいまの質問にお答えします。 

 ２点についてお答えしたいと思います。 

 最初に、ＰＩＳＡショックに関したことでお尋ねがあったと思います。ＰＩＳＡショ

ック以降の子どもたちの読解力は向上しているのかという視点でお答えしていきます。

議員の御質問にありますように、ＰＩＳＡショックというのは、ＯＥＣＤの学力到達度

調査におきまして、日本が２００３年、２００６年と連続して多くの分野で順位を下げ

たことを受けとめております。特に読解力につきましては、大きく順位を落としました。

ＰＩＳＡにおける読解力では、情報を取り出すこと、解釈し理解すること、実行し判断

すること、そして自分の意見を表現することが求められます。日本で求められていまし

た、以前から日本で求められていました読解力、つまり内容を理解して読み解く力とは、

確実に異なる読解力であるために、文部科学省はＰＩＳＡ型という文言をあえて付け足

し、ＰＩＳＡでなくて、ＰＩＳＡ型という学力、単なる学力という言葉ではなくてです
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ね、ＰＩＳＡ型という文言をあえて付け足し、ＰＩＳＡ型読解力向上のためのワーキン

ググループをつくり、結果分析を精力的に行ないました。そして、国際的に質の高い学

力を目指すため、学習指導要領の見直しや全国学力調査の出題内容の検討、授業改善の

徹底など、学力向上の具体的戦略を進めてまいりました。その結果、２００９年以降の

ＰＩＳＡ調査では、改善が図られ日本は高い成績を残しております。先の御質問でお答

えしましたとおり、玉名市の中学生の学力につきましては、ほぼ全国と同じレベルにあ

りますので、読解力についても一定程度の定着はできていると考えておるわけでござい

ます。しかし、全国の上位に位置するレベルにまでは到達しておらず、まだまだ伸びる

余地があると考えております。読解力の向上という点から考えますと、目的に応じて的

確に読み取る能力、自分の考えをもち論理的に意見を述べる能力、目的や場面などに応

じて適切に表現する能力、読書に親しむ能力を含むことが求められていると考えており

ます。従来の読解力の解釈と今の点が異なっているところでございます。変化の激しい

これからの社会を生き抜くために、読解力は大変重要な力だと考えております。今後も

児童生徒に求められる資質能力の育成に全力を挙げて取り組んでまいります。 

 次に、２点目につきまして、玉名市の小中学生における読解力の現状と対策につきま

して、アニマシオンの導入についての御意見を聞かせていただきましたし、答弁を求め

られておることと思いますので、お答えいたします。 

 アニマシオンというのは、１９７０年代にスペインで発祥した読書を楽しむための試

みで、子どもたちに読書の楽しさを伝えるとともに、読む力を引き出すためのグループ

参加型読書の指導方法です。近松議員の話の中にも出てまいりましたが、方法の一例と

して、グループで全員が１冊の同じ本を読み、あとで本の内容についての質問に答えて

いき、その本を深く理解していく方法があり、繰り返して行なっていくことで、本から

の情報を読み取る力がついてくるものです。本市の図書館事業として、本年７月に新し

く開館します天水図書館の運営において、既存の３図書館と同様に、読み聞かせの会を

新規で立ち上げる予定でございます。地域の読み聞かせボランティアと十分に協議を行

ない、天水図書館の読み聞かせ会におきまして、アニマシオン等の新たな手法をモデル

事業として導入できるか、否かを検討してまいりたいと考えております。現代の子ども

たちに欠けている読解力、思考力、表現力を身につけてもらえるよう努めてまいりたい

と思っております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 近松惠美子さん。 

○１６番（近松惠美子さん） 確かにＰＩＳＡの結果、一時上がったんですけど、また

下がってしまったんですよね。また下がってしまったので、松野文部大臣が読解力の向

上に向けて対応策をしていきますということですので、アニマシオンも検討していただ
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けるということですので、ぜひ、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 ８月２０日でしたでしょうか、２２日でしたでしょうか、このアニマシオンとても一

生懸命してらっしゃる、前公立小学校の教師だったんですけども、今、明治学院大学の

教授されている岩辺先生という方がアニマシオンについてのお話に福岡に行かれてます

ので、よろしければ多くの方にお話聞いていただきたいなというふうに思っています。 

 天水地区で新たにということでございましたけども、講演会するときには全地域に呼

びかけて、８月にでも先生方もぜひ、聞いていただきたいというふうに思います。 

 それともう１つお願いしたいのは、その国立情報学研究所のその調査の結果を、本を

ぜひお読みになって、平均であっても、新聞にありましたように２５％が理解できてな

いというふうなことが載ってましたけど、やはりこの低い子を底上げするのに考え出さ

れたのがアニマシオンなんですね、それで本当にどの子も可能性がありますので、家庭

環境恵まれない子、いろんな子に対して底上げできるような、このアニマシオンをぜひ

取り組んでいただきたいというふうに思いまして、これはおしまいにいたします。よろ

しくお願いいたします。 

［１６番 近松惠美子さん 登壇］ 

○１６番（近松惠美子さん） では、２点目の観光産業の実態と取り組みについてとい

うことでお伺いいたします。 

 今年の花しょうぶはとてもきれいで、また、例年より非常に、にぎわっていたのでは

ないかというふうに感じました。関係各位の御尽力のたまものであり、皆さまの努力が

実って本当によかったなと心からうれしく思ったことでした。 

 ところで、しょうぶまつりや花火大会、大俵ころがしについても、担当課、また、商

工関係の方々の並々ならぬお力で、毎年工夫され、少しずつなんか魅力的なものになっ

てきているように、いろいろ考えておられるんだなというふうに思いながら参加してお

ります。しかし、私はいつもこれらの数々のイベントは、市民のためにされてるのかな

と、観光戦略としてのイベントなのかなと思いながら眺めています。当然、市民のため

でもあり、観光戦略としてのイベントでもあると思いますが、そうは思えない。つまり

観光戦略としては、つまり、これはもうかっているのかなと。努力した分、利益が上が

ってるのかなというふうな思いで見ているんです。観光戦略として開催しているのであ

れば、皆さんが大変な思いをした分、そしてまた、市が投資しただけの経済効果があっ

たのかどうかが当然問われます。 

 ところで国は、平成１８年に観光立国推進基本法をつくり、観光戦略に取りかかりま

した。平成２９年には、去年ですけども、観光立国推進基本計画が閣議決定され、平成

３２年度までに国内旅行消費額を２１兆円にする。これはあまりふえてませんので、国

内旅行客は余り増加しないんではないかと、国としては考えているんではないかという
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ふうに思いました。訪日外国人旅行客数を４,０００万人にするという計画で、平成２

７年は１,９７４万人ですから、外国人旅行客を５年間で倍にするという計画なんです

ね。また、訪日外国人旅行者の消費額を８兆円、つまり、５年間で２.５倍にするなど

目標をきっちりと掲げています。５月のあるセミナーでは、菅官房長官が、国のこの観

光戦略は功を成して、どんどん訪日観光客がふえていると自慢げに話をされていまし

た。観光収益もふえているということです。確かに、国全体では、１０年間で３倍近く

訪日観光客がふえているんですね、しかし、玉名では残念ながら経済効果としての観光

戦略の成果が、なかなか感じられないんです。それどころかイベントをしても、玉名の

旅館は高いから、周辺にみんな泊まってるらしいというふうな声を聞きますと、このイ

ベントは一体何のためになってるんだろうかと。玉名に遊びに来て、お金を落とすのは

近隣の自治体などでは、非常に寂しい限りだというふうに思うわけです。 

 そこで、実態はどうなのか。玉名に泊まる人はふえているのか。外国からの旅行者は

ふえているのか。市内の宿泊施設の稼働率など、観光産業の実態についてお伺いしま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

［産業経済部長 松本忠光君 登壇］ 

○産業経済部長（松本忠光君） おはようございます。 

 近松議員の御質問の観光産業の実態と取り組みについてのインバウンド事業の進捗状

況についてお答えいたします。 

 日本における人口の減少、少子高齢化が進展する中、観光には高い経済波及効果や雇

用創出効果が期待されており、本市においてもインバウンド事業の取り組みによって、

交流人口を拡大させ、地域を活性化させるような取り組みを進めております。具体的に

は、平成２６年度の香港へのトップセールスに始まり、台湾の台北市及び高雄市での旅

行博への出店、いちごマラソンを素材としたツアーの商品化、菊池市、山鹿市、和水町

及び玉名市で構成するくまもと県北観光協議会への広域連携事業などを実施しており、

着実にインバウンド施策を進めているところです。 

 玉名市を訪れている外国人の宿泊観光客は、平成２８年が１,３７３人、平成２９年

が２,０３０人と少しずつではございますが、増加傾向にあります。また、地域型観光

はふえているのかにつきましては、スポーツツーリズムの観点から、小岱山トレイルラ

ンニング大会の誘致やビーチサッカー九州リーグ大会の誘致、県北広域連携事業の１つ

であるアウトドアフェスティバルの開催など、いずれも県外からの参加者が多いイベン

トを企画し、少しでも本市での滞在時間を延ばす取り組みを行なっており、さらに玉名

市商工会と連携して、名人が教えるシャク釣り体験などの体験型プログラム、旬たまウ

ィークを実施し、県外からの参加者もふえてきておりますが、宿泊につながっていると
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までは言えないところです。 

 次に、市内の宿泊施設の稼働率につきましては、先般主な宿泊施設に客室の稼働率を

お尋ねしたところ、オンシーズンが約８割、オフシーズンが約４割、年間平均で約６割

の稼働率でございました。 

○議長（中尾嘉男君） 近松惠美子さん。 

○１６番（近松惠美子さん） 国がインバウンド事業をけん引してくれてる成果が、玉

名にも上がってきて、外国人が少しずつふえてきていることがわかりました。ただ、い

ろいろ工夫しているけども、国内の宿泊については、なかなか宿泊につながっていない

ということで、これは大俵まつりとか、その他のイベントについても、今スポーツにつ

いてお答えいただきましたけども、その他のイベントについても宿泊になかなかつなが

っていないということなんでしょうか。そしてその原因は何なんでしょうか。再質問し

てお答えもらっていいですか。 

 例えば、私が聞くのは、土日にいろんなイベントがされるので、土日だけが埋まって

てなかなか泊まれないということを聞くんですね。今宿泊が６割というふうに、平均６

割と言われましたけど、６割ということは大体あいてるんじゃないかという感じなんで

すけど、やはり集中するからなかなか土日は難しいというふうなことなんで、よろしい

でしょうか。大体感じられているのでいいですけども、ごめんなさい。私が今この回答

を聞いてそう思いましたので、じゃあ、市長が。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） ただいまの再質問にお答えいたします。 

 宿泊関係につきましては、玉名における宿泊施設、これは同じような形態が非常に多

ございます。宿泊形態、また、料金の問題、そういった点においてさまざまなランクと

いいますか、さまざまなあり方というものがないことによって、どうしても集中してし

まうということが考えられるんではないかというふうに思います。 

 それから、先ほどの質問でもありましたけれども、イベントのときに商業者、宿泊業

者が稼げているのかどうかという問題もそうなんですけれども、玉名におけるイベント

事業におきましては、玉名市も力を入れて開催しておりますけれども、官民連携で行な

っている関係上、本来もうかっていただかなければならない事業所、業者、商売をされ

ておられる方々が、そのイベントに協力を、非常に協力をしていただいておりまして、

その協力をしていただくことによって、御自身のなりわいが、おろそかになってしまう

という場面も見られます。ですので、そういったところをせっかく議員がおっしゃられ

るように、人が大勢集まっていただく、その観光事業としてのイベントの場面で、なり

わいとしてもしっかりもうかっていただくために、官民連携のあり方を、どういう形に

今後していけばいいのかという研究はしっかりしていかなければならないというふうに
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思っています。 

 そして、宿泊施設の問題は、やはり宿泊事業所とのしっかりとした話し合いの中で、

例えば、料金設定の問題であるとか、宿泊についてはシングルユースというものが非常

に今、多い時代でありますけれども、旅館、ホテルとなりますとビジネスホテルのよう

にはいきませんので、そういったところも宿泊事業所さんともいろんな協議をさせてい

ただいて、検討させていただかなければならないところかなというふうには考えており

ます。 

 いずれにしても、そういったところを解消すべく、これからしっかり取り組んでいか

なければならないというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 近松惠美子さん。 

○１６番（近松惠美子さん） よくわかりました。なかなか宿泊もそのつながっていな

いというふうな状況ですね。ちまたにもよくそのことを聞いてますので、これから市長

もかわられましたし、また、部長も４月にかわられたばかりですので、これからまた新

たにこの問題に対して取り組んでいただきたいなというふうに思います。 

 私から、玉名の観光政策に関して２つ提言させていただきます。 

 今、話しましたようにだれでもいいから、だれでもいいからもうかってほしいという

か、利益が上がるようなイベントであってほしいというふうな思いをしております。そ

れがやっぱり税収として上がってくるということと、やはりそれぞれの方が励みになり

ますので、そんなふうな経済効果をしっかり狙ったイベントにしていただきたいという

ふうに思います。 

 今、非常にイベントに官民連携ということで協力していただいてるというふうな、協

力していただく余りに御自分の仕事が十分にできない状態であるというふうなこと、市

長からお話しいただきましたけども、私は、これからは、もっと多くの人にビジネスチ

ャンスを与えるようなイベントにしていただきたいと思うんですね、いわゆる商工関係

の方だけでなくてですね、だれでもいいんです。そのイベントで楽しんでいただけるな

らですね。でも、一般の方はなりわいと、それを主のなりわいとしてない方にとって

は、余り利益が上がらなくてもお祭りに主体的に参加するということは、非常に楽しい

ことですので、もっと一般の方を交えて、一般の方にもビジネスチャンスをいただきた

いというふうに思います。 

 それで１つは、民泊を、民泊がふえたらいいなと私は思ってるんですね、さっき、土

日のことが出ませんでしたけど、稼働率平均６割ということですけど、いろんな条件が

いいところは８割ということですけども、その８割に、８割ということは土日はほとん

ど埋まっているというふうな、多分状況じゃないかと思うんですね。そういうこともあ
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りまして、近隣に泊まるぐらいだったら、玉名に泊まっていただきたいということで、

もっともっと民泊がふえたほうがいいんじゃないかなと思います。この民泊は危険な部

分だけマスコミに、こういろいろ出てますけども、私としてはこれから非常に民泊とい

うのはふえていくんじゃないかというふうに思います。民宿よりも非常に基準が簡単で

すし、県に届け出ということですので、市としては余り関係ないといえば関係ないこと

なんですけども、こういう民泊新法ができましたと、こういうものがありますというこ

とを市民に知らしめるぐらいのことはしていただきたいなと、そのぐらいはしてもいい

んじゃないかなというふうに思います。年間１８０日以内ということですので、生活、

これを主たる生活の糧とするわけには、ちょっと物足りないと思いますけども、やはり

今、定年後の人が非常に多いですから、楽しみを兼ねて、多くの人が取り組んでいただ

いたらいいんじゃないかなと思います。 

 それから、２つ目は、今言いましたように、やっぱりいろんなイベントの場に一般市

民が販売できるような、そういうことも考えていただきたいということです。ことし花

しょうぶまつりに行きましたら、夜はすごく人がぶつかり合うぐらいうじゃうじゃいま

したので、私もいかなかったんですけど、あの人たちの、せっかく出てきて、何か見た

いな、買いたいなというものがちゃんと満たされるような準備ができてるのかなと思い

ながら眺めて、翌日行ったんですけど、やっぱりちょっと寂しいなと思いました。大牟

田の方が、アクセサリーと小さな絵を販売してたんですね、５００円ぐらいのですね。

どうして大牟田から来たのかなと、このくらいのものだったら玉名の人だって販売した

い人がいっぱいいるのになと思って見たわけなんです。本当にイベントに主体的にかか

わるというのは、やっぱりお祭りですから、利益が少なくても楽しいことですので、ビ

ジネスチャンスを多くの方を対象に考えていただきたいなというふうに思っておりま

す。 

 この民泊新法についてのお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 民泊新法への対策を伺うということでお答えいたしま

す。 

 御質問の住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法は、近年増加する訪日外国人観光客の多

様な宿泊ニーズへの対応や空き店舗、空き部屋の有効活用といった地域活性化の観点か

ら、民泊の機運が高まる中、公衆衛生の確保、地域住民等のトラブル防止、違法民泊へ

の対応等の課題を踏まえ、昨年６月に成立し、今週６月１５日からいよいよ施行となり

ます。民泊事業を行なおうとする場合、都道府県知事への届出義務、衛生確保を措置し、

火災、その他、災害が発生した場合における宿泊者の安全確保、宿泊者名簿の作成等が

必要となるため、県のホームページや国の民泊制度をポータルサイト等での周知が図ら
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れておりますが、本市のホームページ等でのお知らせは、現在のところ行なっておりま

せん。今後は、法施行に合わせ市のホームページ上に国のポータルサイトのリンクを設

定し、周知を図ってまいりたいと考えております。 

 なお、生活環境の悪化を防止する観点から、必要があるときに営業日数や住居専用地

域での営業などを条例により制限することは認められておりますが、条例制定措置が可

能な自治体は、都道府県及び保健所設置地、政令市、中核市等特別区東京２３区となり

ます。熊本県におきましては、法施行後現時点では、条例制定の予定はないとお聞きし

ております。 

 また、多くの方にビジネスチャンスをという御質問でございますけども、各イベント

時における出店につきましては、市民も参加しやすい仕組みづくりを行なったらどうか

との御質問だと思いますけども、ふるさとセールス課が事務局を努めております玉名大

俵まつりにおきましては、出店につきましては広報たまなや市ホームページで公募をし

ております。応募多数の際は、イベントの趣旨に沿っているかなどを考慮し、実行委員

会で協議して決定しております。近松議員の御提案のように、市民の方が物販等も含め、

各種イベントに参加していただくことはイベントの盛り上がりにも寄与するものと考え

ますので、検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 近松惠美子さん。 

○１６番（近松惠美子さん） 本当に商工関係の方、どこの部署もそうですけども、日

曜日がないと言われますけども、精いっぱい努力していただいてることを本当に感じて

おります。 

 本当にいろいろ努力して、いろんなイベントを誘致したり、スポーツ大会を誘致した

りしているけども、宿泊につながっているとは言えないということですので、ぜひ、こ

このところを分析されて、せっかく玉名においでたので、玉名で楽しんでいただけるよ

うにもう１つ工夫していただきたいというふうに思います。 

 また、出店については、検討してくださるということですので、どうか本当にお店が

いっぱいあって、歩くだけで楽しいような、そういうふうなイベントをつくっていただ

きたいなということをお願いしたいというふうに思います。 

 きょうは読書力の問題と観光の経済効果の問題について御質問いたしました。読解力

については、心配ないというふうなことでしたけど、平成１８年も心配ないといわれて

今日ですので、本当に大丈夫なのかなという私の思いと、でもああいう本を読まれてな

いじゃないかというのがその原点なんですね、ああいう魅力的な本を読んでほしいなと

思うんですけども、読まれてないのは何だろうかというのが私の原点ですので、図書館

改革を含めて、力を入れていただけたらなというふうに思います。 
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 新しくできた玉陵小中学校の図書館は、やはり新しいところはすばらしいなと、天水

もすばらしいなというふうに思います。地元の岱明の中学校の図書館って倉庫みたいで

ですね、あれはやっぱり読書環境かと思ってますので、あの辺も考えていただきたいな

というふうな思いでおります。本当に教育委員会にしましても、学校にしましても、商

工関係の方にしましても、本当に精いっぱいしていただいてることに、本市民の代表と

して感謝申し上げ、そしてまた、さらなる努力をお願いして、私の質問をおしまいにし

ます。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、近松惠美子さんの質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１０時５３分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時１０分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 １２番 西川裕文君。 

［１２番 西川裕文君 登壇］ 

○１２番（西川裕文君） どうもありがとうございます。傍聴の皆さま方も本当にあり

がとうございます。本日、２番目の質問者になります１２番、新生クラブ、西川裕文で

す。 

 通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 まず、１番目になりますけども、工業団地計画について質問をいたします。今回、議

会始まってすぐですけども、全員協議会の中でも説明がございましたけども、新玉名駅

周辺整備計画が作成をされております。今後の玉名市をより発展させるためには、本当

に大切な計画でもあります。計画の内容につきましては、商業地域、住居地域が中心で

ありまして、先日、ちょうど９年前に市の誘致企業でありました企業の社長様が定年と

なられまして、本社へ戻られました。そのときお話をする機会がありまして、企業の誘

致について伺いました。何が必要かということを直接伺ったときに、やはり団地化が必

要だという話をされました。その企業さんは、ちょうど１つだけ田んぼの中にちょうど

市の空間があって、そこで企業を新しく建てられましたけども、やっぱりなかなか周り

の住民の方々に対する配慮等々はかなり必要だということがありまして、団地化をして

いただければ、そういう企業、いち企業での心配事等々は少なくなるから、企業も入り

やすいんじゃないかと、そういうふうなお話をしていただきました。人口減少の玉名に

おきまして、仕事場の確保は本当に大変重要であります。若者がおります。また、玉名

市の場合も５つの高校があります。産業すべての農業、工業、商業、看護、栄養関係、

すべての勉強をしておる高校生等もおりまして、ぜひ、玉名のこの地に仕事場をつくっ
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ていただいて、残っていくことが必要だと、重要だと思っております。その中で、ただ

いま申しましたように、工業団地の計画について、前はあったみたいですけども、今、

具体的にはどのように考えられているのか、質問いたします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

［産業経済部長 松本忠光君 登壇］ 

○産業経済部長（松本忠光君） 西川議員の工業団地計画についての御質問にお答えい

たします。 

 議員御存じのとおり、本市ではまとまりのある市所有の工場適地を保有しておらず、

企業からの土地等の問い合わせに対し、民間の遊休地や空き物件を紹介するにとどまっ

ております。また、玉陵校区の空き校舎の利用も検討しておりますが、地元の意向をお

聞きしながら、積極的に推進していきたいと考えております。企業を誘致する際の用地

不足は以前より懸念されておりましたが、これから市民会館の建てかえや公共施設等の

整備に相当な費用がかかることを考えていくと、市で工業団地を整備することは財政上

厳しい状況にあると考えます。ほかの自治体では、民間の力を活用して工業用地を整備

したところもありますので、そのような例を参考に、本市におきましてもできるだけ市

民の皆様に負担をかけないような手法を用いて、企業に提供できる用地を確保したいと

考えております。工場適地不足の解消は、企業誘致において喫緊の課題ですので、でき

るだけ早く紹介できる工業適地の確保に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 西川裕文君。 

○１２番（西川裕文君） ありがとうございます。 

 今、部長のほうから答弁いただきまして、いろんな面で今計画の中で、市の財政、今

からいっぱい厳しくなるのはわかりました。部長のほうからも話がありましたように、

旧学校跡地の活用、それから新玉名駅の周辺につきましてもまた、考えることができる

んじゃなかろうかというところもありますし、民間用地の活用ということでぜひ、今後

いろんな面で検討をしていただきたいと思いますし、１つだけ、また、企業誘致につき

ましてもいろんな企業、全産業に渡る企業誘致をしていただくように、工業とか、商業

だけでなくてですね、いろんな面での誘致のほうの検討のほうもあわせてお願いしたい

と思います。 

 以上です。 

［１２番 西川裕文君 登壇］ 

○１２番（西川裕文君） それでは続きまして２番目にまいります。 

 イノシシの捕獲の実態について伺います。これにつきましては、まず、昨年度イノシ

シの捕獲頭数はどのようであったか。また、ここ数年の推移についてどういうふうな頭
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数になっているか伺います。 

 続きまして２番目になりますけども、定住自立圏構想の中で、以前伺いましたけど

も、ジビエの活用について、処理場の建設等を話し合いながら、今検討をしているとい

うふうな回答がありました。これにつきましての進捗状況はどうであるか伺います。 

 続きまして、現在、玉名市においては捕獲されたイノシシの頭数の確認につきまして

は、以前は職員が行かれて写真を撮ってこられたというところですけども、今現在は、

イノシシのしっぽをとってきてその確認で頭数の確認を行なわれるというふうに聞いて

おりますけども、これも前ありましたけども、周りの自治体がどういうふうな確認にな

っておるか、やっぱり捕獲隊の方々の話をちらっと聞くと、内々ですけども、ほかから

しっぽが回ってくる可能性もありますので、ほかの自治体もすべて同じようなしっぽの

確認の方法にしていただくようなことのほうがそういう問題が少なくなるんじゃないで

すかというふうなところを伺いました。周りの自治体に対しての確認の方法についての

要請については、どのようにされているのか伺います。 

 最後になりますけども、これも昨年ちょっと伺いましたけども、地元企業のほうから

有害鳥獣駆除というところでの寄附を行なわれておりましたけども、その寄附内容につ

きまして現在どういうふうになってるかということを質問いたします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

［産業経済部長 松本忠光君 登壇］ 

○産業経済部長（松本忠光君） 西川議員御質問のイノシシ捕獲の状況についてお答え

いたします。 

 まず、捕獲の状況についてでありますが、平成２７年度における捕獲頭数は６９８

頭、平成２８年度が７５３頭、平成２９年度が１,１４６頭と毎年増加傾向にありま

す。 

 次に、有害鳥獣捕獲活用事業についての進捗でありますが、現在、玉名圏域定住自立

圏形成推進会議の農林水産部会で捕獲個体の処理に関する実態調査を行なっておりま

す。今後は可能な限り策定されたスケジュールに基づき、検討、調査を実施してまいり

ます。 

 次に、イノシシ捕獲確認方法についてでありますが、現在、玉名市では捕獲者が切断

したしっぽを市に提出していただき、頭数を確認しております。近隣市町の状況としま

しては、現地にて捕獲者が捕獲状況を写真撮影し、その写真を提出することで頭数確認

しているところが、荒尾市と玉東町、捕獲者が撮影した現地写真及びしっぽの提出によ

り頭数確認しているところが、和水町、玉名市と同じ方法で確認しているところが南関

町であります。確認については、各市町独自の方法で頭数確認をしており、統一はされ

ておりません。今後は猟友会による現地確認などのよりよい方法を玉名地域鳥獣被害防



 － 46 －

止対策広域連絡協議会などの会議の場で提案できればと考えております。 

 次に、イノシシ捕獲に対する民間等から市への寄附についてですが、現在、ＪＡたま

なより捕獲分担金として、１頭当たり１,０００円を負担していただいておりますが、

寄附としての受け入れはございません。仮に、民間からの寄附の要望があれば受け入れ

は可能かと思われますが、現在までそのような要望はございません。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 西川裕文君。 

○１２番（西川裕文君） ありがとうございます。 

 ちょっと再質問になりますけども、２番目に言いました定住自立圏構想の中で、今後

農林水産部会主体になって検討していくというふうなところで話がございましたけど

も、再質問ですけども、ジビエ活用の処理場の建設等々については、そういう話があっ

ておりますか。これについてはちょっと前もって言ってなかったもんで、わかる範囲の

中でお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 具体的な話は、私のほうはまだ聞いておりません。ま

だ勉強不足だと思っておりますけど、申しわけございません。 

○議長（中尾嘉男君） 西川裕文君。 

○１２番（西川裕文君） 定住自立圏構想の中では交渉、交渉というか、話し合いをそ

れぞれされておるということだったもんで、あとは具体的なところで進めていっていた

だきたいと思います。 

 農産物の被害は本当にふえておる状況でもあります。天水のほうでは県や市のモデル

ケースとして住民の方々一体となった対策等々もされておりますけども、今後、特に先

ほどありました猟友会等々対応していただいて、もう１つは、事故がないようなことで

配慮を十分していただいて、市民の皆さんの役に立つようなことでよろしくお願いした

いと思います。 

［１２番 西川裕文君 登壇］ 

○１２番（西川裕文君） それでは３番目になりますけども、有明海沿岸道路早期実現

について伺います。 

 先日、熊本市も含めたところの城北の３道路の開設のための期成会の総会が行なわれ

ておりました。これにつきまして、特に熊本市が３つありまして、有明海沿岸道路早期

実現に向けての進捗状況について、新しい市長になられまして、特に言いましたよう

に、熊本市への働きかけが本当に大事であるというふうに思います。まず、熊本市の意

向はどうであるか。また、本当に長洲町までは計画が来ておりますけども、そのあとの

玉名市及び熊本市以降、南のほうの早期実現、本当に必要だと思います。私も沿岸道路
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は使わせていただいて、荒尾から大牟田、そして今もうずっと大川、柳川、そして今、

佐賀のほうの筑後川の橋もかかりよります。本当に無料で通れる高速までは行きません

けども、大切な道路でありますので、新市長には本当に働きかけをしていただいて、早

期に実現するようにお願いしたいと思います。市長のほうの意気込みをお願いいたしま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 西川議員の有明海沿岸道路早期実現についての御質問にお答え

をいたします。 

 有明海沿岸道路は、有明海沿岸の都市を結ぶことにより、地域間の交流、連携を強化

するとともに、深刻な渋滞箇所が存在する国道３号線並びに２０８号線等の混雑緩和、

また、交通安全の確保を目的として計画された地域高規格道路でございます。１期事業

のほうでは、平成６年１２月に佐賀県鹿島市より大牟田市までの約５５キロメートルが

計画路線に指定をされ、そのうち自動車専用道路が３０.３キロメートル、一般路で９.

６キロメートルが供用されてるところでございます。また、大牟田市から熊本市までの

区間における２期事業では、１期事業の終点である三池港インターチェンジから長洲町

までの区間が平成２７年４月に都市計画決定され、県内では初となる荒尾競馬場跡付近

までの約２.７キロメートルが事業着手となりまして、現在、道路設計等が進められて

いるところでございます。 

 議員御質問の有明海沿岸道路整備の早期実現に向けた取り組みでございますけれども、

平成１０年に行政を中心とする有明海沿岸道路建設促進熊本県期成会、平成２４年には、

荒尾玉名の民間が中心となった有明海沿岸道路荒尾玉名地域整備促進期成会が設立をさ

れまして、毎年道路整備の予算確保に向けて、九州地方整備局を始め、国土交通省、財

務省、並びに県選出の国会議員に対し、要望活動を行なっているところでございます。 

 それで、今後につきましては、熊本県期成会の会長である熊本市長に対し、長洲町以

南、南の未整備区間を最優先の整備区間として位置づけていただきまして、度あるごと

に、市町様ともそういったお話もさせていただいておりますし、これまで、沿線上でな

いかかわりのなかった自治体のほう、近隣の町の首長さんのほうからも「これから一緒

にやるぞ。」と、「声をかけてください。」というようなお話も大変心強いお話もいた

だいております。そういったことで、関係自治体や関係団体とともに、今年度も８月上

旬に九州地方整備局、そしてまた、下旬には国土交通省ほかに要望活動を予定しており

ます。引き続き、国直轄による全線整備の実現に向けて、強く要望してまいりたいとい

うふうに考えております。しかしながら、一昨年の熊本地震によりまして、現在、阿蘇、

並びに西原村、益城町のほうに国の直轄事業としては、全精力を注いでおられます。そ
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ういったこともありますので、当然それは地震のあとの復興、復旧に向けて取り組まな

ければならない事柄でありますので、これは粘り強く、根気強く、これからもしっかり

と要望をしていきたいと、連携をさらに強めて、要望していきたいというふうに思って

おりますので、どうか御理解をよろしくお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 西川裕文君。 

○１２番（西川裕文君） ありがとうございます。 

 市長のほうから力強い思いを述べていただきました。ありがとうございました。 

 市長のほうからもありましたように、熊本地震の影響で、本当に西原、南阿蘇、それ

から阿蘇大橋も含めたところで鉄道関係も本当にそちらのほうの復旧、復興というのが

やっぱりメインになってるのはわかりました。しかし、今、言っていただいたように、

熊本市への働きかけも含めまして、近隣市町のほうも応援をしますと、一緒になってし

ていきましょうという話を伺いましたので、ぜひ、粘り強く、早めにできるような対応

をとっていただくように、節にまた、お願いをいたします。 

［１２番 西川裕文君 登壇］ 

○１２番（西川裕文君） それでは続きまして、４番目になりますけども、玉名市公共

施設長期整備計画について伺います。 

 平成２８年３月、玉名市公共施設長期整備計画が作成されております。平成２８年か

ら平成６７年までの４０年間の長期計画であります。今ちょうど２年を経過して、なか

なか結果についてどうこうというのは言えないと思いますけども、計画だけのぞいてみ

ると、２年で計画どおり実施されているところ、また、なお実施がされていない項目が

あります。計画の時と時代の経過とともに、状況は刻々変化をしております。その時代

にあわせて計画の前倒しとか、見直しも必然的に必要になると思いますけども、これに

つきまして前倒し等々については、執行部のほうでどういうふうに考えられているか質

問いたします。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

［建設部長 前田愼一郎君 登壇］ 

○建設部長（前田愼一郎君） 議員御質問の玉名市公共施設長期整備計画についてお答

えをいたします。 

 玉名市公共施設長期整備計画は、議員おっしゃいましたとおり、平成２８年３月に策

定をしており２年余りが経過しております。この計画は、本市が保管しております施設

１２０ございますので、対象期間が４０年と長期にわたるため、市の財政状況や社会情

勢、市民ニーズ等の変化も踏まえ、５年ごとに計画の見直しを行なうこととしておりま

す。見直しに当たりましては、毎年施設の所管課と実際に向けたヒアリングを行なって

おります。その中で、計画に伴う進捗状況の確認や問題点を把握し、お互いが情報を共
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有し、所管課との連携を密に行ない計画に沿った事業展開ができるよう取り組んでいき

たいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 西川裕文君。 

○１２番（西川裕文君） ありがとうございます。 

 今、部長のほうから答弁をいただきまして、計画について見直しをしながらしていく

というところでありました。これにつきましては、今、答弁の中でありましたように、

所管課から上がってきてるというところでの所管課の内容の見直し等々というのが、や

っぱり大事になってくるというふうに思いました。建設部だけでなくて、対応しておる

所管課の各部長さんたちにつきまして、やっぱり十分にその時代、時代の状況を把握し

ていただいてやるべきところは早くしていただくというところで、本当にこの計画あり

きだけでなくて、やっぱり早く進めていくところは進めていくというふうなところで、

所管課のそれぞれの所管にもよろしくお願いしたいと思います。 

［１２番 西川裕文君 登壇］ 

○１２番（西川裕文君） それでは最後になりますけども、いだてんと日本遺産の広報

活動について伺います。 

 金栗四三名誉市民、来年の「いだてん」ですけれども、それから日本遺産につきまし

ては、市民の方々への意識の浸透は少しずつではありますけども、広まっているとは思

います。しかしながら、やっぱり市内の個々の団体に対しての浸透というのは、まだ足

りんのじゃなかろうかなと。子どもたちから幼児から児童・生徒、また、敬老会や文化

団体、支館への浸透について本当に十分に今なされているのか、まだ不十分じゃないか

と思います。これについて、どういうふうに今後なされていくか、学校の場合には、玉

名学もありますし、いろんな面で金栗さんの紹介。また、ほかにも日本遺産の紹介

等々、いろんな面でＰＲ推進課だけでなくて、やっぱりこれにつきましても各それぞれ

の所管が一体となってＰＲをしていく必要があると、日本遺産等々についても広報活動

が必要であると思います。そういうところで、今現在、浸透については、どういうふう

なことで広報活動されているのか伺います。 

 それからもう１つになりますけども、インバウンド、海外からですけども、２,００

０数名ですか、昨年が。それから国内の観光客の皆さまに対して、十分説明をできる人

づくり等々は、今、されておるのか。観光客の方々が来られて、それに対して対応が、

質問等々がある。紹介もする。そういう対応をする人づくりがなされているのか。ま

た、案内をされるタクシー業界等々への働きかけはどのようにされているのか、伺いま

す。 

 最後になりますけども、今回、先日「いだてん」のマスコットキャラクターが決定さ
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れました。その活用の方法として、ちょうど会派研修で浜松に行きましたけど、浜松の

場合は、直虎等のキャラクターをそれぞれ運送会社の方々へマグネットシールをつくっ

て、貼っていろいろ紹介をされておりました。玉名のほうもぜひ、キャラクターの、マ

スコットキャラクターのマグネットシールをつくって、市庁舎の車はもちろんのこと、

市内の運送業者、バス、タクシー、郵便局の配達のバイク、並びにぜひ、希望される市

民の方々がおられれば、貼っていただいて、市全体で盛り上げていく必要があるという

ふうに感じますけども、これについてどういうふうな考えがあるか、お聞きします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

［産業経済部長 松本忠光君 登壇］ 

○産業経済部長（松本忠光君） 西川議員の御質問の「いだてん」と日本遺産の広報活

動についてお答えいたします。 

 最初に大河ドラマ「いだてん」に関する広報活動、特に学校と個々の団体への紹介は

どこまで進んでいるのかについてでございますが、市内の小学校、中学校においては、

玉名の歴史と伝統文化を育むための教育として行なわれている玉名学の中で、金栗四三

氏を紹介していただき、関心を持ってもらうなど、児童生徒の機運の醸成を図っている

ところでございます。また、そのほかにも老人会など、個々の団体につきましても総会

時やイベントを通して、積極的に呼びかけ、市全体が盛り上がるよう、連携を図ってい

きたいと考えているところです。 

 続きまして、インバウンドや国内旅行者に向けて「いだてん」を紹介できる人材づく

りはどうなっているのかについてでございますが、今回の「いだてん」を契機とした取

り組みの中で、来訪者へ玉名の魅力発信やおもてなしをする手段として地域ボランティ

アガイドの育成は必要であると考えております。そのため、玉名市いだてん地域振興協

議会におもてなし部会を設置したところであり、当部会を中心に、玉名の観光を担う玉

名観光協会、玉名観光ガイドの会、小田校区市内タクシー会社などと連携することで金

栗氏の功績はもとより、玉名を広く紹介していきたいと考えているところです。 

 次に、いだてんマスコットキャラクターとロゴマークの今後の活用方法についてでご

ざいますが、まず、玉名市のマスコットキャラクター、タマにゃんに金栗氏がオリンピ

ックで使用したユニフォームを着用させ、各イベントに参加することで効果的なＰＲを

図っていきたいと考えているところです。また、ロゴマークにつきましては、今後のぼ

りやチラシ、物産商品等で広く活用し、金栗四三氏を全国へ発信していきたいと考えて

いるところです。また、ＰＲ用マグネットシートをつくり、宅配配送会社やタクシー会

社に配付し、宣伝広報を支援してもらうことを進めてはどうかについてでございますが、

市内外へ広くＰＲを図る上では、運送会社等にＰＲ用のマグネットシートをお渡しし、

ＰＲしていただくことは効果的できあり、広くＰＲにつながるものと考えております。
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ＰＲ用のマグネットシートにつきましては、現在、玉名市いだてん地域振興協議会にお

いて作成の準備を進めているところです。今後はデザインや枚数等を協議し、完成後は

広く周知を図っていきたいと考えているところです。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） 議員御質問の中で、日本遺産の広報活動については、私の

ほうからお答えさせていただきます。 

 日本遺産は、平成２７年度に創設された制度で、日本の文化、伝統をかたるストーリ

ーを国が認定するもので、目的は、これを戦略的に活用し、観光振興などを推進して、

地域活性化につなげていくことにあります。 

 そこで本市も一昨年２月、山鹿市、菊池市及び和水町の菊池川流域市町や県、国土交

通省、各種民間団体と協力して、「二千年にわたる米作り」をテーマにストーリーを作

成し、申請したもので、昨年４月に文化庁から日本遺産として認定をしていただきまし

た。認定後の広報活動といたしましては、日本遺産に関する情報発信や普及啓発などを

図るため、本市独自又は菊池川流域３市１町などと共同で、各市町の広報紙やホームペ

ージによる周知はもとより、シンポジウムやモニターツアーの開催、また、ＳＮＳ、動

画、テレビ、ラジオ、ポスター、チラシ、のぼりなど、思いつく限りの多様な情報伝達

媒体を利用し、認定されたストーリーやその日本遺産そのものの意義、目的などについ

て積極的、かつ精力的に実施しており、また、インバウンドも視野に入れた観光客等に

対応するための日本遺産ガイドを育成する事業にも取り組んでおります。今後は、これ

まで以上に日本遺産に係る情報発信、人材育成、普及啓発、調査研究などの各事業をさ

らに充実させる予定であります。特に、ガイドの人材育成につきましては、昨年度作成

しましたガイド教本を使用して、プロの日本遺産ガイド養成を目指す講座と、本市独自

ではございますけれども、ボランティア的位置づけで活躍してもらうことを想定した玉

名市歴史博物館こころピアの主催による講座を実施しております。日本遺産の認定や

「いだてん」の放送決定は、本市や菊池川流域の国内外での知名度の向上、地域活性化

の取り組みや飛躍させるまたとない大きなチャンスととらえておりますので、他の事業

や近隣の市町が実施されている多様な取り組みとのコラボレーションによる相乗り効果

が大いに期待できるものと、事業展開、広報活動に努めてまいりたいと存じております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 西川裕文君。 

○１２番（西川裕文君） どうもありがとうございました。 

 「いだてん」並びに日本遺産について、特に交流人口が、本当にふえるように、特に
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「いだてん」の場合は、来年オリンピック前の年で、一過性にならんような形で、これ

が次につながるようなことで、今、検討をされているというところで、また、お願いし

たいと思います。 

 それぞれ、ボランティア、並びにガイドの方々の育成はぜひ、必要だと思いますし、

今現在、観光協会のほうでタブレットというんですか、各地区地区に行けば、スイッチ

を押せば説明ができる、そういう貸し出しも行なわれているというところで、観光協会

にかかわらず、いろんな地域でそういうふうな機器が貸し出し等々ができるようなこと

でも今後も検討をしていただきたいと思います。 

 そして、本当に大河ドラマについては、思いもしなかった大河ドラマの主人公という

ことで、名誉市民の金栗四三先生がなられるわけですけども、本当に一過性にすること

なく、この機運をぜひ、玉名人自体が自分たちで金栗先生のようにやっていくぞという

思いをもつように、それぞれ私たちも含めて、全体で持っていく必要があると思いま

す。金栗四三さんが恩師の嘉納治五郎さんからちょうどオリンピックに出るときに、時

代を背負う人間となるというところでも御存じのとおり、「黎明の鐘」となれというふ

うなところを言われております。それを言われて、日本で初めてオリンピック選手とな

られて、箱根駅伝等「日本マラソンの父」と呼ばれるようになられました。この大河ド

ラマを期に、交流人口、もうその年の交流人口増加だけでなく、ぜひ、それを期に、こ

れを期に、私たち玉名市民が本当に年齢に関係なく、子どもから年配の方々まで、体

力、気力、努力の心構えを持って、それぞれの年齢の、それぞれの立場で、自分たちが

「黎明の鐘」になるぞと、そういうふうな意気込みを市民の皆さんが、みんな持つよう

に、まずは我々が主体となって、機運を盛り上げていく必要があると思いますので、も

う庁舎全体となって、来年のもう取材も入っておりますので、この気持ちを玉名人とし

て、時代をつくるぞと、年齢関係なく。そういう機運を高めていくように、広げていき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 これで一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、西川裕文君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５２分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時０１分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 １１番 城戸 淳君。 

［１１番 城戸 淳君 登壇］ 

○１１番（城戸 淳君） こんにちは。１１番、新生クラブ、城戸淳です。よろしくお
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願いします。 

 また、傍聴の方、いつもありがとうございます。お疲れでございます。 

 実は、昨年の６月議会だったでしょうか。私の会社に実はハクセキレイという鳥が洗

車機のブロアーの上に巣をつくり、巣立ちをして、これはＫＫＴのてれビタミンで放送

されたり、全国の晩のエブリイでも放送されました。これは本当に縁起がいいというこ

とで、私も昨年、喜んだ次第でございますけど、実は、ことしもまた新しく洗車機がか

わったんですけど、そのブロアーの上に巣をつくって、また、かわいい雛を見ることも

できました。野鳥の会の方だったり、いろんなお客さんがちょこちょこ見に来られてい

る状況で、本当に私としてはいい宣伝になったところでございます。 

［作本幸男君 「よかことのあっど。」と呼ぶ］ 

○１１番（城戸 淳君） さて、いよいよ金栗四三の大河ドラマ「いだてん」ですか

ね、オリンピック噺が来年１月から放送をされます。また、観光施設の核となる大河ド

ラマ館の建設が旧庁舎跡にいだてん地域振興協議会で決まり、観光客の誘客に期待して

いるところでございます。ただ、ちょっと私は少し心配しているのは、旧庁舎のところ

にドラマ館ができるということで、中には物産館ができるような計画がございます。物

産館はもちろん大事でしょうけど、今まで篤姫のときもそうだったけど、まずはお食事

処で食事を食べて、物産館で土産を買って、ドラマ館に行かれたということで、非常に

篤姫の時は動線がよかったということも聞いております。西郷どんが動線が悪いという

ことではないですけど、非常にちょっとその辺がなかなか苦労されているような状況で

ございます。玉名も今、しょうぶまつりがあっていますけど、今、昔は大型バスが来

て、やっぱり花しょうぶまつりを見られました。ただ、いつもそのときから玉名市の中

で来られたお客さんが言われているのが、やはり食事処がないと。観光で本当にしょう

ぶまつりは見るんだけど、お店、お土産を買って食べるところがないというのが今まで

の問題点というか、そういうことでございました。和水町の大型バスがとまるそういう

施設もございますけど、そちらのほうに流れているという状況で、震災以来バスがなか

なか来ない状況にもなっておりますけど、そういうのも踏まえれば、ドラマ館の中にお

土産はあるけど、食事処がないと。恐らく周辺のお店当たりを散策しながら、ちょうど

西南の役とか、そういうのがありますので、散策しながらお店に立ち寄って食事をする

というのもございましょう。ただやはり、ドラマ館というのは、やっぱり核となるわけ

ですので、やっぱり２０万人、３０万人というお客が来られる中で、お土産は買って行

くけど、やっぱりどうしても食事が、玉名の食事を食べていただきたいということで、

非常にその私は、その食事処がドラマ館の中にないのが非常に不安でございまして、こ

れはまたいろいろおもてなし部会とか、食料部会とかありますので、その辺で検討をさ

れると思いますけど、その辺がちょっと心配でございますけど、ここは玉名市民一体と
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なって、そしてオール玉名でこれを進めていかなければならないと思います。私も精い

っぱい頑張る覚悟でございます。そしてあと一歩、５月２８日に藏原市長がよかボス宣

言を行なわれました。このよかボス宣言とは、熊本県が実施するもので、熊本を支える

力強い産業の復活、発展と魅力のある雇用の創出や県民の結婚、出産、子育ての希望の

実現を目指して子育て環境をはじめとするだれもが働きやすい環境の整備など、県民総

幸福量の最大化に向けた取り組み、県内企業や事業所の経営者など、熊本県全体によか

ボスをふやして、オール熊本で県民の総幸福量の最大化を目指すものですと、うたって

ありました。本当にこれは、市長が宣言されたとおり、非常にいいことだと私も思って

おります。ただ、しかしまだまだ社会全体の問題点もあります。その一反が今回質問す

る買い物弱者問題ではないでしょうか。 

 それでは、通告に従いまして、質問いたします。今回２項目をいたします。最初に、

買い物弱者についてです。 

 経済産業省が、買い物弱者に関する調査を行なっております。平成２２年に約６００

万人と推定をされました。しかし平成２７年の調査では７００万人、現在は１,０００

万人に届くと推定をされております。これは増加傾向にあります。玉名市でも日常の買

い物に不安を感じる買い物弱者が相当おられるようです。市民生活の最重要課題の１つ

となる買い物弱者対策は、車を所有しない高齢者世帯には大変深刻な問題です。特に、

買い物ができない状況が続けば、食事が満足に取れない上に、栄養が足りないために病

気を発生し、それに伴う医療費や介護費の増加など、リスクが高まることが指摘をされ

ております。 

 そこで質問です。１番目の買い物弱者・交通弱者の実態調査の実施はということで、

まずは最初に、買い物弱者の定義とどういう認識をもってらっしゃるかをお聞きいたし

ます。さらに、本市の第２次総合計画の商業活性化の推進にも明記されているように、

そこには現状把握とうたってあります。そこでアンケート等の実施は、今までなされて

いるのか。また、これから先、実施する予定はあるのか、お伺いをいたします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

［産業経済部長 松本忠光君 登壇］ 

○産業経済部長（松本忠光君） こんにちは。城戸議員の買い物弱者対策についてお答

えいたします。 

 まず、買い物弱者とは、経済産業省の買い物弱者支援においての定義として、人口減

少や少子高齢者等を背景とした流通機能や交通網の弱体化などの多様な理由により日常

の買い物機会が十分に提供されない状況におかれている人々を買い物弱者と位置づけて

あります。また、本市では、第２次総合計画の前期基本計画の中で、商業活性化の推進
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として日常生活必需品の買い物が容易にできる仕組みを検討すると明記しているところ

です。 

 議員お尋ねの買い物弱者及び交通弱者への直接のアンケート調査は実施しておりませ

んが、生鮮３品が購入できない買い物弱者居住地区の範囲調査を実施しているところで

ございます。今後はアンケート調査の実施に向け取り組んでいきたいと考えております

が、本市では、高齢者の免許返納者が他自治体より多いと伺っており、免許返納者が買

い物弱者、交通弱者となっている可能性がございます。そこで、アンケート調査の実施

に際しては、現在、地域振興課が取り組んでいる交通弱者対策の事例研究や移動手段の

手法等とあわせて買い物弱者対策を検討し、効果的な調査方法を関係各課、関係団体と

速やかに協議した上で、実施に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 城戸 淳君。 

○１１番（城戸 淳君） 答弁いただきました。 

 この買い物弱者対策というか、これは先ほど言いました実態調査に関しては今から進

めていくという答弁でございましたけども、実は、玉名商工会議所の商業部会というこ

とで、私もその部会長をさせていただいています。その中でも、今年度は一番かかわり

のあるお買い物弱者についてのことをまずは調査研究ということで、我々商工会議所も

そこを中心に今考えるところでございます。これもぜひ、行政と一緒に先ほど言われま

したことも踏まえて、我々商工会議所も一緒になって、この調査に関しては、まずはや

っぱり把握しとかないと、いろんな意味でアンケートも含めて、前へ進んでいかないの

かなと、まず把握した上で対策をどうするのかということまで考えれば、まず一番に実

態調査だと思っておりますので、ぜひ、この辺は早急にこの問題は本当に先延ばしはで

きない問題でございますので、よければ調査を進めていただきたいと思います。 

 それでは次に、２番目の買い物弱者の支援策について質問します。 

 まず、なぜ、買い物弱者となってしまったのかというと、先ほどもいろいろありまし

たけど、高齢化や人口減少などの影響で身近な場所から買い物するための店が撤退する

地区がふえてきているというのが１つあります。その上、高齢のために自動車が運転で

きない等の理由で、遠くまで行けないと、困難に感じている人がまたこれも多くなって

いるという現状でございます。今後も高齢化が続くと、早期に手を打っていかなければ

ならないと思っているところでございます。まず、対策については、いろいろ調べて見

ますと、まず、身近な場所に新店舗の開設をするというのが１つの対策の１つでござい

ます。それと宅配サービス。これも１つの手法でございます。それに伴ってまた移動販

売、これも１つの手法でございます。この今３つ言いましたけど、そういうのには、国

のお買い物弱者の支援補助金というのがあるみたいです。その辺も含めて、今言ったの
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を、見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 城戸議員の買い物弱者の支援策についてお答えいたし

ます。 

 本市では、現在、直接的な支援策は講じておりません。議員御指摘の身近な場所への

新店舗開設や宅配サービス、移動販売については、行政が直接できるものではなく、民

間を活用して実施するものであり、現在、宅配サービスは調理された弁当や食材のみを

配達するサービスが民間で数社行なわれております。また、移動販売については、国が

進める買い物弱者対策事業での補助金申請を市内事業者が申請されており、市では申請

に必要な推薦書を提出しているところです。 

 なお、買い物弱者対策については、商業だけではなく、福祉、交通等さまざまな分野

と絡んでくることから、今後実態調査を行なった上で、関係各課と協議を行なってまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 城戸 淳君。 

○１１番（城戸 淳君） 答弁いただきました。 

 まず、買い物弱者対策といいますか、買い物弱者を支えていくという方向から見てい

くと、先ほども言いましたけど、まずは身近な場所にもう店がないということで、店を

つくろうということですね、これに関しては、実は事例がございます。お隣の荒尾市で

ございます。荒尾市では「青研（せいけん）」という名前で、中央青空企画というとこ

ろがやっておりますけど、荒尾市もまずは人口の流出や高齢化が進んで、商店街が衰退

したということも踏まえて、商店らが自ら企業組合を立ち上げて、今、徒歩圏内の高齢

者をターゲットにミニスーパーマーケットを開設されております。この荒尾はですね。

その今、成果としては、対象圏内は１５０世帯だそうです。１日大体１０万円は売り上

げられてるそうです。こういう成果としては、今、品揃えをもうちょっとふやしていく

ということで、頑張られておられます。そうして今後の取り組みとしては、もちろん御

用聞きと一緒に宅配サービスの実施も、今予定をされております。こういう形で、身近

なところにまずつくるということを事例として、荒尾市の中のそういう、これは補助金

が実はあっております。もう、立ち上げられていると。あまり広域になればなかなか難

しいですけど、１５０世帯のために空き店舗を利用して店をつくられていると。その中

で１日１０万円も上げていらっしゃると。ということは、なかなか車も持ってない方

が、ちょっと歩いてそこに買い物に、日常の買い物に行こうということで来られている

そうです。それが１つ、身近な場所に店をつくろうということで、ちょっと事例を言い

ましたけど、あと１つが、家まで商品を届けようというのも１つの弱者を支えていくた
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めの方法でございます。これは宅配いろいろありますけど、これも実は熊本県内１つご

ざいます。これは熊本市の健軍商店街がやっている事業でございます。これはもともと

健軍商店街は市電の起点停留所の周辺に位置して、ベッドタウンとして成長したわけで

ございますけど、商店の高齢化率が２４％以上になっているということで、大型店の競

争も激化している中、商店街から半径２キロメートル程度に移住する顧客をお買い上げ

の品を１日２便、タクシーにより配送されているそうです。タクシーにより。そして料

金は１回当たり３００円、うち１００円をその商店街が補助されているという事業で、

タクシーを利用して買い物されたのをお届けするという、これ事業です。大体、年に今

３００件ぐらいこの利用をされている実績だそうです。この健軍商店街も震災でかなり

被災されましたけど、今、復興に向けても頑張っております。もともとこれはもう２１

年、早い段階からこれはされている取り組みでございます。今は、商店街が一部のタク

シーの１００円を負担されていますけど、これはこれから先はお聞きしたところ各お店

が負担をすることで、お店の意識を高めるということで、サービスの品質向上にもつな

がると会長さんは今、言われております。そういうことで、商品を届けるということ

で、この健軍商店街の事例もこういう形で頑張っておられます。 

 あと１つ、３点目が、家から出やすくしようというのも１つの買い物弱者を支えてい

くためのポイントだと思います。これは実は、事例があります。玉名市も乗合タクシー

がございますけど、これは茨城県土浦市の事例ですけど、キララちゃんバスというのが

あっとですよ。これも市民が支えるバスですね、賛同を得て実現をされたそうです。こ

れはもともと土浦市は５０万とも言われる商業都市だったんですね、そして間違いなく

衰退が進んで、中心市街地への人が集まらなくなったという問題点がありまして、市と

地域団体と中心市街地活性化について話し合ったところ、まずは交通整備が必要だとい

うことで、地域通貨にキララを発行、キララというチケットみたいなのを発行して、あ

わせてバス運行を始めたという事例でございます。これは１日大体平均４００人ぐらい

あって、増加傾向にあるみたいです。まずは、そのこれは地元のタクシー協同組合が賛

同されて、それを代行されているそうです。これはおもしろいのが、商品を買って、キ

ララ券バスチケットというのを各商店街がお客さんが来られて配んなはるとですよね、

それを使ってそのバスに乗って行かれるということで、要は結局、コミュニティバスと

いう形になりますね、そういう形で運行もされて、これは収支が問題なんですよね、補

助金も市も、土浦市も出されていますけど、こういう取り組みもされてるところでござ

います。これは企画段階で住民の方、区長さんとか、副区長さんが参加されて、いろい

ろ会議をされてこれは実現したそうです。バスの運行は先ほど言いました関東鉄道と土

浦地区のタクシー協同組合が委託をされてこれを運行しておるということで、おもしろ

いのは先ほど言いましたように、１００円のキララという地域通貨ですね、玉名ではハ
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ロースタンプという地域通貨が今、ございますけど、それを協賛店舗で１,０００円以

上お買い上げいただいた方に配っていると、そしてそれに乗ってそのバスに乗られると

いう仕組みで、非常に考えられているなと思いました。こういう今、言いました３点が

この買い物弱者対策には、ポイントだと言うことを全国的なこういう事例として発表も

されておりますし、補助金のほうもありますから、あとは補助金を使いながら、恐らく

先ほど移動バスに関しては、今、長洲町が１件、德永さんですかね、移動バス、移動販

売のやつがございますけど、恐らく玉名にもこれから進出されるでしょう。こういうの

は、非常に採算性の問題があっとですよね、どこまでそれが採算ができるのかという。

ある事例を見てみますと、独自でその市がですね、補てんをするというか、そういうと

ころも特殊なところもございますけど、買い物難民をいかに減らしていくかというか、

ふやさないかというのは、そのやっぱり地域がどれだけ真剣に考えて、そしてこれは民

間だけの問題じゃないと思います。今、セブンイレブンとかいろいろ民間で宅配もされ

ていますけど、これ一番行政上で、最重要課題としてとらえてこれは、行政が積極的に

私は関与していくことが望ましいと思っております。この買い物難民に関しては、非常

に難しい問題でございますけど、恐らくもう社会問題になっております。これもいち早

くやはり真剣に我々議員も行政も考えていく必要があるのかなと思っていますので、先

ほどまずは実態調査からということで、ぜひ、早急にその辺は実態調査をしてもらっ

て、まずは、把握ということでお願いしたいと思います。 

 それでは、２項目目にしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 城戸 淳君。 

○１１番（城戸 淳君） それでは続きまして、２項目目のケーブルテレビを利用した

市議会放送の現状について質問をいたします。 

 まず、今や住民の行政に対する需要やニーズは複雑多様化し、自治体が住民のために

率先して行政情報を発信することは重要不可欠の時代となっております。本市におきま

しても、さまざまな行政情報が広報たまなや市のホームページを通じて随時発信をされ

ております。先般、市のフェイスブックも開設されたばかりだと聞いております。そう

した中、我々市議会におきましても、積極的な市政情報の発信を重要施策の１つに位置

づけているところでございます。特に、市議会は昨年、議会基本条例を制定し、市民と

情報の共有を図るため、条例の第４４条に広報広聴機能の充実とうたってあります。さ

らにその第４項には、議会は情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用する

ことにより、広く市民等に対し、本市の議会運営及び市政に関心をもつよう、議会広報

広聴活動に努めるものとすると規定をしております。この規定の理念を達成するために

も、我々議員は市政や議会運営に関する情報を市民の皆さまに対して積極的に発信提供

し、議会への関心をより高めていただくことで議会や議員に対する理解をもっともっと
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深めてもらわなければならない。改めてそう強く感じているところでございます。 

 さて現在、市政や市議会に関する情報発信としては、議会だよりの発行や市ホームペ

ージの市議会サイトにおけるさまざまな議会の情報や会議録、政務活動費の使途公開に

加え、市議会中継放送が実施をされています。中でも市議会中継放送については、市の

条例や予算の審議を始め、市の重要施策に対する議論や一般質問など、本市の最高意思

決定の場である議会の模様を視聴できるとともに、その緊張感まで伝えることができ、

これ以上にすぐれた市政情報発信の方法はないと思っております。この市議会中継放送

については、本市の場合は、パソコンやスマートフォンなど、インターネットを利用し

た中継放送のほか、ケーブルテレビを利用した中継放送が実施をされております。特

に、ケーブルテレビによる中継は、ネットが不得意なご年配の方々や議場までなかなか

傍聴に行けない方々を中心に、普通にテレビを見る感覚で、自宅にいながら、手軽に議

会中継を視聴できることで、市民の皆さまからも好評を得ているところでございます。

また、ケーブルテレビのみ、ライブ中継のほか、当日午後７時から録画再放送が行なわ

れております。昼間仕事など、放送が見ることができない方々からは、非常に重宝がら

れておるところでございます。 

 そこで、まず、このケーブルテレビ、いわゆるひまわりてれびでございますけど、に

よる市議会中継放送の視聴の実態としては、地域内での視聴可能なエリアの分布はどう

なっているのか。それと視聴可能件数は、現在どの程度なのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） 城戸議員御質問のケーブルテレビを利用した市議会中継放

送に対する視聴の実態についてお答え申し上げます。 

 玉名市議会ケーブルテレビ放送は、平成２２年１０月より本市で事業を開始されまし

た株式会社ひまわりてれび運営のケーブルテレビを利用して、平成２４年１０月から放

送を行なって見られるところでございます。 

 まず、このケーブルテレビによる市議会中継放送が開始された経緯から改めて御説明

を申し上げます。本市におけます市政情報発信の取り組みとしまして、合併前の旧玉名

市では、平成１３年６月より市役所ロビーモニターによって市議会中継放送が、また、

合併後の新玉名市では、平成１９年６月よりインターネットを利用した市議会中継放送

がそれぞれ既に実施をされております。しかしながら、さまざまな事情によりまして議

場や庁舎へ傍聴に来ることができない方やインターネット環境が整っていない環境が不

十分な所のため、ネット中継を視聴できない方などから、ケーブルテレビによる市議会

中継放送実現の強い要望が上げられるようになりまして、平成２４年１０月、ひまわり
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てれびから本市に対しまして、地域への情報公開に寄与することを目的に市議会放送を

行ないたいとの提案と放送に関する申請書の提出がなされたところでございます。これ

を受けまして本市では、同年同月申請内容を承諾いたしまして、その後平成２４年１２

月定例会からケーブルテレビによります市議会中継放送が開始され、以来、市民の皆さ

まに対する市政情報発信の一翼を担っているところでございます。 

 続きまして、このひまわりてれびが運営いたしますケーブルテレビのサービス提供の

エリアについて申し上げます。 

 まず、玉名地区でございますけども、全域対応エリアが高瀬、繁根木、岩崎、中、立

願寺、亀甲、松木、六田、築地、山田、中尾、大浜、北牟田、川島、千田川原でござい

ます。一部対応エリアが、秋丸、小野尻、小島、伊倉北方、伊倉南方、片諏訪、大倉と

なっております。なお、未対応エリアといたしまして、菊池川右岸では、玉名バイパス

以北の地域、永徳寺、滑石、また、菊池川左岸では、小田、梅林、八嘉等が残っている

状況でございます。 

 次に、岱明地区でございますけども、ここは既に光回線が入り込んでいるため、ケー

ブルテレビの普及が進んでおりませんけども、庄山、野口、中土、下前原、山下が一部

対応エリアとなっているところでございます。 

 次に、横島地区でございますけども、この地区は共栄を除きまして、全域対応となっ

ているところであります。 

 次に、天水地区でございますけども、全域対応エリアが、立花、竹崎、一部対応エリ

アが部田見、小天、尾田となっているところでございます。 

 今後は天水地区の未配線地区で、要望が多いことから、拡張予定とのことでございま

すが、同時に市内全域での拡張工事も行なっていく予定ということでございます。新た

なサービス提供エリアの拡大に努められているということで伺っているところでござい

ます。 

 続きまして、加入状況について申し上げます。 

 ケーブルテレビ加入件数につきましては、現在、およそ２,０００件でございます。

このうち市議会中継放送は専用チューナーを設置しているということが必要になってま

いりまして、加入世帯のみで視聴可能となっておりますけども、その件数は現在４１５

件と伺っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 城戸 淳君。 

○１１番（城戸 淳君） 今、サービスエリアといいましょうか、いろいろ玉名地区、

岱明、天水、横島と言われましたけど、天水のほうは要望が強いということで、計画を

されてるということで、玉名市全体をまずはこの拡張工事をやっぱりしていただいて、
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もっともっと市内に普及していくのがいい、進めてほしいなと思っています。恐らくこ

れも費用等がかかると思いますので、ただ、市としてもひまわりてれびさんがこのエリ

ア拡大ということでされていくと思いますけど、この辺は市のほうもやっぱり先ほど私

がるる言いましたけど、市民のために議会中継をこういうサービスをしているというこ

とは、いかに市議会と市民が身近な立ち位置にいるのかなというのが問題だと思いま

す。やはり市議会と市民がなかなか交わらないというか、近くにならないことだという

ことは、やっぱり情報を議会だよりもありますけど、やっぱり生の臨場感ある議会中継

を見ながら、「ああ、こういうことを玉名市は今してるんだな。」とか、いろいろ施策に

対しても文章じゃなくて、やっぱり目で見て、そしていろんな議員さんの質問だった

り、いろんな答弁だったりを聞いて、市民も感心を少しずつ深めていくのかなと思いま

すので、ぜひ、これはまずは市内に普及することを望んで、望みまして次の質問に移り

たいと思います。 

 それでは、２番目の中継放送の画質が悪いとの苦情があるということで、改善はでき

ないかという質問に移らせていただきます。 

 市議会の模様は家庭用テレビで手軽に見られることで評価を得ているということで、

このケーブルテレビによる市議会中継放送ですが、１つ残念なことに、視聴者である市

民の方から、中継映像の画質が悪いという苦情が我々議員にもしばしば寄せられている

ところでございます。中には、議場のカメラや設備が悪いと思われている方もいらっし

ゃいますし、「どうにかならないか。」という改善を求める声が以前から上がっている

状況でございます。先に述べたとおり、市議会は現在、市政情報の発信によって多様な

広報広聴手段を活用すると規定している。ケーブルテレビも広報手段の活用の１つであ

りますし、活用する以上はやはりその効果を最大限に生かす方法をとるべきではないか

と考えております。そして何より、市政や市議会に対する関心を尋ねてもらうための放

送です。特に我々議員は、市民の皆さまから負託を受けてこの壇上に立たせていただい

ております。その負託に答えるべく、我々議員はどういう形で市政に取り組んでいるの

か、我々が活動する姿を公開により、対外的にしっかりと見ていることは、市民の代表

として議員の責任でもあります。せっかく取り組みでありますので、やはり市民からの

苦情が出ない形であってほしいと願っております。特に、御年配の方々に対し、きれい

で見やすい映像にて、市議会中継をお届けし、ごらんいただきたいと思っております。 

 そこでこの中継放送の画像が悪い原因は何なのか、また、どうしたら、どういう改善

策があるのか、この件に対してどういう対応を考えているのか、お伺いしたいと思いま

す。 

 よろしくお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 
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○総務部長（西山俊信君） 城戸議員御質問の市議会中継映像の画質が悪いとの苦情が

あるということで、改善できないのかとの件についてお答えいたします。 

 現在、ケーブルテレビによります市議会中継は、議場内のカメラで撮影し、映像を放

送局へ送信して、そこからケーブルテレビの伝送路網を通して放映をされているところ

でございます。この議場内のカメラで撮影した映像は、壁のモニターでも確認いただけ

ますものと、本来、高画質のデジタル画像となっております。しかしながら、既存の設

備では、技術的な都合により、放送局までデジタル画像のまま送信することができず、

一旦低画質のアナログ画像に変換しなければ送信できないといった事情がございます。

このためケーブルテレビにおける市議会中継は、アナログ映像で放映されておりまして、

これが中継映像の画質の粗さの主な原因となっているところでございます。特に、２０

１１年の地上デジタル放送への完全移行に伴いまして、テレビ放送はすべて高画質のデ

ジタル映像に切りかわっておりますので、その画質のよさに見慣れてしまった現在では、

市議会中継のアナログ画像の画質の粗さがより強く感じられてしまうほか、各家庭テレ

ビも大画面化が進み、低画質のアナログ映像が大画面に引き延ばされてしまうため、画

像の粗さがより際立ってしまうことが苦情の要因になっているということで考えており

ます。 

 続きまして、この画質の粗さの改善策について申し上げます。議場内のカメラで撮影

したテレビ画像をそのまま放送局まで送信できる設備へ切りかえることで、中継映像の

画質の粗さは解消いたします。しかしながら、そのためには議場からひまわりてれびの

放送局までデジタル映像を送信するための専用の光ケーブルを新たに布設しなければな

らないなど、現状の設備から大きく変更する必要があることに加えまして、設備更新に

多額のコストがかかるなど、財政的課題もございます。また、先に述べましたとおり、

ひまわりてれびの市議会中継放送の開始にあわせまして、平成２４年１０月同社と本市

との間で、本市に放送に関する申請書及び承諾書を締結いたしておりますけども、その

中で、本市に対しましては、市議会放送にかかる費用などの請求は一切行なわないもの

とする旨の条件がされているところでございます。しかしながら、ケーブルテレビが市

政情報発信に寄与している実情に鑑みるとともに、市政に関心をお寄せいただいており

ます市民の皆さまのためにも今後本件については、本市がどのような形で関与していく

ことが可能なのか、前向きに検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 城戸 淳君。 

○１１番（城戸 淳君） 答弁いただきました。 

 私も実は、いろんな方からもう今、先ほど言われましたように、大画面のテレビでご

ざいます。見ていただくとわかるように、非常に暗くて、やっぱりアナログでしょうか
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ら画像が悪くて、何が、音も悪かですもんね。何が何か、非常に誰かわからないという

ことを高齢者の方からひまわりてれびを設置して、議会中継を見るためにとったんだけ

ど、非常にわかりにくいということも何人の方からも言われました。先ほど答弁の中に

もありましたように、もともと玉名市とひまわりてれびさんで業務提携といいましょう

か、提携をされてる中では一切お金を出さないということで契約書を交わされたという

ことを、先ほど言われました。ただ、これだけこのケーブルテレビが今、この市議会中

継で市民の方に提供できる最大の、一番の情報発信ということで、これは行政も、ここ

はせっかく先ほど近松議員も言われました議会改革議会基本条例は、３００番熊本で一

番という、今順位になってると。せっかく玉名が議会基本条例をつくって、より市民の

ために身近に議会をもっていくためにこれはつくったわけですので、このそういう情報

発信の市民に対する情報提供というやつは、やはりお金をかけてでも、それが将来は市

民の、玉名市の発展にも私はつながっていくのかなと思います。金栗さんも来年あるの

に、やっぱり市民がやはり情報を共有しないと、恐らくオール玉名ではできないという

ことでございます。いろんな市の施策に関しても一部の方は、市民は興味のある方は傍

聴だったりされます。ただ手軽に市議会を傍聴できることを先ほどエリア拡大もござい

ますし、この画像のこともあります。予算はもちろんかかるというのも十分にわかって

おりますけども、恐らく市の将来のためには、これは費用対効果は非常にあるのかな

と、議会に活発になれば、やっぱり市民の方もいろいろと玉名市に託す、将来の子ども

に託せるという思いがいろいろあられる方もあると思いますので、ぜひ、この辺は検討

をしていただいて、本当に見ていただければわかると思います。画質が悪いです。この

辺もぜひ、検討して、来年の予算のときにでも入れていただきたいなと思っておりま

す。 

 今回、冒頭にも言いましたけど、来年の金栗さんが始まって、大河ドラマが始まって

問題点を私は、これは質問は、もう大河ドラマの質問は何回もしておりますけど、食事

処がないという私の不安があります。ただ、この間、実は、建設経済委員会でホタルを

小田の奥野というところ、一番端ですね、皆さん御存じと思いますけど、見に行きまし

た。小田の途中にはもちろん金栗四三氏の墓がございまして、そこからまた先に奥野に

降りていけば、いいホタルがおります。ホタルは岱明のどこだったですかね、 

［「開田」と呼ぶ者あり］ 

○１１番（城戸 淳君） 開田にもありますし、三ツ川にもあるし、梅林にもホタルが

あるわけですね、これも玉名の１つのポイントとしてはいい材料かなと、観光客を呼べ

るのかな。そこに奥野に行ったときに一番奥の奥ですね、奥野と言いますけど、一番奥

の奥に地鶏を食べさせるところがあっとですよね、奥野というとこなんですけど、非常

にやっぱりこれはおいしいです。やっぱり地鶏を食べながらホタルを見ながら、やっぱ
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り観光客もそこまで呼び込むのも、これは一瀬議員が一生懸命奥野のためにされており

ますので、その辺のＰＲもしていただいて、やはり誘客をして、そして交流人口をふや

しながら、おいしいやつもちゃんとしたパンフレットに載せて提供していくというのも

１つの材料かなと思っております。そういう意味では、ぜひ、来年の大河ドラマ、ここ

にいる皆さんで一緒に本当にもうスピード感をもって頑張っていこうと思っております

ので、ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

 最後に一言だけ、全く関係ない話ですけど、実は、私が７月から玉名ライオンズクラ

ブの会長を務めることになっております。玉名ライオンズクラブというのはロータリー

とかもありますけど、長きにわたってこれは奉仕団体として活動をしている団体でござ

います。特に玉名ライオンズクラブは献血事業は本当に力を、日赤と一緒に力を入れて

いるところでございます。実は、明日、玉名市役所駐車場で献血を行ないます。ぜひ、

我々議員の方にも、そして市の行政の方にも、ぜひ、明日９時半から１６時、４時まで

献血がありますので、ぜひ、献血をお願いして一般質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、城戸 淳君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 １時５０分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時０５分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 ９番 松本憲二君。 

［９番 松本憲二君 登壇］ 

○９番（松本憲二君） 皆さんお疲れさまです。９番、自友クラブの松本でございま

す。 

 議員は１２月の議会から新しいメンバーに入れかわりまして、１２月議会、そして３

月議会と、もう２回の議会で新人の６名の皆さまもしっかり一般質問もされてるような

状況でございます。しかしながら、今議会からは執行部の顔が入れかわりまして、新し

い部長さん方がここに答弁者として今立たれてるわけですけども、選挙がありまして、

女性議員が近松議員が１人だったのから、田議員が加わられて２人になられて、そし

てまた執行部のほうでは、玉名市発の女性部長ということで、水本部長が今回からは、

ここの執行部の席に座られております。やっぱり女性の活躍が非常に今叫ばれてる中

で、私たち男もしっかりしていきたいなというふうに思っております。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問のほうに移らせていただきます。 

 まず１番目に、専門職員のあり方についてということで、各分野の専門職員の定数
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は、確保されているのか、それとまた、土木職等の技術職員の現状はということなんで

すけれども、行政の中には、いろいろ保健師であったり、保育士であったり、また、そ

の土木のほうの技術職、そういうので教育総務課のほうには、教育主事とかといって、

その学校の先生の免許を持ってらっしゃる方々が、その専門職ということで入っておら

れます。そんな中で、合併から約１０年間は退職者の約３分の１採用ということで、非

常にその職員のその人数も、その削減をされていたような状況なんですけれども、１０

年を過ぎて、その職員のその採用のまたあり方だったり、そういうものが少しずつ改革

をされているような状況で、果たしてその専門職ていうのの分野の中で、ある程度の適

正数ていうのがちゃんと玉名市では確保をされているのかということで、質問をしてい

るわけで、ちょっとこの２点について、まずはお聞きしたいと思います。 

 答弁のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） 松本議員の御質問の専門職職員のあり方についての各分野

の専門職職員の定数は確保されているのかと及び土木職等の技術職員の現状はについて

お答えを申し上げます。 

 現在、専門職職員の確保につきましては、平成２９年３月に策定いたしました第３次

玉名市行政改革大綱の実施計画に基づきまして、専門職の計画的な採用に取り組んでい

るところでございます。それにあわせまして、専門職職員が退職予定者である場合や年

次次年度以降の業務量等を勘案いたしまして、専門職職員の採用予定者を決定いたして

いるところでございます。 

 続きまして、専門職職員の現状について申し上げますと、保健師は１９人、管理栄養

士は４人が在籍しております。必要とする職員数は確保できていると考えておりますけ

ども、議員御指摘のとおり、土木技術職員につきましては、予定どおりの採用ができて

おらず、不足しているという認識をいたしているところでございます。そのために、平

成３１年４月１日に採用いたします今年度の職員採用試験におきましては、土木技術職

員の確保が急務であり、行政改革大綱の実施計画を前倒ししてでも優秀な人材確保に努

めてまいりたいというふうに思っております。さらに近年は、職員内定者が辞退するケ

ースが見受けられることから、平成３１年４月１日に採用する本年度の不足職員採用試

験では、得点の高い合格者の順位で職員採用予定候補者名簿に登載いたしまして、採用

辞退者が出た場合には補充を行なうなど、必要とする職員に不足が生じないよう、対策

を講じておきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 
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○９番（松本憲二君） 今、答弁をいただいたわけですけれども、保健師と管理栄養士

に関しては１９名と４名ということで、ちゃんとした適正な人数は確保されているとい

うような今答弁がありました。しかしながら、土木系のその技術職員というのは、その

人員不足というような今、答弁がなされました。しかしながら、ちょっとこれは私もち

ょっとこれは私もちょっとこの４月で異動が、職員の異動がありまして、その中でちょ

っと感じてるというのが、土木建設部の中で技術職員が結局、不足している、不足して

いるということで、私は２８年だったと思うんですよね、一般質問で民間からの中途採

用で技術職を、結局、玉名市が確保されたということで、それは民を圧迫する、その民

で、民の事業者でしっかり技術を養った人たちを途中で市が採用するということに対し

まして一般質問をしたと思います。これは笹子トンネルの落盤事故が起こりまして、国

交省のほうから橋の、橋梁のそのもう１回その検証だったり、そういうことをしなさい

ということで、行政のほうにそういう指示があったということで、そういうやむを得な

いそういうその措置が、結局、玉名市で行なわれたということで、しかしながらそのと

きの建設部長の答弁では、もうその今後そういうことが一切ないような、人事のちゃん

とその採用をしていきたいということだったんですね、しかしながら、今、総務部長の

ほうから答弁がありましたように、採用試験で、辞退をされたと。それとか、なかなか

一次試験で合格をされないというような状況に陥っていると。今、その民間のほうが非

常に好景気ということで、新聞でも非常にやっぱり売り手市場ということが今叫ばれて

る中で、しっかりその人員確保をしていかなければいけないというような状況だと思い

ます。この４月の異動がありまして、今のその建設部で、これちょっと通告をしてなか

ったんですけども、ちょっと建設部長のほうにちょっとお伺いしたいんですけども、そ

のいろんなその今度３０年度の事業が多分玉名市であると思うんですけど、建設部に係

る部門で、今の段階でのその技術職の職員ていうののその人数のその対応というのはど

うなのかというのをちょっともし答弁いただけるのであれば、答弁をお願いしたいと思

うんですけども。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

○建設部長（前田愼一郎君） 再質問にお答えをいたしますが、現在の建設部の技術職

員の状況についてでございますけれども、建設部は３つの事業課がございます。ただ、

現実的なお話を申し上げますと業務の量からしまして、技術員の数は少ないと私自身も

感じております。ただ、今後ともこれまでの業務に加えまして新たな業務のほうがふえ

てまいります。例えば、建設課は新玉名駅の周辺整備事業をやったり、そして建設管理

課におきましては、現在橋梁のメンテナンスサイクルの業務を行なっておりますけれど

も、今後は、この橋梁以外におきましても土木構造物に対して、長寿命化計画に沿って

メンテナイスサイクルを実施していかなくてはなりません。さらには、営繕課におきま
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しては、西川議員の御質問にもお答えしましたように、箱物の長期計画を立てておりま

す。もうこれら３つの業務を予定どおり進めるに当たりましては、技術職員の増員が不

可欠と建設部のほうも感じておりますので、この課題を今後総務課と協議して、増員の

ほうを図っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 今、急にちょっと今、建設部長のほうに答弁を振りまして、答

弁を行なっていただいたんですけれども、３課ある中で、いずれの３課にしても全然技

術職員が足りていないというような状況で、先ほど総務部長のほうからこの第３次玉名

市行政改革大綱の中でも、やっぱりきっちりここにうたわれてるわけですね。土木系の

部門で人員不足に至るなどと、有能な即戦力となる人員の確保が喫緊の課題ということ

であります。そしてまた、取り組み内容に関しましては、きっちりやっぱりその採用を

行ないますということになってます。ちょっと調べたところでは、熊本市と八代市に関

しては、その技術系の職員はしっかり採用がなされて一応足りてるというような現状で

す。ちょっと調べてみましたら、玉名市の職員採用の一次試験が毎年９月、しかし、そ

の２市では、７月先行して行なわれてるわけですね、民間の会社よりも若干早めに、そ

して内定を早く出すというような、そういう工夫がされてるわけですね、そこに関しま

して、そのこの試験のその日にちを前倒しにするということ、可能なのかどうなのか、

ちょっと部長いいですか。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 松本議員の再質問にお答えいたします。 

 まず、平成２８年度に実施いたしました、先ほど御質問がございましたけれども、年

度途中での土木技術職員の採用に関する件について、まずお答えを申し上げたいと思い

ます。 

 議員申されましたとおり平成２４年の笹子トンネル崩落等の事故によりまして、法改

正がなされております。それに伴いまして、橋梁メンテナンスサイクルの事業等に対応

するために、平成２８年度に土木施工管理技士の資格を有し、即戦力としての活用でき

る方を対象とした試験を実施いたしたところでございます。その後、平成２８年１２月

の議会におきまして、このような採用試験の今後の実施予定について松本議員のほうか

ら御質問を受けたところでございますが、当時お答えいたしているとおり、今現在も実

施の予定はございません。 

 なお、今年度の土木技術職員の募集内容について申し上げますと、高校卒及び大学卒

程度の競争試験と、それから、土木技術職員を志す方を対象とした選考試験を実施する

予定でございます。しかしながら、予定しております人員が確保できなかった場合につ
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きましては、土木技術職員としての一般職で採用いたしました職員の育成も視野に入れ

ながら、不足の解消に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 続きまして、職員採用試験の早期実現についてお答えを申し上げます。 

 現在、本市におきましては、公平性が保たれるなどの観点から、県内の４７団体が参

加しております市町村等職員採用共同試験を一次試験として、例年９月に実施をいたし

ているところでございます。職員採用試験の早期実現につきましては、実施につきまし

ては、実施いたしている他市の状況を参考に、今後、調査研究によりメリット、それか

らデメリット等の調整を図りながら、今後検討いたしてまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 今答弁をいただきました。 

 その民間からの中途採用の計画は今はないということで、答弁をいただき、それとま

た、この試験に関しましては、採用試験に関しましては、他市の状況を見て、メリッ

ト、デメリットということを精査をして実施するか、実施しないかは検証をしたあとに

するということなんですけれども、やっぱり今ずっとこう議会の予算とか審議する中

で、非常にやっぱりその土木系の職員が不足しているということで、コンサルに頼って

いる部分が非常にあるんですよね。もういつも思うんですけれども、これ何回か私も委

員会とかでも、前、建設経済の委員会にいたときに言ってたと思うんですけれども、昨

年は、玉陵小学校を結局、建設するに当たって、土木のその技術系の職員を教育総務課

のほうに異動させると、果たしてそれが必要なのかなと思うんですよね、同じこの玉名

市の職員であって、土木部にそういう技術職は全部集中させとって、農業土木もありま

すから、それともちろん上下水道もありますね、大体土木系というのはこの３課だと思

うんですね、必要なのが。しかしながら、そういうその小学校の建設のときには土木部

の、建設部のほうから協力をするというような、やっぱりそういうシステムがなぜ図れ

ないのかなというふうに、非常にやっぱり疑問に思うわけですね、やっぱりその縦割り

社会というのが、ずっとやっぱり根強くあるのかなと。しかしながらやっぱりその辺は

やっぱり一つ一つ改革をしていって、そのやっぱり建設部におってきっちりした一般職

で入っても、やっぱり５年間、６年間て、もしそこにいるんであれば、ちゃんとやっぱ

り技術が身につくわけですから、やっぱりそういう人たちをやっぱり育てていくという

のも非常に必要なのかなというふうに思います。 

 やっぱり県の土木事務所であったり、国交省のほうにもその人材教育ということで派

遣もできるような制度もあります。そんな中で、やっぱりそういうところをしっかり活

用していって、玉名だけのその玉名ぐらいのその規模の工事とかじゃなくて、やっぱり
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県、国の工事だったら大っきい工事に結局、携わって自分でしっかりそのそういうその

技師的なものも多分身についてくると思うんですね、やっぱりそんな中で、その今、１

０年間の合併したときの協定の中で、その職員採用に対しては十分抑えますよというこ

とで、職員削減がなされたわけですけれども、そういうことをそのやっぱりコンサルな

んかに、ずっとやっぱりお願いして、その費用とじゃあ二十歳ぐらいで市のほうに採用

をされて６０まで、４０年間やっぱり技術職で、４０年間やっぱり携わられてきて、こ

うずっと積み重なっていくということで、やっぱりそういうコンサルに投げなくていい

って。そうしたら費用対効果というのはものすごくやっぱり出てくると思うんですね、

やっぱりその辺もその視野に入れた中で、やっぱりその人材確保というのにはしっかり

やっぱり努めていただきたいし、採用の試験の日時なんかは、やっぱり十分検討をして

いただいて、そのなるべくそのコンサルに回さなくていいように、そうしたら市の１年

間の財政のその負担というのもまたほかの分野にいろいろ回せる部分が、多分出てくる

と思うんですね、やっぱりそういうのをしっかりやっぱり検証をやっぱりしていくとい

うのが、一番重要になっていくのかなというふうに思います。 

 そんな中で、その検証をするというような返答を採用試験については、総務部長のほ

うからいただいたわけですけれども、この土木職の今、技術職のその非常にやっぱり足

りないような状況について、その建設部から異動があって、そしてまた、結局４月に異

動があって、また５月に異動があったというその技術職の職員もいます。そういうその

異動が４月に１回土木部の建設部のほうからほかの部に異動があって、また５月にその

同じ部内ではあるけれども、また異動があったというような、その事例も今回発生をし

ております。そんな中で、やっぱりこの橋梁の問題であったり、いろんなその先ほど西

川議員が質問をされた公共施設の長期的な計画の中で、やっぱり必要と思いますんで、

その辺はしっかり精査をしていただいて、技術職員、そしてまた専門職に関しては、し

っかりその必要な人数というのをやっぱり確保していただきたいと思います。 

 そしたら、次の質問に移らさせていただきます。 

［９番 松本憲二君 登壇］ 

○９番（松本憲二君） 続きまして、玉名市の基幹産業である農業の現在のその課題

と、今後の玉名市としての取り組みについてということなんですけれども、本年度から

減反政策が廃止されるということで、これは多田隈議員が一昨年だったかな質問をされ

た中で、１億ちょっとぐらいの減反奨励金が多分、玉名市に下りてこないというような

状況になるというような答弁があってるわけですけれども、そんな中で、もう今、こっ

ち私から見たら右手のほうなんですけれども、こっちのほうを見たら田んぼにもう水張

り、そして肥料まきが先ほどまでちょっとなされてたわけですけれども、こういうその

稲の作付けが行なわれるその時期となりましたけれども、今、減反政策が廃止された
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今、農地の耕作放棄地化が非常に懸念をされているわけですけれども、現在のその玉名

市の状況はということでお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

［産業経済部長 松本忠光君 登壇］ 

○産業経済部長（松本忠光君） 松本議員御質問の減反政策が廃止された今、農地の耕

作放棄地化が懸念されるが、現在の状況はについてお答えいたします。 

 米政策につきましては、国の政策展開に伴い、平成３０年産から行政による生産数量

目標の配分に頼らず、生産者や集荷業者団体の主体的な判断により生産可能になりまし

た。本市といたしましても２月末から３月にかけて実施しました管内のＪＡ支所単位で

の地域説明会を通じ、１０アール当たり７,５００円の米直接支払交付金廃止により、

不作付け地が増加しないように、米作付けの推進を図ったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 答弁をいただきました。 

 新聞紙上でも載ってるんですけれども、その主食用米に関しては、その日本全国で６

県が増産ということで、その作付けの面積をふやすということで、それはもうほとんど

やっぱり北海道から東北のほうがやっぱりそのお米のおいしいところ、お米処と言われ

ているところが作付けがふえるというような状況で、そしてまたあとの地区に対しまし

ては、その県とか市町村単位で、ある程度の話し合いの中で、米の販売価格であったり

とか、そのやっぱり作付けが多くなれば過剰になりお米の値段が下がると言うような、

そういう懸念材料があるということで、いろんなその調整が本年度はなされたのかなと

いうふうに私も思ってるんですけれども、今、やっぱりその米のその主食用米と飼料用

米、それと加工米、そしてまたその飼料米というのが、お米になってそのお米を刈り取

って飼料に出す部分と、今度はＷＣＳといって、そのまま結局、茎のまま、青刈りです

ね、青刈りを結局する部分と、今、入ってきてもうそのお米といっても、稲作といって

も、いろんな分野が今、あるわけですね。しかしながらいろんな状況の中で、やっぱり

こう見ましても、耕作放棄地がやっぱり転々とやっぱり点在する中で、自民党の農林部

会が新聞に出してたのが、その米の輸出増へ支援拡大ということで、低コスト産地を育

成ということで、ここに新聞に書いてあったのが、その平野部、平野部では多収量米と

いって、１反当たり、普通だったら大体８俵から多く取れて１０俵ぐらいのところが普

通なんですけれども、この多収量米というのは１２俵から１５俵ぐらいとれると。そう

いうのを推進していきますよと、今後は。そしてましてやその今度は中山間地において

はブランド米を導入をして、そして富裕層に対して、海外の富裕層に対してそういうお

いしい米を輸出をするということで、新聞にもちゃんとやっぱり載ってますし、そうい
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う支援をちゃんとしていくよということであります。そういう中で、本市といたしまし

ては、そのこういうその自民党の輸出米増へ支援拡大ということで、いろんな多分取り

組みがなされるとは思うんですけれども、その辺をどのように把握、把握というか、こ

の自民党が打ち出された、自民党の農林部会が打ち出されて、それはＪＡの、この前Ｊ

Ａの全国大会というのがあってるんですけれども、そこでも農林部会の小泉進次郎会長

が行かれて、こういうことを打ち出していきますよということなんですけれども、そこ

に対しての今の玉名市としてのその把握というか、取り組みというか、何かそこに対し

てのは、今何かなされてるかどうかというのが、部長わかりますか。 

 やってないならやってないでいいです。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） あとで回答させていただいてよろしいでしょうか。 

○９番（松本憲二君） はい、済みません。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） そうしたらちょっとあとでお願いいたします。 

 そうしたら、じゃあちょっと関連があるんで、ちょっと２番のほうに移らさせていた

だきます。 

 その稼げる農業を目指すために、農家に対して市としての結局、取り組みというの

が、何か今、あるのかというのをちょっとお聞きしたいと思うんですけれども。 

 ２番の部分です。私の質問のこの。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 松本議員御質問の稼げる農業を目指すためにというと

ころですよね。 

○９番（松本憲二君） はい。 

○産業経済部長（松本忠光君） 農家に対して市としての取り組みはについてお答えい

たします。 

 現在、玉名市が独自で取り組んでおります単独補助事業につきましては、地域の担い

手である認定農業者が、農業経営基盤強化促進法等に基づく５年以上の賃貸借権を設定

し、農地を借り入れた場合、借り手、貸し手に対し１０アール当たり１万円と５,００

０円の助成金を交付する玉名市農業担い手規模拡大助成事業がございます。また、認定

農業者等が生産力回復や景観美化のために耕作放棄地を解消に取り組む場合、１０アー

ル当たり１万円を交付する玉名市耕作放棄地解消対策事業補助金もございます。また、

このほかにも認定農業者の農業経営の安定化のために農業経営の効率化や省力化等に取

り組む場合、農業用機械や設備等の購入費用の一部を助成する玉名市農業機械等整備事

業に取り組んでいるところでございます。 



 － 72 －

 次に、今後の取り組みとして、新規補助事業の創設につきましては、現在のところ特

に計画しておりませんが、農業者のニーズを踏まえた上で、既存の補助事業の内容の見

直しや予算規模や補助対象範囲等の拡大も場合によっては必要かと考えておりますので、

引き続き、必要な予算の確保に努め、足腰の強い稼げる農業づくりを目指してまいりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 今、答弁をいただきました。 

 玉名市での独自の取り組みということで、その認定農家に、その貸した場合に１万円

とか５,０００円とか、それと機械の２５％の補助があったと思うんですね、やっぱり

ここに私、玉名市の食料･農業･農村基本計画というのが、その２９年３月を持ってるん

ですけど、いろんなその多様な担い手、後継者の育成確保とかですね、いっぱいこう農

業所得の向上っていうところもあります。本年、今までその熊本の赤ということで、赤

牛、トマト、イチゴということで、非常にその湧いて、トマトも昨年まではまあまあ高

かったのかな、しかしながら今年は急激に落ち込みまして、もうトマト類が非常に暴落

をして、イチゴは非常によかったと、もう多分、前年比対の金額では１１０％ぐらいま

でいってるんじゃなかろうかというふうな農協の推計が出ております。今はその熊本の

赤牛も非常にもうやっぱりブランド牛として非常に高値で推移をしていると。牛全体が

今非常に高値で推移をしているというふうな状況なんですけれども、熊本の赤の中で

も、そのやっぱり３つの中のそのトマト類が非常にその今年はもう非常にその低迷をい

たしまして、生産者は今嘆いているわけですけれども、今、やっぱりこのＪＡたまな管

内を見ましても、イチゴからやっぱり作物転換をされる農家が非常に多いと、それはな

んかといったらやっぱりその労働力のやっぱり一番最盛期になれば、朝の３時からハウ

スに行って、夜は７時、８時までのパック詰め作業というような、非常にその時期的な

もんなんではあるんですけれども、そういうのがやっぱり若者がそういうその仕事形態

を嫌がるというようなことで、後継者がいるところでは、非常にその作物転換というの

がなされております。そんな中で、今ここに資料の中にもあるんですけれども、担い

手、そして新規就農者は玉名は多分一番多かったと思うんですね、その中で新規就農者

が農業を始めた場合、じゃあ、全然そのサラリーマンの結局、家庭から自分は農業した

いということで、農家を始めた場合に、その支援というのが全くないわけですね、その

金銭的な面で、若干そのお国の政策で農の雇用ということで、１５０万円ぐらいってい

うの、しかしながらそれは結局その雇われた側に入ってきて、それをその研修をされて

る人に給与として渡すのか、そういう感じなんですけれども、じゃあ、自分でハウスを

始めるっていったときに、無利子の融資しかないんですよね、そうしたらじゃあ、ハウ
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スを建てます。じゃあ、認定農家もまだとってないような感じ、そしてまた、いろんな

その半額補助の政策にも自分は手を挙げられないというような状況で、その担い手をや

っぱり確保していくという分野で、やっぱりそのそしてまたイチゴの土耕栽培から高設

栽培にするときっていうのは、今３分の１補助しかその国のほうでのその施策がない。

やっぱりそこにまた新たに玉名市が２割を補助をしてあげれば、５０％の補助になると

いうようなこともある。やっぱりその辺もしっかりその考えていかないといけないし、

その本当に新規就農者がその農家を始めるときに、結局トラクターも必要なんですよ。

消毒をする道具も必要なんですよ。そういうのを全部考えると、無利子なんですけども

補助がない。やっぱりそこで補助の創設、今、非常にその東京の若者の人口が減ってる

というなのが週刊誌に載ってて、どこ行ってるのっていったら、長野とかそういうとこ

ろで農家をやりたいということで、夫婦で引っ越されてる方が非常に多いんですね、そ

ういう現状を思えば、定住でも、こうやっぱり農地に「農業やりませんか。」っていう

ことで、「補助こっだけありますよ。」っていうのも定住促進にもつながるんじゃなかろ

うかと思うんですけど、その辺のその玉名市、本年度が多分１,８００万円の予算が計

上してあったと思うんですね、農業のそのいろんな省力化だったり、しかしながらその

限定してあったわけですね、結局これに、これに、これにっていうことで、そこも少し

緩和策だったり、そのもうちょっと予算的な面でふやすというようなお考えは、その市

長のほうにはないのかなというのをちょっとお伺いしたいんですけれども。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） ありがとうございます。 

 通告にない質問で、よろしいですかね。 

○９番（松本憲二君） はい。 

○市長（藏原隆浩君） 議員おっしゃるとおり、そういったところは考えていかなけれ

ばならないと思っておりますし、耐候性ハウスの問題であるとか、なかなか建設費に費

用がかかりすぎるので、どうにかならないかというお話もよくいただいております。そ

こに補助を出すという考え方も検討していかなければならないのかもしれませんけれど、

例えば、これからはいろんなプロジェクトチームなりなんなりを考えながら、例えば、

そのハウスを建設する会社をつくってみるとかですね、そういうことも考えていかなけ

れば、側面からできることも考えていかなければならないだろうというふうに思ってお

ります。総合的に、あとからまたいろいろ答弁をしていく場面も出るだろうというふう

に思いますので、それぐらいにとどめといてよろしいですかね。 

 必要性は重々感じております。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） ちょっと通告してなかった部分で、ちょっと急に市長にふった



 － 74 －

もんですから。 

 このいろんな面で、やっぱりこの今、やっぱりどうしてもこの玉名では、その基幹産

業というのは、その農業というのが占めてるということで、やっぱりここ２年ぐらいは

農業の景気がよくて、国民健康保険の分野でも一番上限まで達せられた農家がふえて、

その国民健康保険の分野でも税収が上がったというようなのは、もう数字的に出てるわ

けですけれども、今、その耐候性ハウスだったり、今、市長がおっしゃられましたその

耐候性ハウスだったり、そういうその補助事業に関しまして、農協に共販されてる方

は、農協のほうでいろんな書類手続きを結局やってくれるわけですけれども、農協共販

外の方々というのが、その申請が非常に難しいような今、状況に至っているわけです

ね。そんな中で、やっぱりそこは行政、結局、お金がこの行政を通っていくわけです

ね、耐候性ハウスであったり、そういうその補助金、国の補助金というのはですね、そ

ういう観点から、ちゃんとその同じ玉名市で農業をされてて、農協の共販と共販外とい

うことで、それはそのＪＡさんが結局、区別をされてるわけですから、そこはそこで仕

方ないんですけれども、しかしながらちゃんとそこ、玉名市で農業を営まれて、そして

市税もちゃんと納めていただいているというような状況で、そのやっぱり補助金申請の

部分で、行政としての後押しというのもしっかり考えていかないといけないのかなとい

うふうに思うんですね、そしてまた、ミカンのやっぱり天水地区を見てみますと、やっ

ぱり廃園というのが非常にふえてきまして、今年はミカンは高かったんですけれども、

量が取れてないというような状況。そしてまた、先ほど西川議員の質問でもありました

イノシシも頭数が年々ふえてるというような状況で、非常にそのやっぱり懸念されるわ

けですけれども、私は、県南のほうを見ますと県がしっかり力を入れている県南のフー

ドバレー構想というのがあります。しかし県北の方はなかなかそういうのがない。熊本

県で初めての結局取り組みになると思うんですけれども、行政と農協が連携をして、そ

の玉名農業推進プロジェクト室かなんかを結局、つくるというようなのも１つの案じゃ

なかろうかと思うんですね、行政のほうから職員をじゃあ、何名か、それと農協のほう

から何名かということで、結局、農家の方々とのお付きあいというのは、非常に農協の

ほうが密にやってますんで、やっぱりそういうところの情報を行政もちゃんと把握をす

るとか、そしてそこでこう全部その補助事業に関しては、そこの推進プロジェクト室で

全部受けるよと、だから共販外の人も全部相談に来てくださいというような、そういう

そのやっぱり農業をやっぱり改革して、前に進めて、高所得を上げていただく。そして

その耕作放棄地もしっかり解消していくというようなので、そういう熊本県内初のそう

いうそのプロジェクト推進室というのを立ち上げてみてはどうかというふうに思うんで

すけれども、その辺に関しましてどのようなお考えをもってらっしゃるか、ちょっとお

伺いしたいと思うんですけれども。 
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○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 松本議員の再質問にお答えします。 

 補助事業申請についてＪＡ共販者の場合、基本的にはＪＡが申請書類を作成いたしま

すが、共販外の場合、申請者自らが申請書類を作成しなければならず、補助事業に取り

組みがたいとの御指摘でございますが、現在もＪＡ共販以外の生産者が申請される場合、

担当職員による申請書類のサポートを行なっているところでございます。非共販農家の

方が、補助事業に取り組まれようとされる場合、申請書類等の作成が少しでも容易にな

るように、市職員の相談窓口の強化、充実に努めてまいります。 

 済みません、引き続きまして、先ほどちょっと答弁漏れがあった部分を、答弁の追加

ということでよろしいでしょうか。 

 一番最初の減反政策が廃止された今、農地の耕作放棄地が懸念されるが、現在の状況

はというところで、数字を申しておりませんでしたので、数字をちょっと申し上げたい

と思います。 

 実際の主食用米作付面積につきましては、平成２９年産が２,４０４ヘクタールであ

りましたが、平成３０年産は２,３６５ヘクタールとなり、３９ヘクタールの減少とな

りました。 

 また、先ほどあとから答弁するといったものですけども、松本議員の再質問ですね、

ブランド米の自民党農林部会で平野部は多収量米、中山間部はブランド米の通信と示さ

れたが、市としての考えについてということで答弁いたします。松本議員の再質問とい

うことで、市としての考えにつきましては、平野部では高く売れる米のみを追い求めず

に、多収性品種「やまだわら」や「山田錦」のような専用品種の作付けを推進し、中山

間部においては熊本県が推奨する県オリジナル水稲新品種「くまさんの輝き」の推進を

考えております。また、米政策や消費動向に柔軟に対応できる水田フル活用ビジョンを

着実に推進するとともに、主食用米と飼料用米や米粉用米などの非主食用米等のバラン

スを図り、あわせて需要に応じた生産となるように、ＪＡを初めとした市内の農業団体

との連携により地域に応じた米づくりを推進してまいります。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 答弁をいただきました。 

 やっぱり平成２９年から平成３０年、３９ヘクタールほどやっぱり減少してるという

ふうな状況があります。その辺はしっかり今後、その減ったところが耕作放棄地化にな

らないように、目配りをしっかりしていただきたいなというふうに思います。 

 今のちょっと私のさっきの質問の中で、ＪＡとの結局、取り組みでその農業の活性化

推進プロジェクト室というのを、そういうのをちょっとつくってみてはどうかというこ
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となんですけども、それに対してちょっと市長のほうから何か思いがあられるかどうか

というのを、ちょっと答弁をいただきたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） ありがとうございます。 

 先ほど、その必要性は大いに認められるというふうに申し上げましたけれども、やは

りこれはＪＡさんのほうとしっかりと協議をしてから進めていかなければならないだろ

うというふうに思っております。当然、そのアプローチの熱が、どれくらい熱量がある

のかという問題も含めてになるとは思いますけれども、ＪＡさんとともにしっかり検討

をしていかなければならないだろうというふうに思っております。 

 設置されるならば、それはすばらしいことであり、それなりの事業内容をもって、そ

れなりの成果が上がっていくんではないかというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 北海道のほうでは、ＪＡきたそらちというところが、行政と連

携で法人を設立ということで、もうやってらっしゃいます。やっぱりその基幹産業であ

るのを、どうやっぱり伸ばすかっていったら、やっぱり行政もしっかり考えて、そして

税収のちゃんとした確保、そしてやっぱり所得向上をやっぱりちゃんとここの基本計画

で、ちゃんとやっぱりその所得向上ということで、そしてまた、その基幹産業の食糧の

安定供給ということで、ちゃんとうたってあるわけですから、やっぱりその辺はしっか

りやっぱりＪＡさんと協議をしていただいて、そういう方向に、いい方向に向かってい

っていただきたいなというふうに思います。 

 この中山間地でなかなかやっぱり私も石貫とか三ツ川だったり、月瀬だったり、そう

いうところにちょっと脚を伸ばすわけですけれども、非常にやっぱり耕作放棄地も少し

ずつ、少しずつではありますけれども、ふえてるような状況で、圃場の整備がなかなか

担い手がもう少なくなって、圃場の整備がなかなかできないというような現状にも至っ

ているのかなというふうにも思います。そしてまた、岱明の鍋の下沖洲地区ですかね、

嶋村議員ですね、あの辺もですね、圃場のその整備ができないというような状況で、田

植えをする前には小さい圃場の前にエンジンのポンプを何個も並べて、毎日ガソリンを

つぎ足し継ぎ足しに行ってらっしゃるような光景も非常にやっぱり目にして、非常にや

っぱり作付状況もままならないのかなというふうに思いますけれども、多分、担当課は

わかってると思うんですけれども、この中間管理機構というのは多分もう皆さん御存じ

だと思うんですけども、政府が今、非常にすすめている中で、農地バンクということ

で、この中間管理機構というので、こういうその担い手がいない地域は結局、その圃場

整備、基盤整備をしようとすると、農地を所有している人が１２.５％のその費用を負
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担しなければなりません。だからもうお年が召した方々が、「いや、それだけお金を払

わなんとならば、もう後継者もおらんけん、もうそういうお金は払いたくない。」とい

うことで、その断念をされるということなんですけれども、そこの地区全体で、平野部

だったら１０ヘクタール以上あれば、「もう私たちはつくらないけん、だれかに貸しま

す。」というときに、中間管理機構にそれを全部１０ヘクタールなら１０ヘクタール、

全部お貸しするわけですね、そうしたら中間管理機構が圃場整備、基盤整備を全部しま

す。地主には一切求めません、お金は。しかしながら１５年間はその結局、所有者にも

お金は行かないんですけれども、基盤はきっちりできて、そして新たな担い手がそこの

１０ヘクタールなら１０ヘクタールを作付けができる。圃場はきっちりきれいに整備さ

れたところを作付けができるというような制度があるんですね、やっぱりそういうのも

しっかりやっぱり行政として、そこ地区、地区にあった説明会を実施して、そういう理

解を得ながら、やっぱりそういう説明がなかとなかなかこう情報が入っていない部分が

あります。やっぱりそういう面をしっかり行政として説明をしていただいて、これは

今、水田だからということで、水田に圃場整備をしなきゃならないという条件もありま

せん。畑にしてもいいんです。水田だったところを畑として圃場整備をして、そして新

たなその担い手が、そこでできるということで、これはちょっと取り組みをここで書い

てあるんですけれども、鳥取県米子市では、その小さく曲がりくねった区画が連なる１

０.６ヘクタールをその野菜を作る圃場としてその整備をしたということで、ここには

やっぱりそういうそのダイコンとか、そういうところがやっぱり鳥取では非常に、ネギ

も非常に流行ってますんで、そういうところにもともと水田だったのを基盤整備によっ

てそういう畑地に全部転換をして、新たな担い手にその貸し付けたという事例も載って

ます。そういうことをしっかり地域に説明をしていただきながら、しっかりやっぱり玉

名の基幹産業であるやっぱり農業をそのもっともっと前に推進をさせていただいて、そ

してしっかり所得を向上させていただいて、税金をしっかり払っていただいて、いい玉

名市を形成していけるようにお願いを申し上げまして、私の一般質問はこれで終わらせ

ていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、松本憲二君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ２時５９分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ３時１５分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 ６番 古奥俊男君。 
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［６番 古奥俊男君 登壇］ 

○６番（古奥俊男君） 皆さんお疲れでございます。最後の質問者になります。最後ま

でお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。 

 ６番、新生クラブ、古奥俊男です。 

 本日は、３つの項目を質問させていただきます。 

 玉陵学園の小中一貫校の開校後の検証について、これは私なりの検証でありますが、

新学年が始まり２カ月がたちました。スクールバスで通学する子どもたち、生徒に聞け

ば「バスは楽しい。」「なぜ。」と聞いたら「車内で友だちと話ができる。」「運転手さん

も優しい。」と、評判もよいように思われます。また、６校の生徒も思ったより早く仲

よしになれたと思っています。子どもたちも学校生活を楽しんでいるように見てとれま

す。玉名小学校区におきましては、徒歩での通学でありますが、子どもの安全を第一

に、朝はそれぞれの集合場所まで、帰りは地域の方々が見守り隊という組織をつくり、

子どもと一緒に学校から家庭までの送り迎えをしております。これは、地域があるから

こそできることだと思います。ありがたいことです。今後は、教育委員会、学校、保護

者さん、ＰＴＡ、地域の方々とともに、よりよい学校を目指し一緒に検証していただき

たいと思います。 

 通告に従って質問をさせていただきます。 

 １番、今後の緑地、樹木の必要性についてであります。校舎、プール、体育館、運動

場と施設はできあがり、開校いたしましたが、残念ながら運動場においては緑がありま

せん。開発行為において最低３％の緑地を設けなさい条件がありますが、開発において

運動場を緑地広場と見なすという項目があり、市は緑を外されましたと思います。これ

が不思議でならなかったために、私は、県振興局城北本部に出向き、項目をただしまし

たが、「開発行為において項目がある以上、許可しましたが、緑に関していらないと

か、そういうことは一切言ってない。」と、「それは学校運営者が決めることでありま

す。」ということでありました。５月の梅林校区の球技大会において、駐車場は１５０

台で満杯になり、運動場においては日陰がなく、競技中に校舎の陰に移動し、競技を見

られない状態であったと聞いています。今後、緑の大切さ、樹木の大切さ、その必要

性、環境の大切さをどう考えておられるかお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） 古奥議員の今後の緑地、樹木の必要性についてお答えいた

します。 

 玉陵小中学校のグラウンドの樹木につきましては、まず、グラウンド整備を行なう前

に、樹木のあり方について玉陵中学校と相談をし、記念樹等の確認や今後の樹木等の手
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入れ等を勘案し、移植する樹木を選定を行なった上で、グラウンドの南東側にもみじと

木蓮を移植したところでございます。しかしながら、４月に開校しました玉陵小学校の

グラウンドと玉陵中学校のグラウンドは一体的となり、広々としたグラウンドとなった

一方で、議員御指摘のとおりグラウンド周辺には緑がなく、日陰もない状況でございま

す。児童生徒の教育環境を考えますと、もう少し緑豊かなほうがよいのではないかと考

えているところでございます。今後小中学校、あるいは周辺住民の方、及び周辺で農業

をされてる方と御相談をしながら、植樹に適した時期、本数などを考慮しつつ、計画的

に植樹を進めたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） ありがとうございます。 

 おっしゃるとおり、やっぱり学校は勉強の場でもありますけれども、昔からよく学

び、よく遊べというように、運動場には非常に大切な教育の一環だと思っております。

やっぱり緑というのは大切でございますので、今後計画的に植樹なされて、子どもたち

が喜んで運動するような場所にしていただきたいと思います。 

 では２番に移らせていただきます。 

 玉名学と月瀬太鼓についてでございますが、玉名学、エンジョイ・イングリッシュと

玉名学は玉名市独自の教育だと思います。よい人間社会を構築を目指すことは、地域社

会において重要であり、それは絆、道徳、論理といったことに起因しますが、新聞、テ

レビ等で、毎日これに起因する問題や事件ばかりがあり、こういった問題は家庭、学

校、地域社会全体で取り組まなければなりません。小学校、中学校の義務教育期間中に

これらの教育が成されることが極めて重要であると考えます。玉陵小学校、中学校、学

校教育目標というのを掲げてありますけれども、玉陵小学校の目指す目標とここにちょ

っと読ませていただきますが、目標としまして、郷土を愛し、未来を切り開く力を備え

た児童、生徒の育成、具体的目標といたしまして、自分の言葉で自信を持って表現でき

る力、よりよい社会の実現に貢献できる高い志、人生を生き抜く健康や体力、玉陵小中

学校の目指す子ども像として、希望する進路に向け、主体的に確かな学力を身につける

児童生徒、自他を大切にし、思いやりのある心豊かな児童生徒、心身共に健康で、生涯

にわたって運動に親しむ児童生徒となっております。こういうふうに書いてあります

が、言葉というのは、書くのは簡単であります。実行し、その実績を出すというか、こ

れが一番難しいのではないのかと思います。まず、実行が第一歩で、そしてその実績が

伴ってくるものと思います。玉名学とは、歴史と文化、郷土愛があり、絆づくりとなっ

ていると思います。月瀬太鼓はその地域の協力があって２０年間伝統文化を維持してき

ましたが、絆づくりが人間社会づくりの原点ではないでしょうか。見守り隊も、地域が
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あるからこそ、安心･安全が保てていることと思います。 

 そこでちょっと教育長にお尋ねします。 

 月瀬小学校の伝統ある太鼓は教育上残したいとは思われませんか、お伺いしたいと思

います。教育長にお願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 教育長 池田誠一君。 

○教育長（池田誠一君） 古奥議員のお尋ねにお答えしたいと思います。 

 月瀬太鼓は先ほど古奥議員がおっしゃったように、月瀬地区の子どもたち、地域の

方々が２０年かけてつくってこられたすばらしい、もう伝統芸能と言っていいところま

できているようなもので、月瀬の子どもたちの誇りでもありました。そういったことに

つきましては、私も同じ考えを持っております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） ありがとうございます。 

 確かに、そういうことは私もそう思っておられると思いますんですけども、残したい

と思われないのかなということを聞いたんでございますけども、そういう答弁でありま

したので、ちょっとこれ質問はなかったんですけど、ちょっと市長にお伺いしたいと思

います。 

 月瀬小学校の閉校式典に参列され、月瀬小学校の子どもたちの太鼓をお聞きになりま

したが、いかが思われましたでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 教育長に続き、私のほうからは閉校式で子どもたちの最後の閉

校式での全校生徒が一丸となって、すばらしい演奏をされた。本当に涙なしには、そこ

にはいれないというほどすばらしいものだったというふうに思います。 

 もうちょっとしゃべってもよろしいですか。 

○６番（古奥俊男君） はい。 

○市長（藏原隆浩君） 幾つも来るようでしたら、この辺で、まだいいですか。 

 教育長もおっしゃられたとおりでもありますし、そういう中でやはり６小学校が統合

をしまして、各地域においてもそれぞれの伝統芸能というものがございます。その中で

月瀬地区のほうからもぜひとも残していただきたい、残したいんだという意思表示をし

っかりとしていただくことによって、やはり取り組みとして残していけるんではないか

というふうに思ってます。私もあれその太鼓が全校生徒が一丸となって、すばらしい演

奏する姿を見ながら、教育の一環としてもすばらしいことではないかなというふうに感

じたところであります。 

 以上でございます。 
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○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） ありがとうございます。 

 私もなるだけ残していただきたいという思いで質問をさせていただきました。市長の

ほうから、非常に前向きな言葉をいただきまして、少し安心をいたしました。あとはよ

ろしくお願いしておきます。 

 確かに、こういう玉名学は玉名独自の費用で生まれたもんだと思っておりますので、

月瀬太鼓も地域の方たちは残したいという思いでいっぱいでございますので、よろしく

お願いしておきます。ありがとうございました。 

 続きまして、３番目の公民館のあり方と投票箇所についてでございますが、各小学校

には御存じのように校区の公民館施設ということ、会議室が設けてあります。合併に当

たりその使用方法で意見の不一致があるように思われます。教育委員会が３年間の使用

可とする言葉を出されましたが、私は５年間という意見を申し上げたんですが、結果論

として３年間になりました。出された以上は守るべきものであります。この３年間の間

に学校の買い取りとか借り上げ等々の問題が生じた場合は、地域と話をされ、合意をす

ればできるものと、私は確信しております。地域も発展することに対して反対はなされ

ないものと考えます。 

 そこで、この考え方は、私の考え方は、教育委員会としての考え方をお聞かせいただ

きたいと思います。 

 教育部長で結構です。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 跡地の活用ということでございますかね。 

○６番（古奥俊男君） はい。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 跡地活用につきましては、今まで地域の方々といろいろと

協議をしてまいりましたけれども、なかなか進まない部分がございます。もちろん閉校

しまして、数箇月たってきてるわけですけれども、このあと進展が見られる可能性もご

ざいます。その中では、やはり言われるとおり、地域の方々とも御相談しながら、その

跡地活用については協議していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） ありがとうございます。 

 そのことでこの前、ずっと各課長さんたちが、各校区、支館の会長さんたちと回られ

ながらお話をなされたと聞いております。私も聞いておりますので、安心はしました

が、要は、すぐにもっと早く決めた以上は、守っていただきたいと。また、それが課長

さん変わったら、また方針が変わったという問題が生じておりましたので、そういうこ
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とがないように、一度は言った以上は守っていただきたいと思いますので、よろしくお

願いしときます。 

 それから、投票箇所についてでございますが、閉校になりますとどうしても今度は、

今話があったのが、例えば、三ツ川とか、小田とか、買い取りになるか、リースになる

かわかりませんけども、あとそこそこで今から先、市議会選挙とか市長選挙とか、県会

議員さんとか、４年に１回でございますけども、衆議院選挙になりますといつあるかわ

かりません。そこがずっと使えるのかという問題が生じてくると思います。今までは体

育館で投票をやっておりました。大体学校というのは、その真ん中ぐらいに位置してお

ります。ところがなくなったときに、どういう投票箇所をしていらっしゃるのか、今は

ありますからいいです。でも、なくなったときにどこで投票をするのか。どういうお考

えなのか、それをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 古奥議員の公民館のあり方と選挙箇所について答弁をさせ

ていただきます。 

 玉陵校区の選挙投票所につきましては、これまで７つの投票区を設け、奥野を除く６

つの投票区におきましては、小学校施設を利用しております。そのうち三ツ川では校舎

を、そのほかの残りの地区につきましては、それぞれ体育館を使用させていただいてい

るという状況でございます。玉陵小学校の統合によりまして、旧玉名小学校につきまし

ては、新しい玉陵学園の施設を活用させていただきたいというふうに考えております。

また、その他につきましては、当面の間は従来どおりの場所を使用させていただきたい

と考えておりますけども、将来的には、跡地活用における検討状況や地域の実情等も十

分に踏まえながら、投票区内の自治公民館など利用させていただきたく、その方向で考

えております。 

 また、議員御指摘のような駐車場等の課題もございますので、地域とも十分協議をさ

せていただきながら、今後の状況に従って、投票所の場所の変更は有権者の投票環境の

利便性の低下につながりかねませんので、今後とも慎重に検討を進めて対応をしてまい

りたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） ありがとうございます。 

 確かに、そういう公民館という案もあるかと思いますけれども、ただ、公民館はやっ

ぱり小さい公民館から、所帯が大きい、大きい公民館まであります。でも、玉名校区で

言いますと、今真ん中ですので、結構それでも車でほとんど投票に来られています。今

度は例えば、公民館を、どっかの公民館を借りて使用するとなりますと、玉名校区で言
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いますと、例えば、下迫間まで行かれた場合は、こっちは大坊からこっちまで、端から

端まで行かなんということになります。どうしてもそうなってきますと、車で投票に行

かれると思いますが、普通の公民館だったら、広いところで４、５台しかとまりませ

ん。小さいところで２、３台、ないところも結構あります。そうなってきますと、投票

率は相当下がる可能性が出てきますんで、いろんな面を考慮しながら検討していただき

たいと思います。よろしくお願いをいたします。 

［６番 古奥俊男君 登壇］ 

○６番（古奥俊男君） １番は終わらせていただきます。今度は２番に移らせていただ

きます。 

 専門職の増についてでございますが、新玉名駅周辺の開発によって、進捗状況を見て

おりましたが、ちょっと遅いように、私自身が思っております。担当者さんにお聞きし

ましたところ、一人の職員さんが小さい工事まで含めますと５本ぐらい抱えておるとい

う状況です。図面を発注し、警察の交差点協議とか、地元説明、県の認可、結構多忙を

極めているように見てとれます。 

 そこで、このほかに土地交渉も担当しているようでございますので、ちょっと建設課

を考えてみますと、一般建設事業に加えて、都市計画、用地交渉も担当しておりますの

で、ちょっと他と比較をしてみたいと思います。 

 農林水産業の予算が３９億２,６００万円、土木は２９億５,８００万円、教育費が２

８億９,４００万円、同等規模のやつをちょっと比較をさせていただきます。農林水産

業におきましては、３９億２,６００万円のうちに、職員は４６名、人件費が３億１,８

００万円ぐらいですね、それと土木が、２９億５,８００万円のうちに、３億１,５６５

万６,０００円、教育費は、２８億９,４００万円のうちに、これは６１名の職員がいら

っしゃいます。４億６,２００万円ぐらいの人件費がかかっております。単純にこれを

１人幾らかと計算しますと、農林水産が６９１万６,０００円、土木費が６７１万６,０

００円、教育費が７５７万５,０００円、が１人当たりの給料に当たります。ほかにも

ろもろ教育費においては、２８億９,４００万円のうち、人件費が８億２,９３７万４,

０００円でございます。そのうち、２億８,８００万円ぐらいがこれ文化財の調査の費

用です。合計しますとこの金額になります。そうしますと、人件費を引いた事業費が、

農林水産においては３５億８,０００万円、土木費が２６億３,９００万円、教育費は、

２０億６,４００万円、その中で、農林水産費の内訳を見ますと、事業費は３５億８,１

００万円でございますけども、補助金というのがございます。強い農業づくり補助金と

して１１億９,１００万円、あと担い手とか促進とか、水田農業構造改革とか、農業集

落排水、多機能機能、これ合計しますと人件費込みだったら２７億円なんですが、人権

を引いた金額でいきますと、１９億５,０００万円ぐらいになる。そうなると、１０億
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円ぐらいここが高いんでございますけども、あんまり他の事業とかわらないんじゃない

かなと思って、６１名の職員さんがいらっしゃいますけど、人件費がちょっと高いのか

なという感じをいたしておりますけども、内容がどうなっているか、ちょっと私は判断

をしかねますので、それは控えさせていただきます。そんな中で、土木費におきまして

は、４７名、総額で３億１,５００万円、土木管理費が１億２,９００万円、道路橋りょ

う費が１７億１,０００万円、河川は１,２００万円、都市計画が７億１,５００万円と

なっております。内訳はもう中に入らんとわかりませんので、これが正しいのかどう

か、わかりませんけども、金額の一番多い職員分の給料といたしまして、１人当たりが

教育費におきましては、７５７万５,０００円です。土木が６７１万６,０００円ですか

ら、その差額が８５万９,０００円、年間違う。要するに管理職が多いのか、それだけ

の職員がいるのか、わかりませんけども、それだけの費用を使っていることにはかわり

はありません。 

 そこでちょっとお聞きしたいんですが、建設部長にお聞きします。職員は足りていま

すか。お聞きしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） 古奥議員の御質問、建設課の職員、専門職が不足している

のではないかということについて御答弁をさせていただきます。 

 現在、建設課の主な業務といたしましては、道路や河川、橋梁、排水施設等の建設に

関することや都市計画景観形成、用地事務に関することなどがございますが、それらの

業務に課長を含めて１４人で対応しているところでございます。そのうち土木技術職と

しまして、採用された職員につきましては、８人を配置しておりますけども、先ほどの

松本議員の一般質問でお答えしたとおりでございます。土木技術職員の絶対数につきま

しては、不足が生じているというのが現状でございます。 

 つきましては、先ほどの答弁と重なるところがございますけども、平成３１年４月１

日に採用いたします今年度の職員採用試験では、土木技術職員の確保に向けまして、全

力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 また、職員採用試験における採用辞退者の補充や土木技術職員の育成を図るなど、専

門職員不足の解消に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） ありがとうございます。 

 ３０年に職員採用がなされて、確か３名の募集があったと思いますが、ゼロというこ

とでございます。また、今年度何名かの募集がなされるかと思いますけども、そうしま
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したら、例えば、建設課の職員が足りないというのは、都市計画もなんもかんもやって

おるということだろうと思います。そこで、職員が足るようになりましたら、機構改革

といいますか、私から言わせれば、都市計画駅前開発は分散したほうがいいんじゃなか

ろうかと思っております。その辺はいかがお考えでしょうか。総務部長、お尋ねいたし

ます。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） ただいまの古奥議員の再質問にお答えいたします。 

 現在、策定中の新玉名駅周辺等整備基本計画やその他都市計画業務につきましては、

市街地開発等のために都市計画課の新設設置を視野に入れながら、機構改革に今後検討

を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） ありがとうございます。 

 なるだけスムーズに進行しますように、できれば機構改革も考えていただければあり

がたいなと思っています。よろしくお願いしときます。 

 ２番はこれで終わらせていただきます。 

［６番 古奥俊男君 登壇］ 

○６番（古奥俊男君） 続いて、３番目の新玉名駅周辺の開発についてでありますが、

今度第２次の基本計画が、整備計画が説明がありました。道路網と３５.６ヘクタール

の分で計画されております。縦２本、横３本の道路となっております。ところがこの駅

前周辺は地元では深田地区と申しまして、新幹線駅ができるときに１５メートルまでＬ

値が０ということは、非常に軟弱地盤ということです。特に、向かいにありますケーズ

電気横につくる道路、通常中牟田線と申しますが、先だって市道認定をしていただきま

した。今から用地交渉とか、測量しながら、工事が行なわれていくかと思いますけど

も、この箇所は余盛りを１年間かけなきゃなりません。なぜならば地盤沈下がおきます

ので、その防止として１年間の余盛りをするわけなんですが、東西線も、県道の東西線

も１年間全線において余盛りをしております。通常、３０センチから５０センチ下がり

ます。そうなりますと、今、工事認定をしていただいて、工事を始めて、余盛りを始め

たとしても、来年１年間そのままの状態でおかなくてはなりません。工事は再来年にな

ります。こういう状況で、その周辺整備をしていきますと、恐らく１０年ぐらいかかり

はせんかなと、縦２本と横３本の道路が完成するまで。そのためには、今度の第２次の

周辺等整備基本計画に載っておりますように、早く今、農道でございますので、市道認

定を一括して一緒に行ない、測量費、地権者の了解を得られれば、早めにその余盛りを

していただいて、１年間おかなきゃなりませんので、他の工事の廃土が出る可能性があ
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るところからこの余盛りを早めにして、工事が前に進むようにしていただきたいなと思

います。また、排水路の計画が今回載っておりませんけども、現状では、任意の２つの

排水路があります。これも一緒に計画をすべきじゃないかなと、私は思っております。

あくまでも、今のところ基本計画ですので、私のあくまでも意見ということでお聞きい

ただければ結構かなと思いますので、答弁は結構でございます。 

 私の一般質問は、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、古奥俊男君の質問は終わりました。 

 以上で、本日の日程は、終了いたしました。 

 明１３日は、定刻より会議を開き、一般質問を行ないます。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ３時５４分 散会 



 

 

第 ３ 号 

６月１３日（水） 



 － 89 － 

平成３０年第３回玉名市議会定例会会議録（第３号） 

 議事日程（第３号） 

平成３０年６月１３日（水曜日）午前１０時０１分開議 

        開 議 宣 告 

日程第１ 一般質問 

    １  ７番 北本 将幸 議員（創政未来） 

    ２  ３番 吉田 憲司 議員（創政未来） 

    ３  １番 坂本 公司 議員（新生クラブ） 

    ４ １４番 内田 靖信 議員（自友クラブ） 

    ５ １０番 德村 登志郎 議員（無会派：公明党） 

        散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

 本日の会議に付した事件 

        開 議 宣 告 

日程第１ 一般質問 

１  ７番 北本 将幸 議員（創政未来） 

１ 新玉名駅駐車場の有料化について 

（１）西側駐車場開設からの利用状況について 

（２）有料化の目的について 

（３）定期利用者に対する対応について 

２ 金栗四三ＰＲ推進事業について 

（１）大河ドラマ館の概要について 

（２）集客目標の設定について 

（３）経済効果について 

（４）地域商店会との連携について 

（５）和水町、小田地区との連携について 

３ フルマラソン事業について 

（１）現在の進捗状況と今後の流れについて 

（２）県や地域団体との連携について 

（３）他のマラソン大会との関係について 

４ 職員の人事異動、組織再編について 

（１）人事異動の基準について 

（２）異動における職員の希望調査について 

（３）職員の適材適所の把握について 
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（４）各部署における専門家の育成について 

（５）組織再編による秘書課政策推進係の役割と業務について 

（６）組織再編による地域振興課の業務について 

２  ３番 吉田 憲司 議員（創政未来） 

１ 平成３０年度予算執行に伴う提言について 

（１）地域公共交通対策事業を進める上で、市職員等のノーマイカーデ

ーの実施について 

（２）マイキープラットフォーム事業に対する付加価値について 

（３）観光スポット（蛇ヶ谷公園、髙瀬裏川水際緑地、山田日吉神社

等）におけるイベント期間中の来場者数と、トイレの洋式化及び

設置数について 

２ 介護施設等に従事する介護職員（看護師含む）の慢性的な職員不足につ

いて 

（１）現状の認識と将来の見通しについて 

（２）今後、深刻となる介護職員不足の対応策について 

３ 多目的競技場について 

（１）３月議会で市長が答弁された多目的競技場の機能及び利活用につ

いて 

３ １番 坂本 公司 議員（新生クラブ） 

１ ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）に関する事項につ

いて 

（１）地域振興課情報発信係の働きについて 

（２）ＳＮＳでの問題及び犯罪について 

  ア 誹謗中傷以外の問題について 

  イ デジタルタトゥーとは 

  ウ 出会い系サイトになりうるのでは 

  エ 生徒や児童に教育しているのか 

２ 児童・生徒に関する事件及び命のあり方について 

（１）昨今の事件について 

  ア 学校や地域はどのような対策をとっているか 

  イ 不審人物への対応は 

（２）うつ病や自殺に関連する事項について 

  ア 全国や玉名の自殺者の統計は 

  イ うつ病との関係性は 
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３ 大河ドラマ「いだてん」ドラマ館について 

（１）内容や設置規模等について 

（２）宣伝内容の規定は 

（３）ステージ、屋根、椅子等について 

４ １４番 内田 靖信 議員（自友クラブ） 

１ 光回線インターネット接続について 

（１）整備することによる具体的な効果について 

（２）荒尾・玉名管内における整備状況について 

（３）未整備地区の背景について 

（４）国・県の財政措置について 

（５）玉名市の今後の整備方針について 

５ １０番 德村 登志郎 議員（無会派：公明党） 

１ 生活困窮世帯の子どもの学習支援について 

（１）学習支援の現状について 

（２）高校中退者を含む１０代の「高校生世代」の学習支援拡充につい

て 

（３）小学生への学習支援の充実について 

２ いじめ通報アプリの導入について 

（１）いじめ相談の現状について 

（２）千葉県柏市等で導入されているいじめ通報アプリ「ＳＴＯＰｉｔ

（ストップイット）」について 

３ キッズウィークについて 

（１）キッズウィークの導入検討について 

４ 健康マイレージの導入について 

（１）本市が実施している健康づくりについて 

（２）健康マイレージと行政ポイント付与事業の活用について 

        散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

出席議員（２１名） 

  １番 坂 本 公 司 君  ２番  田 真樹子 さん 

  ３番 吉 田 憲 司 君  ４番 一 瀬 重 隆 君 

  ５番 赤 松 英 康 君  ６番 古 奥 俊 男 君 

  ７番 北 本 将 幸 君  ８番 多田隈 啓 二 君 

  ９番 松 本 憲 二 君 １０番 德 村 登志郎 君 
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 １１番 城 戸   淳 君 １２番 西 川 裕 文 君 

 １３番 嶋 村   徹 君 １４番 内 田 靖 信 君 

 １５番 江 田 計 司 君 １６番 近 松 惠美子 さん 

 １８番 前 田 正 治 君 １９番 作 本 幸 男 君 

 ２０番 森 川 和 博 君 ２１番 中 尾 嘉 男 君 

 ２２番 田 畑 久 吉 君  

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

欠席議員（１名） 

 １７番 福 嶋 讓 治 君  

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  堀 内 政 信 君    事 務局次長  荒 木   勇 君 
次 長 補 佐  松 野 和 博 君    書 記  松 尾 和 俊 君 
書 記  古 閑 俊 彦 君 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

説明のため出席した者 

市 長  藏 原 隆 浩 君    副 市 長  村 上 隆 之 君 

総 務 部 長  西 山 俊 信 君    企画経営部長  水 本 明 子 さん 

市民生活部長  村 﨑 信 介 君    健康福祉部長  松 野 信 生 君 

産業経済部長  松 本 忠 光 君    建 設 部 長  前 田 愼一郎 君 

企 業 局 長  松 本 優 一 君    教 育 長  池 田 誠 一 君 

教 育 部 長  戸 嵜 孝 司 君    監 査 委 員  元 田 充 洋 君 

会 計管理者  竹 村 昌 記 君     
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午前１０時０１分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（中尾嘉男君） ただいまから、本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 一般質問 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１、「一般質問」を行ないます。質問は、通告の順序によ

って許すことにいたします。 

 ７番 北本将幸君。 

［７番 北本将幸君 登壇］ 

○７番（北本将幸君） 皆さんおはようございます。７番、創政未来の北本将幸です。 

 昨日は、シンガポールにて史上初の米朝首脳会談が開催され、共同声明が発表されま

した。声明では、核の非核化や朝鮮半島の平和体制の構築などが含まれていました。ま

た一歩、世界平和が進んだのではないでしょうか。しかし、各国の反応では、具体策が

ないなど批判的な意見も出ていました。やはり物事を進めていくには、具体的に提示し

ていくことが必要だと、改めて感じました。玉名市がだれもが住みよい町になるため

に、議会としても具体案をしっかり提示しながら議論して進めていかなければいけない

と思います。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問を始めさせていただきます。 

 まず初めに、新玉名駅駐車場の有料化について質問いたします。新玉名駅の駐車場に

おいては、開通以来無料駐車場として利用されてきましたが、混雑が問題となってお

り、その解消が求められてきました。対策の一環として、駅西側に新駐車場が拡張さ

れ、４月から本格的な利用が開始されています。西側駐車場の開設により、駐車台数も

ふえ、混雑は大分解消しているように感じます。しかし、ゴールデンウィークなどの大

型連休においては、利用者が多くまだ混雑しているようです。このような中、今議会に

おいて新玉名駅駐車場有料化に向けた条例改正案が上程されています。内容としては、

一時利用が１時間を超えたら１００円で、上限１日５００円まで、月額利用が５,００

０円を上限として改正される予定でありますが、詳しい料金設定においては、今後業務

委託など、業者選定を進められていく中で決定していくと思います。 

 そこで、新玉名駅駐車場有料化について３点質問いたします。 

 １、西側駐車場開設からの利用状況について。２、有料化の目的について。３、定期

利用者に対する対応について。 

 以上、３点質問いたします。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

［建設部長 前田愼一郎君 登壇］ 
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○建設部長（前田愼一郎君） おはようございます。 

 北本議員御質問の新玉名駅駐車場の有料化についてお答えをいたします。 

 初めに、１点目の西側駐車場開設からの利用状況についてでございますが、西側駐車

場は、本年４月１日より供用開始を行ない、新たに２１１台分のスペースを増設を行な

い、既存の駐車場とあわせますと４６５台となっております。また、西側駐車場の供用

開始に伴い、これまでの交流広場と芝生広場の臨時駐車場のほうは閉鎖をいたしまし

た。供用開始を行ないまして、まだ２カ月余りでございますが、利用時間帯でも多少の

差はあるものの、調査を行なっております昼頃には、既存の駐車場では平日及び週末も

満車の状態にあります。また、新設いたしました西側駐車場におきましては、平日は６

割の駐車状況、週末は８割程度の利用となっております。ただ、議員がおっしゃいまし

たように、先日の大型連休の５月４日の日においては、利用者も非常に多く、既存の駐

車場も西側駐車場におきましても１００％超えの利用状況でございました。 

 次の質問の有料化の目的についてお答えをいたします。平成２３年に開業以来、これ

まで県北の拠点駅として無料化を推進してまいりましたが、先ほど申し上げましたよう

に、連休時には増設したにもかかわらず不足する状況もおきております。やはり今後は

駅の利用者の方々が安心して駐車できるように有料化の目的といたしまして、第１に混

雑の解消、２つ目に受益者負担の観点から有料化のほうを考えております。 

 次に、３つ目の質問でございますけれども、定期利用者に対する対応についてお答え

をいたします。駐車場定期利用者につきましては、新玉名駅の新幹線定期購入者の方々

を考えております。今後は指定管理者のほうに管理をお願いする方針ですので、定期券

額を月額５,０００円以内の料金と考えております。月額料金を仮に４,０００円と設定

いたしますと、一般利用者の方々の１日最大の金額、これもやはり仮定でございます

が、１日当たり４００円の場合は１０日分になりますので、月額料金といたしまして

は、割安の料金設定と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 答弁いただきました。 

 まず、１点目の西側駐車場開設からの利用状況についてですけど、既存の駐車場はほ

ぼ毎日埋まってるということで、西側の拡張されたほうは平日が６割で、休日が８割ぐ

らい埋まってるということで、この拡張したことによってその目的の混雑解消のほうは

大分解消してるんじゃないかなと思います。でも、ゴールデンウィークなど大型連休に

はいっぱいになったということで、目的のもう１個である受益者負担の考えも含めて、

今回、有料化を進めていかれると思いますけど、この有料化を進めるに当たって、ゲー

トを設置したり、機械を設置したり、新たな設備投資が必要になると思いますけど、そ
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の新たにかかる費用としてはどのくらい、概算でいいんですけど、わかればお伺いした

いと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

○建設部長（前田愼一郎君） 再質問にお答えをいたします。 

 有料化に伴う維持管理費用でございますけれども、今期６月議会において、新玉名駅

駐車場の条例のほうを上程しております。これから駐車場管理体制に伴う指定管理者の

選定業務を行ないますので、金額は確定しておりませんが、新玉名駅駐車場の台数の規

模から考慮いたしますと、おおよそ月額２５０万円から３５０万円のほうを試算してお

ります。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 今、維持管理料のほうが２５０万円から３００万円ぐらいとい

うことだったんですけど、その新たにつくるゲートの費用とかわかんなかったですか。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

○建設部長（前田愼一郎君） その点は、ゲート持ち込みのほうで指定管理者のほうに

お願いをしていこうという考えです。 

 なぜならば、ゲートを市管理で行ないますと、１基当たり１,０００万円から２,００

０万円の間ということになりまして、新玉名駅の駐車場の場合、南口、北口、西口の３

カ所になります。そうすることで、約３,０００万円から５,０００万円の範囲になりま

すけれども、どうしてもその出入り口のゲートに関しましては、毎日のこのゲートの開

閉がありますので、５年を以て機械の交換という話を聞きましたので、それではもう５

年おきにその市税のほうから払い込むよりも、月額そちらのほうで、指定管理者のほう

で機械持ち込みということで考えました。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 機械も含めた上で、今回有料化進めていく上で、新たに２５０

万円から３００万円、維持管理がかかってくるということなんですけど、今回、条例改

正では、先ほど答弁にもあったんですけど、１日利用の人がマックスで５００円以内

で、定期利用の人が５,０００円以内。だからそれよりも恐らく安くなると思うんです

けど、４６５台駐車台数があるとして、大体毎日多くてもそれが１回転するぐらいじゃ

ないかなと思うんですけど、ちょっと私、４５７台でちょっと計算してきたんで、ちょ

っとすれちゃうんですけど、１日１００円として、その４５７台がとめられたとした

ら、１日で４万円ぐらい、４万６,５００円ぐらいになって、それが３０日になって、

それがまた年間になって、大体収入というのがわかってくると思うんですけど、１００
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円は多分安いと思うんで、もっと上になると思うんですけど、その収入を有料化するこ

とによって金額的には、その３００万円を賄える程度ぐらいにするということでよろし

いんですか。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

○建設部長（前田愼一郎君） 再質問にお答えをいたします。 

 決して駐車場において利益を求めるものではございません。ただ、今の維持管理のほ

うにつきましても、年間７００万円ほどの維持管理が係っております。いずれにしても

構造物ですので、やはり舗装においてもいずれか維持管理のほうは入ってくると思いま

すので、それらを考慮いたしまして、これから指定管理者を決めていく中で、市長、副

市長との相談をしまして、当駅の駐車料金体制を考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 有料化することによって、受益者負担も含めて、決して利益を

生むもんじゃないという考えで進められて、維持管理程度ぐらいでいかれると思うんで

すけど、よく市民の方からも「有料化したほうがいいんじゃない。」って言われること

が多いんですけど、その言われるときに、有料化したら市に新たな財源がふえて、それ

がもっと活用できると思われてる方も結構いるんで、そうじゃないということで、ちゃ

んと受益者負担をして、駐車場の維持管理費ぐらいで進めていくということなので、最

後に市長が有料化、今回決意されたと思うんですけど、その総合的に質問含めて、その

市長がどういう思いで今回、有料化に踏み切られたのか、最後１点だけ質問いたしま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） ありがとうございます。 

 先ほども建設部長のほうから答弁がありましたとおりでございますが、県北地区の拠

点としての位置づけであるこの新玉名駅でありまして、これまでは無料化を推進してま

いりました。しかし、利用者の方が安心して利用できる駐車場の形態を考えるならば、

受益者負担の観点から、やはり有料化にするべきではないかというふうに考えるわけで

ございます。 

 今後は答弁、これまでの答弁でもあったとおり、平成３１年度からの有料化に向けて

推進を図って、その後の民間活力のほうにも、しっかりと期待をするところでもありま

す。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） しっかり、そういう目的を持って、混雑解消も含めて、進めて
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いただきたいと思います。 

 定期利用、毎日今まで利用されてる方たちもいると思うので、そういう人たちの駐車

スペースをしっかり確保するなど、しっかり利用されてる方の利便性が向上するよう

に、今後進めていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

［７番 北本将幸君 登壇］ 

○７番（北本将幸君） 次に、金栗四三ＰＲ推進事業について質問いたします。 

 玉名市の名誉市民である金栗さんが主人公である大河ドラマ「いだてん」の放送開始

まで、早いもので残すところ半年余りとなりました。そのような中、今議会において大

河ドラマ館の建設関連予算が計上されております。ドラマ館の事業費としては総額４億

５,０００万円程度になると報道されておりました。入場客数は３０万人を目標として

いるとのことでした。大河ドラマは放送されると多くの観光客が舞台となった地域を訪

れ、経済波及効果が数百億円になるため、一部の自治体では、大河ドラマの誘致を積極

的に行なっています。経済効果の大きなところでは、龍馬伝の５３５億円、真田丸の２

００億円など、本当に大きな経済効果をもたらしています。もちろんこの両方にもドラ

マ館が設置され、９０万人程度の来場者が訪れています。現在、西郷どんが放送されて

おり、鹿児島にもドラマ館が建設されていますが、先月５月２３日に２０万人を突破し

たとの報道がなされていました。この大河ドラマを活用した観光事業の１つが大河ドラ

マ館の設置でありますが、今までのドラマ館の来場者数や経済効果においては、各地域

で大きな違いがあります。それは大河ドラマ自体の人気であったり、交通の利便性であ

ったり、自治体の取り組み方であったり、さまざまな要因があると思います。今回は、

今までの大河ドラマとは違い、近代の方を描くもので、しかも１年間１人の主人公を物

語とするのではなく、２人の方をオリンピックをもとに描いていく形となり、形式もい

つもとは違っています。金栗さんは、前半部分の主人公と言われていますので、最初の

半年間が勝負になってくるのではないかと思います。 

 そこで、金栗四三ＰＲ推進事業について５点質問いたします。 

 １、大河ドラマ館の概要について。２、集客目標の設定について。３、経済効果につ

いて。４、地域商店会との連携について。５、和水町、小田地区との連携について。 

 以上質問いたします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

［産業経済部長 松本忠光君 登壇］ 

○産業経済部長（松本忠光君） おはようございます。 

 議員御質問の金栗四三ＰＲ推進事業についてお答えいたします。 

 まず、大河ドラマ館の概要についてでございますが、今回の大河ドラマ館は、設置場
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所を旧玉名市役所庁舎跡地として、建物面積が約６２０平方メートル、うち展示施設は

約３５０平方メートル、特産品等販売所が約１２０平方メートル、その他チケット販売

ブース、トイレ、事務所等が約１５０平方メートルを設けることとしております。 

 続きまして、集客目標の設定についてでございますが、集客の目標設定をドラマ館の

来館者数とし、年間で約３０万人の来館者を予定しているところです。年間３０万人の

根拠につきましては、過去の大河ドラマ館を設置された平成２０年の鹿児島市「篤姫」、

平成２７年の萩市「花燃ゆ」の目標来館者数や実績を参考に設定いたしました。 

 次に、経済効果についてでございますが、玉名地域に経済効果を広く波及させるため

には、たくさんの方へお越しいただき、食事処で飲食やお土産物を購入していただくこ

とで、経済効果につながってくるものと考えております。そのためにも、今回、玉名市

いだてん地域振興協議会に新たに立ち上げた、飲食物販部会へ新たな飲食メニューや物

産品の開発等を積極的に取り組んでいただきたいと考えているところです。また、１市

２町協議会の中でも、金栗四三氏のゆかりの地をめぐる新たな観光ルートの開発に取り

組み、大河ドラマを契機とした新たな旅行商品の造成に取り組んでおりますので、ドラ

マ終了後も継続した経済効果の波及につながるよう、官民一体となって進めていきたい

と考えているところでございます。 

 次に、地域商店会との連携についてでございますが、玉名商工会議所や玉名市商工会、

さらには、地域の商店会などと連携し、ドラマ館のみならず、近隣の商店街へ回遊させ

る仕掛けを今後検討してまいりたいと考えているところです。特に、来訪者へ地元の食

材を使った新たな飲食メニューの提供や既存のお土産の磨き上げなどについても先ほど

申し上げました飲食物販部会を中心に、地元の商店会と連携し、取り組んでいきたいと

考えているところです。 

 最後に、和水町、小田地区との連携についてでございますが、まず、和水町が今回設

置する施設は、金栗氏の人物像を知っていただく「金栗四三ミュージアム」であり、本

市に設置する施設は、ドラマ館の世界観を楽しんでもらう「ドラマ館」であり、差別化

が図られているところから、双方を訪れ楽しんでもらうための入場券の割引制度等を検

討し、回遊につなげていきたいと考えているところです。また、小田地区につきまして

は、引き続き地区の方々との連携を図るとともに、金栗氏の住家や瀬戸口公園など新た

なゆかりの地として回遊していただけるようなスキームや整備手続きについて検討を進

めてまいりたいと考えているところです。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 答弁いただきました。 

 まず、１点目の大河ドラマ館の概要についてですけど、特産品の販売所も含めて、展
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示施設も含めて建設されるとの説明だったと思います。報道で書かれていたのは、その

展示施設には疑似体験型みたいなものも取り入れられるとのことですので、今までにな

い魅力的なドラマ館をつくって、玉名市の活性化につなげていっていただきたいと思い

ます。このドラマ館の建設というのは、玉名市いだてん地域振興協議会、この協議会で

今後進めていくことになると思います。実際、今回の議会でもこの地域振興協議会に対

する負担金として２億４,２８２万５,０００円が計上されているわけですけど、この玉

名市いだてん地域振興協議会は、昨年１２月に発足したと思います。金栗四三ＰＲも含

め、大河ドラマ「いだてん」を生かした活性化に向けて、さまざまな取り組みをこの協

議会で行なっていかれるんだなと思っていたんですが、この協議会発足から、約半年経

過したわけですけど、先月、５月に第２回、やっと２回目が開催されて、このドラマ館

の場所が決定して、この２億円、３億円もの事業費を負担して行政が渡すわけですけ

ど、この大河ドラマを生かしたＰＲって、結構力入れないといけない事業だと思うんで

すけど、この協議会自体がたった２回しか開催されていない理由か、意図か、あるのか

お伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 北本議員の再質問にお答えいたします。 

 議員御質問の玉名市いだてん地域振興協議会は、今回で２回目になるわけなんですけ

ども、その間の動きについてでございますが、昨年１２月２２日に民間の商工観光、地

域の団体等を中心とした第１回玉名市いだてん地域振興協議会が発足いたしました。第

１回の協議会では、ドラマ館の建設予定地の選定に伴い、各委員の方から意見を伺うた

め、候補地に関するアンケートを配付し、その後複数の候補地が上げられ、事業費や利

便性、効果面を検証する中で、候補地の絞り込みを行なってまいりました。また、あわ

せて各団体等でのどのような取り組みが考えられるのか、直接団体等へ出向き聞き取り

を行なう中で、意見の集約を図ってまいりました。そのような中、候補地の１つである

小田地区の区長などにドラマ館の候補地に関する事務局の考え方を説明し、一定の御理

解をいただいたことから、第２回の協議会開催に至ったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） １回目で集めて、アンケートを取って、それを集約、直接聞き

取りに行って、集約していって、最後は小田地区の合意というか、了承が取れたので、

最終的に５月に２回目を開いたとの答弁だったと思いますけど、ということは、もうそ

の２回目の協議会が開かれるときは、ある程度内容が固まった時点で２回目の協議会を

開いて、今回、議会に２億５,０００万円ぐらいの負担金が上げられてお渡しするわけ

ですけど、実際、１２月から、１２月発足してもう６カ月あったわけなんですけど、こ
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こにその協議会の規約をもらってきて、メンバーが書かれているんですけど、市長を会

長として、商工会議所の会頭であったり、観光協会の会長であったり、青年会議所の理

事長であったり、区長会の会長であったり、そうそうたるメンバーが入っています。直

接職員の方が聞いて、意見を集約するというのも大事だと思うんですけど、こういう各

団体、団体のメンバーが入られて、協議会をつくっておられるわけですから、やっぱり

会議をせっかくだったら、月１回やるだけでも６回できたと思うんですね、６回会議を

していろんな意見を出し合って、その中で集約して最終的な決定をすれば、またよりよ

いものが生まれてきたかもしれないし、その一緒に会議をすることによって結束力も生

まれて、さらに市民を巻き込んでいった動きになったんじゃないかなと思います。やっ

ぱりこの半年間たった２回しか開催されなかったというのは、やっぱりこの盛り上がり

をもっと見せるためには、ちょっともったいなかったのかなと思います。 

 この規約の目的も書いてあるんですけど、目的読むと、大河ドラマ「いだてん」に係

るイベントの実施に関することであったり、大河ドラマ「いだてん」に係る情報発信に

関することであったり、いだてんを活用した誘客促進等経済効果の向上に関することで

あったり、さまざまな目的が上げられています。この目的達成するためには、本当たく

さんすることがあると思います。せっかく本当、大河ドラマ旧庁舎に建てると思って、

今からスタートしていくわけですので、この協議会というものをもっともっと生かし

て、みんなでつくり上げていくような流れをつくっていっていただきたいなと思いま

す。 

 ２点目の集客目標の設定についてですが、３０万人という目標設定されて、篤姫と萩

の花燃ゆを参考にされたということで、ここに大河ドラマの来館者数がいろいろ書いて

ある資料があるんですけど、篤姫だと６０万人ぐらいで、花燃ゆの、萩市の花燃ゆのド

ラマ館だったと３０万人ぐらい来られていて、これを参考にして３０万人という集客目

標を立てられたと思いますけど、今後、受け入れ体制を整える中で、他の自治体、こう

いうドラマ館を建設された地域では、放送中の観光客増加に伴う問題点として、観光ガ

イドの不足や地域、観光地での人と車の増加による安全面の問題などが課題だったみた

いです。今後、恐らく玉名市でもこういう安全対策やボランティアガイドなど、課題が

出てくると思いますんで、しっかり取り組んでいただいて、この３０万人という目標は

最低でも３０万人はいきたいという目標だと恐らく思いますんで、いい意味でもこれを

上回っていけるように、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 ３点目の経済効果についてですけど、具体的な数字はなかったんですけど、今までの

大河ドラマの舞台となったところの県の観光客数の増加は、過去１０年間の平均で約

６％程度増加するという統計もあります。要因としては、イベントが放送期間中に連続

して開催されたり、テレビや新聞などのマスコミ報道により多くの情報が発信され、観
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光客増加につながると思います。答弁にもあったんですけど、その経済効果の１つとし

て、食事処での飲食等、答弁があったんですけど、やはりこのご飯を、来てご飯を食べ

るというのは経済効果をもたらすと思うんですけど、この玉名の観光施策の中で、やっ

ぱりいつも問題にされるのが、この食事処の問題だと思います。現在、花しょうぶまつ

りあってて、結構たくさんの方が毎年来られるんですけど、団体の食事するところが少

ないとか、たびたび言われています。今回、ドラマ館建設においては、その飲食する、

食事処などについては、どのような考えで進められるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 議員の再質問にお答えします。 

 ドラマ館設置に伴う飲食関係についてでございますが、第２回玉名市いだてん地域振

興協議会では、先ほど答弁しました飲食物販部会を立ち上げたところでございます。地

域の食材を使った商品開発や物産品の販売促進、飲食店との連携を図っていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） とにかくドラマ館自体には、その近隣には新たな食事処はつく

らないということでいいんですかね。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） ただいまの件ですけども、飲食物販部会ということで

立ち上げておりますので、その部会のほうで話し合いをしていただいて、必要であれば

確保するということになります。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） この食事処に関しては、きのう城戸議員のほうも心配であると

言われていましたけど、今後、飲食物販部会で考えていかれるということなので、やっ

ぱりドラマ館に来た人をそこからどうやって地域に流れをもっていくかというのは、や

っぱり簡単なことじゃないと思いますけど、やらなければいけないことだと思います。

玉名自体にも魅力的な飲食店、たくさんあると思いますんで、しっかりその流れをつく

っていけるように、今後、その部会であったり、協議会であったりで議論して進めてい

ただきたいと思います。そのためにも、小田小跡地でなくて、この中心地である旧庁舎

跡地にドラマ館をもってこられるんだと思いますんで、このぜひともこの飲食関係につ

いては、ちゃんと来た人が帰るんじゃなくて、来た人が玉名に流れていくような仕組み

をつくっていただきたいと思います。 

 このいだてんに関しては、こういう玉名市内の連携も重要なんですけど、この生誕の

地である和水町やゆかりのある南関町との連携も重要になってくると思いますけど、こ
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の１市２町のいだてん地域振興協議会の取り組みの現状としては、どうなっているのか

お伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） １市２町の地域振興協議会動きについてでございます

が、主な事業としては、ロゴマークの作成業務、金栗四三氏ゆかりの地域誘客推進業務

を進めているところでございます。 

 ロゴマークの作成業務につきましては、全国から広くデザイン案を公募したところ１

１３点の応募がありまして、投票選考後、デザイン１点を玉名地域の共通ロゴマークと

して決定いたしました。今後は、のぼりやチラシ、物産品など、広く活用していきたい

と考えているところでございます。 

 次に、金栗四三氏ゆかりの地域誘客推進業務につきまして、今回の大河ドラマによる

経済波及効果を一過性のものにするのではなく、ドラマ終了後も地域への誘客を持続さ

せるために、観光地を結ぶ交通体系の構築と、観光ルートの開発は必要であることから、

和水町の生家や小田の住家、玉名地域の観光素材を結ぶルート開発を進めているところ

でございます。 

 各市町の取り組みについては、それぞれでやっておりますので、完全に把握しきって

おりませんので、答弁を控えさせていただきます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 答弁いただきました。 

 やっぱり答弁であったように、その観光ルートの開発というのがやっぱり、１個手段

じゃないかなと思うんですけど、現実的に、玉名のドラマ館であったり、和水のミュー

ジアムであったり、生家であったり、住まれていた住家であったり、お墓であったりを

結ぶ観光ルートというのは、実際に開発可能なのか、開発に向けて検討されているの

か、その辺をお伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 和水町の金栗四三ミュージアムと大河ドラマ館を結ぶ

観光ルートの計画についてでございますが、先ほど答弁いたしました金栗四三氏ゆかり

の地域誘客推進業務の中で、和水町のミュージアムや玉名市の大河ドラマ館、小田の住

家、玉名地域の観光素材を結ぶルートの開発を進めているところです。 

 特に、今月６日、７日の２日間にわたり、旅行会社を対象とした金栗四三ゆかりの地

視察ツアーを実施したところ、１１社の参加があったところでございます。今後も引き

続き魅力ある観光ルートの開発に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 
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○７番（北本将幸君） このそれがこの新聞なんですけど、このモニターツアー大分大

きく取り上げられていたんですけど、１１社ぐらい旅行関連会社の方が参加されてたと

のことで、こういうのが観光商品になっていったらさらにアピールしていけるんじゃな

いかなと思います。この記事のこの下側に和水町が金栗さんの生家を一般公開へという

記事も同時に載ってました。入場料２００円前後で見学できるようにして、２万人ぐら

いを来て貰えるように目標立てて進めていくと書かれていたんですけど、玉名市にも住

まれていた住家があると思うんですけど、その辺については、玉名市は現時点でどうお

考えられているかお伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 議員御質問の小田にある金栗四三氏の住家の活用につ

いてでございますが、住家につきましては、金栗氏のお墓に近いこともあり、来訪者の

新しい回遊ルートとして検討していきたいと考えております。 

 ただし、住家につきましては、金栗氏の御親族が所有され管理を行なわれているため、

その活用に当たっては、今後御親族と相談を進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 住家については、親族の意向も考えながら進めていかないとい

けない部分もあると思いますけど、和水町はこのミュージアムをつくるといったのも、

大分、１年前にもう打ち出して進められて、今回、玉名市は大河ドラマ館を今から打ち

出していくわけなんですけど、この生家ももう既に和水町はこういうふうに使うと打ち

出されてるんですけど、やっぱりＰＲしていくに当たって、お隣の和水町のほうがやっ

ぱり１歩１歩先をいってるなというような感じがします。玉名市もこれから取り組んで

いかれると思いますんで、しっかりスピード感をもって、余り時間ないんで取り組んで

いただきたいと思います。 

 この大河ドラマの効果を一過性に終わらせないためにも、大河ドラマ館を見るためだ

けでなく、玉名市の魅力的な観光資源を生かして、さらに玉名の魅力を伝えていけるか

が重要だと思います。新幹線もあり、高速インターもあり、都市圏からの地理的条件は

いいと思います。モニターツアーに参加された鹿児島の方のコメントが掲載されていま

したけど、金栗さんは今放送されている西郷どんの西郷さんほど一般的に知られておら

ず、逆に新鮮な興味をかき立てるのではないかと書かれていました。私もそうだと思い

ます。知られていないからこそ、可能性は大きいと思います。また逆に、知られていな

いからこそ、取り組み方次第ではほとんど効果がないという結果にもなりかねません。

市民を巻き込みながら、市全体で取り組んでいけるように市長を先頭として頑張ってい

ただきたいと思います。 



 － 104 －

 この大河ドラマを用いた観光施策には、コンテンツツーリズムという言葉が用いられ

ます。これは国土交通省、経済産業省、文化庁などが共同でまとめた映像とコンテンツ

の政策活用による地域振興のあり方に関する調査報告書において、コンテンツツーリズ

ムという言葉が用いられるようになりました。この語源は、地域にかかわるコンテン

ツ、いわゆる映画であったり、テレビドラマであったり、小説、漫画、ゲームなどを活

用して観光と関連産業の振興を図ることを意図としたツーリズムであります。映画のロ

ケ地巡りや大河ドラマ観光、アニメ、漫画の聖地巡礼など、数えれば切りがない状況に

あります。実際、玉名においてもこの前、同田貫がゲームに用いられたことにより、そ

の刀を見るために多くの方が玉名に訪れました。関連したグッズも発売されました。今

回もこの大河ドラマ「いだてん」というコンテンツを通して、それを観光資源として活

用することが重要です。ＳＮＳが発達し、ありとあらゆるところから情報が飛び交う時

代となり、定住人口が減少していく日本では、いかに交流人口をふやすことが重要にな

ってきています。このコンテンツツーリズムの課題として、よく上げられるのが、持続

可能性であります。大河ドラマのようなこの大々的なコンテンツであっても、その効果

は放送があっている１年間だけか、あるいは長くとも２年ぐらいで、一過性なものが多

いと言われています。しかし、大河ドラマ放送後、翌年も観光客が増加している自治体

もあります。そういう自治体では、新たなイベントを実施したり、新たな施設を開業し

たり、観光客を集めるさまざまな努力をして、魅力を創出されています。この大河ドラ

マをコンテンツとした新たな事業として考えられるのが、マラソンの父とされる金栗さ

んにちなんだフルマラソン事業だと思いますけど、それでは次の質問に移ります。 

［７番 北本将幸君 登壇］ 

○７番（北本将幸君） 次に、３点目のフルマラソン事業について質問いたします。 

 マラソンの父といわれた金栗さんが、大河ドラマの主人公として来年放送されるわけ

ですが、市長もこれを千載一遇のチャンスとして考え、フルマラソンに取り組んでいき

たいと宣言されました。しかし、フルマラソン事業はいまいち進展してないような気が

いたします。フルマラソンの開催にたどり着くまでは、コースの選定や運営人員など、

ボランティアの確保、参加者や観客の安全面の確保、交通規制に伴う市民生活への影響

など、解決すべき課題が数多くあると思います。しかし、開催するのであれば、この一

つ一つ課題をクリアしていかなければなりません。 

 そこでフルマラソン事業について３点質問いたします。 

 １、現在の進捗状況と今後の流れについて。２、県や地域団体との連携について。

３、他のマラソン大会との関係について。 

 以上、３点質問いたします。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 
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［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） おはようございます。 

 北本議員のフルマラソン事業の現在の進捗状況、今後の流れについてお答えいたしま

す。 

 現在の進捗状況といたしましては、フルマラソン大会のコース設定を複数検討してい

るところでございます。また、フルマラソン大会を企画するに当たり、主要な関係団体、

検討委員会を設立すべきか、検討段階での実行委員会を設立すべきかを含めて検討して

いるところでございます。 

 今後の流れにつきましては、フルマラソン大会は再来年の春までの大会を開催できる

ように目標を立てておりますけれども、大会開催の半年前にはエントリーを開始する必

要がありますので、これまでの間に関連団体との協議を行なっていく予定としておりま

す。 

 次に、県や地域団体との連携についてお答えいたします。 

 熊本県との連携につきましては、道路を使用する際の申請と、それから県内マラソン

マップ「走Ｒｕｎね熊本」等での情報発信など、これからより密に連携を図っていきた

いと考えております。また、地域団体との連携につきましては、玉名警察署をはじめ、

交通指導隊、玉名青年会議所、商工団体、陸上協会と大会運営の要となる団体への協力

のお願いが必要となります。さらにコース付近の商店街や道路の迂回が必要となるトラ

ック協会と、マラソン大会への御協力をお願いしなければならない団体もございます。

各団体への協力のお願いや連携は随時行なってまいりたいと考えております。 

 ３番目に他のマラソン大会との関係ということでございますが、現在、市が実施して

おりますマラソン大会は、金栗杯玉名ハーフマラソン大会、玉名市横島町いちごマラソ

ン大会、ミカンと草枕の里スポーツ祭でのマラソン大会等がございます。フルマラソン

大会を単体で行なうということも現段階の中で、検討の中にはございます。既に既存の

大会にフルマラソン大会を組み込むという形での整理、それから既存の大会の磨き上げ、

全体の再構築も検討にありますので、これから慎重に判断し、効果的な大会運営となる

ように調整を進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 答弁いただきました。 

 このフルマラソン事業については、１２月議会にも質問させていただいたんですけ

ど、そのときの市長の答弁としては、民間が盛り上がってきて、民間主導で進めていっ

ていただいて、市としても協力できるところは協力していきたいという答弁だったと思

います。その後、２月に市長が市としてフルマラソン事業に取り組むと宣言されて、報
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道にも大きく載りました。これは市が先頭に立って取り組んでいくという意思表示だっ

たのかなと思います。公言されて２月、２、３、４、５、４カ月ぐらいたつんですけ

ど、具体的な進展というのがまだないかなというように感じているんですけど、市長と

して、現時点でいいんですけど、このフルマラソンに対してどういうふうにお考えてお

られるのか、考えのほうをお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 宣言をしましたとおり、官民連携でしっかりとフルマラソン大

会は実現していきたいというふうに思っております。その思いには全くかわりはありま

せん。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） しっかり開催していきたいということであるんで、今後してい

くからには、やっぱり具体的に課題をクリアしていかなければならないと思います。実

際、マラソン大会するんであれば、部長の答弁でもあったんですけど、やっぱりコース

の問題が一番決めなければいけないかなと思うんですけど、東京オリンピックのマラソ

ンコースもちょっと前に発表されていました。コース選定していくには、お隣の和水町

であったり、南関町さんとの連携が必要な場合も出てくるのではないかと思いますけ

ど、この開催に向けては玉名市単独で行なっていくのか、それともほかの和水町、南関

町さんとも協力しながら行なっていこうという考えなのか、その辺、今の時点でわかれ

ばお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） マラソンのコースにつきましてですけれども、現在、複数のコ

ースを検討中であります。 

 玉名市内で完結させるコース。また、複数の市、町をまたぐコース。それから金栗四

三氏ゆかりの場所を通り、必ず通らせるコースなど、エリア、またルートがさまざまで

ありますので、それから実現できるか、できないかという問題もありますので、大会の

実行委員会の設立までには、ある程度のコースを固めて、単独開催なのか、その共同開

催なのかの方針を、市、町としてのコースがまたぐ場合は、そういった部分を決定して

まいりたいというふうに考えております。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） いろんなコースがあって、その協議会というか、検討委員会立

ち上げられるときには、ある程度コースを絞って進めていきたいという答弁だったと思

います。本当このコースはやっぱり規制とかしないといけないので、難しいと思います

し、そのゆかりの地を通りたいと思うと、この道路をどうしても通らないといけないと
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か、いろいろあると思うんで、しっかり今、検討をされてるということなんで、進めて

いただきたいと思います。 

 この検討委員会立ち上げていくに当たって、やっぱりこのフルマラソンって結構事業

が大きいと思うんで、一から庁内だけで立ち上げるっていうのはかなり労力がいると思

うんですけど、民間の企画会社っていうのもあるとお聞きするんですけど、そういう企

画会社も含めて、そのマラソン大会を実現に向けて進んでいくというような、そういう

ほかの民間の団体との連携については、どう考えておられるのかお伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） ありがとうございます。 

 民間との連携というか、委託というんですかね、民間事業者への委託ということです

けれど、その前に、市としても民間と民間団体としっかり連携をしながら、ぜひ、フル

マラソン大会を先ほど申し上げましたとおり、開催の実現をさせていきたいというふう

に思っておりますし、市としても全面的に取り組んでいきたいというふうな思いがあり

ます。 

 当然ながら、今回のフルマラソン大会、官民連携しなければ、決して大会の実現でき

るものではないというふうに思っておりますし、そのためには、まず、市としてそして

私は市長としてリーダーシップをしっかりと発揮していかなければ実現できないという

ふうに考えたわけでございます。それで、民間企業への委託を考えているかどうかとい

うことですけれども、当然民間企業に委託することによって、大会の開催が現実性を増

す、実現できる、具現化できるんであれば、民間企業への委託も視野に入れて、ただい

まも検討しているところでありますので、その際には、また、皆様方の御理解と御協力

をお願いしたいというふうに思います。 

 それから、ドラマ館の件もそうなんですけれども、やはり先方さん、相手方がいらっ

しゃるもんですから、ＮＨＫとの折衝で非常にデリケートな問題もありますので、なか

なか公の中で、大勢の方々と話をできるというものではないということの御理解はいた

だきたいというふうに思います。そういったことで、ある程度ＮＨＫとの理解が示され

る中での提案をしなければならないという問題もあった。それから今回のマラソンの実

行委員会にしてもそうなんですけれども、大勢の方たちに集まっていただいて、それぞ

れに、それぞれのコースを、たくさんのコースを上げていただいたところで、警察協議、

要するに交通の規制の問題がありますので、できる、できないということが限られてき

ます。だからある程度コースというものは固めた中で、実行委員会を立ち上げて、固め

られたコースの中でどうやって実現していくのか、そこを皆さんと知恵を出し合いなが

ら話しあって、何としても実現させたい、そういうふうに思っておりますので、どうか

御協力をよろしくお願いします。 
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○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 私もその市長がリーダーシップとられて、庁内である程度具体

的にこういうのでいきたいというのを打ち出して、そこから検討していく形が一番進ん

でいくんじゃないかなと思います。 

 今、庁内でしっかり検討されてるとのことですから、しっかり練っていただいて、ぜ

ひとも実現に向けて、市長も今、熱い、強い気持ちで言われたと思うんで、向かって１

歩１歩進んでいただきたいなと思います。 

 答弁の中でもあったんですけど、もしかしたらやっぱり現実的に難しいということも

出てくるかもしれません。そういったときにやはり一過性でこのドラマの効果を終わら

せちゃいけないと思うんですけど、もしこのマラソン事業できなかったとして、それ以

外に市長として持続的に玉名を盛り上げていくというような何か対策というのを考えら

れているのかお伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） ありがとうございます。 

 今回の大河ドラマによる経済波及効果これを、また、活性化という意味合いも含めて、

一過性のものにするのではなくて、ドラマ終了後も地域への誘客を持続させるためにも、

やはり観光地を結ぶ交通体系の構築と観光ルートの開発というものは、これは絶対必要

であるというふうに考えております。先ほど部長からも答弁がありましたけれども、旅

行会社も入ってもらいます。また、九州観光機構、そちらのほうにも協力をしていただ

きます。そういった意味合いの中で、そういった業者だけでなしに、地域は官民を連携

をしながら、玉名市民も総力で取り組んでいきたい、そう願っています。そうできるた

めに自分も努力しなければならないというふうに思っています。そのために、それ以外

にも、玉名市、和水町、南関町いだてん地域振興協議会の中で、和水町との生家、それ

から小田の住家、玉名温泉や草枕温泉など、玉名地域の観光素材を結ぶルートの開発と

いうのは、これは確実にやっていくべきものでありますし、今回のドラマを機に、そう

いった魅力ある観光ルートを開発し、商品化する。そして今後持続した観光誘客の仕組

みづくりに必ずそれがつながっていくものというふうに思っています。そしてまた、こ

れを機会に繰り返しになりますけれども、この機会に来ていただけた方々にこれまでの

玉名のたくさんの魅力を知っていただくこと、それが大変重要だろうと思ってます。玉

名市内のほうにおいても、さまざまなスポット、それからイベント等もあってます。そ

れぞれのイベントもそうですし、部会を地域振興協議会の中で部会を設けましたけれど

も、おもてなし部会のほうで、またいろんな議論をしていただくと思いますけれども、

例えば、ドラマ館周辺になるならば、これはただ単にいだてんということだけではなく、

西南戦争の西南の役の激戦地であった。また、日赤の発祥地であった。そういったもの
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に対して散策するルート、そういったものもつくったほうがいいと思いますし、小田の

住家の周辺にしてもそうです。だからそういったものを知っていただく機会にしなけれ

ばならないと思っておりますので、ドラマ館により多くの方々に来ていただくための動

員の努力というものをしっかりしていきたいというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 私もそうだと思います。３０万人ぐらいの方が来られるわけで

すから、この来るというのをチャンスにして、そこから玉名をアピールしていって今後

にやっぱりつなげていくのがやっぱり重要じゃないかなと思います。観光ルートの開発

も業者も入れて進めていかれるということなんで、観光ルートもつくって、フルマラソ

ンも実施して、すればやっぱり玉名がどんどん、どんどんこの大河ドラマを期に、活性

化していくんじゃないかなと思うんで、ぜひとも進めていただきたいと思います。 

 ２０２０年の春ぐらいに恐らく開催できればいいんじゃないかなということで、その

前にランイベント的なものも開催できればいいかなというような、以前の答弁であった

んですけど、金栗さんは箱根駅伝の創設にもかかわられたということで、そういうラン

イベントだったら、合志市がリレーマラソン、たすきつないで４２.１９５キロメート

ル走るというようなイベントされてるんで、そういうイベントをされてフルマラソンに

つなげるというのもいいんじゃないかなと思います。その市長の今言われた熱い思いを

今一度職員の方たちにもしっかり伝えていただいて、スピード感をもって進めていただ

きたいと思います。 

 で、今回、このマラソンの質問するに当たり、いろんなマラソン大会の情報を見てた

んですけど、その中で、岡山県総社市で開催されている「そうじゃ吉備路マラソン」と

いうのがあるんですけど、その記事が５月２９日の記事があったんですけど、記事の内

容としては、２０１９年大会の開催を２月２４日に決めて、定員数を２万５,０００人

として９月に募集をして進めていくとの内容だったんですけど、このマラソンは昨年が

第１０回大会の記念大会だったそうで、参加者は全国から過去最多の２万１,４５７人

が出場された大会だそうです。さらにこの総社市というところは平成３０年に桃太郎伝

説の生まれた町岡山が日本遺産に認定されており、今度の１１回大会では、この日本遺

産を２万５,０００人来た人にアピールしていきたいと、市長が言われていました。玉

名市も菊池川の米作りが日本遺産に認定されてると思うんで、もしマラソンでいっぱい

人が来たときに、こういうのもアピールできるチャンスになると思います。で、この総

社市を人口調べたんですけど、５月時点で６万８,７００人で、世帯数２万７,３２９人

で、現在、玉名市が６万６,８６４人なんで、ほぼ玉名市と同じくらいの市がされてる

マラソンで、さらには２万人以上の方が参加されてるマラソンを実施されてるというこ
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とでびっくりしたんですけど、市民が支える手づくりマラソンとして、ボランティアは

約２,５００人、地元の方たちと一緒に盛り上げてつくられているようです。このよう

に、玉名市と同じ規模の自治体でも、この大々的なマラソン大会に取り組まれていると

ころがあります。で、この１０回されてるところでも５月に決めて準備をされて２月に

開催して、やっぱりそれ相応の時間と労力がかかるんだと思います。で、２０２０年の

春まであと１年半ですけど、金栗さんの言葉である「気力、体力、努力」の精神があれ

ば、必ず実現できるのではないかと思います。名誉市民である、マラソンの父といわれ

た方でありますので、マラソンの聖地、玉名市として全国に売り出していくためにも今

一度力を入れて取り組んでいただきたいと要望いたしまして、次の質問に移ります。 

［７番 北本将幸君 登壇］ 

○７番（北本将幸君） 最後に４点目の職員の人事異動について質問いたします。 

 地方自治の行政運営において行なわれる人事異動は、主に年度初めの４月に実施され

ています。目的としては、地方自治体の事業目的である市民の福祉向上を達成するため

だと思います。人事異動により職員のスキルアップを図り、同時に組織全体としてレベ

ルアップしていくことで、さまざまな質の高い行政サービスを提供していくことがで

き、地域住民の生活をよりよいものにしていくことができると思います。よって、人事

異動は職員のスキルアップの実現、職員のモチベーションの向上、適材適所の配置を実

施することが重要であります。今回、玉名市においても４月に人事異動が発令され、今

回の異動では、２５５人が異動となり、５００人余りの職員の方の約半数が異動したこ

とになります。 

 そこで、人事異動について、まず初めに４点質問いたします。 

 １、人事異動の基準について。２、異動における職員の希望調査について。３、職員

の適材適所の把握について。４、各部署における専門家の育成について。質問いたしま

す。組織再編の５番、６番の質問は、質問席にて行ないたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） 北本議員の御質問の職員の人事異動についてお答えをいた

します。 

 まず、１項目目の人事異動の基準につきまして、それから２項目目の異動における職

員の希望調査について、それから３項目目の職員の適材適所の把握については、関連を

いたしておりますので、一括してお答えをさせていただきたいと思います。 

 職員の人事異動の流れについて御説明いたしますと、１０月に退職予定者や臨時非常

勤職員を除く職員から、身上報告書を提出してもらい、その後各所属長と人事に関する

ヒアリングを実施いたしているところでございます。この職員の身上報告書は、異動希
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望や仕事の意欲だけではなく、職員の健康状態や家庭の事情など、適材適所の見極めや

適正配置を行なう上で重要であるものと考えているところであります。最終的には身上

報告書と所属長ヒアリングをもとに、職員の能力や在籍年数、それから人事評価結果な

どを加味したところで、人事異動を行なっているところであります。なお、人事異動は

職員の活性化だけでなく、職員の成長や意欲向上を図ることができ、ひいては市民満足

の向上及び市の発展につながることから、その効果を最大限に発揮できる人事異動に努

めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、４項目目の各部署における専門家の育成についてお答えいたします。議

員お尋ねの専門家とは、専門職職員のことではなく、ある一定期間は異動させず、スペ

シャリストとして育成する職員のことであると思いますので、その件に関する育成につ

いてお答え申し上げます。部署によっては専門性、特殊性が高く、知識と経験が必要と

される業務がございます。そのような業務に長年携わった職員が異動いたしますと、業

務遂行に支障を来し、市民サービスの低下につながる恐れがございます。その半面、ス

ペシャリストの育成には、当該職員が仕事の幅を広げることができず、マンネリ化によ

る意識、意欲低下につながることもございます。そういったことから必ずしも職員本人

が希望していないケースなども考えられるところであります。そのため、先ほど申し上

げたとおり、所属長ヒアリングにおきまして、専門性、特殊性が高く、知識と経験が必

要とされる業務の有無を確認し、担当職員が異動するケースを踏まえまして、マニュア

ルなどの作成や複数職員での対応や育成を図ってまいりたいと考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 答弁いただきました。 

 人事異動においては、今、答弁あったように、身上報告書で本人の希望を聞いたり、

所属長のヒアリングを行なって、適材適所に努めて、スキルアップの向上などになるよ

うに進められていると思います。でもやはり、今回のように異動の人数、半分異動して

いるんで、人数規模自体が多くなると、そもそもの行政サービスというのがスムーズに

機能しなくて、本来の目的である市民サービスの向上につながらないというような本末

転倒の事態も起こりかねないと思います。 

 で、そこで再質問なんですけど、４月に半分ぐらい異動して、実際４月、５月と業務

を行なわれてると思うんですけど、職員の方の業務量などを把握する上で、労働時間や

残業時間があると思いますけど、前年度と比較して、その辺の４月、５月の労働時間と

いいますか、残業時間というのは、比較するとどういうふうになってるのかお伺いしま

す。 
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○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 北本議員の再質問にお答えをいたします。 

 平成２９年４月の１人当たりの残業時間につきましては、１４.７時間ということで

ございます。これに対しまして、平成３０年４月の１人当たりの残業時間につきまして

は、１６時間となっております。前年度比較いたしますと、１.３時間、１時間２０分

ほど増加しているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 残業時間を比較すると、１人当たり１.３時間多く働いてるとい

うことは、やはり今回異動が結構あってるんで、やっぱり業務になれるというのは、時

間がかかると思いますんで、仕事量も低下していくと思うんで、やっぱり残業しないと

いけない部分ができてるんで、そういうことも関連して、それが絶対とは言えないです

けど、こういう残業時間の増加にもつながっているんじゃないかなと思います。で、実

際に、４月にその行政サービス対応された方で、３月とか２月とかと違って、ちょっと

対応が違ったっていうような話も市民の方からお話も伺いました。やっぱり異動が余り

にも多いと、市民対応も低下するし、職員の方たち自体の労働量というか、業務的なも

のも大変になって、残業時間も延びていくというような負の面も出てくると思うんで、

やっぱりこの異動する量というのもやっぱりある程度考えないといけないのかなと思い

ます。で、以前、松本議員が一般質問において、高齢介護課の異動で課の３分の１が異

動して、業務に支障を来しているのではという質問をされたことがあったんですけど、

そのときの総務部長の答弁として、配慮が足りなかった。その反省を踏まえ、今後適正

配置に努めてまいりたいと思っていますと答弁されていました。やはり行政運営という

ものは、専門的な対応も必要になってくるので、３分の１以上が異動になるということ

は、やっぱり日常の業務に支障が出ると思います。そこでもう１点再質問ですけど、今

回の人事異動において、課で人員の３分の１以上の異動があった課があるのか、ないの

か、もしあるのであれば、恐らく今、四十数課あると思いますけど、どの程度あったの

かお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 北本議員の再質問にお答えいたします。 

 平成３０年度の定期異動で３分の１以上の職員が異動した課につきましては、平成３

０年４月の新規採用職員及び派遣職員、それから平成３０年度の組織再編によります影

響があった課を除きますと、４０課中２３課でございまして、全体の約６割弱というこ

とでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 今、答弁いただいて、２３課で６割以上あったということで、

ちょっとびっくりしたんですけど、このとき、松本議員がされたときは高齢介護課で行

政としては配慮が足りなくて、今後適正配置に努めてまいりたいという答弁で、実際こ

の質問されたのが、平成２８年の１２月議会なので、このあと異動があってるのは、平

成２９年と今年の３０年のたった２回しかあってないんですけど、この２回目でこの３

分の１以上異動した課が２３課もあるということは、やはり玉名市としてこの人事に対

する明確というか、ある程度の基準というのがやっぱりないのかなと、ないからやっぱ

りこういうそのときそのときの裁量で異動が行なわれるので、こういう事態が起きてく

るのかなと思います。でもしかし、行政における人事は市長の専権事項でありますの

で、市長のビジョンであったり、政策を実現できるように、市長が決めるものなので、

そういう細かな規定などつくるのは実際、難しいかもしれません。しかし、だれが市長

になっても目指すところは、玉名市がよりよい町になっていくこの方向性は変わらない

と思います。やはりこの３分の１以上が２３課もあって、恐らく業務量低下していると

思うんですけど、職員さん自体のモチベーション低下にも、本当つながっていくと思い

ます。だからしっかりある程度の基準は設けてもらって行なっていただきたいと思いま

す。で、この業務低下にもつながっているのが要因かもしれませんけど、もう１点再質

問なんですけど、実際４月に人事異動されて、１カ月ぐらいたった５月にまた一部の人

事異動をされていますけど、この意図としてはどのようなものがあるのかお伺いしたい

と思います。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 北本議員の再質問にお答えをいたします。 

 ５月１０日付におきまして、産業経済部内で５名、それから会計と岱明、横島市民生

活内で２名の計７名の人事異動を行なったところでございます。産業経済部内の５名に

つきましては、技術職員が体調を崩し、工事に支障を来す恐れがあることから、円滑に

事業を遂行するため人事異動を行なったところでございます。 

 次に、会計課と岱明、横島市民生活内の２名につきましては、４月の定期異動人事に

伴い、会計課におきまして経験を有する職員が不足する自体ということになりまして、

出納審査などの事務を確実に遂行するために、会計事務を経験している職員を９月末ま

での期間限定で人事異動を行なったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） やはりその５月に一部異動されて、病気というのはしょうがな

いと思うんですけど、会計課においてはやっぱり業務量低下したから、やっぱり人補充
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しないといけなかったという部分もあると思うんで、やっぱりそこは適材適所をちゃん

としっかり把握して、進めていただきたいと思います。やはり４月に異動があって、ま

た５月に異動があると、もう職員の方たちはまた次異動があるんじゃないかというよう

に、業務にやっぱり専念できないというところも出てくると思うんで、やっぱりしっか

り対応していただきたいと思います。で、職員の方においては、身上報告書でしたか

ね、希望調査されてるということですけど、その希望調査されてる希望どおりにはすべ

てはいかないと思うんですけど、どの程度その希望されたとこにいかれているのか、わ

かればお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 北本議員の再質問にお答えいたします。 

 平成２９年度に実施いたしました身上報告書におきまして、異動を希望した職員は、

１１７名おりまして、そのうち６９名、５９％に当たる職員が異動をいたしております。

それから、異動希望し具体的に異動先を記入した職員は１０４名おりまして、そのうち

２４名、２３％に当たる職員が希望する課に異動いたしているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） やはりすべてが希望どおりにいくのは難しいと思います。希望

に配慮しながらもやっぱりその人、その人の適材適所であったり、得意な分野であった

り、本当あると思うんで、そこをしっかり人事の方は見極めながら、組織というものを

つくっていっていただきたいと思います。 

 職種によってはある程度長い間いたほうがいいところもあるだろうし、あんまり長く

いないほうがいい業務もあると思います。自治体運営においては、市民ニーズの多様化

により、これまで以上の課題解決能力、政策立案能力が求められ、そのためには専門的

かつ広範な知識が要求されます。一通りの経験を積むために幾つかの部署で経験して、

基礎を築いていくことが必要だと思います。であれば、最初の１０年ぐらいは３年ごと

ぐらいに異動させて、１０年過ぎたら恐らくこの人はどこら辺が得意かなというのも

段々見えてくると思うんで、そこに配置しながら、さらにはスキルアップをいくという

ようなやはり大まかなマニュアルといいますか、こういう方向性というものをしっかり

もっていただきたいと思います。 

 そこで、もう１点、この異動について質問したいんですけど、４月に異動があって、

５月に異動があって、６月にもきのう新聞に載って１人異動されてると思うんですけ

ど、やっぱり異動が多いというのは、そもそもの職員人数、総数ですね、きのう専門職

の方は足りないという答弁あったんですけど、そもそもの総数として職員数が足りてな

いんじゃないかなというのも考えられると思うんですけど、職員の総数というのについ
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ては、どのようにお考えかお伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 北本議員の再質問にお答えいたします。 

 現在、再任用短時間勤務職員及び県からの派遣職員、そして臨時非常勤職員を除きま

すと５１１名の正職員で日々の業務に取り組んでいるところでございます。昨日もお答

えいたしましたとおり、土木技術職員を中心に職員不足は否めず、今年度は予定いたし

ております職員採用試験で必要とする人員の確保に努めてまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） やっぱり職員さんの総数が足りてないということで、そこしっ

かり確保できるように進めていただきたいと思います。 

 社会情勢の変化により行政運営においては、高度化、複雑化する課題に対する対応が

求められ、専門知識を必要とする場合も多くなってきています。今まで自治体の人事異

動においては、定期的なジョブローテーションにより税関係から教育、福祉、防災な

ど、さまざまな分野を経験させ、幅広い知識を持った職員を育成して組織を編成してい

くことが中心だったと思います。しかし、先ほど申したように、社会情勢の変化、市民

ニーズの多様化などにより、専門知識を必要とする場合が多くなっています。一人の能

力というのは限られていると思います。国も地方創生を掲げ、自治体間の生き残りをか

けた競争が始まっています。これを勝ち抜いていくためにも、玉名市という庁内全体で

１つのチームとして、いかにさまざまな問題に対応しながら、新たなことに取り組み、

玉名市として発展していくかが重要です。よって、今後は幅広い知識を有するジェネラ

リスト的な職員と同時に、各職員の能力、適性を生かしながら、専門的なスペシャリス

ト的な職員を育成していくことも必要になってくると思われます。職員の知識、能力、

経験を最大限に生かし、玉名市が行政のプロフェッショナル集団として、今後運営して

いくためにも今一度玉名市として人事を見直し、きちんと基準などを設けて、組織全体

がスキルアップしていくような体制をとっていただきたいと、強く要望いたしまして最

後の組織再編の質問に移ります。 

 組織再編については、２点質問いたします。 

 ４月の機構改革により、新たな課、係が新設されました。市長のビジョンを達成して

いくために改革を行なっていかれると思いますが、今回新設されたものについて、２点

お伺いいたします。 

 ５、組織再編による秘書課政策推進係の役割、現状について。６、組織再編による地

域振興課の業務について。以上、２点質問いたします。 
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○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 北本議員の御質問の職員の人事等についての中の５項目目

の組織再編による秘書課政策推進係の役割と業務について、それから、６項目目の組織

再編による地域振興課の業務についてお答えをいたします。 

 まず、秘書課政策推進係の役割と業務につきましては、前回の議会でもお答えをいた

しておりますけども、有効な政策の施策の早期事業化を図るため、スキームの構築や予

算面での財政課協議など、部局横断的な事前調整のサポートや事業展開までの進行管理

を行なっているところでございます。 

 続きまして、地域振興課の主な業務につきまして御説明を申し上げますと、地域振興

係では、地域経済活性化を図るため、従来の公共交通対策や定住化促進の地域振興策に

加えまして、マイキープラットフォーム事業に取り組んでおり、情報発信係では、広報

たまなの発行やホームページの更新はもちろんのことでございますけども、本年度はＳ

ＮＳを活用した情報発信に力を注いでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） この５番目の政策推進係については、前回の一般質問において

も質問させていただきましたけど、市の重要施策の振興やとりまとめを行なっていく係

だと思います。で、先ほど質問した大河ドラマなど重要施策、いろいろあると思います

けど、いまいちその事業が進んでないと感じるところも見られます。実質的な業務とし

てこの政策推進係というのは、４月、５月においてどのような業務をされたのか、お伺

いします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 北本議員の再質問にお答えをいたします。 

 政策推進係が設置されてから取り組んだ具体的な業務内容につきましては、市長が１

０年後のあるべき玉名を描く１０年ビジョンまちづくりの作成準備や複数課にまたがる

懸案事項解決の調整、また、各部局から取り組むべく重要事項につきまして、市長、副

市長及び各部局の意思統一を図るためのヒアリングなどを行なっているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） やはりその事業をしようと思ったら、複数の課にまたがること

が多いと思うんで、やっぱり今までやっぱり行政運営というのは縦割りだった部分が多

いんで、なかなか進まなかったところもあるんで、その横断的な意見のとりまとめをし

て、進めていく役割を担うのがこの政策推進係で、この係が本当いい係だと思うんです
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けど、これうまく機能すればやっぱり事業がどんどん、どんどん進んでいくと思います

んで、この市長が掲げる施策が進んでいくように、この係をうまく機能させながら、行

政運営、スピード感をもって進むようにしていただきたいと思います。 

 最後の６点目の組織再編による地域振興課の業務についてですけど、この地域振興課

には、地域振興係と情報発信係が設置され、答弁であったようにマイキープラットフォ

ームや広報活動など、されていくと思うんですけど、今議会でふるさと納税推進事業と

して地域振興係がされるんだと思いますけど、８２６万円ぐらい計上されていたんです

けど、このふるさと納税推進事業というのは、なんか今までのふるさと納税とはちょっ

と違う取り組みをされるのか、どういう事業なのか、お伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 私のほうからは、組織再編による地域振興課の業務

についてのうち、ふるさと納税についてお答えを申し上げます。 

 まず、本市のふるさと納税額でございますが、平成２９年度実績で約２,９００万円、

平成２７年度と比較いたしますと約１０倍の寄附額となっております。これは平成２８

年度から実施いたしましたインターネットを利用したふるさと納税ポータルサイトの活

用による成果といえます。しかしながら、他市におきましても同様の取り組みを行なっ

ておりますため、本市の住民税の減収額も増加傾向にあるのが現状でございます。これ

までのふるさと納税の傾向を分析いたしますと、寄附者は税控除のほか、返礼品による

お得感から自治体を選択する傾向にございます。本市の申し込み状況は、９８.５％が

ポータルサイトからの申し込みであることから、複数のポータルサイトを活用し、寄附

申し込みの窓口をふやすことこそが寄附の増加につながるものと判断いたしまして、こ

れまでの委託事業者に加え、新たな事業者への委託料等を今議会へ補正予算として上程

をしているところでございます。寄附額をふやすということは、返礼品を通じて市の魅

力を全国に発進することや市内経済の活性化にも寄与できるものと考え、地域振興課に

おいても返礼品のＰＲや返礼品の品数をふやす取り組みをあわせて行なっているところ

でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） このふるさと納税、２,９００万円ぐらいあって、１つのサイト

にしてたのをもう１つ新たなサイトをふやして、その拡大していこうということだと思

います。やはり２,９００万円ぐらい寄附があっても結局、委託料で８００万円ぐらい

で、逆にまた減税される部分とか含めると、このふるさと納税自体が実際あまり入って

きてないんじゃないかという問題点も出てきています。ふるさと納税の意義としては、

生まれた故郷や御世話になった地域への応援の意味も含めて、納税した地域の力になる

ことができることが１つの意義だと思います。しかし、実際は、さっき部長の答弁でも
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あったんですけど、この寄附先を返礼品によって選択して、その運営してるサイト次第

で寄附金が集まるというのも事実だと思います。で、総務省もこの過激化する返礼品に

おいて、金銭類似性が高いものとか、高額なものなど、返礼割合の高いものはやめるよ

うに通達は出しているんですけど、実際、このふるさと納税において１０数億円の税収

を得ている自治体もあるので、人口減少により税収が減っていく地方においては、この

争いに参入せざるを得ないのが現状だと思います。また、ふるさと納税は地元の特産物

や観光資源、地元の特産品のＰＲをしていくよい機会だとも思います。今回新たなサイ

トで対策をとられていくとのことですので、しっかり販路拡大につながるような取り組

みにしていただきたいと思います。 

 最後、情報発信係のほうなんですけど、ＳＮＳ自動投稿構築システムというなんか新

たな業務をされるということなんですけど、これは実際どういう業務なんでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） ただいまお尋ねのＳＮＳに関する補正予算に関しま

してお答え申し上げます。 

 平成３０年５月２４日に新たな情報発信の手段といたしまして、玉名市公式フェイス

ブック広報たまなを開設し、運用を開始したところでございます。ＳＮＳの最大の魅力

は、新鮮な情報を発信できるスピード感であり、その情報がもつ話題性やリアルタイム

性こそが閲覧者が求めているものと考えております。そのニーズに応えるためには、担

当各課からのタイムリーな情報提供等が必要不可欠となります。各課が直接投稿内容を

登録し、投稿時間の予約等ができるようにするシステムの構築費用を本議会へ補正予算

として上程させていただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） ＳＮＳが発展して、フェイスブックやインスタグラムなど、情

報の発信源がありとあらゆるところにある時代となりました。で、今度市としてこのＳ

ＮＳ自動投稿構築システムという新たな取り組みをされるということで、玉名の情報、

魅力がより多くの方に発信されていくんではないかと思います。このように、新たなこ

とに取り組んでいくことは、本当にいいことだと思います。今後もしっかり取り組んで

いただきたいと思います。 

 このように機構改革をされ、玉名市として市長の掲げる１０年ビジョンのまちづくり

を進められていきながら、今後も魅力ある玉名市をつくっていただきたいと思います。

また、議会としても情報発信の１つとして、議会だよりを発行しているんですが、現在

より市民の方に読んでいただけるように、誌面のリニューアルであったり、内容の表示

の仕方であったり、今後もしっかり取り組んでいきたいと思っています。議会としても

行政としても、二元代表制を担うものとして、市民の方たちに具体的にわかりやすく、



 － 119 －

透明性をもって情報発信に努めていかなければいけないと思います。 

 今回、新玉名駅の有料化、金栗四三ＰＲ推進事業、人事異動、組織再編について質問

させていただきましたが、有料化においては、受益者負担の公平性を考えながら、混雑

解消につなげ、新たに財源をつぎ込むわけですので、利用者の利便性向上にしっかりつ

なげていただきたいと思います。 

 大河ドラマにおいては、放送開始まで、あと半年程度しかありません。スピード感を

もち、広報活動、新たな観光資源の創出など、しっかり取り組んでいただきたいと思い

ます。また、マラソン事業においても、市長から熱い、しっかり取り組んでいくとの答

弁を今回いただきましたので、今までの遅れをしっかり取り戻して、開催が実現できる

ように、１歩１歩課題をクリアしながら取り組んでいただきたいと思います。 

 しかし、このようにさまざまな取り組みを行なっていくに当たっては、やはり一番重

要になるのが組織再編だと思います。あらゆる事業において実際に進められていくのは

職員の方たちであり、いかに職員の方が市長の思いであったり、ビジョンであったり、

今後の方向性をしっかりと共有して、高いモチベーションをもちながら進めていけるか

だと思います。そのためにも、人事異動においては、玉名市という１つの組織体とし

て、全体が成長していけるような異動にしていただき、市長の掲げる１０年ビジョンの

まちづくりに向けて、さまざまな事業がスピード感をもってよりよく進められることを

期待いたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 副市長 村上隆之君 

○副市長（村上隆之君） 先ほど北本議員から質問の中で、人事異動の３分の１以上の

職員が異動した課というふうな、課はどれくらいあるのかという質問がありまして、答

弁では、４０課中２３課というふうに申しました。この数値につきましては、もう１回

精査をしていただいて、恐らく昇給昇格、そういったものも含めた数ではなかろうかと

いうふうにも思われますので、もう１回調べさせていただきたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、北本将幸君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時４３分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時０１分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 その前に、午前中の答弁で、 

 副市長 村上隆之君 

○副市長（村上隆之君） 北本議員の人事異動の件で、先ほど数値の確認をさせていた
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だきたいということで、私のほうから発言いたしまして、数値につきましては、先ほど

の総務部長の答弁とかわらず４０課中２３課がやはり３分の１の異動があったというこ

とでございます。 

 課をまたぐ異動の職員が１８０名いたということで間違いございません。北本議員の

ほうから御指摘がございました市民の皆さん方に御迷惑をかけているというふうな御発

言がありまして、それはあってはならんことだというふうに思っております。誠に申し

わけなく思っております。今後、このこういう異動に関しまして、こういうことがない

ように善処してまいります。 

○議長（中尾嘉男君） ３番 吉田憲司君。 

［３番 吉田憲司君 登壇］ 

○３番（吉田憲司君） こんにちは。お疲れさまです。３番、創政未来の吉田憲司でご

ざいます。 

 傍聴席の皆さま、ひまわりてれび、それからインターネットをご覧の皆さまいつもあ

りがとうございます。よろしくお願いします。 

 きのう、１日目の一般質問が終わりまして帰りがけ髪を切ってまいりました。ちょっ

と気合いを入れてきました。 

 突然ですが、これは新聞やテレビでも報道されているところですが、金栗先生生誕の

町、お隣の和水町の荒木宏太議員がまさに金栗先生のごとく、先月スペインで行なわれ

ましたトレイルラン、山の中を走るやつですけども、トレイルランの世界選手権に出場

され、３３０人中、日本人最高の１２位となられました。荒木議員は金栗先生が創設に

尽力をされた箱根駅伝にも出場をされております。また、熊本城マラソンでも毎年トッ

プ争いをされております。私も熊本城マラソン走っておりますけど、荒木議員にはやっ

ぱり勝てません。対抗するわけじゃないんですけど、先日俵ころがしで撮影されました

大河ドラマ「いだてん」のエキストラで参加をしてまいりました。綾瀬はるかさんの演

技に魅了され、それから中村獅童さんのオーラに圧倒されながら同じ空間に入れたこと

が夢のようで、貴重な体験をさせていただきました。ほかにもたくさんのエキストラ

が、地元のエキストラが協力をされていまして、そのシーンについては第８話というと

ころで、８話です。覚えていてほしいと思います。私のところはカットされているかも

しれませんけど、皆さんと一緒に放送を待ちたいというふうに思います。これはどうで

もいい情報なんですけど、私、紋付き袴で出ております。はい、よろしくお願いしま

す。 

 以上、いだてんのＰＲはこれで終わりたいと思います。 

 では、一般質問に入りたいというふうに思います。 

 ここに広報たまなの６月号があります。これの１０ページ、１１ページに玉名市の今
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年度予算の概要が市民の皆さま方にお示しをされております。まず最初の質問は、この

３０年度予算の執行に伴う提言についてというところで、３点ほどお伺いをいたしま

す。 

 まず、１点目。１点目は、地域公共交通対策事業を進める上で、市職員等のノーマイ

カーデーの実施についてであります。また書いてまいりました。先日も９０歳の女性が

運転する車が４人をはねたという事故がありました。また、熊本でも６０代の女性が運

転する車が南熊本駅の待合室に突っ込みました。このような事故が毎日続いておりま

す。先週、警察庁の発表によると、免許の更新時に検査で認知症の恐れがあるといわれ

た高齢者のドライバーが５万７,０００人にのぼり、免許取り消しや免許停止の処分と

なったそうです。しかし、このことは免許の自主返納や全国で８２４万人、きのうは城

戸議員が１,０００万人を超えたということがありましたけども、これ熊本県でいうと

１４万人買い物難民、それから通院難民という問題が露呈をします。実に６５歳以上の

４人に１人が、この買い物難民、通院難民ということになります。３月議会でも内田議

員のほうが免許返納について質問をされていました。ここに６月１日の熊日新聞の社説

があります。これは何て書いてあるかというと、「免許を返納を促す環境整備を」と書

いてあります。現実のままでは、免許を返納したくてもできないのが現状です。この環

境整備をととのえるのが行政の仕事と私は考えます。公務員は全体の奉仕者です。相手

の立場になって、行政運営を進めていく姿勢が重要ではないかと思います。なので、私

が提言いたしますのは、月に１度、月に１度で結構ですので、免許を返納された方や買

い物難民、通院難民といわれる方々の立場に立って、担当部署だけではなく、全庁的に

玉名の未来を考えるきっかけになればと思います。きのうの城戸議員も早急な対策の必

要があると言われ、松本部長も交通や福祉など、さまざまな部署が関係してくるのでこ

れから検討をしていきたいという答弁がありました。 

 しかし、多分これは私が言いますと、相当な抵抗感があると思います。やれない理由

を探すのではなくて、やれる人から、できる人でいいので、まずはやってみようという

提案です。もちろん子どもを保育園に送迎しなくてはならない。介護をしています。病

院にいかなくてはならないと、そのような理由は仕方のないと思いますが、先ほども言

いましたように、やれる人からやれるしこでいいので、徒歩、自転車、バイク、あるい

は近所の職員との相乗りで結構です。公共交通を利用したりだとか、ノーマイカーデー

をやってみる価値はあると思います。この通勤車両を減らすということは、京都議定書

でも約束をされておりますＣＯ２の削減にも貢献します。歩いたり自転車だと血圧も下

がります。血糖値も下がります。今、財政を圧迫している医療費や介護費の削減にも寄

与できると、私は確信しています。将来的な医療費や介護費の抑制は、３０代、４０

代、５０代の運動習慣や喫煙の有無が今後の市の財政運営にも大きく影響してくると思
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います。実施すれば、もう昼休みにたくさんの方が歩いておられますが、それも必要な

いかなと思います。私はすべてがウィンウィンになると思いますけども、その点につい

て見解をお伺いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 吉田議員の御質問にお答えをいたします。 

 議員が提言されるとおり、自家用車の使用自粛は公共交通機関の利用促進、また、Ｃ

Ｏ２の削減、あるいは職員の健康増進、また、医療費の抑制に寄与することになる取り

組みであると認識いたしております。また、交通弱者や免許を返納する高齢者の立場も

実感することができるということで、新たな課題などの発見にもつながっていくという

ふうに考えております。全職員を対象とした月１回のノーマイカーデーの完全実施とい

うことになりますと、居住地や家族の送迎などの理由でなかなか難しいところもあると

いうふうには思われますけれども、職員には、自家用車の使用自粛を呼びかけるととも

に、職員それぞれが考え、自主的に取り組みを促していきたいというふうに考えており

ますし、そのように取り組んでいくことについての検討をしっかりさせていただきたい

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁をいただきました。 

 市長から前向きな答弁をいただいたというふうに思います。 

 実は、私、この質問をするからじゃないんですけど、きのうときょう自転車で来まし

た。もう汗だくです。汗は出ましたけど、カロリーは減りました。逆にガソリンはその

ままです。家の車はですね。先ほど市長言われましたとおり、やっぱりその免許を返納

された方、それから買い物難民、通院難民といわれる方、そういう人たちの立場になっ

て、この現役世代が、車が運転できないということはどういうことなのかということを

やっぱり職員自身、私たちもそうですけど、自分たちが体で感じとって、今後の対策を

将来の自分のこととして考えていくことが重要だと思いますので、御検討のほどよろし

くお願いいたします。 

 それでは、２点目に入ります。予算の２点目の提言ですけども、２点目はマイキープ

ラットフォーム事業についてであります。マイキープラットフォーム事業に対する付加

価値についてということでお伺いをいたします。 

 今回この事業に対しまして予算はつきましたが、まだまだマイナンバーカードの取得

率も低調でありますし、各ポイントの足し算だけではなかなか魅力的ではありません。

しかもポイントの返還の手続きに２週間程度かかるとかですね、返還するときに手数料
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がポイントから差し引かれると、そういうのをお聞きするとこれは恐縮なんですが、撤

退する勇気というのもどこかの段階では選択肢の中に入ってくるのかなと思っていま

す。しかし、せっかくここまで来ました。これがシステム上可能かどうかわかりません

が、この事業をより進化させる提案をしたいというふうに思います。 

 玉名市でもこのハローポイントに結婚、出産、健康に関する講習会等に参加をすれば

行政ポイントが貰えます。しかし、市民が主体的に取り組むようなものではなく、いま

いちな感じがします。そこで現在いろいろな自治体で取り組んでいる健康ポイントをこ

の中に取り込むことができれば、さらに進化できるのではないかなと思います。スマホ

のアプリや紙ベースで行なっているところもあります。好評な自治体は滋賀県や宇都宮

市、栃木のですね、それから県内では上天草市や山鹿市が始められて好評のようです。

ウォーキングをしたりとかラジオ体操、それから献血、きょうも市役所で献血やってお

りますけども、それから健康に関するイベントに参加するとポイントが貰えて、地元の

商店街などで使用できる商品券などと交換できるもの。これは自分がやればやるだけポ

イントがたまります。自分が歩けば歩くだけポイントがたまります。そしてそのことに

よって健康になって、お得に買い物ができて、地元の商店街も潤うという仕掛けです。

繰り返しになりますが、市民が主体的に健康になって、地元でお買い物ができて、商店

街の活性化につながり、さらに先ほどもありました医療費、介護費の抑制になれば、こ

れまた市民の皆様も地元のお店も、それから玉名市としてもみんながウィンウィンにな

ると思いますけども、これについての見解をお伺いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 吉田議員お尋ねのマイキープラットフォーム事業に

対する付加価値について御質問にお答えいたします。 

 国が推進しておりますマイキープラットフォーム構想は、マイナンバーカードを活用

し、公共施設などのさまざまな利用者カードの一元化を行なうことができるものでござ

います。また、各自治体のボランティアポイント、健康ポイントなどのクラウド化を行

なうとともに、クレジットカードなどのポイントを自治体ポイントに交換する仕組みを

導入して、地域の消費拡大につなげるなど、さまざまな可能性が示されております。 

 本市のマイキープラットフォーム事業に関しましては、平成３０年１月から地域経済

の活性化、好循環拡大を目的に実証実験を開始し、その後事業推進のための啓発活動を

行なっているところでございます。しかしながらさまざまな課題もあり、マイキー登録

者は伸び悩んでいるというのが現状でございます。現在、本市におきましては、マイキ

ープラットフォーム事業の自治体ポイントのほか、福祉事業のイベントなどへの参加促

進ですとか、福祉活動の充実につなげることを目的とした行政ポイント付与事業も行な

っております。今後はさまざまな問題を解決するとともに、議員御提案の行政ポイント
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の拡充や２つのポイントの連動などについて検討してまいります。 

 また、本事業を進めていく上では、マイナンバーカードの取得が必須となりますので、

市民の皆様方への取得をお願いするとともに、まずは市職員への取得を促し、全庁を上

げて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁をいただきました。 

 先ほど部長の答弁にもありましたように、現状伸び悩んでいるというところで、全国

的に見ると先進的な取り組みであるのかなというふうにも思います。先ほど言いました

ように、撤退する勇気というのもどっかうちに秘めながら盛り上がるような仕掛け、そ

れから進化していく仕掛けを検討していただくようにお願いをいたします。 

 それでは、じゃあ、次にまいりたいと思います。 

 予算に関する３点目です。３点目は、観光スポット（蛇ヶ谷公園、髙瀬裏川水際緑

地、山田日吉神社等）におけるイベント期間中の来場者数と、トイレの洋式化及び設置

数についてお伺いをいたします。３点目ですね。 

 今年度、小中学校のトイレの洋式化の予算が計上をされました。そこでいわゆる玉名

市の代表的な観光スポットである蛇ヶ谷公園の桜、山田神社の藤、そして裏川のしょう

ぶ、この観光スポットに対しても洋式化や設置数などを検証、精査する必要があるので

はないでしょうかという提言でございます。 

 先ほどからも、きのうもお食事処、観光スポットを回遊するのにお食事処がないとい

うのが質問がありましたけれども、私はちょっと視点を変えて、このトイレの視点から

観光スポットを考えてみたいというふうに思います。実は、私、４月に神奈川県に行き

まして、もう皆さんが知ってる海岸沿いの代表的な観光地に行きました。どことは言え

ないんですけど、トイレに行きましたらやっぱりトイレがめっちゃ汚れてたんですよ

ね、その外国人観光客が多いのかどうか理由はわかりませんけども、そういうのを見る

と、やっぱりそれだけでそこの観光地自体の印象が悪くなってしまいます。それと５月

に福岡の大濠公園に行きました。大濠公園の近くでフリーマーケットをやっておりまし

て、そのときもものすごい人で、仮設トイレが設置をしてあったんですけども、見た目

やっぱり仮設トイレって残念な感じがするんですが、その仮設トイレが洋式のちょっと

大きめの、洋式の仮設トイレで、これはやっぱり高齢者とか体のご不自由な方には優し

いなと感じました。 

 話を玉名に戻しますけど、玉名市のホームページには、先ほどもありましたように、

桜とか、藤とか、しょうぶの開花の様子がリアルタイムで載せられてます。そして広報

たまなのフェイスブックにでも玉名の魅力がどんどん、どんどん発信されています。こ
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れらを確認されて、ことしもたくさんの皆さまが玉名に来られて楽しまれたことと思い

ます。まず、この３つの会場の一番このピークといいますか、花が咲いているころのイ

ベント期間中の過去３年くらいの来場者数の推移と既存のトイレが洋式なのか、和式な

のか、その設置数をお伺いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 吉田議員御質問の蛇ヶ谷公園、髙瀬裏川水際緑地、山

田日吉神社などにおけるイベント期間中の過去３年間の来場者数と、トイレの洋式化及

び設置数についてお答えいたします。 

 玉名市では、４月の蛇ヶ谷公園の桜、４月下旬の山田の藤、６月上旬の髙瀬裏川の花

しょうぶと花を素材とした観光客の誘致を行なっております。おかげさまをもちまして、

毎年多くの来場者にお越しいただき、旬の玉名を楽しんでいただいております。平成２

７年、平成２８年、平成２９年の各会場の来場者の概要は、蛇ヶ谷公園が２万７,００

０人、２万２,０００人、２万５,０００人、髙瀬の裏川水際緑地が２１万１,０００人、

１４万７,０００人、１７万６,０００人、山田日吉神社が３万８,０００人、１万２,０

００人、４万人で推移しております。２８年につきましては、藤と花しょうぶは熊本地

震後ということで減少しております。 

 次に、観光スポットのトイレでございますが、蛇ヶ谷公園は、小便器１６基、和式２

０基、洋式４基、洋式に改修中のものが１基ございます。山田日吉神社は、小便器２基、

和式１基、洋式２基、髙瀬の裏川水際緑地は、小便器２基、和式４基、洋式１基でござ

います。髙瀬の裏川で開催される髙瀬裏川花しょうぶまつりに既設トイレの数では不足

するため、仮設の簡易トイレ、これは和式ですけども、４基を設置して対応しておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 済みません。もう１回、髙瀬裏川の来場者数をもう一度よろし

いですか。済みません。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 髙瀬の裏川水際緑地ですけども、２１万１,０００人、

１４万７,０００人、１７万６,０００人でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁いただきました。ありがとうございます。 

 やっぱり観光客の皆様からすると、この人数からするとやっぱり今言われた特に裏川

のトイレの数とかすると、ちょっとどうなのかなと思ってしまいます。しかし、今年も

たくさんの皆様方に来ていただきました。私もしょうぶまつり、３、４回ぐらい行きま
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したけども、多分、前年度を上回っているんじゃないかなというふうに思います。これ

も来ていただいた皆様にも感謝をしたいんですけども、同時に手入れをされてる受け入

れ側の皆様にも感謝を申し上げたいというふうに思います。 

 さて、トイレは家の顔とも言われます。観光地でも同じことが言えるのではないでし

ょうか。「花はきれいだったばってんがトイレが汚れとった。」とかですね、「暗かっ

た。」とか、「数が足らんだった。」「洋式ではなかった。」ということになりますと、や

っぱりその観光地、観光スポットのイメージはやっぱり悪くなると思います。特に観光

地に訪れる、観光スポットに訪れる男女の比率は女性が私は多いと思っています。先日

の広報たまなのフェイスブックにも女性グループの写真が掲載されていまして、「しょ

うぶを見たら、今から玉名温泉に入りに行きます。」と書いてあったんですけど、玉名

の場合も例外ではないと思います。また、体のご不自由な方も当然来られますし、さら

には性的少数者、ＬＧＢＴの方々への対応も考慮しなくてはならないのかなと思いま

す。これはちょっと直接は関係ありませんけども、少し外れますが、熊本市役所は市に

提出する書類、この市に提出する書類から性別欄をなくすことを検討しています。もう

１つ、トイレについての調査をちょっと御紹介します。男性でも洋式トイレであれば座

って用を足す方が６０％を超えたという調査報告があります。また、トイレの利用時間

は、この男女差、トイレの利用時間の男女差は、女性は男性の約３倍との調査結果もあ

ります。これは観光地のみならず、観光スポットのみならず、高速道路のサービスエリ

アやイベント会場、それからショッピングモールなどでも女性トイレの行列に遭遇する

ことがあります。やはり、もてなす側としては今後、トイレの男女の比率、スペース的

なもの、便器の数、それから体のご不自由な方、そして性的少数者のことも十分考慮し

ながら、今後観光スポットのトイレの問題にも対応していく必要があると思いますが、

その点についてお伺いをいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 議員御指摘のように、トイレの利用時間につきまして

は、男女差もあり、特に大きなイベント等では女性トイレの行列に遭遇したこともあり

ます。市の現時点での計画は、蛇ヶ谷公園及び髙瀬の裏川水際緑地など、既存のトイレ

につきましては和式を一部洋式に改修していく予定でございます。今後、トイレ施設の

新設もしくは全面改修をする際には、便器数の男女の比率やすべての人が利用しやすい

トイレ環境づくりを検討してまいりたいと思います。市としましても人が集まる観光ス

ポットにおけるトイレの重要性は認識しておりますし、来場者にとって快適なトイレ環

境の充実は大事なことだと思っております。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁をいただきました。 
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 前向きな検討をよろしくお願いします。 

 今年のしょうぶまつりは、「かたらんね」とか「クマロク」とか、何回も、しかも生

放送で紹介をされました。玉名市の観光スポットランキングを、私、ちょっと独自に調

べ、独自じゃないですね、ちょっと調べてみました。これは旅行会社さんの「じゃら

ん」が調べたものなんですけど、玉名市の観光スポットランキング第１位は玉名温泉で

す。蛇ヶ谷公園が第５位です。髙瀬裏川水際緑地が第７位、山田の藤が第８位です。こ

の３つはやっぱりベスト８に入っとるとですよね。先ほど言われました山田の神社のト

イレもきれいなほうだと思うんですけども、やっぱり男女が同じ空間というのは、ちょ

っと抵抗がありますし、数がやっぱり足りないかなというふうに思います。山田神社の

トイレは市の所有のものではありませんので、なんとも言えませんけども、補助金は交

付をされていると思いますので、この点についても、地元の方々と十分なコミュニケー

ションをとっていただいて、御検討をお願いしたいと思います。先ほどからあっていま

すように、来年は大河ドラマ「いだてん」効果で、さらに多くの観光客が来られると思

いますので、やはりきれいな花にはきれいな快適なトイレで、それを提供して訪れる皆

様を気持ちよくお迎えし、いいイメージのままお帰りいただくことが大切かなと思いま

す。なので、花だけじゃなくて、玉名市の観光スポットはこがんきれいかトイレよとか

というとば、また、ホームページとかフェイスブックとかで発信すれば、また、好感度

もアップするのかなというふうに思います。 

 イメージもそうですけど、トイレの快適さはそこの観光スポット、観光地に滞在する

時間にも、私は影響すると思っておりますので、精査をされて、玉名市の顔を快適にし

ていただき、もっともっと玉名に来ていただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

［３番 吉田憲司君 登壇］ 

○３番（吉田憲司君） では、次の項目に入りたいと思います。 

 次は、介護施設等に従事する介護職員、これは看護師も含みますが、介護職員の慢性

的な職員不足についてお伺いをいたします。 

 先ほど、西山部長のほうの答弁の中で、市役所の職員も足りていないとの答弁があり

ましたが、こちらのほうも深刻です。安倍総理大臣は、少子高齢化は国難であると言っ

ています。昨年、全国で生まれた子どもの数は９４万６,０００人で、過去最少となり

ました。また、女性が一生に産む子どもの出生率は１.４３人となりました。それから

もっとショッキングなデータが公表をされました。日本創成会議によると、人口減少に

伴い、２０４５年秋田県の人口は約半分になり、その時点での高齢化率は約５０％との

ことです。また、全国の消滅可能性自治体が発表されました。近隣では和水町、南関

町、長洲町の名前がありました。これはあくまでも予測ですので、なんとも言えません
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が、人口減少に伴う少子高齢化の加速は想像以上の早さで進み、それは社会補償制度の

疲弊を意味し、行政サービスなどの維持が困難となることが懸念をされています。そし

て、厚生労働省は、団塊の世代が７５歳以上になる２０２５年、いわゆる２０２５年問

題ですけども、あと６、７年後には６５歳以上の高齢者が３,６００万人となり、この

うち介護サービスの対象者は７７０万人と推定をされています。このことにより、介護

職員が全国で３４万人不足すると推計をされており、このうち熊本県では２,０５５人

が足りなくなるということです。玉名市においても例外ではないと思います。介護職員

等の現状と将来の見通しについて、まずお伺いをいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君 

［健康福祉部長 松野信生君 登壇］ 

○健康福祉部長（松野信生君） 吉田議員御質問の介護施設等に従事する介護職員の現

状の認識と将来の見通しについてお答えします。 

 現在、全国的に介護対象となる高齢者はふえ続ける一方、介護職員の人材不足が課題

となっております。このような中で、厚生労働省は介護離職ゼロの実現に向け、必要な

介護サービスを提供するためには、２０２０年代の初頭までに追加的に２５万人の人材

確保に取り組む必要があるとしております。本市におきましても２０２５年には、高齢

化率は３６.１％と推定しており、全国的な傾向と同様、高齢化の進展や生産人口の減

少に伴い、介護人材の確保はさらに重要な課題になると懸念しているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁いただきました。 

 玉名市にあっても２０２５年高齢化率は３６.１％ですね、３６.１％になるというと

ころで、このうち介護が必要になられる方が当然出てまいります。介護離職者ゼロとい

うことも今、答弁の中にありましたけども、これは喫緊の課題ですので、やっぱりこれ

考えていかなくちゃいけないというふうに思います。前回の３月議会でも、私は介護保

険の問題を取り上げました。各自治体の保険料は軒並み上がる一方です。特に熊本県の

伸び率が全国で最大となり、ワースト１位になりました。これは熊本地震の影響もある

のかなというふうに思いますが、しかしながら、その中で玉名市においては、介護保険

料は５,８００円のまま、今年度は据え置かれました。これはやっぱり市民の皆様の健

康に対する意識の高さ、それから介護施設の職員の方々の献身的な御努力、そして市の

担当する部署の職員の皆様の業務に対して感謝を申し上げたいと思います。ただ、現実

は相当に厳しいと思います。さらに深刻になるであろう、先ほども答弁ありましたけど

も、今後のこの不測に対する対応策についてお伺いをいたします。 
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○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君 

○健康福祉部長（松野信生君） 吉田議員御質問の今後、深刻となる介護職員不足の対

応策についてお答えします。 

 本市では、介護職員不足の対応策としまして、平成２７年度に厚生労働省の補助事業

である介護ロボット等導入支援特別事業を活用した介護ロボットを市内７事業所におい

て導入し、介護従事者の負担の軽減、働きやすい職場環境の整備につなげております。

今年度も県による募集があっているところです。また、国の政策を活用した留学生や技

能実習生等の外国人の介護職員導入を検討している事業所も出始めております。 

 県の計画では、多様な人材の参入促進、職員の定着促進、処遇改善を柱とした取り組

みに力を入れることとなっており、本市としましても、国や県の施策を効率的に活用し

ながら、介護職員の確保等に取り組んでまいりたいと思います。 

 また、介護職員の人材不足解決策としまして、介護度が軽い方については、ＮＰＯ、

民間企業や元気高齢者が担い手となる体制づくりを進めていくことが、結果として介護

専門職が重度の方のケアにシフトしていくということにつながるものと考えております。

これを推進するために、平成２９年度から始まりました総合事業では、ふれあい家事支

援サービスをシルバー人材センターに、また、元気アップ教室を民間企業に運営をお願

いしているところでございます。 

 現在、介護予防活動の実施地区が全体の６割を超えていることから、今後は未実施の

地区を含め、月４回の活動を推進する体制づくりをさらに強化してまいります。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁いただきました。 

 介護ロボット、それから外国人の方の受け入れ、それから処遇改善をしなくてはなら

ないという話でした。 

 先日の全員協議会の中でも、玉名市は保育士さんも不足をしているというお話があり

ました。お隣の荒尾市は、不足する保育士を補う施策として、家賃の２分の１補助を荒

尾市さんはされてます。これ上限が２万５,０００円なんですけども、そういう補助を

されています。玉名市においても、介護職員等に対する玉名市の独自の処遇改善策を、

例えば、先ほどの家賃の補助とか、それから遠くから来られてる方には通勤手当の補助

とかですね、そういう環境整備もできるのじゃないかなというふうに思っています。今

の、今の現時点での現状であっても施設は、建物はあっても、人手不足により事業規模

を縮小せざるを得ないところとか、さらにはもう閉鎖をしなくてはならないという状況

に陥ってるところもあると聞いています。また、玉名市はこのような介護施設に幾つか

の事業を委託をしているというふうに思います。このような観点からもサポートできる
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ところはサポートしていくべきと、私は考えます。人はだれでも必ず老いていきます。

当然のことながら高齢化率が毎年のように上昇し、それと比例するように介護保険を利

用する方々も増加していきます。この仕組みを維持することが最重要課題と考えます。

この少子高齢化の中、自治体の存続は何回も言いますが、いかに医療費や介護費などの

社会保障費を抑えることが重要だと思います。先ほどのノーマイカーデーのときも申し

上げました。若い世代からの健康に対する予防が自治体の運命を決めると言っても過言

ではないと思います。この職員不足の問題、市が介護施設等との連携をさらに密にして

いただき、解決策を真剣に検討していただきたいと思います。 

 そのことをお願いしまして、最後の質問に入りたいと思います。 

［３番 吉田憲司君 登壇］ 

○３番（吉田憲司君） それでは、最後の質問に移ります。 

 最後は、多目的競技場についてであります。最近、聞き捨てならない話を耳にしまし

て、「吉田憲司は、最近、藏原市長に反対ばっかりしよるね。」という話をちょっと耳

にしまして、「いや、決してそうではないです。」と、これからお話しすることは、市

長の思いに寄り添って、市長をもり立てて、プッシュプッシュする内容だと思いますの

で、市長、よろしくお願いします。 

 さあ、いよいよあしたからワールドカップが始まります。きのうもちょっと寝不足

で、私は最後の練習試合を見ましたので、急きょ監督がかわった日本代表大丈夫なんで

しょうか。日ごろ余りサッカーに興味がない方も、ワールドカップとなると、一喜一憂

されると思います。さて、３月の、前回の３月議会で、私のサッカー場建設に対する一

般質問で、市長は、「サッカー場を単独で整備することは考えておりません。」と、断

言されました。私はがくっとなってですね、なったんですけど、しかしそのあとに、４

００メートルトラックをもつ陸上競技場であれば、サッカーやラグビーなどもできます

と。この多目的競技場の整備については、１０年ビジョンに位置づけをし、責任を持っ

て政策を推進してまいりたいとの答弁がありました。そうであるならば、私も切り替え

て、いつまででん固執している場合じゃないので、切り替えまして、この市長の答弁に

思いを同じくし、強い期待を込めて、そして私なりのビジョンをきょう、御提案したい

というふうに思います。 

 ３月議会で、熊本県内でサッカー場をもっている自治体を紹介いたしました。実は、

先日、サッカーの高校総体を久々に見に行きました。ちょうど３年ぶりに優勝しました

大津高校と専大玉名高校が試合があったもんで、ルーテル学院高等学校のグラウンドに

見に行きました。そうしたら、ルーテル学院高等学校のサッカー場がきれいな人工芝の

サッカー場に生まれ変わっておりまして、もうびっくりしました。これで高校は、秀岳

館高等学校と東海大星翔高等学校、それからルーテル学院高等学校の３つが専用のきれ
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いな人工芝のサッカー場をもっております。市長の母校でもあります九州学院も、これ

は土のグラウンドではありますが、サッカー場、ラグビー場、野球場と、それぞれ単独

の九州学院もグラウンドをもっております。ちなみに、手前味噌になりますが、私の母

校の熊本工業高等学校。熊本工業高等学校は４００メートルのトラックをもっていま

す。これ日本陸連の公認４種の４００メートルトラックをもっております。それとは別

にサッカー場、それから当然野球場ですね、体育館は第１体育館、第２体育館まであり

ます。高校単独でも、これだけの施設をもっているんだなと、ちょっと頭なの中に、片

隅に入れておいていただければと思います。 

 さて、ここからが本題です。先日、歌手の西城秀樹さんが亡くなられました。６３歳

でですね。私も中学生のころに、ザ・ベストテンを見ながら、こうＹＭＣＡとかしより

ました。この西城秀樹さんは日本で初めて野球場でコンサートをされた方なんですよ

ね、先日の告別式では、祭壇がなんといいますか、野球場みたいな祭壇になっておりま

した。これ以後、ドーム球場やスポーツ施設で音楽のイベントやライブが行なわれるよ

うになったそうです。市長の言われる多目的競技場は、スポーツの試合やスポーツイベ

ントはもちろんですが、音楽などのエンターテイメントの会場としても期待できると、

私は思います。最近の県内の大型のエンターテイメントの開催状況をちょっと調べてみ

ました。まず、熊本県民運動総合公園です。今はえがお健康スタジアムといいますけど

も、２０１７年、昨年ですね、それと２０１１年にミスターチルドレンがコンサートを

しました。これ２回とも４万人です。計の８万人ですね。次に、グランメッセ、グラン

メッセは昨年の暮れに１２月２３、２４の２日間、ドリカムが、ドリカムですわかりま

すね、ドリカムがコンサートやりまして、ツーデイズ、これが９,０００人の２回で

す。次は、県の農業公園カントリーパークです。今年の４月７日、ほんの２カ月前です

けど、ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩというグループがおるんですが、４人組で紅白歌

合戦にも出ました。１人はなんかこうお面ばかぶっとらすですもんね、そのＳＥＫＡＩ 

ＮＯ ＯＷＡＲＩが野外ライブを２カ月前に行なって、農業公園で２万人ですこれ、２

万人。同じ農業公園なんですけども、これ数年前にエイベックスに所属する歌手、エイ

ベックスってあるんですけど、そこの歌手が、浜崎あゆみさんとか倖田來未さんとか、

大塚愛さんとか、東方神起とか１４組の野外ライブがあってですね、このときの観客数

が３万人です。最後は、先日、５月２６日アスペクタでありました。阿蘇のアスペクタ

ですね、阿蘇のアスペクタであったのが、熊本ロックフェスティバルこれが８,０００

人です。それで、この４つがこれ全部県の施設なんですよね、ようと考えてみたら。ち

ょっと県の担当課に聞きました。県の観光物産課というところにですね、これ補助金が

出ております。コンサートをしたら５００万円です。スポーツイベントや映画の撮影が

２００万円だそうです。県の補助金が。これは県の施設でなくても、市町村でも民間の
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施設でも申請をすればオーケーだということでした。そこで、先ほどのいだてんじゃあ

りませんけど、県の担当者の方に、「先日、大河ドラマいだてんの撮影が玉名市であっ

たんですけど、ＮＨＫさんは補助金の申請ばしなはったですか。」て、聞きました。そ

うしたらですね、「ＮＨＫは皆様の受信料で政策ばしよらすけん、公金の申請はしな

い。」ということでした。「ああ、なるほどだな。」と思いまして、「私、出たんです

よ。」ては言わんだったんですけど、県も厳しいその財政の中、今年度そのコンサート

などのそのエンターテイメントに関する補助金の予算を増額されています。やはり県も

このようなエンターテイメントの部分に付加価値をつけて、発信していく、そういうと

ころに予算をつけておられるのかなと思いました。今の６月県議会ですね、いろいろ噂

に、噂というか、話題になっておりますけど、ワンピースのルフィー像が１,３００万

円かけて県庁のプロムナードに建てますというのが今、審議されております。これです

ね、これ。このルフィーですね、これルフィー。ちなみに、これことしの熊本城マラソ

ンの景品です、これ。あんまり反応がなかですね。ちょっと脱線しましたけど、もう１

つ。もし、そういう市長の言われる多目的競技場ばですね、玉名につくるとしたら、音

楽の都玉名ということですので、玉名女子高等学校とか、前回松本議員も言われました

けど、玉名女子高等学校とか専大玉名高等学校のマーチングバンドのパフォーマンスと

か、玉名市民音楽祭、それから玉名の紅白歌合戦なんかも野外ライブでやるとおもしろ

いかもしれません。それから毎年８月には花火大会があります。１万１発。そして来ら

れる方が９万人以上と聞いております。ＪＲも臨時便を出して、熊本からお客さんを誘

導してますけども、例えば、花火大会と同日同じ時間に例えば、ライブをやると。これ

もなんか盛り上がっておもしろいのかなと思います。これを毎年やっていくと、花火大

会の日は玉名で野外ライブがあるぞみたいな、そういうのが定着していけば、こうがっ

とこう盛り上がるのかなと思います。 

 ここまでいろいろスポーツ施設の違った有効利用といいますか、交流人口をふやす利

活用について述べてまいりました。ちょっと長くなりましたけども、市長の見解をお伺

いしたいというふうに思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 吉田議員の質問にお答えをいたします。 

 先般、開催しました３月議会で述べさせていただきましたように、投資効果や稼働率

を考えまして、単独でのサッカー場整備の考えはないということであります。ただ整備

をするのであれば、陸上競技場の４００メートルトラックの中に、サッカーまたラグビ

ーのフィールドを整備をして、複合的に利用できる多目的競技場というものをイメージ

しているということで、御答弁を差し上げたところであります。吉田議員が述べられま
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すように、スポーツの利用はもちろんでありますけれども、音楽イベントを含めたスポ

ーツ施設の利活用というものは、交流人口をふやすことに関しましても、本市にとって

大変重要な視点ではないかというふうに考えておりますので、整備の際には、より多目

的に活用できるような、そういった施設になるように、しっかりと検討をしていきたい

というふうに考えております。 

 質問の熱量から比べまして、答弁が短くて大変申しわけないんですが、以上でござい

ます。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁いただきました。 

 あとでもう１回聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 スポーツと音楽がかみあっていけば、市長も言われましたとおり、交流人口の増加と

ものすごい経済効果が期待できると、私は思っています。ただ、ここで問題になってく

るのが場所の問題です。市民会館も岱明町公民館も玉名第１保育所もドラマ館も消防本

部も、最大の関心ごとは場所なんですよね、先ほど県民運動公園や農業公園、グランメ

ッセ、アスペクタなど、県の施設は交通不便なところばかりです。そこに万の単位の人

を輸送するのは大変だったと思います。そして帰りも大渋滞だったと聞いています。で

もそこに４万人集まるんですよね。そこでスポーツにせよ、コンサートにせよ、この多

くの観客の移動を考えると、私的には、新玉名駅前が最適だと思います。しかし、それ

が容易でないことも理解しているつもりです。地元の皆様の同意やインフラの整備、農

振の除外など、それが難しいのであれば、新玉名駅から歩いて行ける距離につくるとい

うのはどうでしょうか。距離感覚でいうと、新玉名駅から市役所までが直線距離で１.

２キロメートルです。新幹線で来ると熊本から９分、福岡から４０分です。この好立地

を生かさない手は、私はないと思います。 

 それからもう１つ大事なこと、稼働率の問題です。参考までに県の体育保健課に聞い

てみたところ、県民運動公園の補助競技場、あのＫＫウイングの隣ですけども、あそこ

にも４００メートルでタータンの補助の人工芝のトラックがあるんですけども、そこの

稼働率が、これちょっと疑ってしまうんですけど、１００％て言われました。稼働率１

００％。県営八代運動公園、八代の海沿いに野球場と４００メートルトラックがあるん

ですけども、あそこの稼働率が９６％と言われました。これちょっとびっくりなんです

けど、平日でもジュニアなり女子、小学校、中学校、高校、大学、社会人、クラブチー

ム、どこのカテゴリーかが練習をして、土日には何らかの試合とかイベントが行なわれ

ているのかなとは思いました。この稼働率については不確かな部分があるので、この場

では議論は差し控えたいと思いますが、場所についての市長の見解を、今すぐここだと

いうのは、なかなか言えないと思いますけども、あくまで、現時点で結構です。現時点
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での見解で結構ですので、お伺いをいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） ありがとうございます。 

 吉田議員が述べられますように、私も新玉名駅周辺というものは、他自治体からのア

クセスも非常によく、優位性があり、それから魅力的な場所であるというふうに考える

ところであります。スポーツイベントも含めて、より集客が期待できるんではないかと

いうふうに考えます。今後、その位置を含め、そして施設の機能、それから規模、先ほ

ども御提案ありました。そういったものをそれぞれ含めて、検討をしっかりしてまいり

たいというふうに思いますけれども、やはり財政面での裏付けの問題もあります。です

から、市が単独で整備するほうがいいのか、それとも民間資本、民活導入の中で、例え

ば、ＰＦＩ事業であるとか、そういった部分までしっかりと含めて考えながら検討させ

ていただく中で、吉田議員の御提言のほうは、参考にさせていただきながら、検討をし

てまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁いただきました。 

 市長も言われましたとおり、やっぱり財政面、これはもう本当、位置もそうですけ

ど、財政面もこれは本当に難しい面があると思います。 

 ただ、その厳しい財政状況の中ではありますけども、私は、例えば、先ほど言われま

したけど、市単独のお金だけじゃなくて、熊本城の一口城主的な御寄附であるとか、ふ

るさと納税にプラスアルファーをお願いするとかですね、あとはネーミングライツ、

今、えがお健康スタジアムですけど、例えば、城戸石油スタジアムとかですね、そうい

うネーミングライツを募集して、九州看護福祉大学もありますけど、そういうことでな

んというかな、いろんな策はあると思います。そういうところもやっぱり検討をしてい

ただいて、例えば、空きスペースに広告を売るとかですね、そういうのも考えていって

いいのかなというふうに思います。そしてその周辺では、マルシェをやったりとか、物

産を販売したりとか、そういうところでも収入を得る方法が幾つかあるのかなと、私的

にも思っています。 

 そしてその多目的競技場をつくれば、当然高齢者の方も中ではグラウンドゴルフがで

きると思いますし、周辺にはウォーキングコースをつくったりとかですね、これがまた

話が戻りますけど、医療費とか介護費の抑制につながっていって、市の財政にプラスに

なるのかなというふうに思います。 

 先ほどの健康ポイントの介護の話ではありませんが、これからは高齢者が元気な自治

体が残っていくと、私は思っています。３月議会でも述べましたけど、玉東の介護保険

料が下がりました。ということは、元気な高齢者が多いということになります。先ほど
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紹介しました消滅可能性自治体には玉東町は入っておりません。そういうことも念頭に

置いていただき、幅広い年齢層に使っていただいて、そして市外、県外からもスポーツ

であろうが、コンサートであろうが、たくさんの方に来ていただくことによって、市長

が掲げておられます未来に向けて夢と希望の実現につながるものとして、この多目的競

技場が、今後の玉名市の活性化の目玉、それから起爆剤になることを信じて、そして市

長の早期の決断を御期待しながら、本日の私の質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、吉田憲司君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ２時０４分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時２０分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 １番 坂本公司君。 

［１番 坂本公司君 登壇］ 

○１番（坂本公司君） こんにちは。１番、新生クラブ、坂本公司です。 

 傍聴にお越しの皆さま、お忙しい中、足を運んでいただきありがとうございます。 

 私、先ほど自らの意思で献血をしてまいりました。４００ミリリットルですね、少し

ふらふらしております。もし、私が答弁中に倒れましたら、早速輸血のほうをよろしく

お願いしたと思います。 

 では、早速、通告に従い一般質問をさせていただきます。 

 １、ＳＮＳに関する事項について。 

 私は昨年、１２月と前回の３月の一般質問において、ＳＮＳの推進とその効果につい

て発表させていただきました。そしてこの４月より情報発信係が設立され、前回どのよ

うな動きをされるかの問いには、これから考えていきますとのことでしたが、設立され

てから２カ月が経過し、どのような方向性をお考えかということで、まずは、（１）情

報発信係の働きについて、北本議員と反復するところがあると思いますが、よろしくお

願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

［企画経営部長 水本明子さん 登壇］ 

○企画経営部長（水本明子さん） 坂本議員の地域振興課情報発信係の働きについてお

答えをいたします。 

 本年４月に地域振興課情報発信係を設置して、現在２カ月が経過しておりますが、新

たな取り組みといたしまして、玉名市公式フェイスブック、広報たまなを開設し、平成
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３０年５月２４日から運用開始したところでございます。今回、複数のＳＮＳのツール

がある中で、フェイスブックを選択した理由といたしましては、ツイッターの次に利用

者が多いこと、利用者の年齢層が平均的であること、記事のように長い文章から写真だ

けの短い投稿も可能であること、実名登録を推奨されていることなどがあり、最も堅実

なＳＮＳと判断したところでございます。 

 議員も御存じのとおり、ＳＮＳを活用した情報発信の効果につきましては、利用者に

情報が発信される即時性、情報の拡散性が高い。利用者との双方向性がある。だれもが

情報の発信者、拡散者になることができるといった利点があり、そのＳＮＳの特性をき

かし、適切に運用することで、市のＰＲなど、一定の効果が期待されるものと考えてい

ます。ちなみに６月１０日までの公式フェイスブックの閲覧者数でございますが、５,

２８６人でございまして、多くの方にごらんをいただいているところでございます。 

 今後は、職員有志を参集し、ＳＮＳの活用方法についてのさらなる検討を重ねるとと

もに、ホームページなど既存の情報媒体と連動させることで、より効果的な広報活動の

推進を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 坂本公司君。 

○１番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

 フェイスブックは私も拝見させてもらっています。まずは第１歩を進まれたと思って

います。答弁にもありましたが、やはりフェイスブックは基本的に実名登録であり、一

番適正ではないかと思います。以前、担当課のＳＮＳにお詳しい女性職員さんとお話し

させていただたときのことなんですが、４つのＳＮＳのランクづけがありまして、上か

らフェイスブック、ラインのタイムライン、インスタグラム、ツイッターの順番が意見

が一致しました。これは何の順番かといいますと、信憑性や柔軟性の順番で、例えば、

私が飲食店をやってるときなんですけども、フェイスブックには、「本日、飲み放題プ

ライスよろしくお願いします。」みたいな感じ書きまして、ツイッターの上は、「きょ

う、飲み放題これでやってるよ。」みたいに、見る人や年代にあわせた書き方をしてお

りました。ですので、やはりフェイスブックを選ばれたのは正解だと思います。そし

て、職員有志を参集してとありましたが、前回の内容にありますが、一人でも多く拡散

すれば、それが何万人もの人たちに伝わる、それに市長も自らシェアされているのも拝

見しました。市長職改めて激務だと認識いたしました。 

 しかし、ここまでは私はＳＮＳを大いに推進してきましたが、今回は、ＳＮＳやイン

ターネットの危険性についてお話しさせていただきたいと思います。 

 まずは、ア、誹謗中傷以外の問題について。ＳＮＳは実名でも匿名でもできるんです

ね、もちろんと言ってはなんですが、匿名の場合は、いわゆる誹謗中傷、不満や人の悪
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口などを書きたいことを思う存分書かれる方もおられると思います。それが果たしてい

いか悪いかは別として、それでストレス発散されてる方もおられると思います。しか

し、実名ともなればそういう訳にはいきません。慎重に言葉を選び、写真を載せるのも

関係のない人が移っていないか確認して掲載します。なかなか実名で友人やどこかのお

店の悪口を言う人はまずいないでしょう。しかし、僕はその逆も危険性があるというこ

とをお伝えしたいのです。逆とは何か。それは褒めるということです。私は飲食店を経

営してまして、スタッフの中には学生もいます。そのスタッフたちには、何年も前から

ＳＮＳの書き方には注意をしてきました。誹謗中傷はなおさらのことですが、例えば、

「Ａというラーメン屋さんが玉名で１番おいしいとか書いちゃだめだよ、わかる。」と

いうと、大半のスタッフがわからないと言います。ここにおられる皆さんの中にも褒め

て何が悪いのと思われる方もおられると思いますが、ではなぜ悪いか、それを見て喜ぶ

のはＡ店だけだからです。他店の方がその書き込みを見たら、恨みはしないまでも気持

ちのいいことではないでしょう。しかし、これは都会ではそうでもないのかもしれませ

んが、玉名のような狭い町では少し考えなければならないのではと思います。もちろん

学生さんや一般の方はそこまで問題視する必要はないかもしれませんが、飲食店しか

り、お客様商売をしていれば、もし、うちのスタッフがＡもＢもＣもオーナーさんが来

ていただいていて、Ａだけを褒めれば、ほかの方は足が遠のく可能性もあったりするか

もしれません。これはもちろん、世間一般の話でしょうが、市としては十分配慮されて

広報をされることを願います。 

 そしてもう１つが、他人が幸せに見え、自分が惨めに見えるということです。これは

説明しますと、例えば、フェイスブックには基本的に実名登録をしております。先ほど

も言いましたように。そして１年もやっていれば個人差はあるとしても、フェイスブッ

ク上に５０人や１００人、中には何百人の友だちがおられる方がおられます。例えば、

一般的な家庭が年に２回、家族旅行に行かれるとします。端から見ても十分幸せな家族

だとは思いますが、旅行を週末だけに限定すれば、年に５２週ありまして、５２回の機

会が訪れます。例えば、これを分散させると毎週友だちのだれかが２家族、もしくは友

だちと旅行に行ってる姿をフェイスブック上で見ることになります。それを自分は年に

２回しか行けてないのに、なんでみんなは毎週行っているんだろうと錯覚し、そして自

分は何て不幸なんだろうと落ち込むそうです。 

 では、後味の悪いまま次に移らせていただきます。 

 イ、デジタルタトゥーとはなのですが、簡単に説明すると、ネット上に書き込まれた

ものは拡散されると、もとの書き込みを消しても、すべてを消すのは困難になり、これ

を入れ墨、タトゥーを消すのは困難なことから、そう呼ばれるものです。これに関して

は、とにかくすべてがそうなのですが、ひっくるめて言いますと、書き込んだり、写真
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を載せたりするときには、とにかく気をつけましょうということになります。これに関

連したことを言えば、リベンジポルノもそうです。皆さんも御存じかと思われますが、

多くは男性が恋人の裸などの写真を撮り、破局の後にその写真をネット上にアップする

ということですね。とにかく、「ＳＮＳやインターネットは、やってていいことはあり

ませんね。」と言われてもしかたないかもしれません。 

 そこでもう１つ。ウ、出会い系サイトになりうるのではですが、これははっきり言っ

てなります。そして必ずといっていいほど、月に何度かは事件化しております。何年か

前に、私が目にしたニュースでは、非出会い系サイトで知り合った男女がみたいな言い

方をされておりましたが、出会ってしまえば、是も否もないと思います。 

 今回はなぜ、こんなにもＳＮＳのマイナスイメージにつながることばかりを述べさせ

ていただいてるかというと、一言で言えば、使い方を間違えれば危険で、事件などにも

発展していく可能性が高いということです。ＳＮＳが流行り始めてまだ１０年もたって

いません。５、６年前からちらほらそういったニュースが飛び込んでくるようになりま

した。コンビニのバイトの男の子が冷蔵庫に入って、その写真を載せる。熊本地震の際

は、動物園からライオンが逃げ出すなど、嘘のニュースを流す。上げれば切りがないほ

どの事例があります。それはなぜか。簡単に言えば、まだはやり始めたばかりで対策が

追いついていないということだと思います。 

 そこで、エ、生徒や児童に教育しているのか。もちろん大人でも間違った言い方を、

使い方をしている人はたくさんいると思います。しかし、世間を知らないまだ未成年の

ことならなおさらのことだと思いますので、これについて、答弁をよろしくお願いしま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 坂本委員のＳＮＳでの問題及び犯罪についての質問にお答

えいたします。 

 本市においては、ＳＮＳによるさまざまな問題に対する児童生徒への取り組みといた

しまして、まず、玉名の伝統文化や基本的な生活習慣、国際理解等を学ぶ玉名学の礼節

のテキストに、情報安全、モラルについて学ぶページを設けており、小学校４年生から

各学年に応じた指導を行なっております。また、中学校においては、技術分野の情報技

術の学習において、情報モラルについての学習を行なっているところでございます。そ

のほか、全小中学校に配布されている文部科学省作成の情報モラル教育啓発リーフレッ

トや県教委作成の携帯電話、スマートフォン、ＳＮＳ安全利用に関する家庭向け指導資

料等を活用し、随時必要な指導を行なっているところでございます。さらに情報安全出

前講座という制度を活用し、荒尾玉名管内に２人の情報安全ファシリテーターがおりま

すので、こちらのほうに依頼し、情報安全について学ぶ機会を設定することも可能でご
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ざいます。各学校においても県教委の研修を受け、校内リーダーによる情報教育に関す

る校内研修を毎年実施し、教職員の基本的認識を高め、指導力の向上を図っているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 坂本公司君。 

○１番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

 ＳＮＳは、私が思うに本当にすばらしいアイテムだと思います。私も暇さえあれば、

スマホを片手にＳＮＳやネットニュースを見ています。そしていろんな情報を得てきま

した。未来ある子どもたちにもたくさんの情報や知識をＳＮＳ、インターネットなどか

ら学んでいただきたいと思うとともに、子どもたち並びに市民の皆さんが事件や犯罪に

巻き込まれないように、正しい教育をしていっていただきたいと思います。 

 じゃあ、次に進みます。 

［１番 坂本公司君 登壇］ 

○１番（坂本公司君） ２、児童・生徒に関する事件及び命のあり方について。 

 毎日のように悲惨で残虐な事件が起こっております。大きく取り上げられた事件でい

えば、線路に女児の遺体を遺棄した事件、あるところでの女児殺人事件は１４年の時を

経て、容疑者が逮捕され、しかもその容疑者は何度も女児を呼び、女子生徒に被害を与

え監獄の身でした。このような事件を未然に防ぐのは簡単な話です。それは子どもを一

人にしないこと。学校関係者や地域住民の協力があれば、登下校時に児童を一人にする

ことはありません。ですが、昨年、あるところではその児童たちを見守る活動をされて

いた男性が加害者でした。もうこうなるとだれを信じていいかわかりません。そして、

だれからも信じて貰えないかもしれません。私が小学校を卒業して、かれこれ３０年が

経ちます。本当にびっくりするぐらい状況は変わりました。児童の数も半分以下にな

り、おじいちゃんやおばあちゃんと一緒に暮らす家庭も減りました。共働きの親御さん

もふえました。ということは、子どもが一人になる時間が多くなり、いわば危険がふえ

たということになります。 

 そこで、学校や地域では、どのような対策をとっているか、答弁よろしくお願いしま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） 坂本議員の昨今の事件についての中で学校地域はどのよう

に対策をとっているかの御質問にお答えします。 

 小学校における登下校時の安全対策といたしましては、登校時における集団登校、下

校時における低学年担任による途中までの付き添いを実施しております。また、地域の
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方々に組織していただいている見守り隊への登下校時の見守り協力をお願いし、地域ぐ

るみの安全確保にも取り組んでいただいているところでございます。あわせて、中学校

においてもＰＴＡや部活動保護者会による登校の見守りや下校指導を実施していただい

ております。地域の防犯活動における本市の取り組みといたしましては、毎年ＰＴＡを

はじめとする防犯パトロール協力団体に犯罪講習会を開催しており、防犯パトロール活

動では、青色回転灯を装着車を利用した巡回活動を主に下校時間帯に実施していただい

ております。 

○議長（中尾嘉男君） 坂本公司君。 

○１番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

 とにかく見守ることが大事だと、私も思います。そしてパトロールの徹底、これから

さらにお願いしたところでありますが、そこでやはり一番気になるのは、不審人物にな

ります。 

 そこで、イ、不審人物への対応は、答弁よろしくお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 続きまして、不審人物の対応について、御質問にお答えい

たします。 

 玉名市内で不審者出没事案が発生したという情報が得られました場合には、まず、全

小中学校へ教育委員会から発生の場所、人物の特徴、並びに発生状況の文章をファック

ス等で早急に送信し、注意喚起を行なっております。それを受けて各学校では、玉名市

内のすべての小中学校が登録しております安心･安全メールを利用して、保護者の方へ

連絡と注意喚起を行なっております。同時に必要に応じて警察との関係機関への連絡を

行なうとともに、職員による校区の巡回指導を行なうなど、児童生徒の安全確保に努め

ているところでございます。 

 そのほかにも、すべての小中学校において不審者の侵入に係る対応マニュアルを作成

しており、防災主任を中心に、不審者対応の避難訓練を年１回実施し、児童生徒並びに

子どもの命を最前線で守るべき職員の危機管理意識を高めているところでもございます。

また、県内で不審人物情報が警察に通報があった場合には、県内の警察で情報が共有化

され、そしてゆっぴー安心メールで情報共有がなされることから、防犯パトロール協力

団体には特にメールの登録を呼びかけ、情報の共有化を図っております。 

 市内で不審人物情報が入った場合には、協力団体は、防犯パトロールを強化して実施

していただいているところでございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 坂本公司君。 

○１番（坂本公司君） 答弁いただきました。 
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 いろんな対応なさっているのはわかります。本当にこればっかりは、何をもって不審

人物とするのかというのは難しいところだと思います。 

 ある学校の話では、生徒が不審人物に「おはようございました。」と、声をかけられ

たと先生に言ったそうです。ほんとに何が正解なのかよくわかりません。 

 そこで、ウ、幼児、児童の誘拐についてですが、私の意見を述べさせていただきま

す。 

 一昔前は、身の代金誘拐などがありました。最近は、そういった事例はほとんど見受

けられなくなりました。もしかしたら子どもの命を優先して、金銭で解決された方もお

られるかもしれません。しかしやはり、最近ではそういった癖の方の犯罪が大半を占め

てるように思われます。先ほどの事件を例に挙げましたが、再犯率は高いみたいです。

犯罪を犯した人にも何かしらの理由があるのかもしれません。幼少期に受けた親からの

虐待、学校や地域住民からのいじめ、だからといってそれが正答されるわけでは決して

ありませんが、やはり教育は大事だなと痛感します。しかし、現にそういった環境の

中、さまざまな不審人物、危険人物がいます。では、どうすればいいか。やはり市の対

策や地域住民の方が目を光らせてるぞとアピールする必要があると思います。未来ある

子どものため、若者のため、これからも十分な対策をお願いします。 

 では次に移ります。（２）うつ病や自殺に関連する事項について。 

 題目の命のあり方について、人の命は必ずつきるものであります。病気や不慮の事

故、老衰など、病気は検査や治療などで延命することはできます。事故も完全確認を徹

底すれば、未然に防ぐこともできます。しかし、自殺ならなおさらどうにか防げるもの

であり、防ぎたいものであると考えます。 

 そこでまず、ア、全国の自殺者の統計をお聞かせください。よろしくお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君 

○健康福祉部長（松野信生君） 坂本議員御質問の全国の自殺者の統計についてお答え

いたします。 

 自殺対策につきましては、平成１８年に自殺対策基本法が制定されて以降、大きく前

進し、これまで個人の問題とされていた自殺が社会の問題として広く認識されるように

なり、国を挙げて自殺対策を総合的に推進した結果、自殺者の年次推移は減少傾向にあ

るなど、着実に成果を上げています。しかし、自殺死亡率は主要先進７カ国の中でも最

も高く、自殺者は毎年２万人を超えている状況です。自殺はその多くが追い込まれた末

の死であり、自殺の背景には精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介

護の疲れ、いじめや孤独などのさまざまな社会的要因がございます。厚生労働省自殺対

策推進室の統計では、平成２９年度の自殺者数は２万１,３２１人となっており、平成

２２年、３万１,６９０人以降、８年連続での検証で、減少率は３３.２％であり、過去
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最低となっております。男女別内訳では、男性１万４,８２６人、女性６,４９５人でご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 坂本公司君。 

○１番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

 全国では毎年信じられない数の自殺者がおられるということです。ピークからは減少

したとはいえ、年間２万人、これは１日約５０人、１時間で２人ということは、きょう

の議会が始まって、もう既に数名の命が自らの手で失われているという計算になりま

す。 

 答弁にもありましたが、やはり最終的には精神的な限界、これにつながるのだと思い

ます。そこで、イ、うつ病との関連性について答弁よろしくお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君 

○健康福祉部長（松野信生君） うつ病との関連性についてでございますが、自殺の多

くは多様かつ複合的な原因、及び背景を有しており、うつ病についてもさまざまな要因

が、連鎖する中でおきております。原因動機別で見ますと、健康問題４９.８％、経済･

生活問題１５.９％、家庭問題１４.６％と続いておりまして、その中でも、自殺の半数

を占める健康問題において、議員御質問のうつ病の影響の自殺者は５,３４３人、全体

の２４.６％となっております。このような中、本市では関係機関と連携を図り、平成

３１年度中に自殺リスクを低減させるための計画書の策定を予定しているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 坂本公司君。 

○１番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

 ２４.６％、約４分の１とおっしゃいましたが、私が思うに、それは通院された履歴

があるだけで、健康問題や経済問題にしても、最終的にはやはり精神的に追い込まれて

のことだと思います。担当課の方には、たくさんの相談があると思いますが、全力で親

身になり、市民の方々を守っていただきたいと思います。 

 これに関連してですが、皆さんは９月１日が何の日か御存じでしょうか。あることが

日本で一番多い日なのです。もうおわかりでしょうが、それは自殺です。社会人ともな

れば話は変わるのですが、小中高校ともなると、８月３１日で楽しい夏休みが終わり、

もし何らかの事情で学校に行きたくない、もしいじめられている子どもたちにとって

は、楽しい夏休みではなく、いじめられない日が終わり、またいじめられる日が始ま

る、そういう子どもたちにとって、９月１日は地獄の毎日のスタートの日なんです。 

 そこで、再質問なんですが、９月１日前後の統計をお聞かせください。よろしくお願
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いします。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君 

○健康福祉部長（松野信生君） 再質問にお答えします。 

 平成２７年８月に発表された自殺対策白書によりますと、９月１日は１３１人、翌日、

２日は９４人、また、前日の８月３１日は９２人となっております。その年の１日当た

りの自殺者数の平均が、約５０人でありますので、比較しますと９月１日の１３１人は、

２.６倍となり突出したものとなっております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 坂本公司君。 

○１番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

 ９月１日１３１人、９月２日は９４人、８月３１日は９２人だそうです。 

 皆さんはこの数字を聞いてどう思われますか。３年前の２０１５年８月２６日、神奈

川県鎌倉市中央図書館のツイッターの公式アカウントの書き込みに、次のようなことが

書いてあり、当時反響を呼びました。内容は、「もうすぐ２学期、学校が始まるのが、

死ぬほど辛い子は、学校休んで図書館にいらっしゃい。漫画もライトノベルもあるよ。

９月から学校へ行くくらいなら死んじゃおうと思ったら、逃げ場所に図書館を思い出し

てね。」と、学校関係者や教育委員会などからは、非難の声が上がったそうですが、図

書館としては削除せず、そのままツイートを残すことにしたそうです。そんなことは甘

えだと、だれだって辛いことやいやなことはあるんだと。毎日テレビを見て、漫画を見

て、ゲームをして、好きな時間に寝て、起きて、そんな夢のような日々を送りたいのだ

と。そんなのは根性がないだけ。気持ちでどうにかなると思われる方もおられるかもし

れません。しかし、現に毎年１００人以上の子どもたちが９月１日前後に自ら命を絶っ

ています、毎年です。根性や気持ちだけでは解決できないのです。その３００人を１０

０人、５０人にしたからよかった。ではなく、これは必ず０にしなければならないと思

います。自殺を１００％とめる方法があるとするなら、それはずっと側にいることだと

思います。何らかの手段をやめさせることができるからです。しかし、実際にはずっと

つきっきりというわけにはいきません。体を側に置くことはできなくても、心を側に置

くことはできるはずです。 

 先ほどの答弁にもありましたが、自殺者減少の計画書の策定を予定されているそうで

すが、これは市としての問題ではなく、我々も含め、個人個人が気にかけていかなけれ

ばならない問題だと思います。これからも十分な対応をお願いします。 

 では、次に移ります。 

［１番 坂本公司君 登壇］ 

○１番（坂本公司君） ３、大河ドラマ「いだてん」ドラマ館についてですが、これは
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やはり気になるところでございます。 

 先ほど北本議員ともまた反復することがありますが、（１）内容や設置規模などにつ

いて答弁よろしくお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

［産業経済部長 松本忠光君 登壇］ 

○産業経済部長（松本忠光君） 議員御質問の大河ドラマ「いだてん」ドラマ館につい

ての内容や設置規模等についてお答えいたします。 

 まず、今回の大河ドラマ館の内容につきましては、ドラマにちなんだ衣装やセット、

撮影風景のパネル展示などはもとより、バーチャルリアリティを活用し、まるで現実で

あるかのようにドラマの撮影地を疑似体験することが可能な体験型のドラマ館を目指し、

準備を進めているところでございます。 

 次に、大河ドラマ館の規模といたしましては、本日北本議員への答弁でも申し上げま

したとおり、建物面積は約６２０平方メートル、うち展示施設は約３５０平方メートル、

特産品当販売所が約１２０平方メートル、その他チケット販売ブース、トイレ、事務所

等が約１５０平方メートルでございます。また、そのほかにも屋外には一般車両が約６

０台、大型バスで約１７台の駐車スペースを設けるとともに、記念イベントを開催する

際、仮設ステージの設置を予定しているところです。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 坂本公司君。 

○１番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

 要望は後ほど外でさせていただくとして、先に（２）宣伝内容の規定はですが、これ

は何カ月も前から打ち合わせをさせていただいたのですが、これがはっきり決まってな

いと、このいだてんにかかわるすべての団体の方の方向性が定まらないと思いますが、

御答弁お願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 続きまして、宣伝内容の規定は、についてお答えいた

します。 

 今回の大河ドラマについては、いだてん東京オリンピックの用語金栗四三氏の名称に

ついて基本的な規定が設けられております。 

 まず、いだてんに関しては、番組の広報はＮＨＫが行なうことになっていることか

ら、ＮＨＫ以外の団体や組織が使用する際は、原則許可を得る必要があります。また、

オリンピックに関しましては、オリンピック・パラリンピックに関する大会エンブレム

や大会名称等をはじめ、ＩＯＣ国際オリンピック委員会、ＩＰＣ国際パラリンピック委

員会の独占的な所有物であることから、許可を得る必要があります。そして、金栗四三
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氏の名称につきましては、金栗四三氏の御親族と協議し、氏名等の使用については許可

を得ているところでございます。ただし、使用の際は、金栗氏の尊厳や名誉を損なう恐

れがないよう、金栗四三ＰＲ推進室が使用に関する窓口となり、利用についての判断を

行なうこととしております。 

 今後は、玉名市いだてん地域振興協議会に新たに設置した飲食物販部会を中心に、各

団体や企業から具体的な利用内容を把握した上で、金栗四三ＰＲ推進室が窓口になり、

ＮＨＫへの利用申請を行なう中で、使用範囲等の整備を行なっていきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 坂本公司君。 

○１番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

 ２月に会派研修で、静岡県の浜松市に視察に行きました。いだてんの後半の主役の田

畑氏もそうですが、２０１７年のおんな城主直虎の撮影地でもあったからです。そこで

は運送会社と看板業の協力のもと、大型トラックに、全体にでかでかと直虎の宣伝が施

されていたのを資料で拝見いたしました。長距離のトラックなら、日本全国を行き交う

わけですから、かなりの宣伝効果になります。私は知人に運送会社を経営されてる方が

何名かおられまして、先日もこの話をしましたところ、協力は惜しまないと言っていた

だきました。とにかく、早急に規定を明確にしていただき、しかもこの先ないぐらいの

チャンスです。多少は先方に無理を通して貰えるよう、要望をお願いします。 

 ここで１つ提案なのですが、私が１２月の議会のときに発表させていただいたＱＲコ

ードをそのトラックに貼っていただくのは、これはどうなのかなと、ちょっと思いま

す。端から見ればＱＲコードですから何のことかよくわからないけども、それをリーダ

ーで読み込めば、読み込む方がおられれば、玉名市のホームページにつながるとなる

と、これはどうなのかなと思いますけど、これは検討よろしくお願いします。 

 では、次に移ります。 

 ３、ステージ、屋根、イスなどと簡単に書いておりますが、説明しますと、これは私

の要望でありまして、ドラマ館に隣接してステージを設営していただき、ステージ前に

イスやテーブルを置き、その上に屋根を設けていただきたいと思っております。まず

は、飲食ブースは必ず必要だと思います。これは北本議員も城戸議員もおっしゃってお

りましたが、観光客は、まずその地元の名産品などを食べたいはずです。そして屋根に

関しては、飲食ブースから購入したものをイスに座り、テーブルに広げ、雨の日にでも

食べたり飲んだりできるということ。ステージに関しては、市民の方にも、観光客の方

にも飲んだり食べたりしながら、ステージで催し物を見ていただきたいということ。特

に玉名には、音玉、音楽のあふれる都玉名というすばらしい団体があります。玉名女子
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高等学校や専大玉名高等学校の吹奏楽があります。私の知人にも音楽家たちがたくさん

います。ほかにも玉名太鼓、九州看護福祉大学のよさこいサークル、キッズダンスチー

ム、たくさんあります。話は音楽のほうにそれますが、そういった音楽家たちなどが気

軽に発表できる場所が玉名には余り多くありません。披露する機会を与え、そしてお客

様が楽しめば、一石二鳥ではないでしょうか。それにハンガリーのスティーブンワーム

という学者の著書の中の一分です。「光とイスさえあれば、人は集まり、ほほえみ、そ

して思い出が残る。」と、もし、飲食ブースがなくても、ステージでだれも演奏してい

なくても、もしかしたらいこいの場所になり、そして集いの場所になるかもしれませ

ん。天気のいい日はお弁当を持ち寄ってもいいでしょう。なによりもおもてなしとは何

でしょうか。それこそ東京オリンピック誘致のときに、滝川クリステルさんが発言され

流行語にもなりました。おもてなしを辞書で調べたら、おもてなしとは、表裏なし、心

から接することとありました。しかし、一般的にいえば、食事や演芸などでお客様を楽

しませることではないでしょうか。皆さんもだれか招いたときは、お茶なり、コーヒー

なり、お茶菓子なり、必ずお出しするはずです。それを考えれば、飲食ブース、ステー

ジは必要だと思います。しかし、もちろんそれには予算がかかることもわかっておりま

す。市としては、立派なものをと考えだと思います。ちゃんとした食事を、ちゃんとし

たお菓子を、ちゃんとした工芸品をと、お気持ちは十分分かりますが、大学の学園祭ぐ

らいの出店でもいいのではないでしょうか。もちろん全部が全部では困るかもしれませ

んが、それでも何もないよりはいいのではないでしょうか。難しいことは承知しており

ますが、ぜひとも御検討よろしくお願いします。 

 それと最後になりますが、ドラマ館にしても、全体に言えることなんですが、それは

つくったからよかった。つくったら終わりではないということです。前回の一般質問の

中で、吉田憲司議員がおっしゃってましたが、熊本城マラソンでは、市の職員さんた

ち、さらには部課長や市長までがコースを走り、危険な地点や給水所のポイントなどを

確認されたそうです。建物や道路などもそうだと思います。いくら設計図どおりにでき

ていても、実際は不便な箇所が見つけられるかもしれません。建物に入って、歩いてみ

たり、完成した道路なら一度車で走ってみたり、とても大事なことだと思います。 

 ドラマ館に関しては、できた、よかった、みんな来てください、だけではなく、自ら

家族なり、友人などを連れて行き、例えば、遠くの親戚や知人に名産品を送ったり、そ

れがまた宣伝につながるのではないでしょうか。私は先日、神奈川県のほうの海岸でバ

ーべーキューを誘われたので行ってまいりました。そこには２００人ほどのお客さんが

集まったのですが、その中に数名、有名人といわれる方もおられました。何人かの方に

は手渡しでいだてんの資料を配り、玉名から２種類の玉名産のお酒を持っていき、飲ん

でいただきおいしいと言っていただきました。もしよかったら玉名に来てくれませんか



 － 147 －

と言ったら、今度機会があったらと、考えると言っていただきました。本当にこれが結

果につながるかどうかはわかりません。ただ、もしそういう著名人の方でも一度でも来

られて、ドラマ館などの前で写真を撮られ、それこそインスタなど、ＳＮＳに上げられ

た日には、玉名は少しでも宣伝になると思いますので、私はそういうことを地道にやっ

てまいりました。皆さんの御協力も賜りたいと思います。 

 長くなりましたが、これで私の一般質問を終わらせていただきます。 

 傍聴の皆さん、御静聴ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、坂本公司君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ３時０５分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ３時２０分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 １４番 内田靖信君。 

［１４番 内田靖信君 登壇］ 

○１４番（内田靖信君） １４番の自友クラブの内田でございます。 

 早速一般質問を行ないたいと存じます。 

 平成も残り１年を切りまして、来年５月には新しい年号のもとに、私たちは新たな生

活を送ることとなっておるようです。この平成の元号が始まりましたころの日本社会で

は、１に少子高齢化社会の対応、２に国際化、いわゆるグローバル化社会への対応、３

に情報化社会への対応、この３つの大きな課題が国家的課題として横たわっていると言

われておりました。その中の１つであります、情報化社会への玉名市の対応についてお

伺いしたいと存じます。 

 この情報化社会は、私たちが想定をしておりました以上のスピードで展開をしており

まして、それに伴いまして、新たな産業や企業が誕生し、また、雇用も確保され、私た

ち市民にとってもこの上もない便利な社会となってまいりました。この情報化社会をよ

り進展させるものの１つとして、高速ネット接続、いわゆる光回線インターネット網の

整備が全国的に展開をされております。このような状況において、昨年の１２月ＮＴＴ

の社長が光回線などの高速インターネット接続を過疎地なども整備維持する考えを示し

ておりまして、また、電話回線を使ったインターネット接続、ＡＤＳＬを２０２３年に

は原則打ち切り、光回線への乗りかえを促すと発表をしております。これを受けてか、

総務省が光回線が整備されていない過疎地などへの高速のインターネット回線が使える

ように支援を強化するとしておりまして、その内容は、過疎地での回線整備に対する国

の負担割合は、現在が原則として３分の１であるものを２０１９年度、来年度から２分
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の１、あるいは３分の２に引き上げる方針を固めております。野田聖子総務大臣は会見

で、人口減少など、地域の問題をＩＣＴ、いわゆる情報通信技術を活用して解決すると

述べられております。そして整備した回線を遠隔医療、あるいは自動運転バスの運行と

いった生活支援に使うほか、都市部の方々が地方に移住しやすくなるそのような効果を

もまた見込むものとされておりまして、このような情報化社会の対応は国家的課題とし

て、また、私たち地方にとりましても今なお、そのような課題として横たわっておりま

す。 

 そこで伺います。まず、１点目に、整備することによる具体的な効果について、地域

にとってはどのような効果があるのか伺いたいと存じます。 

 また、荒尾･玉名管内における整備状況について伺い、さらに玉名市において、なぜ

未整備地区が存在するのか、その未整備地区の背景について伺いたいと存じます。 

 ４点目に、先ほど申し上げましたように、国は情報化社会を進展させる上で、財政措

置を拡大する方針でございます。そこで、国･県の財政措置について伺い、また、５点

目に、未整備地区を何ら対策をとらず、現在のまま放置するのか、あるいは具体的に一

歩踏み出すのか、玉名市の今後の整備方針について伺いたいと存じます。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

［企画経営部長 水本明子さん 登壇］ 

○企画経営部長（水本明子さん） 内田議員の光回線インターネット接続を整備するこ

とによる具体的効果についてお答えいたします。 

 光回線は、通信線に光ファイバーケーブルを使用しているため、固定電話線を使用し

たＡＤＳＬ回線に比べて、高速で大容量の通信を行なうことができます。また、ＡＤＳ

Ｌは収容局から離れるほど通信速度が遅くなりますが、光回線であれば収容局からの距

離によって通信速度が左右されることがないため、安定した通信が可能になります。こ

のような特徴を持つ光回線によって、インターネットの接続をした場合、データ量が大

きな動画などを快適に閲覧できたり、大容量のデータを高速でやりとりすることができ

ますので、リアルタイムの情報を受けとることが可能となり、ストレスを感じない快適

なインターネット環境となります。玉名市におきましては、定住者獲得に向けた取り組

みも実施しております。若者の流出を防ぎ、２０代から５０代のいわゆる働き世代の定

住化を図るためにも、光回線による高速なインターネット接続環境が整備されれば、居

住地での仕事が可能になり、より多くの情報提供を得られ、生活環境にも好影響が期待

されるものでございます。また、企業を初め事業者にとりましても、高速な光回線を利

用することにより、事業活動の幅が広がり、産業の活性化も期待できると考えるもので

ございます。 

 続きまして、２点目の荒尾･玉名管内における光回線の整備状況についてお答えいた
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します。光回線によるインターネット接続サービスを行なっている民間通信事業者によ

りますと、荒尾市、南関町、長洲町、和水町、玉東町では、現在ほぼ全域において光回

線が整備されてるとのことでございます。玉名市では、電話交換局単位で、玉名局、大

浜局、岱明局が光回線の整備が済み、インターネット接続のサービス提供が行なわれて

おりますが、石貫局、横島局、天水局では、光回線の整備がなされておらず、電話線を

利用したＡＤＳＬ回線のほか、一部の地域では、ケーブルテレビの回線を利用したケー

ブルインターネットのサービス提供が行なわれている状況でございます。また、熊本県

内でございますが、県南の山間部が多い市町村や離島が存在する市町村など、５市２村

で玉名市と同様に市内域の一部で光回線が整備されていない地域を有する市町村がござ

います。それ以外の市町村におきましては、おおむね全域で光回線などの超高速ブロー

ドバンド回線の整備が済んでいる状況でございます。 

 続きまして、３点目の未整備地区の背景についてお答えいたします。光回線によるイ

ンターネット接続は、民間の通信事業者が行なっている超高速ブロードバンドサービス

で、主に西日本電信電話株式会社の設備を使用し、各社でインターネット接続等のサー

ビス提供が電話交換局単位で行なわれております。しかしながら、光回線の整備を行な

い、インターネット接続サービスの提供を行なうには、通信事業者によるサービス提供

装置の整備、局舎の改修、光ケーブルの敷設等の設備投資に多額の経費が必要となるた

め、現在、光回線の整備がされていない石貫局、横島局、天水局エリアにつきましては、

採算性の問題により民間通信事業者独自での開局は困難であるとの回答を受けていると

ころでございます。 

 近隣の自治体では、光回線によるインターネット接続サービス提供実現のため、自治

体がサービス提供に要する通信事業者の初期設備投資と事業に係る赤字補填部分を通信

事業者に対して補助する民設民営一部補助型に整備をした自治体もございます。光回線

の整備には多額の経費が必要となりますが、行政による公的支援を行なうにしても、民

設民営に対しての国や県からの有効な補助メニューもなく、すべてが市の一般財源から

の対応となるため現在整備が進んでいない状況でございます。 

 次に、４点目の国・県の財政措置についてお答え申し上げます。まず、国の財政措置

といたしましては、情報通信基盤整備促進事業という補助メニューがございます。これ

は総務省が光回線などの超高速ブロードバンドの整備を推進するため、過疎地域や離島

などの条件不利地域を有する地方公共団体が光回線などの超高速ブロードバンドの整備

を実施する場合にその事業費の一部を補助するもので、平成２８年度から５年間の施策

として実施されております。この補助メニューを活用する場合、光回線の設備が公設で

あることと、光回線を整備する自治体において、過疎地域や辺地、離党などの条件不利

地域を有することが条件となっております。補助率につきましては、事業費の３分の１
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となっておりますが、財政力指数が０.３未満の市町村につきましては２分の１、離党

を含む市町村につきましては３分の２となっております。なお、玉名市は市内域の一部

に辺地を有するため、この補助メニューの条件不利地域には該当すると思われますので、

仮に玉名市がこの補助メニューを活用する場合、近年の財政力指数によりまして、補助

率は３分の１になると思われます。なお、県の財政措置についてでございますが、光回

線の整備に伴う補助メニューなどはございません。 

 最後に、５点目の玉名市の今後の整備方針についてお答えいたします。玉名市市内域

において光回線の未整備地区が存在し、情報格差が生じていること、格差是正のための

整備が急務であるということは十分に把握しております。先ほどお答えいたしました国

の補助メニューを活用する場合、要件といたしまして公設である必要があるため、市で

サービス提供装置や局舎、光ファイバーケーブルの布設など、光回線によるインターネ

ット接続サービス提供のための多額の初期整備を行った上、整備後の運営や管理も、市

で影響的に行なう必要がございますので、整備にかかる初期費用に加え、その後の運用、

維持管理に係る経費も永久的に発生いたします。光ファイバーケーブルの耐用年数はお

おむね１５年から２０年といわれておりまして、公設整備された地域におきましては、

経年に伴う光ファイバーケーブルの張替などの改修も耐用年数に応じた周期で市が行な

うこととなり、初期整備時における補助以上に多額のランニングコストが必要になると

思われます。 

 このような理由によりまして、玉名市で整備を行なう場合は、現状の国の補助メニュ

ーは活用せず、整備の際に一時的に多額の経費が必要にはなりますが、補助による成約

のない、民設民営一部補助型による整備を検討したほうが長期的な観点からは望ましい

と思われますので、今後、国や通信事業者の動向と地域の状況などを見極めながら検討

してまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） それでは、再質問を行ないたいと存じます。 

 その前にまず、今回の一般質問につきましては、答弁にＡＤＳＬやあるいはケーブル

インターネット等の説明もございましたが、これは除き、光回線に限定して議論をさせ

ていただきたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。 

 まず、１点目に、現在光回線の未整備地域として、局単位では、答弁には石貫局、横

島局、天水局の答弁でございましたが、具体的にこの地域は、あるいは集落はどこを差

しておるのか。また、その地域、集落ごとの世帯数と人口はどの程度になっておるの

か。結局は未整備地区にどの程度の方々が生活をなさっているのか、それを知りたく質

問したいと存じます。 
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○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 内田議員の光回線未整備地域の具体的地域とその世

帯数、人口についてお答え申し上げます。 

 玉名市内の光回線未整備地区は、電話交換局単位で石貫局、横島局、天水局となりま

す。 

 まず、石貫局エリアはおおむね石貫１区から５区と月瀬、箱谷の一部、三ツ川全域と

なっており、横島局の場合は、合併前における旧横島町全域。天水局におきましても、

同様に、合併前における旧天水町全域がそれぞれのエリアとなっております。 

 それから、光回線未整備地区の人口と世帯数についてでございますが、平成３０年３

月３１日現在の状況で申しますと、ただいま申し上げました石貫、横島、天水合計いた

しまして、人口で１万３,０２２人、世帯数で５,０３２世帯となっております。また、

玉名市全体の人口は６万６,８５０人、総世帯数が２万７,４８９世帯となっております

ので、未整備地区の割合は、人口で申しますと１９.５％、世帯数で申しますと１８.

３％でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） 人口比率が２０％弱の方々がまだ未整備地区と、世帯数では

１８％ちょっとのぼると。相当な方々がこの光回線の、俗にいう恩恵といいますか、情

報化社会の一応社会的には、当然整備されるであろうサービスを受けることができない

と、こういう現状があろうかというふうに考えております。 

 それでは次に移ります。 

 先ほど光回線の整備効果として、定住促進や企業活動の活性化等があるとの答弁がご

ざいました。半面、未整備地区のハンデとしましては、携帯電話購入時の格差などもあ

るようでございますね、機種によっては。また、近年若年層の移住希望世帯では、上下

水道の整備とこの光回線の整備が必須とされておるようでございます。この光回線の整

備、これは子ども夫婦や孫世帯、あるいはＵターン希望を含めましたインフラ整備にな

りまして、今や生活基盤であります。特に、ただいま申されましたようなところは、若

い農業従事者、あるいは後継者もおいでになります。また、各種土木、建築、商業な

ど、あらゆる事業者がおいでになりまして、その生産基盤の活動の基盤基礎ともなって

おります。このままこの課題を放置することはいわゆる地域管内での格差を拡大をさ

せ、ひいては玉名市全体の均衡ある発展を阻害することともなり、１つの大きな要因と

もなります。これは合併前だったかと思いますが、平成１３年前後でしたか、まだ合併

議論が始まるか、始まりませんか、そのころの天水町で公共、これは機関でしたかね、

インターネット整備事業を他の自治体に先駆けまして、天水町で導入した経緯もござい
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ます。そういうときに現副市長は、これは担当でございましたかね、財政的な担当をな

さっておったと思います。恐らく合併しなければ早めに恐らく全世帯に光回線を整備し

たと思っておりますが、このような形で合併をした。さらにはまだ先ほどの地域が、未

整備地域が存在するということは、これはどのように副市長としては受けとめておられ

ますか。また、天水にもお住まいでもあります。私たちと同じような地域でさまざまな

要望の声等々が届いているというふうに考えておりますが、副市長のこの要望、あるい

は市民の思いについて、どのような受けとめ方をなさっているのか伺いたいと存じま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 副市長 村上隆之君。 

○副市長（村上隆之君） 内田議員の再質問にお答えします。 

 基本的に私が考えておりますのは、近い将来やはり地域間格差の是正、それからやは

り企業誘致、そして議員もおっしゃられました若年層の定住化等には、やはりこれは必

須なものでございますので、民設民営での一部補助、これをやはり実施する必要性があ

るのではないかというふうに思っております。そして議員も先ほど申されました一部ひ

まわりてれび等の問題がありますが、これは横島に今全域にもう張り巡らされておりま

す。これが光回線と同等のスピードと同じような料金形態の中で整備されておりまして、

また、天水町にもひまわりてれびが相当入ってきておりまして、光回線が入っているの

と同等の整備がなされております。しかしながら一事業社がもしも撤退された場合に、

やはりその基盤となるものがなくなるわけでございますので、一番やはり必要性とする

のは民設民営で、すべての世帯に整備を行なう一番基本的な部分というのは、やはり必

要かなと思っておりますので、整備を進めていければというふうに考えておるところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） それでは、３点目に、先ほどの答弁で公設の場合は過疎地域

や離島などの条件が非常に不利な地域では、国の財政措置として２分の１から３分の２

の補助があると。また、玉名市においては市内の一部に辺地が存在するので、３分の１

補助事業には該当するが、公設の場合は先ほど説明がありましたように、初期投資、あ

るいは維持経費、あるいは改修経費等々が多大になるから適当ではないという見解のよ

うでございました。私もそのとおりだと思っております。 

 そこでただいま副市長も申されましたが、民設民営一部補助型という整備方法ならば

という答弁でございまして、私も当然そちらのほうが玉名市の財政状況等々から鑑みま

すと適切ではなかろうかと思ってもおります。 

 そこでまず、この事業にどの程度の事業費が必要となっておるのか、その事業費につ
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いて、また、玉名市からどの程度の民設民営の場合財政負担が必要になってくるのかお

尋ねしたいと存じます。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 内田議員の再質問にお答えいたします。 

 民設民営一部補助型により整備した場合の総事業費と市の財政負担についてでござい

ますが、玉名市の光回線未整備地区３局を同時に民設民営一部補助型による整備を行な

った場合、同じ民設民営一部補助型で整備を行ないました近隣の自治体の状況から推測

いたしますと、１局舎エリアごとに約３億円から３億５,０００万円程度の費用が必要

になっているようでございます。これを玉名市の状況に当てはめますと、総事業費で約

９億円から１０億５,０００万円程度と推測されます。さらにこの中での玉名市の負担

額でございますが、こちらも同様に近隣の民設民営一部補助型により整備した自治体の

状況で申し上げますと、おおむね３５％から５０％の負担割合となっております。この

ような状況から推測いたしますと、推測した総事業費により算出いたしますと、おおむ

ね３億１,５００万円から５億２,５００万円という金額が玉名市の負担額になるのでは

と推測をしているところでございます。 

 ただし、今申し上げました金額でございますが、あくまでも予測でございまして、実

際には民間の通信事業者が行ないますため、現時点では推測ということで御承知おきく

ださい。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） ただいま総事業費が９億円から１０億５,０００万円程度、ま

た、その中で玉名市の財政負担が３５％から５０％で、おおよそ３億円から５億円の範

囲内だろうということで、これは実際、民間の通信事業者等から見積もりをとられた数

ではないでしょうから、ぜひ、１回これはきちっとした形で見積もりをとりませんと、

なかなか現実的な事業計画を立てられるにしましても、財政改革も立ちませんでしょう

し、自己負担の割合はわかっておりますものの、具体的な自己負担額そのものが算出で

きませんので、どうか一つ、ぜひ早めに民間の事業者等々からこのおおよそという形で

なくて、近隣の、先ほど申されましたのは近隣の事業形態を鑑みて、これ位だろうとい

うことでしょうが、ぜひ、早めに民間の事業者からでも見積もりをとって、ある程度本

来の事業費に近い数字を出されて、それからぜひ、検討を進めていかれるならばと思っ

ております。 

 次に、４点目に、先ほど申し上げましたように、相当の金額が玉名市の自己負担が必

要となってきておりまして、現在の民設民営の一部補助という形ならば一般財源から捻

出するという方向性は、これはもう先ほど申されたとおりでございます。この財政上の
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課題といたしまして、政府は第３０次中央制度調査会の提言を受けまして、平成２６年

度から、これは基本的な考えといたしまして、平成の合併により市町村の面積が拡大

し、市町村の姿が大きく変化をしておりまして、合併時点で想定されなかった新たな財

政事情が生じており、これを地方交付税に反映することとしております。平成２７年、

平成２８年度もこれは拡大するという当時の方針がなされております。これは合併市町

村の支所が住民サービスの維持向上、あるいはコミュニティの維持管理や災害対応に重

要な役割を果たしていることに着目して、国が交付税算定に反映すると、このような経

緯がございます。その当時の答弁では、玉名市において、この手当ての交付税の算定そ

のものが岱明、あるいは横島、天水の各支所の住民サービスの向上、あるいは支所機能

の充実、強化として、約６億６,０００万円ほど算定をされておると、そういう見込み

の答弁があっております。 

 そこで伺います。この新しい交付税、平成２６年度に創設されました新しい交付税措

置は現在もこれは継続しているものと思いますが、いかがになっておりますか、お尋ね

したいと存じます。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） ただいま内田議員が申されましたとおりに、地方交付税の

支所に要する経費の算定についてでございますけども、こちらのほうは平成２６年度よ

り３カ年をかけまして見直しが行なわれたところでございます。額にいたしまして、約

６億７,０００万円が加算をされているという状況になっているところでございます。 

○議長（中尾嘉男君） 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長いたし

ます。 

 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） それでは、今もって結局は合併市町村の当時、非常に合併し

た支所そのものが活力をなくした、あるいはコミュニティがうまい具合に形成ができな

い、あるいは災害とかに対応が非常に手遅れになる可能性がある。さまざまな形でその

支所、いわゆるところの支所、もとの町部に配慮をした交付税措置をとったわけで、恐

らくこれも前回説明がありましたように続いておるということでございます。財政的な

裏付けとするならば一般財源という答弁の中で、やはりどうしてもこういう交付税、こ

れがもうその６億６,０００万円きちっと歳入に値するということではございません、

算定ですから。これはもう皆さん方が御案内のとおりの交付税制度がございます。た

だ、先ほどから申しておりますように、市民のサービスの向上のために国はこういう制

度を特別につくって配慮をしております。一つの大きな財源の裏づけになるものという

ふうに考えております。この事業をまず具体化するためには、先ほど申しましたように

ある程度きちっとした見積もりと同時に、やはり実施計画に、さまざまな検討後に実施
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計画という形で公にされる必要があるというふうに考えております。 

 また、その件と未整備地区を整備する場合はどの程度の期間が係るのか、仮に先ほど

申されました３局を順次といいますか、計画的に整備するとしましても、どの程度の期

間で整備することができるのか、お尋ねしたいと存じます。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 内田議員の再質問にお答えいたします。 

 まず、光回線整備を玉名市で新規事業として行なう場合の市役所内の手順といたしま

しては、本事業の主管課となります情報管理課が企画経営課のほうに提案を行ないまし

て、そこから企画経営課、財政課でのヒアリングを経て、企画審議会において審議され

る流れとなります。企画審議会では、厳しい財政状況の中で、質の高い行政サービスを

提供するため、必要性、有効性、優先度や効率性など複数の観点から審議を行ない、事

業実施の可否が判断されます。採択された事業につきましては、その後実施計画に登載

し予算要求する流れとなります。 

 光回線の整備につきましては、平成３０年度の企画経営部内での重要取り組み項目の

一つとしても掲げておりまして、デジタルデバイド、いわゆる地域間の格差に向けた検

討は行なっているところでございます。 

 なお、期間でございます。玉名市内の未整備地区の光回線の整備に要する期間でござ

いますが、これは例えば、３局同時に整備をした場合の想定でございますが、近隣の自

治体の実績などから予測いたしますと、おおむね３年程度の事業期間が必要になると考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） 相当期間もかかるようでございますね、すぐ直ちにできあが

る代物ではないということと、先ほど申されましたように、やはり実施計画にきちっと

した形で提示するためには、内部でさまざまな検討を議論なさって、ぜひ、早めに実施

計画に提示をしていただきたい。そうしませんと、もう月日はたつばかりになってまい

りますし、もう地域住民の方々は、もう４、５年前からこれは要望として挙がっておる

ようでございます。どうぞその点は早めに検討を始めていただきたいと考えておりま

す。 

 また、この事業を行なうことは財政措置としては答弁から拝察しますと、市町村の単

独事業にならざるを得ませんし、恐らく玉東町などもそのような形で地方債を起こし

て、これは実施されたものと受けとめております。この光回線事業は、いわゆる一般単

独事業債の発行における範疇にあろうかと思っておりますが、かつて地方債の借り入れ

率は７％から８％と非常に高金利の時代がございましたが、現在は日銀の政策によりま
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して、非常に低金利となっておりますが、地方債の利率、これは予算書では４％以内と

の表示がなされておりますが、現在はどの程度の利率で地方債の率は推移をしておりま

すか、お尋ねをしたいと存じます。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 内田議員の再質問にお答えをいたします。 

 光回線の整備を行なう場合に、合併特例債のような財政措置の優遇措置はございませ

んけども、ただいま申されましたとおり、一般単独事業債というふうなことで充当率７

０％、それから普通交付税の措置はないということでございますが、そちらのほうは活

用は可能ということでございます。 

 また、直近の銀行からの借入利率といたしましては、０.５から０.６％の利率で現在

借入を行なっているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） 非常に７％、８％の高金利の時代は、一つの大きな事業をし

ますともうこの金利をまず返すことが非常に長期間にわたって、実際の借入金よりも多

いというような時代もございましたですね、その点から比べますと非常に低金利になっ

て、今答弁では０.５％から０.６％と非常にありがたい金利になっております。ぜひ、

財政負担もそれほど金利面からは大きな障害にはならないというふうに考えておりま

す。 

 最後に、市長に伺いたいと存じます。 

 地方債、あるいは交付税措置等の財源につきましては、現在借金もあり市長もこの事

業につきましては、十分に把握をされているものと考えております。まず、この未整備

地域についての要望、あるいは民意については、市長はどのような受けとめ方をされて

いるのか伺いたいと存じます。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 内田議員の再質問にお答えします。 

 私のほうからも先ほど副市長のほうから答弁をいたしましたけれども、おおむね中身

としては同じ内容になるというふうに思います。企業誘致の面にしても少子化対策の面

にしても、当然、農業、商業、工業、すべての面においてどうしても必要なものだとい

うふうに思っております。従いまして、整備する必要があるというふうに、私も認識を

しております。その中でこれまでも何度となくＮＴＴさんのほうとも面会をさせていた

だいております。詳しく金額はまだ出ておりませんけれども、県北のエリアのこの光回

線がカバーされているその地図というものを見ましても、要するに石貫、横島、天水、

そこだけが空白地としてあいている。玉名市としても市長の立場としても、それを見な
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がらこれはいかがなもんかなというふうに感じているところでもあります。当然のこと

ながら、デジタルデバイト、地域間格差是正の観点からもやはり整備をしていく必要が

あるというふうに認識をいたしております。その中で、これから業者、ＮＴＴのほうと

もしっかりと話、交渉をしていかなければならないというふうに思いますけれども、先

ほど部長のほうから金額のほうはおおむね概算としての金額のお伝えがあったというふ

うに思いますけれども、持ち出しのほうで３億円から５億円ということで、４億円と計

算しまして、３カ所ですね、３局一遍にするとそういった金額なるということになると

思います。これが横島がひまわりてれびさんが入っているので、そこは必要ないだろう

とかそういう話の中で、個別にいきますと、これは１局、１局ごと膨大な金額がかかっ

てまいります。恐らく７億円から８億円ぐらい、１局ずつを個別にやっていくと、そう

いうことになるんだと思いますので、やはり整備をするときには、一斉にすべての局を

整備すべきではないかというふうにも考えておりますので、そういうところで捉え、ま

た、部のほうでも先ほど申し上げたとおり、重要取り組み事項の一つとして掲げながら、

これまでもしっかりと協議をしてきておりますので、議員おっしゃられるとおり、その

手続きの面としても、これからは整備をするんであれば進めていかなければならないと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） 特にこれは未整備地区の方々、私たちが生活を日々しており

ます天水地域の方々からの要望、あるいは希望というものは非常に切実なものがござい

まして、１０代から３０代、４０代、５０代前後までの青年層、あるいは壮年層の方々

からは、これは新市長に対する期待が非常に大きなものがあるというふうに考えており

ます。１日も早く事業化へのスケジュールを編成されまして、地元、あるいは財政当局

と協議をされて、先ほど申されましたように、事業期間としては３年ほどかかるという

ことでございます。この任期中には、ぜひ、きちっとした形でスタート、新しい事業と

してスタートができるならばと思っております。ぜひ、御努力いただき、この任期中

に、何らかの形でこの光回線の整備というものが将来にわたって市民の皆様にとって一

つの明るいものになればというふうに願っております。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、内田靖信君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ４時０３分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ４時２０分 開議 
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○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 １０番 德村登志郎君。 

［１０番 德村登志郎君 登壇］ 

○１０番（德村登志郎君） 皆さんこんにちは。本日最後になりました。１０番、公明

党の德村登志郎でございます。 

 過日、皆さんの記憶にも新しいと思います。５歳の女の子が実の母親とその交際相

手、後の父親に虐待され、その結果死亡するという痛ましい事件がありました。私自

身、ちょうど同じ年頃の子どもがおり、なぜ、この痛ましい事件が防げなかったのか憤

りを感じるとともに、だれもが真剣に考えなければならない問題だと改めて感じており

ます。女の子を冥福を祈りながら、子どもたちが安心して暮らせる社会にする決意で臨

みたいと思います。 

 それでは、通告に従い一般質問させていただきます。 

 まず、生活困窮世帯の子どもの学習支援についてお尋ねします。生活困窮世帯の子ど

もたちに手厚い支援を行なうべく、厚生労働省は２０１８年度予算で経済的に苦しい家

庭の子どもに対する学習支援事業を拡充し、高校中退者らを含む１０代の高校生世代の

進学や就労に向けた支援を強化することにしました。これは十分な教育を受けられず

に、貧困が親から子へ受け継がれる貧困の連鎖を防ぐ観点から、公明党が推進してきた

ものでもあります。学習支援は２０１５年施行の生活困窮者自立支援法に基づき、社会

福祉事務所がある自治体が任意で行なう事業であります。２０１７年度では、該当する

９０２自治体のうち、過半数の５０４自治体が取り組み、ボランティアが無料で勉強を

教えたり、放課後の居場所を提供したりしています。利用者は２０１６年度で約２万人

にのぼっています。従来、学習支援は、高校進学支援などに主眼が置かれており、中学

生が利用者の６割強を占めております。一方で高校生や高校中退者、中学卒業後に進学

も就労もしていない子どもへの支援の不足が指摘されていました。 

 そこで今回の拡充は、自治体の支援員の増員などにより、困窮世帯の高校生世代が希

望する進路を選べるように後押しするようになります。支援員は、元教員などを想定し

ており、高校生や進学を希望する中退者には基礎学力の習得や授業のフォローアップを

実施します。就労を考える中退者には、就職情報の提供などを行ないます。中学卒業後

進学していない子どもには、生活習慣の改善や孤立感の解消などの手助けを行ないま

す。このほか、厚生労働省は貧困の連鎖を防ぐには、早い段階からの支援が重要である

として、小学生への支援も充実させるとしています。親の事情で学童保育に通えない子

どもがいる家庭などに支援員が巡回訪問し、早寝早起きや宿題を行なう習慣づくりで助

言したり、子育てについて親からの相談に応じたりするようです。 

 そこで、３点お尋ねいたします。 
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 本市においても学習支援が実施されていると思いますが、１、学習支援の現状につい

て。２、高校中退者を含む１０代の「高校生世代」の学習支援拡充について。３、小学

生への学習支援の充実について。 

 以上、答弁をお願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

［健康福祉部長 松野信生君 登壇］ 

○健康福祉部長（松野信生君） 德村議員の学習支援の現状についての御質問にお答え

いたします。 

 平成２７年４月に生活困窮者自立支援法が施行され、その制度の中で学習支援事業が

ございます。これは生活困窮家庭の子どもに養育相談や学びの場を提供することにより、

子どもが引き続き生活困窮となる貧困の連鎖を防止するためのもので、本市では、小学

生から高校生を対象としております。 

 この学びの場における本市の実績でございますが、これは学校法人松本学園にお願い

をしておりまして、事業開始初年度の平成２７年度９名でしたが、平成２８年度２１名、

平成２９年度２８名となっており、直近の平成３０年５月末現在の利用者は、小学生１

５名、中学生１０名、高校生３名の計２８名となっております。 

 また、学習支援の現状といたしまして、平成２９年度を例に挙げますと、スケジュー

ルについては月曜日から木曜日までの４日間の夕方約１時間半から２時間半を充て、そ

の内容につきましては、宿題支援、教科書に沿った学習支援、定期テスト対策や苦手分

野の克服及び家庭学習定着への支援等を行なっております。この学習支援以外にもあい

さつの励行、時間厳守、整理整頓等の生活指導を行なっております。また、毎月行なっ

ている生活困窮者自立支援調整会議において、学習支援事業の状況報告、課題提示が行

なわれており、児童が在校している学校の担任、養護教諭、スクールカウンセラー等と

も情報共有をするとともに、今後の対応についても協議をしています。 

 学習意欲が低く、学習教室に参加できてない児童もいますが、放課後学校の教室まで

迎えに行く送迎方式を実施したことにより、ほぼ毎回参加できるようになっております。

学習支援事業を利用している子どもたちや保護者に行ったアンケート調査からも勉強す

ることに意欲的になった。以前に比べ手伝いをするようになった。精神的にも落ち着い

て生活できるようになった。等の肯定的意見が寄せられていることから、学校からの学

習内容要望も含め、よりよい支援ときめ細やかな学習指導ができるようになったことが

本市における学習支援事業の成果と思われます。 

 学習支援事業の方針としましては、発達障害や複雑な悩みを抱える子どもたちに対し

ては、心のケアに努めるとともに、さらに魅力ある教室づくりに努め、参加しやすい環

境を整えてまいります。 
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 なお、スタッフとしましては、教育支援員２名、学生の支援員１名の計３名で対応し

ております。 

 次に、高校中退者を含む１０代の「高校生世代」の学習支援拡充についての質問にお

答えします。本市においては、平成３０年度当初における高校生の学習支援は３名おり

ます。熊本県に問い合わせたところ、平成２９年度の熊本県下の生活困窮世帯への小学

生から高校生世代の学習支援実施率は１００％でございました。全国平均の５６％と比

較しますと、熊本県は全国平均よりも進んでいる状況でございます。 

 次に、小学生への学習支援の充実についての御質問にお答えします。德村議員の質問

の趣旨は、巡回、いわゆるアウトリーチ型の学習支援の取り組みについてはどうかとい

うことで答弁いたします。 

 本市においては、平成２８年度に三ツ川小校区にある公民館を使用して、学習支援の

アウトリーチを行なったところでございます。今後、このようなケースがある場合には、

学習支援事業の拠点からの距離、それにかかる時間、人員等、総合的に検討し、巡回型

の学習支援とするのか、学習支援事業の送迎でするのかを決めいていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 德村登志郎君。 

○１０番（德村登志郎君） 答弁ありがとうございました。 

 幾つかちょっと再質問をさせていただきたいと思います。 

 本市においては、松本学園が中心となった学習支援事業「ジョイスタ」のほうがある

ということで、大変参考になりました。 

 また、訪問型の支援も拠点を決めてやってらっしゃるということだったんですけれど

も、必ずこの学習支援というのはボランティアスタッフというものが必要になってくる

かと思いますけれども、この玉名市のこのボランティアスタッフに関しては、例えば、

交通費等の支給はなされているのか、また、そのボランティア自体がまた有償なのか、

無償なのかというところを答弁いただけますでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 後ほど答弁いたしますけど、よろしいでしょうか。 

○１０番（德村登志郎君） よろしくお願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 德村登志郎君。 

○１０番（德村登志郎君） それでは、もう１点、部長の答弁の中にも若干触れてあり

ましたけど、実施場所ですね、その学習支援を選ぶ実施場所をつくったときに、当然、

送迎が必要になってくるかと思うんですけれども、こういうのも自治体によっては送迎

をボランティアスタッフが行なっているとかというような対処をとってるというのもあ

ったんですね、場所がその公民館というふうに決めると、やはり特に田舎であれば、５
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キロ以上離れているとか、そういうことも想定されますので、そういう場合のもし対処

法を考えられていたら、その辺の部分の答弁をいただければなというふうに思いますけ

ど、よろしくお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 後ほど一緒に答弁いたします。 

○議長（中尾嘉男君） 德村登志郎君。 

○１０番（德村登志郎君） じゃあ、最後にもう１点、この学習支援の対象者になる生

徒さんですね、そういう方に参加の呼びかけがどのように行なわれているのか。私が一

応、調べた自治体では、いろいろ学習支援の活動の様子を記録して、そういうものを頼

りにして発行していると。そういうものをこの事業を利用していない世帯の子どもたち

にも、そういう対象になる世帯には、全部それを発送しているという自治体もあるみた

いです。その頼りの内容を見て、興味があれば「ああ、利用できるんだ。」と、「利用し

たいな。」ということがあれば、例えば、年度の途中からでも参加できるようにしてあ

ったりとかですね、してあるみたいなんですけど、その辺も何かそういう玉名市でもそ

ういうたよりみたいなものをつくって、また、そういうものをそういう対象の世帯に配

付されているのかどうなのかというところもお聞かせして貰えればと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 一緒に答弁させていただきます。 

○議長（中尾嘉男君） 部長、これは通告あっとらんとですか、あっとるとですか。 

○健康福祉部長（松野信生君） いえ、聞いてませんでした。 

［「はっきりせい、はっきり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） しとらんとね、通告は。 

○１０番（德村登志郎君） いや、再質問の部分ですから、関連する部分は質問させて

貰います。 

○議長（中尾嘉男君） ちょっと議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ４時３６分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ４時４２分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 先ほどの答弁いいですか。 

 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 先ほどの再質問につきましてお答えいたします。 

 送迎につきましては、どうしてるのかということだったんですけども、これは先ほど

の松本学園に対する委託料の中に含まれているということでございます。それと学生が
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先ほど１名いるということで御説明しましたけれども、学生支援については有償ボラン

ティアということになっております。それから、市民へのチラシとかそういうものはな

いかということですけれども、相談事業の中でこれを知らしめてると。ただ、それ独自

のチラシはなくて、この全体の事業のチラシの中には載っているということでございま

す。相談事業の中で、必要な時に配付するという形をとってるみたいです。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 德村登志郎君。 

○１０番（德村登志郎君） 答弁ありがとうございました。 

 ボランティアスタッフ、特に学生は私も有償ではないのかなというふうに思ったの

で、ちょっと確認したかったので、有償であれば、また、そのことをしっかり学生もボ

ランティアでありながら、ちゃんと労働賃金も貰えるわけですから、しっかりまた拡充

もしやすいのかなというところもあります。 

 それと送迎に関しても、いろんな実施場所によってやっぱりいろんな送迎が必要にな

ってくるので、どのような対応をなさっているかということで、松本学園のほうでなさ

ってらっしゃるということで確認が取れたところであります。 

 それと、特にこの学習支援の活動の様子はやっぱり随時記録としてたよりみたいな形

にして、対象になるような世帯の子どもたち、家庭世帯に発送していただければなと、

そんなにたくさんな世帯にのぼるということじゃないかと思いますので、それで対象と

なる世帯の子どもたち、また、親御さんたちが学習支援を今回、また、受けさせてみよ

うかなというようなことも、その内容を見ながらできるんじゃないのかなと思いまし

た。 

 そういう形で、済みません再質問を終わります。 

 生活困窮者自立支援及び生活保護部会の報告書によりますと、高校生や高校中退した

人、また、中学卒業後進学や就労していない人などの高校生世代、１０代の若年層に対

する支援が不足していると。学習支援だけでなく、自立に向けた相談支援が必要であ

り、教育部門との連携はもとより、就労支援機関との連携も含めた方策を検討すべきで

あるとあります。また、中学校を中退した人、中学卒業後進学や就労していない人など

の自分の将来への意欲向上や具体的イメージの形成を促すことが必要ですし、希望する

進路、就職、再就学、進学の選択のために基礎づくりも必要だと思われます。また、同

報告書には、家庭で机に向かう習慣がないことが低学力につながる恐れがあることや中

学生になると支援につながるまでの関係構築が難しいといった観点から、小学生や就学

前からの早期支援が必要との指摘もあっているようです。本市におきましても、ぜひと

もこの貧困の連鎖を防ぐこの学習支援事業を拡充させていただきたいことを要望いたし

まして、次の質問に移りたいと思います。 
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［１０番 德村登志郎君 登壇］ 

○１０番（德村登志郎君） 続きまして、いじめ通報アプリの導入についてお尋ねしま

す。 

 先月、文教厚生委員会の行政視察で、千葉県柏市を訪問いたしました。柏市では、匿

名でいじめを通報できるアプリ「ＳＴＯＰｉｔ（ストップイット）」を昨年５月から公

立学校としては全国で初めて市立中学校で取り入れ、全生徒を対象に無料で提供してい

ます。実際、導入後、まだ１年足らずですが、その効果は従来の電話、メールに比べて

相談件数が４倍に跳ね上がり、インターネットやＳＮＳを通じたいじめの件数も減少し

たそうです。 

 柏市教育委員会は、本年度も継続するとともに小学校のモデル校を選んで、高学年の

児童にも導入する方針を出しています。そのアプリ「ＳＴＯＰｉｔ（ストップイッ

ト）」は、２０１４年に米国で開発されたスマートフォン用アプリです。周囲で発生し

たいじめを被害者や第三者が匿名でチャット形式での報告、相談できるのが特徴で、文

章や画像などを送り、匿名のまま送信先とやりとりができます。パソコンでの利用も可

能で、緊急時にはアプリ内に表示された相談窓口の電話番号表示につなげることもでき

ます。販売元、東京都のストップイットジャパンによると、米国では約６,０００校の

３３２万人が利用し、実際にいじめの減少が報告されているそうです。柏市の担当者に

よると、各中学の５０％から８０％ほどの生徒がスマホをもっているといい、生徒にと

っては身近で使いやすいアイテムのようです。アプリはタブレットやパソコン、インタ

ーネット接続可能なゲーム機でも利用できるそうです。アプリ導入は、スマホ所持を推

奨することになるのではないかとの導入反対意見もあったそうですが、事実上、子ども

たちに普及しているスマホであれば、有効に活用すべきとの判断に至ったようです。 

 柏市では、発信者の情報は学校名と学年のみの匿名の形で、いじめの情報を市教育委

員会に伝えられます。生徒から送信があると、市教育委員会内の２部署、いじめ・非行

担当部署と少年補導センターに通知が届き、担当者は通知があれば必ずその生徒に返信

します。例えば、「学校に連絡してもよいかなどを生徒とやりとりし、慎重に対応して

いきます。」と、話されています。気軽に通知、相談ができることで、日常的にやりと

りをする生徒もいるそうです。このアプリが生徒に寄り添うことができるツールでもあ

ると感じた話でした。文部科学省の全国調査によると、２０１６年度の小中学校と特別

支援学校でのいじめの認知件数は、前年度比９万８,６７６件増の３２万３,８０８件

と、過去最多を更新しました。千葉県内に限っても、３万１,６１７件と３年連続で全

国最多となっております。今回アプリを導入した柏市では、いじめ認知件数が最も多か

ったのが中学１年生であり、アプリによる相談も３分の２以上が中学１年生から寄せら

れており、中には教員とのかかわりに悩みを抱えた相談などもあったといいます。入学
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して人間関係が余り構築されていない１年生を中心に早く手を差し伸べるべきだと感じ

ました。 

 そこで柏市の事例を踏まえ、２点お尋ねいたします。１つ、本市のいじめ相談の現状

について。２、千葉県柏市等で導入されているいじめ通報アプリ「ＳＴＯＰｉｔ（スト

ップイット）」について。 

 以上、答弁をお願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） 德村議員の小中学校におけるいじめの現状についての質問

にお答えいたします。 

 玉名市教育委員会では、平成２４年度から玉名市独自の小中学生を対象にした、いじ

めの有無や日常生活の様子を知るためのアンケート調査「タマにゃんチェック」を月１

回程度実施し、いじめの早期発見、きめ細かな教育相談等による解決に努めております。

また、すべての学校にいじめ対策校内委員会を設置し、組織を上げて共通理解を図り、

早期対応、解消に努めているところでございます。また、県教委による心のアンケート

において、いじめに関する調査を毎年行なっており、昨年１月時点でいじめと捉え対応

した児童生徒は７名おりましたが、３月末時点でいじめが継続していると回答した児童

生徒はおらず、いじめの解消率は１００％でございます。この結果からしても重大ない

じめ事案と認知するものはありませんでした。さらに、本年度も現在のところ教育委員

会の２名の教育相談員へのいじめに関する相談は挙がっておらず、現在のところ教育委

員会といたしましては、重大ないじめ事案は認知していないところでございます。 

 次に、千葉県柏市等で導入されているいじめ通報アプリ「ＳＴＯＰｉｔ（ストップイ

ット）」についてお答えいたします。導入についてどう考えるかとの質問でございます

けれども、ＳＮＳの普及に伴い、インターネット上で行なわれているいじめ対策と同時

に、最近の若年層の用いるコミュニケーションの手段としてＳＮＳが圧倒的な割合を占

めるようになっている実態でございます。ＳＮＳを活用した相談体制の構築が喫緊の課

題となっております。 

 議員御指摘の千葉県柏市では、市内の中学生がいじめ通報アプリを無料でダウンロー

ドできるようにし、昨年は１万人の対象者のうち４８６人が登録したとのことです。い

じめの相談件数は、前年度の電話とメールの相談に比べまして５倍の１３３件に急増し、

そのうち４割に当たる５６件は、いじめやネットトラブルに関する相談だったとのこと

です。柏市教委は中学生の本アプリの活用により、いじめが深刻になる前に対応できる

と評価し、今年度はモデル校を選んで、小学校でも導入する予定であるとの報道がされ

ております。このような中、今年度幾つかの地方公共団体が独自の取り組みを進めてお
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り、熊本県においても昨年の通報窓口アプリの試験導入が実施されて、県北においては

玉名高校及び玉名高校附属中学校が指定校となっております。それらの取り組みから、

今年３月２８日に、文部科学省よりＳＮＳ等を活用した相談体制の構築に関する当面の

考え方の最終報告が出されております。これには、今後の方向性とともに、さまざまな

留意点が示されております。今後、この報告書をもとに、今後実施される地方公共団体

におけるＳＮＳ等を活用した相談に関する取り組みの成果や課題等を踏まえ、ガイドラ

インが出されることが検討されております。それらを参考にしながら、システム導入に

ついて、今後検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 德村登志郎君。 

○１０番（德村登志郎君） 答弁ありがとうございました。 

 玉名市独自のいろいろ対策をいろいろお聞きしまして、いじめも７名報告を受けてい

て、それも解決したと。ただ、いじめがわからないのは、やっぱり潜在的に存在してる

というところで、そういう意味でやっぱりこういうアプリがまた有用ではないのかな

と、私自身は感じております。 

 柏市では、いじめ防止基本方針の改定から３年目を迎える２０１７年いじめ傍観者に

ならないことに視点を当てた指導に力を入れているそうです。アプリはいじめの抑止力

になるとして期待されており、同時にいじめが起きる雰囲気をつくらないように教育が

行なわれております。担当者は、教育現場では、クラスがいじめ問題に敏感かどうかと

いった雰囲気次第でいじめが悪化することもあれば、解決しやすくなることもあります

と語っております。いじめ傍観者にならない、自分も当事者だと意識を持って貰えるよ

うにする。ここに手腕をおいた授業を実施し、アプリ「ＳＴＯＰｉｔ（ストップイッ

ト）」の使い方の説明もこの授業内で行なっているそうです。 

 本市においても、このいじめ通報アプリは大変有効だと確信しております。ぜひと

も、いち早く導入を答弁のとおり御検討いただき、子どもたちがいじめのない学校生活

を送れるよう、尽力していただきたいと要望してこの質問を終わりたいと思います。 

［１０番 德村登志郎君 登壇］ 

○１０番（德村登志郎君） 次に、キッズウィークについてお尋ねいたします。 

 休み方改革へ、今、自治体の動きに注目が集まっております。ゴールデンウィークの

ような大型連休を地域ごとに新たに設け、家族が一緒に過ごせる時間を増やそうとする

取り組みが各地で動き始めており、これはキッズウィークと呼ばれるもので、政府が進

める大人と子どもの休み方改革の一環です。公明党が昨年５月政府の経済財政運営と改

革の基本方針、いわゆる骨太の方針策定に向けた政府提言の中で主張し反映されたもの

です。柱は学校の長期休暇を分散化することになっており、例えば、夏休みのうち５日
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間を別の時期に移動し、前後に土日を絡めて９連休とすることなどが想定されていま

す。休日をどう分散化するかは自治体の判断に委ねられています。公立学校の休業日や

教育委員会の判断で決めることができますが、政府は昨年９月学校教育法の施行令を改

正し、家庭や地域での体験的な学習活動のためにも休みを設けられることを明示しまし

た。自治体がより柔軟に取り組めるようにした点がポイントになっております。キッズ

ウィークにはさまざまな効果が見込まれております。地域の行事にあわせて休日を設け

れば、子どもが家族とともに参加しやすくなります。連休が地域によって分散されれ

ば、ゴールデンウィークやお盆期間のような混雑を避けられます。観光業界にとっても

年間を通じて安定した需要が期待できます。例えば、本市においてはしょうぶまつり期

間をキッズウィークにするなどが考えられると思います。 

 文部科学省の調査によれば、４７都道府県のうち、キッズウィークを既に導入してい

るのは７団体、導入を検討中が２１団体にのぼっております。また、市町村でも導入が

相次いでおります。本市においてもこれからの課題だとは思いますが、今現在、このキ

ッズウィークの導入検討についてはいかがなものか、答弁をお願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） 議員のキッズウィークの導入の検討についてお答えいたし

ます。 

 政府の発表によりますと、キッズウィークは地域ごとに学校の夏休みなど長期休業を

分散化すること等により、大人と子どもが一緒に休日を過ごす機会を創出する取り組み

です。消費活性化の一環で、親の有給休暇取得や家族旅行を促す狙いがございます。つ

まり、制度上は子どもの教育という視点を最優先に考えたものではないようです。そも

そも、夏休みの期間は、酷暑のため、学習等に集中しづらい状況があるため、伝統的に

長期間の休業が設定されたものと思料いたします。また、子どもにとって個性を伸長し、

地域に貢献するなど、大変意義のある休みであると考えております。また、本市では、

平成１８年度から授業時数確保と教育効果の向上を狙って２学期制を導入し、夏休み期

間を既に４日間短縮しております。さらに本年度は、新学習要領の改定により、授業実

数の増加への対応から、さらに２日間短縮することとしております。これ以上の短縮は

なかなか厳しいものがあるのではないかと判断しているところでございます。 

 一方、国の提言に基づくキッズウィーク導入となれば、社会的環境の整備が追いつか

ず、子どもは休みでも親が休みを取れず、やむなく休日を子どもだけで過ごす時代が生

じるのではないかと危惧するものでございます。実際、週５日制の導入に当たっては、

家族が一堂に、あるいは地域の方々と時間を共有するということが狙いとしてありまし

たが、それを実現可能とする社会的受け皿が整いませんでした。結果として、親が仕事
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を休めず、核家族が多いこともあり、土曜日を子どもだけで過ごさざるを得ないことに

なったり、地域での受け皿もなく、塾通いが急増したり、ゲームに１日を費やしたりす

るという困った社会現象が生じております。 

 キッズウィーク導入となれば、ますますその状況が強まるのではないかと心配してお

ります。また、学校では他と連携を必要とする各種行事が計画されておりますので、学

校が単独で制度を導入することも難しく、休みを近隣の市町で揃える必要もあります。

できれば、熊本県下で統一されたほうが望ましいとも考える次第でございます。 

 このようにキッズウィークの実施については、社会情勢をしっかり見極めながら、玉

名市という限定されたエリアだけではなく、他の市町の動向を見据えて、連携して取り

組むべきものと考えております。 

 教育委員会といたしましては、今後とも子どもを取り巻く環境の整備状況の進捗を把

握し、可能性を探りながら、子ども第一主義で判断してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 德村登志郎君。 

○１０番（德村登志郎君） 答弁ありがとうございます。 

 答弁いただいたとおり、導入については、いろいろな課題も多いかと思います。特

に、忘れてはならないのは、保護者の有給休暇の取得を促すことだと私も考えておりま

す。企業を初め、社会全体で有休を取りやすい雰囲気づくりが重要になるはずです。人

手不足が深刻な中小、小規模事業者には、職場の生産性を高める支援策も欠かせないと

思います。また、学校の休日に保護者が休めない場合に備え、子どもの居場所づくりも

考えなければならないと思います。いろんなことを、本市においても丁寧に今後検討を

重ねていただいて、この休み方改革を前に進めていただきたいと要望して、この質問を

終わりたいと思います。 

 それでは最後の質問となります。 

［１０番 德村登志郎君 登壇］ 

○１０番（德村登志郎君） 次に、健康マイレージの導入についてお尋ねいたします。 

 近年各自治体で健康マイレージ制度の取り組みが始まっております。市民が主体的に

健康づくりに取り組み健診の受診率向上を図ることに対してポイントが付与され、それ

に応じたサービスが得られるシステムになっております。ポイントを集め楽しむこと

が、健康的な生活習慣の動機づけにつながるというユニークな制度であります。御存じ

のとおり、マイレージは航空会社の顧客サービスの一つです。搭乗距離に応じて会員客

にマイルポイントを付加、ポイント数に応じて無料航空券や商品、座席のグレードアッ

プなどのサービスを提供するというものです。こうしたサービス以外でもフードマイレ

ージなどといった環境への負荷の程度を図る指標としても使われ、なじみのある言葉と
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なりつつあります。 

 健康マイレージは、行政サービスの一つとして取り組みが始まっております。近隣市

の山鹿市においても本年度より、山鹿市健康ポイント事業が実施されます。既に今月か

ら参加者の呼びかけも始まっています。きょうはちょっとチラシをもってきています。 

［德村登志郎君 チラシを示す］ 

○１０番（德村登志郎君） 拡大したものですけれども、これ山鹿市の平成３０年度健

康ポイント事業というチラシで、もう既に６月１日から参加できる方の呼びかけを行な

ってあります。先着８００名様にはウォーキングタオルをプレゼントとかということも

載っております。 

 内容といたしましては、この健康診断、それと人間ドック、がん検診の受診や健康に

関する事業、スポーツ大会、行事への参加、自分で決めた運動を継続して行なうと、健

康づくりに取り組み、対象事業ごとに設定されたポイントを年間合計２０ポイント以上

貯めて応募すると、抽選でさまざまな特典が当たるというものになってるみたいです。 

 山鹿市では、配布されたポイントカードに自分で記入して提出するものですが、埼玉

県で実施されている言葉健康マイレージというのがあるんですけれども、こちらは参加

者が専用アプリをダウンロードしたスマートフォン又は送付される通信機能付き歩数計

を身につけ、歩くとポイントが付与される仕組みが導入されております。１日に３,０

００歩で３００ポイントが貯まり、３カ月ごとに３万ポイント貯めると、自動的に抽選

に応募されて、県特産の農産物が当たるようになっているそうです。 

 本市におきましても、既に行政ポイント付与事業が実施されております。特に、健康

マイレージは歩けば歩くほど健康になり、ポイントが貯まるといったウォーキングに主

眼をおいたものでもあります。本市であれば、行政ポイント付与事業に加えれば、地域

活性化の相乗効果も得られると思いますが、いかがでしょうか。 

 そこで、２点お尋ねいたします。 

 １つ、本市が実施している健康づくりについて。２、健康マイレージと行政ポイント

付与事業の活用について。 

 以上、答弁をお願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君 

［健康福祉部長 松野信生君 登壇］ 

○健康福祉部長（松野信生君） まず、德村議員の本市が実施している健康づくりにつ

いての御質問にお答えします。 

 本市では、第２次玉名市総合計画や健康玉名２１に基づき、市民が生涯を通じて健康

で安心して生活できるように、妊娠・出産から成人まで、人のライフサイクルに沿った

健康づくり事業を実施しております。 
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 主な事業としましては、母子の心身の健康づくりとして、母子健康手帳交付、赤ちゃ

ん訪問事業、月齢ごとの乳幼児健診、育児相談、病気を予防するための予防接種事業等

を実施しております。また、成人保険事業としましては、特定健診、がん健診等を実施

し、結果に基づく保健師、管理栄養士の保健指導を行ない、生活習慣病の予防に取り組

んでおります。また、健康な地域づくりのために、食生活改善推進活動の推進、毎年秋

に市民への健康づくりの周知啓発のための健康食育フェアを開催しているところでござ

います。 

 続きまして、健康マイレージと行政ポイント付与事業の活用についてお答えします。

まず、現在取り組んでおります行政ポイント付与事業の状況を申し上げますと、自治体

ポイント事業の先進モデルとして始めたもので、結婚、出生及び転入の届出のほか、市

民の健康や少子高齢化対策といたしまして、各種講座をはじめ、福祉祭や食育フェアな

どのイベントへの参加者に対してポイントを付与しているところでございます。貯まっ

たポイントは、玉名スタンプ会のハローポイントとして使うことができるということに

なっておりまして、商店街の活性化と健康への市民意識の向上を図るものでございます。

また、健康マイレージにつきましては、ウォーキングなどの健康づくりのメニューを設

定し、目標達成者に特典を与える取り組みを行なっている自治体があることは承知して

いるところでございます。 

 本市におきましては、日常生活の中で行なわれるウォーキングなどに対しポイントを

付与することは今のところ具体的な考え方はありませんが、国民健康保険事業において

も健康づくりへの取り組みが高く評価されている状況にありますので、健康への関心を

高めるため、健康づくりに関するメニューの拡充を今後検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 德村登志郎君。 

○１０番（德村登志郎君） 答弁ありがとうございます。 

 先ほどは埼玉県のコバトン健康マイレージについて触れましたが、２０１７年４月か

ら本格的に始動している同プロジェクトは、ドコモヘルスケアからのサービス提供を受

けているそうです。現在、埼玉県にある６３の市町村のうち、２５の市町村と全国健康

保険協会、協会健保ですね、が、埼玉支部ほか３団体と３事業者が参加し、平成３１年

度までに５０以上の自治体が参加の意向を示しているそうです。 

 先月、文教厚生委員会で視察に訪れた和光市においても県と連携した和光健康マイレ

ージとして実施されております。書類の郵送やウェイブサイトで申し込みを行なった参

加者に対して、市町村が歩数計やリストバンド型活動量計ムーブバンドを配付、参加者

は公共施設やドコモショップを初めとする地域店舗に設置される専用の情報端末に歩数
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計などをかざして歩数データを読み取らせることができます。ウォーキングの歩数や運

動教室への参加、特定健診の受診といった取り組みに応じて、参加者はポイントを獲得

し、そのポイントに応じて抽選で地域点のクーポン券や特産品などが特典とされていま

す。そして、これらのインセンティブのほか、さらなる利用者拡大と継続利用の工夫も

考えられているそうです。 

 ここで先進事例の話をさせていただきましたが、本市におきましても、市民の健康増

進と地域活性化のためにも、ぜひ、導入の推進を要望したいと思います。 

 それをもって今回の私の一般質問、終わりたいと思います。 

 ありがとうございます。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、德村登志郎君の質問は終わりました。 

 以上で、本日の日程は、終了いたしました。 

 明１４日は、定刻より会議を開き、一般質問を行ないます。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ５時１７分 散会 



 

 

第 ４ 号 

６月１４日（木） 
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平成３０年第３回玉名市議会定例会会議録（第４号） 

 議事日程（第４号） 

平成３０年６月１４日（木曜日）午前１０時００分開議 

        開 議 宣 告 

日程第１ 一般質問 

    １ １８番 前田 正治 議員（無会派：日本共産党） 

    ２  ８番 多田隈 啓二 議員（創政未来） 

    ３  ２番 田 真樹子 議員（創政未来） 

４ １５番 江田 計司 議員（無会派） 

日程第２ 議案及び請願の委員会付託 

        散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

 本日の会議に付した事件 

        開 議 宣 告 

日程第１ 一般質問 
１ １８番 前田 正治 議員（無会派：日本共産党） 

１ 市政運営について 

（１）旧庁舎跡地に植えてあった小岱松がなくなり、その場所には記念

碑が建っている。どのような手続がなされたのか、経緯について

説明を求める 

ア 旧庁舎跡地に小岱松を植えた経緯を聞く 

イ 市の花、市の木及び市の鳥を制定したことはどういう意味があ

るか 

ウ 市の花、市の木及び市の鳥について、市民への広報はどのよう

なことがなされているか 

エ 市の花、市の木及び市の鳥を制定したことにより、市民や行政

にどのような責務があるか 

（２）玉名市広報の未配付対策はどうするか 

２ 玉名市地域防災計画について 

（１）熊本地震を経験して、どのような検証がなされたか。また、被災

者支援を迅速で円滑に進めるため罹災証明書交付の条例化を求め

るが、どうか 

ア 各警報や注意報を市民に伝達する手段はどうするか 

イ 各警報や注意報を視力・聴力障がい者世帯へ伝達する手段はど
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うするか 

ウ 身体障がい者（身体・視力・聴力障がい等）及び避難誘導支援

員の訓練はなされているか 

エ 避難所の運営や体制について、改善点は何か 

オ 車中避難や軒先避難についての対応はどうするか 

カ 玉名市安心メールの加入者数の推移を聞く（平成２６年から現

在まで） 

キ 罹災証明書交付を行なうための人材育成の実施はできているか 

ク 住んでいない住宅、小屋等について罹災証明書交付は行なうか 

ケ 玉名市外在住の住民への罹災証明書交付は行なうか 

コ 罹災証明書交付の手続は、何を基準に行なうか 

２ ８番 多田隈 啓二 議員（創政未来） 

１ 政治姿勢について 

（１）「玉名はもっと輝ける、１０年ビジョンのまちづくり」をどのよ

うに進めるのか 

（２）副市長のまちづくりの姿勢、庁内組織改革の考えを伺う 

（３）市職員の働き方改革の推進の取り組みは何か。また、人事評価の

あり方について、どのように評価されているのか 

（４）正職員と非常勤職員のバランスや配置基準の考え、今後の職員採

用について。また、専門職の技術的な免許取得について 

（５）来庁者への配慮について 

（６）ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を活用した

情報発信について伺う 

２ 健康福祉行政について 

（１）要介護認定制度、介護予防の取り組みについて 

（２）要支援者の総合事業の取り組みについて 

（３）通いの場事業について 

（４）保育所の民営化をどのように進めていくのか 

（５）本市の障がい児（者）への対応状況はどうなっているのか 

３ ２番 田 真樹子 議員（創政未来） 

１ 給食費について 

（１）徴収方法、未納額の玉名市の状況は 

（２）市長の現状を知っての考えは 

２ 就学援助費制度について 
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（１）支給の基準は 

（２）制度の利用状況は 

３ ひとり親家庭について 

（１）玉名市の状況は 

４ １５番 江田 計司 議員（無会派） 

１ 大河ドラマ「いだてん」の取り組みと対応について 

２ 大正開漁港跡地の太陽光発電のその後はどうなっているか 

日程第２ 議案及び請願の委員会付託 

        散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

出席議員（２１名） 

  １番 坂 本 公 司 君  ２番  田 真樹子 さん 

  ３番 吉 田 憲 司 君  ４番 一 瀬 重 隆 君 

  ５番 赤 松 英 康 君  ６番 古 奥 俊 男 君 

  ７番 北 本 将 幸 君  ８番 多田隈 啓 二 君 

  ９番 松 本 憲 二 君 １０番 德 村 登志郎 君 

 １１番 城 戸   淳 君 １２番 西 川 裕 文 君 

 １３番 嶋 村   徹 君 １４番 内 田 靖 信 君 

 １５番 江 田 計 司 君 １６番 近 松 惠美子 さん 

 １８番 前 田 正 治 君 １９番 作 本 幸 男 君 

 ２０番 森 川 和 博 君 ２１番 中 尾 嘉 男 君 

 ２２番 田 畑 久 吉 君 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
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午前１０時０１分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（中尾嘉男君） おはようございます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 一般質問 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１、「一般質問」を行ないます。質問は、通告の順序によ

って許すことにいたします。 

 １８番 前田正治君。 

［１８番 前田正治君 登壇］ 

○１８番（前田正治君） おはようございます。日本共産党の前田正治です。 

 通告に沿って一般質問を行ないます。 

 １、市政運営についてであります。 

 平成１９年１０月に玉名市の花として「肥後花しょうぶ」、市の木として「小岱松」、

市の鳥として「しらさぎ」が制定してあります。当時の島津市長は、制定直後の１２月

議会で市民憲章、市の花、市の木、市の鳥を制定、新庁舎建設構想の策定などの新市の

顔となるソフト面云々と述べております。 

 市の木に制定した「小岱松」は、新生玉名市の顔の一つとして位置づけてあります。

合併前の旧玉名市におきましては、昭和５４年１２月に市の木「小岱松」が制定してあ

ります。「玉名人検定テキストブック」では、「小岱松は有明海を望む小岱山麓に産する

松、若い時期から古木のような龍の鱗状の樹皮になることから珍重され、植木、盆栽と

して全国に知られている。」と記述があります。また、「市勢要覧」では、「その姿は生

気に満ちており市勢発展を象徴している。」と紹介してあります。 

 庁舎玄関口、現在は旧庁舎跡地になりますが、そこに植えてあった小岱松がなくな

り、その場所には高瀬校跡地の記念碑が建っております。記念碑のことを問題にするわ

けではありませんが、玉名市の木として制定してある小岱松が消えたことについては違

和感があります。玉名市のインターネットや総合計画などには、旧庁舎に当時からあっ

た小岱松写真が掲載してあります。庁舎玄関口に植えてあった小岱松は、市の木として

制定したことを市民に周知するための代表としての一本ではなかったかと推察するもの

であります。小岱松が消えてなくなったことについて、どのような手続きや経緯であっ

たのか、４点質問します。 

 ア、旧庁舎跡地、当時は庁舎の玄関口にありますが、旧庁舎跡地に小岱松を植えた経

緯を聞く。 

 イ、市の木、市の花、市の鳥を制定したことはどういう意味があるのか。 
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 ウ、市の木、市の花、市の鳥について、市民への広報はどのように行なっているか。 

 エ、市の木、市の花、市の鳥を制定したことにより、市民や行政にどのような責務が

あるか。 

 ２の玉名市広報の問題は、自席から引き続き質問をいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

［企画経営部長 水本明子さん 登壇］ 

○企画経営部長（水本明子さん） おはようございます。 

 前田議員の御質問のうち、記念碑の建立と小岱松がなくなっている件についてお答え

いたします。 

 まず、記念碑についてでございますが、これは旧庁舎跡地が市役所の敷地となる前、

明治以降、昭和２２年ごろまでは高瀬尋常高等小学校として使われていた歴史があり、

その歴史と記憶を後世につなげようと、卒業生など地元の方々有志により結成された高

瀬校跡碑設立期成会という記念碑建立を目的とした期成会により、その設置計画が進め

られておりました。この期成会は、平成２６年の結成で、市役所庁舎の移転に伴い、敷

地の一部に記念碑の設置と当時の門柱の移設を目指し、必要な費用は寄附を募って調達

され、先週末、６月９日に竣工、序幕式が行なわれたところでございます。 

 記念碑等の設置場所につきましては、計画当初から敷地を所管する管財課のほうに相

談があっておりました。同課といたしましては、庁舎跡地の再利用計画が不透明な状態

が続いている中、どのような計画になろうとも記念碑等の設置後に移設が発生しない場

所が適当であり、敷地の北東の角であれば、国道２０８号交差点方面から徒歩での動線

が既にあるため、人目につきやすいこと、かつ、同交差点に近いため、今後、国道から

の車両の出入口になる可能性が低いと想定されることなどから、当該場所が最も適切で

あると判断をしたものでございます。 

 期成会におかれましても、建立資金のめどが立たれたあと、昨年６月に行政財産使用

許可申請書を提出され、所管課から市長名で許可証を発行しております。ただ、この時

点での使用許可申請書には、小岱松はそのまま生かして、その横に記念碑等を設置する

計画でございましたが、いよいよ着工という段階になりまして、本年２月、期成会から

設置場所のスペースの関係上、どうしても樹木を撤去したいとの相談がございましたの

で、所管課としても承諾をしたものでございます。 

 もちろん、この時点で、市の木「小岱松」であることについての認識はございました

ので、まず移植ができないかとも検討いたしております。ただ、移植をするならば、第

一の候補地は、現在の市役所、新庁舎であろうと考えられますが、土地収用法に規定す

る事業認定により買収をした関係上、緑地の面積が極端に少ない上に最も適当と思われ

る場所、緑地のうち最も広くて整形な南西側のコーナーでございますけれども、ここに
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は既に成人者の記念植樹が存在をしていること。また、埋め立てた土地でもあり、移植

をしたあとに枯らしてしまうリスクが少なからずあること。さらには、新庁舎の完成前

に、一市民の方から小岱松ではございませんが、松の木の寄附申し出があり、これに対

して同様の理由でお断りをした経緯があることなどから、当該敷地内には移植をしない

ほうが好ましいと判断をしたものでございます。 

 なお、当該小岱松につきましては、記念碑の施工業者によりまして、今年の２月下旬、

この業者の資材置場へ移植されて、石貫地区の小岱山麓にございます。 

 そして、今回の件は、５月下旬に開催されました教育委員会所管の会議の終了後に話

題となり、疑問視をする声が多くございましたので、管財課といたしましても期成会の

委員の方及び当該施工業者に相談をいたしましたところ、松の木自体に負担をかけない

よう、移植に適切な時期、冬場ということでございますので、それまではそのままにし

ておいて、その間に適切な場所を決定し、市有地に移植をするということが適切である

と考えを改めたところでございます。 

 以上が経緯についての答弁でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） おはようございます。 

 前田議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、旧庁舎跡地に小岱松を植えた経緯でございますけども、付近に設置してありま

した表示物から、合併前の玉名市の木でございました小岱松を周知するために、昭和５

９年４月に植樹されたものと思われますけども、当時の資料が残っておりませんので、

詳細については確認ができていないというのが現状でございます。 

 次に、市の花、市の木及び市の鳥を制定した意味でございますけども、こちらにつき

ましては、１市３町合併協議会の協議事項としまして、新市において新たに制定するこ

とが決定されておりましたことから、玉名市合併２周年に当たります平成１９年１０月

３日に市のシンボルといたしまして、「肥後花しょうぶ」「小岱松」及び「しらさぎ」を

それぞれの市の花、市の木及び市の鳥に制定したものでございます。 

 次に、市民への広報についてでございますけども、制定の際に地域広報に掲載いたし

ますとともに、ポスターを作成いたしまして、小中学校をはじめとする公の施設に配布

し、周知を行なったところでございます。現在におきましても、市のホームページ、市

民手帳、総合計画をはじめとする各種計画などに掲載をいたしまして、引き続き周知を

行なっておりますけども、積極的な周知は行なっていないというのが現状でございます。 

 最後に、市民や市政の責務でございますけども、市の花、市の木及び市の鳥が市のシ

ンボルとして制定しているものでございますので、市民及び行政としての責務を求める
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ものではございません。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 小岱松なくなって、どこにいったかということで、業者の資

材置場に置いてあって、冬場に移植すると、そういう計画であるということですが、記

念碑を建てる位置ですね、あの場所が通行人からも見えて最適であるというようなこと

でありました。ところが、当初は小岱松も残して、記念碑もあそこに建てると。いざ建

てるときになったら、ちょっとじゃまになるよというような話があったということです

けど、じゃまになるということになったら、私は、なぜ記念碑建立の場所をもうちょっ

と検討する、そういう余地がなかったのかなというふうな疑問も出てくるわけです。 

 小岱松は、玉名市のシンボルとして制定されました。玄関口にあった小岱松をなくし

たということは、私は、市の木として制定していることへの認識が職員の皆さんにちょ

っと薄かったんじゃないかなと、甘かったんじゃなかつかなと、慎重さが不足していた

のではないかという、そういう疑念があります。小岱松を最終的にあそこからなくした

ということについて、移転するということについて、課長あるいは係長、どのような判

断をされたのかと、配慮に欠けていたのではないかなという思いがしてなりません。そ

ういったことも含めて、ちょっと部長の見解をお尋ねいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 前田議員の再質問にお答えいたします。 

 まず、市の木であることは、先ほども答弁いたしましたとおり、認識はございました

が、担当課のほうがこのような取り扱いを行なってしまった経緯でございますが、一つ

には、市の木は「小岱松」という種類を指定をしているもので、この松の木、その個体

を指定をしているものではないということ。例えば、国指定の天然記念物である「大野

下の大ソテツ」以外にも、本市が文化財として指定している樹木が幾つかございますが、

それらのように個体が対象であれば、撤去や移植については固くお断りをしていたはず

であるということでございます。また、ここ数年間は、少なくとも七、八年間は、当該

小岱松の管理が行き届かず、ほぼ放置状態であったにもかかわらず、そのことに指摘を

受けるようなことがなかったことなどから、当該小岱松に対する思い入れが薄かったこ

とは否めないというふうにも申しております。それから、市の木であることに対して、

期成会の方々から疑問が出されるようなこともございませんでしたので、担当課として

も軽率な判断をしてしまったというのが実情でございます。今回、「ぞんざいに扱って

いるのではないか。」ですとか、「悲しくなる。」といった声をお聞きいたしまして、こ

の判断については非常に軽率であったと反省をしているところでございます。 

 以上が担当課の考えでございますが、先ほど私の見解もということでしたので、少し
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補足させていただきますと、先ほど総務部長のほうから答弁いたしましたように、あの

小岱松は恐らく昭和５９年ごろに寄附により植樹をされたものと思われます。今から約

３４年前でございます。今回の件は、市の木としてあの松がどのくらい重要かという認

識が市の職員の中で薄れていったということが原因ではないかというふうに私自身感じ

ております。これは、年月がまず３０年以上たっているということ。それから、また私

自身の印象からは、植樹をして間もない昭和５９年以降のころは、あの松こそが市の木

「小岱松」という、シンボルという認識でございましたが、歳月の流れと、そして平成

１７年に１市３町で合併をしたということもありまして、あの小岱松を意識する職員が

減ってきたということは事実ではないかと感じております。さらには、庁舎がこちらの

ほうに移ったということで、なおさら旧庁舎の小岱松の記憶が薄れていったのではない

かと思います。さらに、それに重ねて、当初は寄附の内容が書かれた説明板が小岱松の

前にそえてございましたが、いつのころからか消失をしておりまして、あの松がそうい

った寄附によるものということについても、担当課の課長たちも存じておりませんでし

た。そういったこともありまして、ますます重要性の認識が薄れたものと考えておりま

す。しかし、私自身もそうでございますが、あの松はシンボルというイメージを私自身

ももっておりますので、今回の御指摘をいただいたことで意識を改め、適切な対応をす

べきと判断をしたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 適切な対応を今後されることを強く望みます。 

 副市長にちょっと再質問いたします。旧庁舎の場所に昔は学校があった証として、学

校の入口にかかっていました橋が現在も残っております。錦橋の上流１０メートル、学

校橋という名前で現在も地域の生活の橋として利用されております。そして、現在の庁

舎に移るまでの約６０年間にわたり行政サービスを担ってきた庁舎が存在した場所があ

の場所であります。６０年の庁舎の歴史を後世に伝えるということも私は大事なことで

はないかと思う次第であります。高瀬校の記念碑を建設する話があった際に、庁舎跡地

としての何らかの形を残すということについて、行政マンとして考えが及ばなかったの

かなと残念で仕方がありません。職員全体を束ねる副市長にちょっと見解をお尋ねしま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 副市長 村上隆之君。 

○副市長（村上隆之君） 前田議員の再質問にお答えします。 

 今、前田議員がおっしゃいました学校の橋、それから６０年にも及ぶ庁舎の歴史とい

うことで、後世に大事にやはり語り継ぐ、そして残していくということは非常に大切な

ことだというふうに思います。今、御意見を拝聴しまして、そのことにつきましても、
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痛切に今感じているところでございます。先ほど水本部長が申しましたように、やはり

職員の意識というものが年数とともに希薄になってきておったというのは否めない事実

だろうというふうにも思っております。やはり今後、議員御指摘の件につきましては、

十分庁内で検討し、また前向きに取り組んでいきたいというふうに思います。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 私は、今回のことをきっかけに、職員の皆さんも、さらには

市民も市の木「小岱松」ということの認識を再確認するというか、新たにするという

か、そういったことが大事ではないかなというふうに考えます。 

 以前は、成人式の記念品として小岱松が配られておりました。そのことを通して、市

の木としての小岱松の認知が市民の中には広がっていたものだと思っています。成人式

での小岱松配布を復活する考えはありませんでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 前田議員の再質問にお答えをいたします。 

 今、前田議員申されましたとおり、確かに平成１９年の成人式までは新成人の方々に

小岱松の苗木を配布をされていたというふうに伺っております。しかしながら、その後、

成人式の運営方法が、新成人者によります運用形態に変わったということがございまし

て、記念品につきましてもその実行委員会の中で選定をされるというような流れになっ

たということでございまして、現在は小岱松の苗木については配布は行なわれていない

というような状況でございます。今、前田議員申されましたとおり、これ非常に市の木

ということでございますので、周知のほうから考えれば、以前配布がされておったとい

うことは非常に大事なことであり、重要なことであるというふうに思いますけども、現

在はそういう形でございますので、今後どういう形でできるのか検討させていただきた

いというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 市の花、市の木、市の鳥、制定されておりまして、どれほど

認知度が広がっているかというのはよくわからないところでありますが、あるとき、こ

ういうことがありました。レンコンの田ん中がありますね。あそこに鳥が入らんように

ずっと網が張ってあったわけですよ。その中にしらさぎが３匹入って、できらんで、う

ろうろ暴れ回りよったわけですよね。それを見まして、早速、職員の人に言うたら、も

うすぐどやんかして出してやったという連絡がありました。その職員の人が、市の鳥

「しらさぎ」というふうに認識しとったのかどうか、あるいは、一般的な、いわゆる動

物を愛するというか、そういった観点からすぐ行動されたのかはよくわかりませんが、

市の花、木、鳥として制定してある以上は、やっぱりそれなりの取り組みを市民の人に
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は広げていただくということが大事ではないかなというふうに痛感したところでありま

す。 

 それでは、次の質問の２番目、玉名市広報の未配布対策はどうするかという問題につ

いてであります。「私の家には広報が配られない」、このような声があります。玉名市広

報発行規程では、「広報の配布は、市内の一般世帯に対しては嘱託員が行い、その他の

ものに対しては郵送等により行うものとする。」としています。未配布問題の解決は、

情報の共有という点からも放置できない問題であります。今日、未配布根絶について、

どのような対策がなされているか、お聞きをいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 前田議員の御質問の玉名市広報の未配布対策はどうなって

いるかということについてお答えをいたします。 

 「広報たまな」につきましては、市の区域内の全世帯に配布すべく、各行政区の嘱託

員を通じて各世帯に配布を行なっているところでございます。しかしながら、前田議員

御指摘のとおり、自治会未加入の世帯に対しましては、一部の地区で広報が配布されて

いないというものも事実でございます。このような世帯に対しましては、未配布世帯か

らの相談に個別に対応を行なっておりますとともに、新任嘱託員委嘱状交付式の際に全

世帯への配布を呼びかけているところでございます。行政情報を等しく市民の皆さまに

お伝えするためにも広報の全世帯への配布は必要と考えておりますので、今後とも嘱託

員に協力を求めながら、未配布世帯の解消にさらに取り組んでまいりたいと考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 広報は、市の業務の一環であります。それを一部の地域にお

いては嘱託員が配らんと、そういうことは、これはやっぱりあってはならないことじゃ

ないかなと率直に思うわけです。転入者については、必ず嘱託員に書類と連絡が届いて

いるかと思います。玉名市民として世帯を構えた以上は、広報もきちんと手元に届くと

いうのが基本ではないかと思います。 

 この市の広報が届いていない世帯に、選挙公報はどうなっているか。もしかしたら、

選挙公報も届いていないんじゃないかなという心配もあります。選挙公報の配布状況に

ついては、いかがでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 前田議員の再質問にお答えをいたします。 

 選挙公報の配布形態につきましても、広報紙と同様な形で嘱託員を通じて配布依頼を

行なっているところでございます。したがいまして、今、議員申されましたとおり、一
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部未配布ということは、実態調査は行なっておりませんけども、未配布世帯があるとい

うのは想定として思われるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 選挙公報もいっとらん、広報もいっとらんということになる

と、議会報もいっとらんとじゃないかなと、そういう気がするわけですけど。広報など

がこの市民の手元に届かないという状態を放置をするということは、それは昨年だった

ですかね、制定をされた、一昨年だったかな、自治基本条例にも整合しないことであり

ます。市広報などの未配布根絶に向けて抜本的な対策を私は求めたいと思いますが、部

長の見解をお伺いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 前田議員の再質問にお答えします。 

 確かに市の情報発信のツールとして市の広報というのは重要な役割を占めているとい

う認識はもっております。そういったことを含めまして、一部未配布の世帯がございま

すので、あらゆる手段を通じて、今後、前向きに取り組んでいきたいというふうに思っ

ている次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

［１８番 前田正治君 登壇］ 

○１８番（前田正治君） よろしくお願いします。 

 次の質問に移ります。２、玉名市地域防災計画についてであります。熊本地震を経験

して、どのような検証がなされたか。また、被災者支援を迅速で円滑に進めるため、罹

災証明書交付の条例化などについて質問をいたします。アからいきますので。 

 ア、各警報や注意報を市民に伝達する手段はどうするか。 

 イ、各警報や注意報を視力、聴力障がい者世帯へ伝達する手段はどうするか。 

 ウ、身障者、身体とか視力とか聴力ですね、障がい者の皆さん及び避難誘導を支援す

る支援員の避難訓練はなされているか。 

 エ、避難所の運営や体制について、改善点は何か。 

 オ、車中避難や軒先避難についての対応はどうするか。 

 カ、玉名市安心メールの加入者数の推移をお尋ねいたします。 

 キ、罹災証明書交付を行なうための人材育成の実施についてはどうか。 

 ク、住んでいない住宅、小屋などについて罹災証明書の交付は行なうか。 

 ケ、玉名市外在住の住民へ、玉名市に所有する物件についての罹災証明書交付は行な

うのか。 
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 コ、罹災証明書の交付の手続きは、何を基準に行なうか。 

 以上、お聞きをいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） 前田議員の各警報や注意報を伝達する手段はどうするかに

ついてお答えをいたします。 

 現在、玉名市では、気象庁より大雨洪水警報などの各種警報が発表された場合や、自

主避難所の開設を行なう場合は、防災行政無線での音声放送はもとより、玉名市安心メ

ールとあわせまして情報の伝達を行なっているところでございます。しかしながら、放

送内容が聞き取りにくいという苦情が多いことも事実でございます。このような状況と

既設の防災無線の老朽化に伴いまして、現在、防災行政無線のデジタル統合化に向けて

整備を行なっているところでございまして、平成３２年４月の運用開始時には、現在の

運用とあわせまして電話応答サービス、市のホームページ、「ひまわりてれび」の番組

内での字幕スーパーによる放送など、多様な情報伝達手段を利用して運用構築を進めて

いるところでございます。 

 続きまして、各警報や注意報を視力、聴力障がい者の世帯へ伝達する手段はどうする

かについてお答えをいたします。先ほどの答弁の中で現在構築しております多様な情報

伝達手段への取り組みについて答弁を行なったところでございますけども、それらの機

能とあわせまして、重複障がい者団体の代表の方に文字情報機能を搭載しました個別受

信機の配布を予定いたしておるところでございます。 

 続きまして、障がい者、身体障がい者、身体、視力、聴力障がい者等及び避難誘導支

援員の訓練はなされているかについてお答えをいたします。一昨年の熊本地震におきま

しても、災害弱者の方々の安全確保が課題として浮き彫りになり、その支援体制の整備

が求められているところでございます。特に、益城町や西原村では、熊本地震の発災後、

消防団や自主防災組織によります共助による助け合いが功を奏し、多くの人命が救われ

たとお聞きをいたしており、改めて公助による限界と、自助、共助による防災体制の構

築が必要であると痛感いたしたところでございます。そのような中、現在、消防団や自

主防災組織等による災害弱者の方々に対する安否確認、避難誘導などに対する訓練を推

進しておりまして、昨年は１１月に玉名町小学校をモデルにし、総合防災訓練の中で訓

練を実施いたしたところでございます。今後は、市内全域にこのような訓練が実施され

ますよう自主防災組織の結成、育成とあわせて推進を図ってまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 次に、避難所の運営や体制について、改善点は何かについてお答えをいたします。先

の熊本地震において、避難生活が長期化した場合に女性の視点に立った避難所運営の欠
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如、避難者のプライバシーの問題、職員主導の避難所運営など、さまざまな課題が浮き

彫りになりました。このような課題を受けまして、現在各課題の洗い出し作業を進めて

いるところでございまして、本年度中をめどに避難所運用・運営マニュアルの策定を行

なっていきたいというふうに思っているところでございます。 

 次に、車中避難や軒先避難についての対応はどうするかについてお答えをいたします。

先の熊本地震の折には、車中避難や軒先避難の方に対する物資の支給や情報伝達の遅れ

が大きな課題となったところでございます。幸い、当市におきましては、長期にわたる

車中避難や軒先避難に対する問題はございませんでしたが、当時、益城町においては車

中泊専用の一時避難の駐車場を確保されたと伺っております。今後、当市でこのような

ことが発生した場合は、車中泊専用の一時避難の駐車場の指定や、避難者の実態を把握

しながら、物資の供給や災害情報の発信に努めてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 次に、玉名市安心メールの加入者数の推移についてお答えをいたします。平成２６年

４月１日現在１,５２９名、平成２７年４月１日現在４３２名の増、１,９６１名、平成

２８年４月１日現在４４６名増の２,４０７名、平成２９年４月１日現在１,１６８名増

の３,５７５名、平成３０年４月１日現在９０５名増の４,４８０名の加入者数となって

いるところでございます。現在、玉名市安心メールへの加入者数のさらなる拡大を図る

ため、市のホームページはもとより、毎月の「広報たまな」での周知、自主防災組織の

会合での周知、認知症サポーター養成講座などでの周知を図っているところでございま

す。 

 次に、罹災証明書交付を行なうための人材育成の実施はできているのかということに

ついてお答えをいたします。先の熊本地震において、県内各地で罹災証明の発行の遅れ

が指摘されたところでございますが、その大きな要因としまして、被害認定を行なうた

めの人材育成の取り組みが行なわれていなかったことが大きな課題となっております。

そのような中、熊本県において内閣府より講師を招いての住家の被害認定調査等研修会

が年１回程度行なわれることとなっております。今後、本市ではこの研修を受け、罹災

証明書の発行業務の迅速化に向けて、庁内での職員研修会について開催を考えていると

ころでございます。 

 次に、住んでいない住宅、小屋等について、罹災証明書交付は行なうかについてお答

えをいたします。熊本地震における罹災証明書発行につきましては、内閣府の住家に対

する被害認定基準を準用いたしまして、小屋等の非住家に対しても所有者罹災証明書と

して、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、合わせて２５７件の発行を行なったところ

でございます。 

 次に、玉名市外在住の住民の方への罹災証明書交付は行なうのかについてお答えをい
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たします。玉名市外在住の住民の方が所有する非住家住宅への罹災証明書交付につきま

しても、先ほどと同様、熊本地震の際、対応を行なっているところでございます。 

 次に、罹災証明書交付の手続きは何を基準に行なうのかについてお答えをいたします。

災害発生後、被災者の求めがあった場合、内閣府が策定しました災害に係る住家の被害

認定基準運用指針に基づきまして、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊の被害認定を行

なうところでございます。今後、本市といたしましても、災害者支援を迅速で円滑に行

なわれますよう認定業務の職員研修とあわせて罹災証明発行の交付手続きに対する例規

の規程等についても検討を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 障がいを持った人たちの避難訓練についてでありますけど、

私は、やっぱりこれはその人に応じた個別の訓練というのが出てくるんじゃないかなと

いう気がします。実際にそういった方々の訓練を通して、新たな課題というかな、問題

点というか、そういうことも見えてくるものだと思いますので、障がいを持った方々が

訓練に参加するというのは、なかなか並大抵じゃないと思いますけど、やっぱりそうい

った訓練も計画的に、答弁がありましたように、全市的な訓練が、全市といっても、一

遍にせれということじゃなくて、全市的に広まっていくと、網羅していくと、そういう

ことを強くお願いしたいと思います。 

 再質問で避難所の運営や体制についてお尋ねします。本年度中にはさまざまな課題が

浮き彫りになったために、そういったことをまとめてマニュアル的なものを作成すると

いう答弁でありました。私は、やっぱり避難所の運営や体制というのは、これはとても

難しい問題じゃないかなというふうに、熊本地震における熊本市内や益城やいろんな西

原の避難所なんかにも行きましたけど、感じました。非常事態の状況の中で、やっぱり

なれない場所に集団で生活するという、そして皆さん方が平常時ではない、いわゆる精

神的にも肉体的にも疲労こんぱいの状況の中であります。そういう中で、皆さんが生活

をする、それを支える、サポートするという運営体制をつくっていくということもかな

り難しい問題だなという気がします。 

 玉名市の避難所も開設をされまして、熊本地震のときですね、避難所運営にやっぱり

数人の職員の皆さんも当たられました。この前つくられた、これは「繋ぐ」、未来へ繋

ぐということですけど、これをずっと見よったら、最後のほうに避難所運営についてと

いうことで、課題が生じた点をいろいろまとめてあります。以前、質問したとき、避難

所運営について運営に当たった職員さんからいろいろやっぱり聞き取りをすることが大

事じゃないかというようなことを言った記憶がありますけど、その後、執行部のほうで

は避難所運営に当たった職員さんへの聞き取りがなされたら、きちんとした聞き取りじ
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ゃなくても、運営に当たった人からこういった意見があった、このような考えが出され

たとか、そういうことがあったら、幾つかちょっと紹介をしてもらいたいなというふう

に思います。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 前田議員の再質問にお答えいたします。 

 今、議員申されましたとおり、熊本地震、災害が発生した後、玉名市、本市におきま

しても、最大４０カ所で避難所の設営をいたしております。その中で、市役所の職員か

ら各部局それぞれ３名程度ずつ避難所運営のほうに当たっていただいたというような経

緯もございまして、その中で聞き取りも、すべての職員からではございませんが、行な

っております。 

 その結果、幾つかその課題といいますか、問題点を紹介いたしますと、まずは、やは

り避難所マニュアルの作成が必要であるというところがやっぱり出ております。それか

ら、最大で３９日間、開設をいたした福祉センターなんですけども、あるということで、

やっぱり長期にわたるということになれば、女性の視点によるやっぱり避難施設の運営

というのは非常に大事になってくるということも課題として上がっております。それか

ら、やはり衛生面的なところの問題ですね、そういったところもきちんとやっぱり対

応・対策をしていく必要があるだろうというようなこともヒアリングの中では上がって

きているというようなところでございます。問題点としては、そういうようなことでご

ざいますけども、やはりいつ何時、大きな災害が発生するかわからないという状況の中

でございますので、今年度その避難所運営マニュアルを作成中でございますので、そう

いったいろいろなこれまでの問題・課題点を反映した中で、今後マニュアル作成に向け

て取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 先ほど答弁でもありましたが、再質問ですけど、車中避難や

軒先避難者に対して、情報が伝わらないとか、物資が届かないとか、そういうことが発

生いたしました。やっぱりこういったことが、避難される方は、避難所はもとよりそう

なんですけど、やっぱり自分が一番行きやすかところ、安全なところだと思うようなと

ころにやっぱり行きなはるわけですよね。ですから、自分のもう避難所まで行かずに軒

先でよかと思ったら、軒先に１週間、２週間あるいは１カ月にわたって避難をされる、

あるいは車の中で避難をすると、そういうことがあるわけですけど、情報が伝わらん、

物資が届かんというようなことがあっては、これはやっぱりいけないことだと思うわけ

です。そのためには、区長さんや自主防災組織の力、そして何よりも緊急の連絡網とし

て隣近所同士の連携を常日ごろからやっぱり確立することじゃないかなというふうに思
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います。区長さんや自主防災組織、コミュニティーを中心とした助け合い、安否確認の

仕組みを市内中心部、周辺部くまなく張り巡らせるというか、組織していくというか、

そういうことが、全市を視野に入れた安否確認の訓練を積み重ねていくということが重

要ではないかなと。自宅の中や車の中、軒先、公民館、さまざまな避難先を想定した安

否確認の訓練実施についてはどのようなことを思っておられるか、ちょっとお尋ねをい

たします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 今の前田議員の再質問にお答えいたします。 

 やはり災害が発生いたしますと、高齢の方々あたりは、確かに避難所のほうに早めに

避難されるというような形態状況がございますけども、一昨年の熊本地震におきまして

も、やはり軒先避難とか、あるいは車中避難、多く我々も耳にしたところでございます。

そういったところを考えますと、やはり情報発信というようなことから申し上げますと、

何らかの対策を取っていかなきゃいけないというようなところは当然ございますし、物

資の配分もそういうことでございます。そういったところをやはり解消するためには、

日ごろの訓練の中で、消防団はもとよりですけども、自主防災組織のやはり実質的な実

行性のある運営方法も訓練の中に取り入れていく必要がございます。そしてまた、それ

ぞれの地域の中でコミュニティーに基づいた個人のつながりというのも大事になってき

ますので、地元のそれぞれの地域で全体的なところで自主防災組織を中心とした、そし

てまた消防団もその中に加わっていただいて、地域ごとの防災対策、避難訓練等も必要

になってくるんではないかというふうな認識はもっているところでございますので、今

現在は玉名市で総合防災訓練、年に１度行なっておりますけども、それぞれの地域でそ

ういった広がりができるような対策は講じていきたいというふうに思っている次第でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 再質問で、次に進みます。各種の警報や注意報を迅速に市民

に伝達するということについては、防災無線、デジタル化を急いで、聞き取りづらいと

いうことを解消すると。そして、安心メールということをはっきりおっしゃいました。 

 私は、玉名市安心メールの活用については、特に注目をいたします。今日、携帯電話

やスマートフォンは、子どもから大人まで持っていない者はないほど普及しているので

はないかと思います。どこでも瞬時に正確に情報を伝達する方法として、玉名市安心メ

ールの活用は不可欠だと思います。先ほど安心メールの普及状況で、現在４,４８０名

ということです。熊本地震以後は、加入が増えてきたのかなという気がいたしますが、

携帯やスマホの普及状況から考えれば、まだまだ加入者が少ないというふうに思います。
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広報などを通じて加入も呼びかけてはありますが、この現在の加入状況から見れば、こ

れはやっぱり自然発生増の域を脱していないんじゃないかなと、そういう気がいたしま

す。防災のツールとして、迅速、正確、そして安価でだれでも加入可能な条件は整って

おります。安心メールの加入をそれこそ爆発的に普及させる特別な取り組みが必要では

ないかと。そのためにも、いわゆる年次目標といいますか、きちんとした目標をもった

加入促進の取り組みが必要かと思いますが、見解をお尋ねします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 前田議員の再質問にお答えいたします。 

 確かにこの安心メールにつきましては、即時に情報が伝わるというような災害情報伝

達システムの一つでございますので、なるべく多くの市民の方々に登録いたしていただ

いて、対応をとっていただくというのが非常に大事なことだろうというふうに思ってい

ます。しかしながら、現状といたしましては、そういった年次計画というものはござい

ません。先ほど申し上げましたとおり、ホームページあるいは広報紙での啓発活動を行

なっているというのが現行でございます。今後、どういう形でこの促進策が可能なの

か、今後、調査検討を進めさせていただきたいというふうに思っているところございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 防災行政無線が今度デジタル化になって、聞きづらいという

ことがどれほど解消されるかよくわかりませんけど、それを待つまでにも災害がいつ何

時起こるかわかりません。それで、やっぱり一番よかつは安心メールかなというふうな

気がしますので、それこそ大体全世帯に携帯やスマホが今あっとじゃないかなという気

がしますので、全世帯に加入者がいるというようなことがやっぱり一番安心・安全なく

らしをつくっていくためにも必要じゃないかなという気がいたします。 

 次に、罹災証明書の交付における体制整備についてであります。 

 人材育成については、県の指導のもとに玉名でも始まったということであります。そ

ういった研修を受けた人材が迅速に罹災証明書の発行を行なうためには、そのための条

件整備も必要ではないかと。例規についても、今後検討課題だという答弁でありまし

た。 

 熊本地震の際には、内閣府の災害に係る住家の被害認定基準運用指針に沿った事務で

あったわけです。罹災証明書の交付について、災害対策基本法では、「市町村長は、当

該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があっ

たときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査

し、罹災証明書を交付しなければならない。」と定めてあります。罹災証明書は、被災
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者救済における公的な支援を受けるためには、これは絶対に欠かせない書類でありま

す。全国的には交付に当たっての基準や規則、要綱などを制定した自治体が今増えつつ

あります。災害対策基本法からすれば、これは当然のことかと思います。罹災証明書の

交付は、自治事務として位置づけられていますので、玉名市長の裁量権に属する事務で

あります。玉名でもこの交付に当たっての条例化、私が言う条例化が、熊本地震の検証

を踏まえた、これは緊急課題ではないかなというふうに思います。 

 市長にちょっとお尋ねします。先ほど例規についても検討するという答弁がありまし

た。私は、検討するだけん、今年のうちにつくっとか、来年になっとか、再来年になっ

とか、よくわかりませんけど、迅速な発行を行なっていくためには、条例化が絶対必要

だと私は思っています。いま一度、罹災証明書交付の条例化につきまして、市長の認識

と見解をお尋ねしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） ありがとうございます。 

 円滑に物事が速やかに図られるように、認定業務の、先ほど部長も申し上げましたが、

職員研修のほうともあわせながら、罹災証明発行の交付手続きに対する例規の制定につ

いて検討するでは物足りないというようなお話でしょうか。速やかに検討していきたい

と存じます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） そうですね、早うつくってください。 

 再質問しますので。熊本地震被害の状況におきましては、全壊、半壊、一部損壊、大

規模半壊というのもありましたけど、判定がありました。全壊、半壊につきましてはさ

まざまな公的な支援がありますが、一部損壊については公的な支援は全くありませんで

した。そこで、一部損壊住宅について、玉名市では修理費用を市の単独事業として県内

市町村の中でも一番早く取り組みを開始しました。玉名市の施策が県内市町村の被災者

支援におきましても大きな影響を与えたことはマスコミでも評価されております。二度

も補正予算を組み、総額１億７,６００万円の事業になりました。これは、一部損壊住

宅への支援を求める市民から大変喜ばれた事業となりました。この事業は、熊本地震の

際に行なわれた単独補助事業であります。台風、大雨などの災害も、玉名においては油

断ができません。熊本地震のような激甚災害には指定されないものの、強力な暴風災害

において、全壊や、あるいは半壊、一部損壊の住家損傷が発生することもあります。そ

の際、一部損壊住宅への熊本地震における補助事業と同様なことを実施すべきと思いま

すが、市長の見解はいかがでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 
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○市長（藏原隆浩君） 議員がおっしゃられるとおり、同様の手続き、条例というもの

を整備していかなければならないというふうに思いますけれども、今、議員も申された

とおり、前回と同様の地震であるということには限らず、水害、台風、あるいは竜巻で

ありますとか、災害というものはいろんなものが想定されますので、そういったところ

もできる限り網羅できるような形で制定をさせたほうが良いというふうに思うからこそ、

しっかりと検討しなければならないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） しっかりとした検討が必ず実を結ぶというようなことに結び

つけていただきたいと思います。 

 災害が起きたときに、被災者の皆さんに対して行なう行政の対応は災害救助といい、

その根拠には災害救助法があります。６つの原則からできあがっております。 

 １つ、人命最優先の原則。災害救助においては、何よりも人命救助が優先し、徹底し

た救命措置はもとより、避難中に人命を失うことがないように最善を尽くすべきである。 

 ２つ、柔軟性の原則。その災害に適合した最適な救助方法を、柔軟な発想をもって積

極的に考案・創設することとし、一般基準に固執した硬直的な運用をしない。 

 ３つ、生活再建継承の原則。災害救助は無理に応急的なものにとどめず、その後の被

災者の生活再建につなげていく対応を行なうべき。 

 ４つ、救助費国庫負担の原則。大災害時の救助費は、原則国庫が負担する。災害救助

に当たる地方自治体は、一時的な費用負担をおそれて救助をちゅうちょしてはならない。 

 ５つ、自治体基本責務の原則。災害救助は、地方自治体の基本的な責務であり、国の

機関委任事務ではないことはもとより、被災者に対して責任を負って遂行されるべきも

のである。 

 ６つ、被災者中心の原則。災害救助法は、被災者のために行なわれるものであり、被

災者の生命、健康、生活を救済することを目的に行なわれるべき。 

 これは、「災害救助法徹底活用」という本に書いてありました。そのことを紹介いた

しまして、私の一般質問を終了いたします。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、前田正治君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１１時０８分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時２５分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 ８番 多田隈啓二君。 
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［８番 多田隈啓二君 登壇］ 

○８番（多田隈啓二君） 皆さん、こんにちは。８番、創政未来、多田隈啓二です。傍

聴の皆さん、お疲れさまです。いつもありがとうございます。 

 それでは、通告により一般質問を始めます。 

 １、政治姿勢について。 

 藏原市長、就任され７カ月がたちます。休暇もほとんどなく市政の発展のために取り

組まれています。市長の仕事とは、市政の問題や課題を収集し、改善することで市民を

中心とした行政を行ない、さまざまな計画や制度をつくりだして、市民の皆さんが安心

して健康に暮らせるまちづくりをつくることだと思います。また、市民の声を聞き、ど

のようにしたら実現できるのか、市民の方がどのように考えているのかを総合的に判断

し、実行して進めていくことが大切で、リーダーとしての資質が市長には求められてい

ます。玉名市の将来をどのようなまちにしたいのか、将来のビジョンを市民の皆さんに

伝えることも重要だと思います。 

 そこで、質問いたします。１、公約でも、藏原市長、掲げておられました「玉名はも

っと輝ける、１０年ビジョンのまちづくり」をどのように進めるのか、お伺いしたいと

思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 多田隈議員の「玉名はもっと輝ける、１０年ビジョンのまちづ

くり」についての御質問にお答えいたします。 

 私は、昨年、就任の際に、１年後をめどに１０年ビジョンをお示しするというふうに

申し上げておりました。それは、市政運営に当たっては長期的視点をもって取り組むこ

とが大変重要であると認識しているため、市民の皆さまに１０年後の将来ビジョン、す

なわち目指すべき姿を明確にお示しして、その将来像に向けて市全体で進んでいきたい

というふうに考えているからでございます。 

 そこで、現在はそのビジョンの作成を進めているところでございますが、それには選

挙戦で御支持をいただきました実行の三原則、これが基本となってくるというふうに考

えております。 

 まず、１つ目の原則であります「市民生活の安定」につきましてですが、現在の少子

高齢化の人口減少時代にありましては、社会保障費の増加や生産年齢人口の減少、さら

には団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年問題など、地方に共通する課題が山積を

し、多くの市民が未来に不安を抱えて生活を今しています。そこで、高齢者が住みなれ

た地域で生きがいをもって楽しく生活できる環境づくりや安心して子育てができる環境

づくりなど、市民が安心して笑顔でくらせるようなまちづくりを目指してまいります。 
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 ２つ目の原則といたしまして、「まちづくりの充実」を掲げておりますけれども、市

民が郷土に誇りをもち、未来に向けて夢と希望をもてる魅力あるまちづくりが大変重要

であると感じております。そのためにも、地域経済の活性化やにぎわいの創出、働きが

いをもてる環境づくりなどが不可欠になってまいります。特に、大河ドラマ「いだて

ん」の放送決定は、本市にとって玉名の魅力を全国に発信する絶好のチャンスでありま

すので、官民連携のもとにこのチャンスをしっかりと生かして継続的な地域の活性化に

つなげていきたいと考えております。 

 ３つ目の原則として「行政運営の進化」を掲げておりますが、菊池川流域の米作りに

係る日本遺産認定に伴う取り組みや大河ドラマ「いだてん」に伴う取り組みなど、これ

は近隣市町や関係機関との連携は不可欠であり、また各種事業の推進においても国・県

への要望、連携は大変重要であるため、積極的にトップセールスなどを行ない、太いパ

イプと強いつながりをもって市政運営に当たっていきたいというふうに考えております。 

 それから、質問初日の工業団地についての質問もございました。財政面を考えて、工

業団地の整備はなかなか厳しいというような答弁にとどまっておりますけれども、これ

にはあとがありまして、ちょっと答弁がまわってきませんでしたので、ここでちょっと

御紹介をさせていただきたいと思いますが、これまで市のほうで単独で持ち出しで工業

団地を整備するということが叶わない状況の中に進んでまいりましたけれども、やはり

企業誘致をこれから積極的に推進していくためにも、これは、官民連携による工業団地

整備支援事業、そういったものを強力に推進していきたいというふうに考えています。 

 また、市役所内部におきましても、職員一人一人が仕事に誇りと責任をもって、市民

の笑顔をつくり守っていくことで、それに専念をできる職場環境の整備に努めていきた

いというふうに考えております。 

 以上の三原則をもとに１０年後のビジョンを示し、職員や議員の皆さまはもとより、

市民全員で将来像、ビジョンの実現に向けて、すべての市民が笑顔でくらせるまち、こ

の実現に向けて進んでいきたいと考えておりますので、どうか御理解と御協力を賜りま

すようお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。ありがとうございます。 

 市長の思いの詰まった、今からあと６カ月ぐらいですかね、１２月議会では、市長が

今おっしゃいましたビジョンがつくられて、具体的なビジョンを公表していただきたい

と思いますので、私も６カ月間また待ちたいと思います。 

 市長が選挙で公約されてある、今答弁ありましたけど、「市民生活の安定」「まちづく

りの充実」「行政運営の進化」、そして実行の三原則とともに、市民が笑顔でくらせるま
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ちに向けて頑張って取り組んでいただきたいと思います。 

 また、市長、長期ビジョンももちろん大切ですが、提言としてちょっとさせていただ

ければと思います。平成３０年度の市長の年度の方針をやっぱり出されたほうが私は良

いと思います。それはなぜかといいますと、この間、総務委員会の研修で兵庫県の小野

市に行ってまいりました。蓬莱市長さんの考えとして、まずこうありますけど、「民間

の感覚と感性を市政へ」ということで、民間から市長になられました。そして、平成１

１年２月に民間出身の市長が誕生され、変革のスタートとうたって掲げたキャッチフレ

ーズは「破壊と創造」と。「そうぞう」は、つくるほうの創造ですけどですね。という

ことで、現状打開と新たなる創造ということを明確に打ち出されております。先ほど、

市長も官民連携とありましたけど、官民の決定的な違いも、そのときに述べられており

ます。成果と報酬が連動しない社会はおかしいと。画一的横並びの仲良しクラブじゃだ

めだと。顧客満足度の志向の欠如。前例にですね、踏襲型はとらわれないで施策を遂行

するという意味の４点を、徹底的な違いを打ち出されております。そして、やはり行政

の不作為の連鎖を断ち切ることが重要だと言われております。また、自治体のイノベー

ションとして、組織のあり方にも口を出されておりまして、組織のあり方における重要

ポイントと出されておりまして、組織があって機能があるわけでなく、機能があって組

織がある。機能とは、すなわち果たしうる役割であるということで、必要に応じて新し

い組織をつくり、必要のない組織は潰すと明確に言われております。 

 組織の肥大化は機能低下を招くとも言われており、当時就任されて、ちょっと何年か

はお聞きできなかったんですけど、副市長さんが対応されて、やっぱり市長の思いを私

たちにも伝えていただきました。その中で、やはり初めは、庁舎の職員の方には、本当

に５万人ぐらいの市なんですけど、当初はやっぱりなかなか受け入れてもらえなかった

というのを、副市長さんが本当に実体験として言っておられました。やはりその改革を

するに当たって、やっぱりそういう気持ちになれば、ついてこられない職員さんもおら

れたというのも話されました。何人ぐらいおられたんですかと聞きますと、約１００人

ぐらい辞められたと言われました。ただ、１００人辞められて、平均給与は７００万円

とすれば、７億円を市民のために使うということで、市の図書館が、その当時、土曜日

は開いてなかったということで、そういう市民目線の施策にそのお金を使っていったと

いう説明もされておりました。 

 小野市の行政経営の基本理念として、やっぱり打ち出されておりまして、一貫した基

本理念としては、市役所という字の「市」は、市民の中で市民の役に、「役所」の

「役」ですね、立つ所ということで基本理念を掲げられて、行政も経営であると言われ

ております。より高度で高品質なサービスをいかに低コストで提供できるかを追求され、

やはりゼロベースの発想でチャレンジするということも明確に理念にうたわれておりま
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す。その中で、行政経営戦略の４つの柱をまた立てられておりまして、「顧客満足度の

志向」、やはり顧客ととらえて、どのように進めていくのか。そして、第２は、「成果主

義」、何をやっているかでなく、何をなしえたかを問うと明確に書いてあります。そし

て、「オンリーワン」、ここにしかない小野らしさを追求すると。あと１つが、「後手か

ら先手管理」、言われてからやるのではなく、言われる前にやるということで打ち出さ

れております。単なるコストカッターでは終わらないと。行政を企業経営視点でとらえ

た変革の推進とうたわれております。 

 市長、ぜひ、そういう変革をしていただきたいと思います。さっき答弁でもありまし

たとおり、「行政運営の進化」と、３本柱にも入っております。ぜひ、そういう思いで

改革をしていただければと思っております。また、顧客満足の志向にさらなる徹底と市

民の意識改革による、し続ける、し続けられる仕組みにチャレンジされております。小

野市の行政経営手法の最後のページには、仕組みをつくって終わりではない、キーワー

ドとして「し続ける」こと。２点目が、「出る杭は打たれるのではなく、出ない杭は地

中で腐るしかない」。３番目に、「まずはやってみなはれ」ということでうたってありま

す。藏原市長には、ぜひ、単年度の毎年の市長の方針を出され、行政経営の戦略の柱を

決められて、職員の皆さんにも市長の方針達成への共通の認識をもって取り組んでもら

いたいと提言し、次の質問に移ります。 

 再質問として、市長の「よかボス宣言」はどのようなものがあるのか、お伺いしたい

と思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 「よかボス宣言」について御説明、お答えをいたしますけれど

も、その前に小野市の先ほどお話しいただきました資料、ぜひともあとからいただけれ

ば、じっくりと読ませていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 「よかボス宣言」とは、熊本を支える力強い産業の復活・発展と、魅力ある雇用の創

出や県民の結婚・出産・子育ての希望の実現を目指して、子育て環境をはじめとするだ

れもが働きやすい環境の整備など、県民総幸福量の最大化に向けた熊本県の取り組みで

あります。 

 私は、その熊本県の趣旨に賛同しまして、玉名市におきましても、すべての市民の幸

せな実現が、また人生が実現できるように、また満足できる生活が実現できるように次

のことを宣言いたしました。 

 １つ目に、私は、全力で仕事に取り組んだ後は、たまなのうまかもんを食べて、家事

をして、健康で幸せなくまもとライフ、たまなライフを楽しみますということ。 

 ２つ目に、私は、楽しみながら仕事をし、早く帰って家事や余暇などの生活も楽しむ
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職員を誇りに思います。 

 ３つ目に、私は、計画的に休みを取って人生を楽しむとともに、職員にも休みを積極

的にとるように勧めます。 

 ４つ目に、私は、職員の結婚、子育て、介護など、それぞれのライフステージにおけ

る希望や安心が実現できるよう応援します。 

 ５つ目に、私は、たまなの「よかボス」を増やすため、企業や事業所、団体への働き

かけを行います。 

 以上、５つの内容について宣言をいたしました。その取り組みが職員の仕事と私生活

の充実はもとより、市民サービスの充実・向上につながり、また市内全域に広めること

によって、全市民の幸せとワーク・ライフ・バランスの実現につなげていきたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 そうですね、やはり地方のトップがリーダーとしての「よかボス宣言」、やっぱり今

から始まる藏原市政に対して必要じゃなかろうかなと思っております。 

 私たち、地元の大浜も、今度、有明広域行政事務組合と連携して、婚活事業として、

ＪＡ大浜の青年部が「よかボス宣言」を、この市長もこうやってとられたと思います。

これですね、とられて、「よかボス宣言」を出して、婚活に臨むということで、ここに

婚活宣言もあります。これもネットのほうでみんな公開してありますので、見ていただ

ければと思いますけど、やはり玉名市がよかボスを、市長、増やすために、企業や事業

所、団体への働きかけを全力で行なってもらって、このよかボスの人を玉名でいっぱい

増やしてもらって、活気溢れた玉名につなげていってもらいたいと思いますので、ぜひ

働きかけをよろしくお願いします。 

 そして、次の質問に移ります。２、副市長のまちづくりの姿勢、庁内組織改革の考え

を伺う。お願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 副市長 村上隆之君。 

［副市長 村上隆之君 登壇］ 

○副市長（村上隆之君） 副市長に選任され、はや３カ月が経過したわけでございます。

市民の皆さまの市政に対する熱い思い、そして藏原市政に対する期待の大きさがひしひ

しと伝わってまいります。藏原市長を補佐する任に当たりますことは身に余る光栄であ

りますとともに、改めてその責任の重さを痛感しているところであります。 

 玉名市をどのようにしたいか。私は、３つの事柄を思っております。 

 まず１点目に、市長が先に述べられました公約の基本原則、「市民生活の安定」「まち
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づくりの充実」「行政運営の進化」を掲げられ、これらを誠心誠意、一つ一つ着実に実

行することが、すべての市民が笑顔でくらせるまちを実現できるというふうに思ってお

ります。また、そういうふうな市になるよう努力してまいりたいと思っております。 

 ２点目に、市民が主役の思いやりのある優しいまちにしたいというふうに思っており

ます。市民の皆さんは主役であり、皆さんとしっかり話をし、何を求められているのか、

そしてまた議員の皆さんともじっくり話をしながら、市職員一人一人が真摯に受けとめ、

市政に反映させたいと、そういう市役所にしていきたいというふうに思っております。

また、優しいまちづくりにつきましては、後期高齢となられる７５歳の方は昭和１８年

生まれの人で、その前後の人たちを含め、まさに先の大戦の動乱の中に生まれて生き抜

いてこられた人々でございます。この皆さんが今の日本、そしてこのまちを形づくって

こられました。そういう方々に感謝の思いをもつ心を育む施策を形づくっていきたいと

いうふうに思っております。また、そのほかの世代におきましても、子どもたちや親や

家族が安心してくらしていける、互いを思いやる優しいまちづくりに努力してまいりま

す。 

 ３点目に、玉名市の強みを生かしたまちづくりを目指します。本市は、交通アクセス

にも恵まれ、山、川、海など、自然環境に恵まれ、農業、水産業、温泉、文化、イベン

ト等や５つの高校、大学を有する学園都市でもあります。各種会合等で、「玉名はなん

でんあってよかな。」とよく言われます。このように豊富な資源を生かし、関係者と夢

のあるビジョンを語り合いながら、特徴のある玉名市の未来づくりに努めてまいりたい

というふうに思っております。 

 これらのことを主眼に、真摯に住んでいる人が誇れるまち、住んでみたいまち、住ん

で楽しいまちづくりに市長と共に、市長をそして補佐しながら前進していきたいという

ふうに思っております。 

 次に、市役所内の改革をもっと進めて、どういうふうにしていきたいか、そしてまた

就任後にどのように取り組んできたかというふうなことについて申し述べたいと思いま

す。私が思うには、本市には非常に優秀な職員が多数おります。職員が能力を十分発揮

できるような体制、環境づくりを行なうことが、ひいては市民サービスの向上に資する

と考えております。とにかく、職員一人一人が市民のため、このまちを良くするために

は何をすべきか、しっかりと意識改革を行なってまいります。 

 最後に、就任以降の取り組みにつきましては、新年度に入り、各部ごとの部課長と市

長との懇談の場を設けたところでございます。各部、各課の思い、そして市長が思う方

向性について互いに再認識をしながら、そして今年、平成３０年度の事業を展開するた

めになったのではなかろうかというふうに思っておるところでございます。そして、事

務事業の改善といたしましては、旅費を伴わない出張命令等の簡素化や役所玄関前の入
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口の行事案内板の設置を行なうなど、少しずつではありますけれども、庁内の意識、そ

して組織改革を始めているところでございます。今後も、玉名市をもっと輝かせるため、

市職員が能力を十分発揮できるような環境づくりを進め、市民の皆さまへ良質な行政サ

ービスを提供できるよう庁内の組織改革を進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 副市長の思いが詰まった答弁じゃなかったのかなと思います。１点目は、柱でいけば、

市長の三原則とともに頑張るということじゃなかったのかなと思います。また、２点目

としては、市民がやはり主役のまちづくり。やっぱり市民目線でやっぱり市民との対話

をしながら、まちづくりが一番大事だと私も思っております。そしてまた、優しいまち

づくりという答弁も今ありました。また、感謝の心をもちながら頑張っていくんだとい

う思いも聞けて良かったです。３点目が、玉名は、今ありましたけど、なんでんあると

いう中で、やっぱり夢のある玉名の未来づくり、まずそれに向けて、本当に市長も副市

長も一体となって、またもちろん職員さんも一体となりながら頑張っていただきたいな

と思っております。また、副市長は、市民参加率とおっしゃいましたけど、議会で全会

一致いうですね、なかなか期待がここにあらわれているんじゃなかろうかなと私は思っ

ておりますけど、やはり期待も大きく、市民の皆さんに良質な行政サービスを提供でき

るように早急なまた庁内組織改革にも期待し、次の質問に移りたいと思います。 

 ３、市の職員の働き方改革の推進の取り組みは何か。また、人事評価制度のあり方に

ついて、どのように評価されているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） それでは、多田隈議員の御質問にお答えをいたします。市

職員の働き方改革の推進の取り組みについてと人事評価のあり方についてお答えを申し

上げます。 

 まず、働き方改革の内容としまして、長時間労働の解消、非正規と正社員の格差是正

などがありますが、これらに関連する本市の取り組みについて御説明をいたします。 

長時間労働の解消としまして、毎月第１金曜日を残業せずに帰宅いたしますノー残

業デーと定めまして、職員へ周知をいたしているところでございます。また、市長によ

ります先月５月２８日の「よかボス宣言」を受け、職員におきましても計画的かつ効率

的な業務執行に取り組み、積極的に年次有給休暇を取得できるように通知をいたしてい

るところでございます。 

 非正規と正社員の格差是正については、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正す
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る法律施行に伴いまして、地方公共団体では一般職の非常勤職員である会計年度非任用

職員制度を創設する必要がありますので、それによりまして非常勤職員の処遇改善が見

込めるところでございます。スケジュールといたしましては、今年度から内容の検討、

条例、規則の制定や、電算システムなどの整備に向けた作業などを行ない、平成３２年

度から施行に向け、準備を進めていく予定でございます。 

 次に、人事評価の本市の取り組みについて御説明申し上げます。 

 人事評価がもつ組織が期待する事項をあらかじめ職員に示し、実際の仕事や行動を評

価することで組織に必要な人材を育てあげるという目的を重視し、評価結果を適正配置、

昇任等、公正な処遇反映につなげることで人事の公平性を高め、みずからがもつ能力を

最大限に発揮することを目的に実施をいたしております。 

 具体的な評価の流れを申し上げますと、まず、被評価者が成績、能力及び態度の項目

につきまして自己評価を行ないます。そののち、一次評価者でございます直属の上司は、

被評価者の１年間を通して仕事ぶりを把握した結果をもって一次評価を行ない、確認面

談を実施して自己評価の確認や振り返りなどを行なっております。その後、二次評価者

の評価と、そして評価者間での協議を行ない、最終的な評価結果を確定いたしていると

ころでございます。 

 現在、評価結果については、昇任基準の一要素として活用いたしているところでござ

います。今後、昇級や賞与への反映も検討する必要がございますが、評価者間のばらつ

きなどが解消する必要がありますので、その解消したのちに公平性に活用できるよう実

施時期や仕組みづくりなどについて十分検討を行なってまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈議員の一般質問の途中ですが、議事の都合により、午後

１時まで休憩いたします。 

午前１１時５８分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時０１分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 多田隈啓二君。 

［８番 多田隈啓二君 登壇］ 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 推進として、会計年度任用職員について、期末手当の支給が可能となるように、給付

に関する規定を整備され、平成３０年４月１日から施行できるようにお願いしたいと思

います。 
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 また、人事評価につきましては、また先ほどの小野市になりますけど、小野市は、声

かけだけでは成果はでないとされて、成り行き管理から目標、期限を決めたターゲティ

ングワークへの転換とうたってあります。方針管理制度、政策評価よりも執行評価こそ

が重要だとこれにも書いてあります。そして、方針管理制度ということで目標管理を定

められておりまして、小野市は、５万人ですけど、副市長が２人おられます。なぜかと

いいますと、やっぱり市長の思いをどうやってこの施策に変えていくのかというのを、

やっぱり右腕、有望な右腕が村上副市長おられますけど、左腕もということで、やりや

すい取り巻きをつくってあられました。その中で、市長をやっぱり方針の頂点として、

それを実施するための部長、課長、係長へのブレイクダウンとして具体的な方向を立て

て、ＰＤＣＡのマネジメントサイクルを展開して、結果とプロセスを評価し、改善を進

めながら組織全体として市長方針の達成を目指す仕組みをつくられております。 

 そして、実施実行書の様式あたりでは、まずつくられておりまして、市長方針を達成

するためにいつまで部長は何をするのか、また課長は部長の方針を達成するために課長

はいつまで何をするのか、係長は課長方針を達成するために係長はいつまで何をするの

かというのを、まとめられる組織をつくられており、全員がやはり目標に向かって業務

を遂行する方針体系表とは職順を自己方針をまとめてセッションをつくられております。 

 方針として、目標設定の事例として挙げさせてもらえれば、目標として、例えば市民

課長さんだったら、市民課の交付書の交付待ち平均時間を２分と目指すとか書いてあっ

て、そのためには、じゃあ、どうするのかということですね。業務動線を考えたシステ

ム機の配置を考えるということで目標を立てられております。例えば、会計管理者であ

れば、会計伝票の処理方法を改善し、正確かつ迅速な会計業務を行なうとあって、どう

するのかということで、部署の伝票処理体制の状況を分析し、担当者の意識改革を行な

うとか、上記の取り組みにより伝票誤り総件数を前年度比で１０％削減するとか。例え

ば、ここは、消防は広域なんでないんですが、ここの小野市は単独の消防署をもってお

られまして、例えば北分署に加えた３拠点運営体制を確立するために市内全域１０分以

内と、平均７分以下で救急車は到着させると、この目標を立てられております。そして

また、これ何か市長がこだわられておったということで、選管事務局長としてどういう

取り組みをされるのかというと、衆議院選の選挙での開票を県下一最速にするという思

いが強くて、一番に開票してやるという思いだったと思います。前回の選挙戦の課題を

分析し、ゼロベースで新たな体制を構築する。開票時の動線を向上させるために、服装

を見直され、開票事務従事者の目標の共有化を図り、事前説明会を開催されております。

そして、県下最速を目指して、県下最速になったということでした。そのためには、例

えば、そのほかにビブスをみんな着て開票に当たったり、運動靴を全員履いて、規則的

なことなんですけど、こうしながら最速を目指されたというのを話の中に言っておられ
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ました。 

 また、評価方法をマトリックス表から点数化されておりまして、また進化する方針管

理制度を立てておられました。目標達成の難易度も加えた評価方法と人事評価への連動

をここはされておりまして、人事評価制度の連動は能力評価と業績評価をされておりま

して、発揮した能力の評価だったり、なしえた業績の評価をここはされておりました。 

 そしてまた、方針達成度評価の等級等は、また別につくられて、配分表をつくられて

おりました。そして、今、玉名も取り組まれておりますと思いますけど、勤勉手当等の

範囲をどのようにしていくのかといって、もうこれは取り組まれておりました。方針管

理制度の狙いとして、今までのやっぱり成り行き管理からターゲティングワークへの変

換とやっぱり掲げられており、さらなるやらされる仕事からやる仕事へと、部下と上司

のコミュニケーションの醸成と、目的を共有化した組織的な仕事の展開とか、タイムマ

ネジメントの実践と進捗管理とか、職員の意識改革と向上を掲げて、最大の目的は職員

の意識改革と明記されておりました。 

 小野市流は、皆さんされていると思いますけど、民間もいつもされていますけど、

「ホウレンソウ」、報告・連絡・相談の仕組みをされておりまして、課内の所長からメ

ールで秘書課へ、各課長からメールで秘書課にそのまま配信され、秘書課から市長に随

時このメール配信でいろんな、例えば事件だったり、ミスだったり、トラブルだったり、

マスコミ課の取材だったり、報道関係だったり、自治体の情報だったり、視察情報だっ

たり、いろんなことがメールで共有されるということになっておりました。そのコメン

トも、また返信をされて、そして副市長が部長、職員へまたメール送信もされながら、

年間、定数は２,１００件を超えるメールのやりとりもされておりました。やっぱり狙

いは職員の問題意識、これでメールで書くということで、問題意識があぶり出されると

いうことも言っておられました。情報整理能力の向上にもつながっていくという話もさ

れておりました。 

 また、その中で所属部門の提出状況もグラフ化、全庁にわかるように共有化がされて

おりまして、ここは教育委員会が一番ダントツで６００件近いメールのやりとりをされ

ていたんじゃなかろうかなと思っております。仕事のやり方を変えるツール、そして文

書を書くことによって職員自身がその問題についての整理・確認ができるということと、

その結果、問題点を深く掘り下げることができると。課題を早期に発見することにより、

後手から先手の管理の実践につながると。組織内での問題の共有が図られ、組織力の向

上につながると。情報に対する職員の意識改革のリスクマネジメントとして機能すると。

ポイントは、各課の点の情報をみんなが共有されて、線でつなぐことをされておりまし

た。 

 また、さっき「ホウレンソウ」と言いましたけど、ここは、上司に求められる「ホウ
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レンソウ」といってまた別に２つあってですね。この上司に求められる「ホウレンソ

ウ」は、まず「ホウ」は「方向性を示す」ですね。やはり部長さんたちが方向性を示さ

れて、「レン」は「連携・ネットワーク」として、連携とネットワークをつくると。「ソ

ウ」は「総括してまとめる」ということで、上司と部下の「ホウレンソウ」により組織

力を強化されておりました。 

 また、情報は市民の財産という思いを市長があられまして、市民の意見を市政へ反映

させるために、またそして職員の問題能力のためにも、いろんな多様な向上の手法を使

われておりまして、市長に手紙等もいろいろあっとですよね。匿名からいろいろ、でも、

匿名は返信はできないとおっしゃっていましたけど、いろんな団体だったり、市政の懇

談会、市長への手紙とか要望とか、まちの派遣員とか、行政サービスの研究グループと

か、まちづくりの女性リポーターとか、いろんな団体からすべて文書で答えられて、市

へどうやって反映するのかというのを、全課で市民からの意見を９つに分割されながら、

意見を幅広く取り入れておられました。そしてまた、独自に情報の一元化システムを構

築され、流れもつくられておりました。そしてまた、ここがすごいのは、またそういう

いろんな情報の受付をまたすぐ課に配信するんですけど、そのいろいろな課から回答が

至る時間までもここ管理されていまして、その何日かかったのかと、この要望とか相談

とか、いろいろな意見にですね。そして、その要望も一覧にグラフですぐ見れるように

なって、地方自治の情報誌で紹介されて、処遇と連動させた方針管理制度でオンリーワ

ンのまちづくりを推進されたといって、兵庫県の小野市が大きく取り上げられたという

ことであります。 

 玉名市も、この人事評価制度、まだまだ今から検討していくということでありますけ

ど、やはり実際、先進地はこうやって取り組まれております。ぜひ、早急にその辺も考

えていただきたいと思います。現行の人事評価制度とともに、今後は方針実行書だった

り、目標管理、マトリックスの評価からの点数化とか、方針達成評価とか、勤勉手当の

反映を検討され、人事評価の新制度の運用を考えてもらい、質の高い行政サービスとと

もに、市民の皆さんの満足度の向上に向けて取り組んでいただくことをお願いし、次の

質問に移ります。 

 （４）正職員と非常勤職員のバランスや配置基準の考え、今後の職員採用について。

また、専門職の技術的な免許取得についてお伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 多田隈議員の御質問の正職員と非常勤職員のバランスや配

置基準の考え、今後の職員採用についてと専門職の技術的な免許取得についてお答えを

いたします。 

 まず、正職員と非常勤職員の状況でございますが、正職員数は合併後１０年間３分の
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１の採用によりまして、合併時６９７人から平成３０年度は５１１人と１８６人の減少

ということでございます。非常勤職員につきましては、平成１９年度からになりますが、

１１６人から２６５人と１４９名の増加ということになっております。ただ、年間業務

量の増加とその内容が複雑化してまいっておりますので、職員減少のひずみが出てきて

いるというのも確かな状況でございます。今後は、各部署における必要数と定員管理な

どを考慮しながら採用枠を増やす方向で検討をしてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。失礼しました。そのあとによろしいですか。もう一つ。 

 また、専門職の技術的な免許取得についてでございますけども、過去３年間の受験の

状況になりますが、平成２７年度は行政書士１名、土木施工管理等２名、平成２８年度

は建設技師・技術士１名、平成２９年度は社会福祉主事３名、土木施工管理等５名が受

験をいたし、今年度も今のところ土木施工管理等３名が受験予定となっているところで

ございます。 

 資格・免許につきましては、業務上要件として必要なものや、専門職としてのスキル

や仕事の質の向上のためにも必要なものと考えております。ただし、生活保護ケースワ

ーカーの要件であります社会福祉主事資格取得の費用につきましては、要件として必要

なものであるため、取得に関する費用を公費として支出をいたしておりますけども、そ

のほかの資格・免許につきましては、今のところ助成金につきましては制度的には考え

ていないというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 正職員は、１０年間３分の１の採用、退職者のですね、採用ということで、５１１人

まで減って、正職員が１８６名に減少し、非常勤職員の皆さんが１４９名増加し、今答

弁でもありましたけど、職員の現状のひずみが出ているとの答弁でした。また、職員の

皆さんも資格や免許を取りに行かれておりますが、採用試験については、この第３次玉

名市行政改革大綱で、専門職員は、募集定数は平成３０年度でこれ１人になっているん

ですよね。そして、平成３１年度に２人、平成３２年度に４人、平成３３年度に１人と

いう募集定数をこれ掲げておられます。初日の一般質問で松本議員の質問に対して、専

門職が少ないとのやっぱり答弁がありました。改めてやっぱりこの採用では、これはち

ょっと足りない中で計画がこれでは、ちょっとまた専門職の皆さんがこれ足りなくなる

んじゃなかろうかなと思いますので、ぜひ早急なその辺もこの大綱にはうたってありま

すけど、変更を、また検討をお願いし、再質問に移ります。 

 再質問で、５月１０日付けの人事異動について、なぜ行なったのか、お伺いしたいと
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思います。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 多田隈議員の再質問にお答えをいたします。 

 昨日も北本議員の御質問でお答えをいたしたとおりでございますが、産業経済部内の

異動につきましては、農地整備課の技術職員が４月１日以降に体調を崩したことが判明

いたしたために職場復帰に時間がかかるということでございましたので、今年度に工事

を完成しなければならない渇水対策事業の工事に支障が出るおそれが見込まれることか

ら、産業経済部内の農道や漁港、林道などの工事内容と職員の経験年数を考慮いたしま

して、円滑に事業が進行、推進できるよう所管部長及び所管課長と協議をいたしまして、

５名の人事異動を行なったところでございます。 

 次に、会計課と岱明、横島、市民生活課内の２名の異動についてでございますけども、

会計課におきまして、課長以下５名の職員のうち、３名の職員が会計課の経験年数が５

年から６年と長期となっていたことから、職員の教育、人事育成上、異動したというと

ころでございますけども、経験を有する職員が業務的に不足をいたすということとなっ

たところでございます。そのようなことから、出納審査等の執行事務を確実に遂行する

ため、会計事務経験のある職員を事務支援といたしまして、期間を本年度９月までと限

定いたしまして人事異動を行なったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 きのうの北本議員の質問で、３分の１異動した課が４０課の中に２３課もあるんです

ね。やっぱり非常にこれは問題だと思います。やっぱりこれだけの本当にこの６割ぐら

い近い人事異動をなされますと、やっぱり行政にこの負担がかかり、今回のまた異動に

つながったのじゃなかろうかなと思っております。 

 先ほど自分も説明してまいりました小野市の取り組みですけど、やはりこの人事異動

に人事評価が評価としてこれできているのかなというのも、これ疑問があります。この

ことから考えると、会計事務が回らない人事異動が適材適所だったのかという疑問も非

常に残ります。そして、６月１１日付けで３回目の人事異動もあっております。毎月、

今人事異動があっている状態なんですよね。やはり人事のあり方を見つめ直すべきだと

思います。 

 先ほどの第３次玉名市行政改革大綱では、平成３４年度をめどに人事評価を構築して

いくと書いてあり、その人事評価も、これは喫緊の課題として、早急に市長、取り上げ

ていただいて、やっぱり前倒しして、早急な検討をお願いしたいと思います。また、組

織の目標は、実践と職員個人の目標、実績を結びつけ、組織の向上を図り、職員の意識
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向上を促し、質の高い行政サービスが提供され、市民満足度の向上へもつながるような

人事評価制度を一日も、市長、早くつくっていただくことを強くお願いし、次の質問に

移ります。 

 （５）来庁者への配慮について。 

 １、一般駐車場の通路部分に屋根はつけられないのか。 

 ２、喫煙ブースや庁舎東側に擁壁などの考えはあるのか。 

 ３、本庁舎１階ロビーへの電子案内板の設置の考えは。 

 ４、婚約届におけるお祝いバックボードの設置の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

［企画経営部長 水本明子さん 登壇］ 

○企画経営部長（水本明子さん） 多田隈議員の来庁者への配慮に関する御質問にお答

えをいたします。 

 まず、１点目の駐車場についてでございますが、現在、本庁舎南側駐車場には熊本県

ユニバーサルデザイン建築ガイドラインに基づき、正面玄関の東側、ひさしの下に障が

い者用駐車場を５台分、ベビーカー利用者などとして２台分を設けておりますので、こ

の７台分については雨の日でもぬれずに庁舎に入れますが、それ以外の一般用駐車場に

つきましては、十分な幅を確保した通路を設けているだけとなっております。この通路

の部分に議員御指摘の屋根を設置する場合、雨にぬれないというメリットはあるものの、

柱を設置することで歩行者の通行に少なからず支障が生じるほか、柱の設置場所によっ

ては一般車の接触事故の可能性が生じ、また産業祭やハーフマラソン等、多目的に利用

している駐車場の配置の自由度が低くなる可能性もございます。さらに、玄関前のひさ

し部分との間の車道部分までは設置をできませんので、いずれにしてもぬれてしまうと

いった点があることから、当初から設置をしていないものでございます。 

 なお、庁舎に滞在されている間に雨が降り出し、車へ戻りたいけれども、傘をお持ち

でない方に対しましては、玄関脇に自由に使うことができるレンタル傘を置いておりま

す。これは、放置傘を有効利用したもので、使ったあとはいつでも構いませんので、次

の機会に返却していただければよろしいというものでございます。やはりすべてを返却

されているわけではございませんが、その分お役に立っているものと思われます。 

 次に、喫煙所に関する御質問についてでございますが、市役所本庁舎では、庁舎南東

の角、自動販売機が設置してあるスペースを来客専用として、そのほか職員用につきま

しては、庁舎東側倉庫棟の南側と北側公用車駐車場などを指定して喫煙所としていると

ころでございますが、職員の喫煙に対しましては、長時間の滞在やたむろしているなど

の苦情が以前からございます。喫煙するすべての職員がそうとは申しませんが、市民の

方々からそのように見られていることは事実でございますので、これまで複数回、総務
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部長との連名で文書による注意喚起を行なっているところでございます。 

 議員御提案の喫煙ブースやパーティションの壁などを設置すれば、確かに見栄えは良

くなると思いますが、見えなければ良いというものでは決してございませんし、周囲か

らの視線を遮断することにより長時間の滞在を助長することにもつながりかねませんの

で、当初からその計画はございません。 

 なお、来庁者用の喫煙所につきましては、先ほど申し上げました庁舎南東の角でひさ

しの下にあって雨でもぬれずに行くことができますので、パーティションなどを設ける

必要はないものと認識しております。 

 次に、本庁舎１階ロビーへの電子案内板の設置についてでございます。来庁者への情

報提供という意味では大変大きなメリットがあるものの、他の自治体の事例のほとんど

がスポンサー業者の広告料によって運営されており、その広告料を主に市内の業者に負

担をいただくこと、また電子案内板自体の設置場所の確保も必要となります。現在、本

市では行事の周知用として、昨年から正面玄関にホワイトボードを設置しておりまして、

双方を比較検討しながら、今後対応を考えてまいりたいと存じます。 

 最後に、婚姻届や出生届などのお祝い記念撮影用のバックボードの設置についてでご

ざいます。今年度、こちらは市民課のほうで計画され、先だっての議員の聞き取りの時

点ではそのデザインを校正中でございましたが、予定よりも早く準備ができまして、一

昨日から１階ロビーに設置済みでございます。ごらんになった方もおられるかと存じま

す。ボードのほうはキャスター付きで移動も簡単にでき、希望をされる方には喜んでい

ただけるものと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 まずは、１点目の駐車場通路部分の屋根について、産業祭やハーフマラソン、いろい

ろ駐車場の自由度が低くなるとの答弁だったろうと思いますけど、調整池側の東側のあ

の通路に、途中まででいいんで屋根をつけていただければ、あそこは一番じゃまにはな

らないところであって、一列、片方になりますけど、屋根があれば、雨の日に、特によ

く自分たちも何人か言われたんですけど、「雨ん降りが、やっぱり足の不自由な方やっ

たりなんたりが傘さしながら行くのは大変だ。」ということで、なかなかそういう高齢

者の方が、大変雨の日はちょっと何か屋根かなんかないのかなというのを結構私たちは

聞くんですよね。だから、じゃまにならんとであれば、やっぱり東側の調整池の横に試

験的に一列ちょっと、もちろんさっき答弁でも、庁舎につけると一応火災のときとかな

んとか、いろいろ問題があるかもしれませんので、離していいんで、３０メートルぐら

いちょっと試験的にされればと思います。その辺の検討も、調査もお願いしたいと思い
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ます。 

 また、２番目の喫煙ブースや庁舎東側に、例えば擁壁はできないかというのが、私た

ちも視察研修に行くと、結構やっぱりあるんですよね。私はたばこ吸わないんで、それ

があってもなくてもあれなんですけど、やっぱり来庁された方が、ただもう何もないと

ころで、椅子も何もないところで、ただ灰皿だけ置いてあるところが、ここが喫煙所で

すと、市に視察来られた方々に説明するときに、「うーん、どうなのかな」って私は思

います。やっぱりその辺も考えていただきたいと思います。今の答弁では、見えなくす

れば長時間滞在を助長するとの答弁でしたが、他市町村もいっぱいつくってあるわけで

すよね。玉名市だけそういう職員の皆さんがなるというのは考えにくいところでもあり

ますし、また喫煙所がつくられたから職員の皆さんが助長することであれば、やっぱり

ほかの自治体はきちっと仕事もされておりますので、やはり職員の意識改革を進められ

たほうが私はいいのじゃなかろうかなと思っております。そして、たむろしているなど

の苦情等、今答弁ありましたけど、やはりその以前から結構苦情はあっていると思うん

ですよね。やっぱり入って、入口の右側の一番目立つところでもあるんですよね。今ま

では、自動販売機の前はまだこっちだったんで目立たなかったんですけど、その東側に

なれば結構目立っておりますんで、やはりその辺は、例えばブースができないんであれ

ば、擁壁の１メートル５０ぐらいでいいんで、つくっていただいて、２メートルぐらい

ですかね、あれつくっていただければ、来庁者の印象はすごく変わるんじゃなかろうか

なと思っております。その辺も、今まで自分が聞いたのはあれだったんですけども、全

庁挙げて、庁議あたりで話されたことがあるのか、ないのか、ちょっと部長にお聞きし

たいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 多田隈議員の再質問にお答えをいたします。 

 確かに喫煙者、職員のほうにもかなり職員がおりますので、喫煙場所というのは現在

指定をいたしておりますけども、やはり市民の皆さんからそういった御指摘を受けるよ

うなことであってはならんということについての庁議での協議もいたしているところで

ございます。そういったところを踏まえまして、今後ともそういった職員の意識改革を

含めまして、喫煙者については取り扱いを十分注意をしながら、今後とも取り組んでい

きたいというふうに考えているところでございますし、庁議の中でも随時そういった話

し合いは行なっている次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 ぜひ検討しながら、ほかの自治体は入っているというところもたくさんありますので、
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何かしらのこれだけの苦情があるんであれば、検討していただきたいと思います。民間

では、休憩時間を決められている民間の会社あたりもあります。今の苦情のように、市

民の方からどのように見られているのかは、行政としてやはり一番に考えるべき課題だ

と私は思います。今後、庁内協議でしっかり議論をしていただいて、どういう方向が一

番いいのか、このままにしとくというやり方はどうなのかなと思います。ますます苦情

が増えていくだけではないのかなと思います。ぜひその辺の検討をお願いし、次の質問

に移ります。 

 済みません、３番目の本庁舎の１階ロビーへの電子案内板の設置について、スポンサ

ー広告料をとりながら、市内業者等という答弁じゃなかったのかなと思いますけど、や

はりこれも視察で行ってわかるんですけど、やはりこの電子案内板はすごく地元の、例

えば特産品とか、そういうのも映し出されながら、庁内のこともいろいろ書いてあって、

すごくわかりやすい。もちろん案内のところはあるんですけど、それを見ながらでもい

ろいろ調べられたりできる案内板もありますので、検討するということだったので、今

後よろしくお願いしたいと思います。 

 また、４番の婚姻届のお祝い用のバックボードの考えはということで、これは以前か

ら副市長には僕は言いながら、何か仕掛けばしていただきたいなと思うところで、よそ

の自治体は、やはり婚姻届を持って来られた方が、やっぱり開庁の時間に限定するんで

すけど、やっぱりバックボードで職員が撮って、せっかくの祝いの婚姻届を出されると

きなんで、お二人に撮ってやれば、こういう何か温かい市に見られるんじゃなかろうか

なということで言っておりましたけど、早急に対応していただきましたことに関しまし

て、本当に感謝申し上げます。 

 また、他市では、副市長、まだこのただボードじゃなくて、これまた検討していただ

きたいんですけど、ボードだけじゃなくて、バックボードの前に前飾りスタンドという

のを購入されております。小さなスタンドをして、そこにバックボードはここにあるん

ですけど、前にスタンドがあって、そして、例えばマグネット式になっておりまして、

婚姻届の人たちには「私たちは結婚しました。」みたいな感じでそこの前に貼ってもら

って、そしてほかの子どもが生まれた方に対しては「新しい家族ができました。」とか、

また貼りかえてもらって、前にですね、そして「玉名に引っ越してきました。」とか、

こういう届け出の内容に応じたメッセージを書かれて、マグネットで貼りかえをしなが

ら、写真をバックボードの中で撮っておられる自治体もあります。また、それを進めて、

ネットで見ますと、市長がコメントを出してやるとか、いろいろ自治体的に工夫されて

いる自治体があると思いますので、ぜひ、これ導入されたということなんですけど、も

っともっと仕掛けを、市長、つくっていただいて、立ち寄りやすい、また市民に寄り添

った庁舎にしていただきたいと思います。今後、検討していただきたいと思います。 



 － 210 －

 それでは、次の質問に移ります。（６）ＳＮＳを活用した情報発信についてお伺いい

たします。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） ６番目のＳＮＳを活用した情報発信についてお答え

をいたします。 

 先日の坂本議員への答弁と重複するところがございますが、本年４月に地域振興課、

情報発信係を設置し、新たな情報発信の手段として、玉名市公式フェイスブック「広報

たまな」を開設、平成３０年５月２４日から運用を開始したところでございます。これ

は、昨今のインターネットの急速な普及に伴い、社会生活を送る上で重要な情報インフ

ラとなっていること、またＳＮＳのあらゆる年代への普及状況等を考慮し、情報発信力

強化のために実施をしたものでございます。 

 議員御質問のＳＮＳによる情報発信の目指すところにつきましては、市内外に向けた

玉名市のイベント情報、観光情報、市政情報、緊急情報などの各種情報やまちの話題な

ど、地域振興に係る情報発信を行なうことにより地域住民の愛着の高揚及び本市のＰＲ

につなげればと考えているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 産業経済部のほうよりお答えいたします。議員御質問

のソーシャルネットワーキングサービスについてお答えいたします。 

 まず、金栗氏のＰＲについては、これまでも懸垂幕やのぼり旗、チラシ等を作成する

とともに、公用車へのＰＲマグネットシートの貼り付けやラッピングを行ない、県内外

でのイベントへの参加等を通じて周知を図っているところでございます。 

 今後は、大河ドラマ館や金栗氏を周知するための専用ホームページを作成するととも

に、各種媒体への広告掲載、ノベルティグッズの作成等を行い、一層の情報発信を図っ

ていく予定でございます。また、議員提案のＰＲ動画も有効な情報発信ツールの一つと

考えており、今後も引き続き市内外でのイベント等で積極的なＰＲ活動を図る中でより

効果的な情報発信ができるようさまざまな手法を検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 今まで、この熊本県、広い中ですね、１４市ありまして、フェイスブックがなされて

なかったのは玉名だけでした。やっとフェイスブックをされるということで、５月２４

日から運用開始とのことです。今後、玉名市のいろんな情報発信ができることは、本市

のＰＲにつながっていくことだと思います。ＰＲとして、何てすばらしいとこなんだろ
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う、何てすばらしい玉名なんだろうと、行ってみたい、そんな感情に溢れる写真や動画

を発信することが大切であり、自治体に今までやっぱり配信してなかったんで、いっぱ

い貯まっておると、すばらしい写真等があると思います。そういう豊富にストックされ

た写真を多く活用してもらい、玉名をアピールをしていただきたいと思います。今ある

観光地をインスタ映え、今流行っておりますけど、する風景の整備が必要だとも思いま

す。吉田憲司さんが言っておられますけど、岱明のあの海水浴場に写真がインスタ映え

するフレームだけでも玉名でつくってもらえれば、そういう人たちが撮りに来られて、

インスタ又はフェイスブック、いろんなツール使って、ライン等も使いながら、あげて

いただきながら、玉名を発信できる仕掛けを、また藏原市長にはいろんな仕掛けをつく

っていただきたいと思います。 

 また、金栗四三さんのＰＲ動画ですね、さっき答弁ありましたけど、ぜひ、鹿児島市

のまねじゃありませんけど、やっぱり鹿児島市は高校生男子の体操部が西郷どんにふん

して華麗なダンスで鹿児島市の魅力を紹介して、ＷＥＢ限定の動画を作成し、盛り上が

りを見せておられます。ぜひ、そういう金栗さんのやっぱりＰＲ動画も考えていただき

たいと思います。 

 そして、和水町で、私、昨年１月、和水町はくまモンと金栗さんだったんですけど、

ピンバッチを５００個、和水町も１月につくられておられました。それで、「玉名もつ

くってくれないかな。」と言うて、お願いしましたけど、なかなかつくっていただけな

いということで、だから、きょう、２つ、私、２種類、階段のほうにですね、みんなが

どういう絵がいいかなみたいな感じから始まって、２つ、きょうつけてきております。

これで、私たちも微力でありますけど、少しでも金栗さん、また玉名のためにもアピー

ルしていきたいなと思っておりますんで、きょう、朝、市長室に行きまして、市長に公

務のときにこれをはめてもらえないかということでお願いしたところ、快く受け入れて

いただいて、きょう、名札の上につけてありますけど。また、議長にも、きょう、朝、

ちょっと早くおじゃまさせていただいて、良ければ公務のときにということで、きょう、

きちっとはめていただいておりまして、本当にやっぱりいろんな交流が市長さんも議長

さんもあると思いますので、ぜひ、そうやって少しでも金栗四三さんのアピールをして

いただきたいなと思っております。 

 また、ほかは、和水町さんあたりは、運送会社の方とトラックのラッピングまで、今

度２台目ができるそうです。２台目を走らせるという話もされておりました。また、先

ほど昨年１月に５００個つくられた金栗さんのピンバッチもイベントに来られた方にこ

のＳＮＳにあげてくれたら、このピンバッジあげますということで渡されているという

話もされておりました。それが５００で足りんで、今５００つくっているということな

んで、ぜひ、いろんなやり方をよその市町村もされてますんで、玉名も玉名らしいアピ
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ールをしていただければなと思っております。今後、そういうこともありまして、全国

から多くの方が玉名に来ていただけるよう、今後もＳＮＳで魅力ある玉名市の情報発信

を期待し、次の質問に移ります。 

 ２、健康福祉行政について。 

 介護保険法の一部改正により、厚生労働省は、新しい総合事業として、市町村が基準

や単価を設定し、自治体が主体となることで自由度が高くなり、地域の実情に応じたサ

ービスを提供し、既存の介護事業所だけじゃなく、ＮＰＯ、ボランティア団体、地域住

民が高齢者の生活を地域で支え合う取り組みが始まり、市民の方がどのように変わるの

か大変心配されており、質問いたします。 

 （１）要介護認定制度、また介護予防の取り組みについてお伺いします。 

 （２）要支援者の総合事業の取り組みについてお伺いします。 

 （３）通いの場の事業についてお伺いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

［健康福祉部長 松野信生君 登壇］ 

○健康福祉部長（松野信生君） 多田隈議員御質問の要介護認定制度についてお答えし

ます。 

 介護保険制度は、加齢による病気等で要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護

などが必要な方に対して、介護保険サービスが提供される制度です。要介護認定の判定

は、２つのステップで行なわれます。まず、市に認定申請をされたあと、認定調査員の

訪問による調査と主治医意見書をもとにコンピューターで算出する一次判定が１つ目の

ステップです。次に、一次判定の結果に基づき、学識経験者の介護認定審査会での審査

による二次判定で総合的に判断され、この２つ目のステップで要介護状態の区分が決定

されます。認定は、原則として申請日から３０日以内とされています。ただし、心身状

態で調査に日時を要するなどの特別な理由がある場合は、判定が遅れるケースもありま

す。 

 次に、介護予防の取り組みについてお答えします。本市では、高齢者がいつまでも自

分らしく生き生きと健康に過ごせるよう、身近な地区公民館単位で歌、レクリェーショ

ン、ゲームなどを行なう「いきいきふれあい活動」が月１回、１１２カ所の公民館で１,

９５０人が参加されております。また、「ゆた～っと元気体操」は、月１回から４回、

地区によって異なりますが、６７カ所の公民館で９８８人の参加があっております。ど

ちらの事業も、地域の方々が地区で立ち上げる地域住民の自主的な活動でございます。

ほかに、福祉センターでの「元気づくり教室」、天水憩いの家での「オレンジながら体

操」、岱明ふれあい健康センター、横島公民館、横島ゆとりーむにおいての介護予防事

業に多くの方が参加されております。また、健康寿命の延長に寄与した取り組みとして、
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新たに本年４月から介護予防拠点事業で整備した地区公民館で地域の有償ボランティア

を活用した週１回の通いの場事業が８カ所でスタートしているところです。 

 次に、要支援者の総合事業の取り組みについてお答えします。これまで県の指定を受

けてサービスを提供していた事業所は、総合事業開始に伴い、玉名市の指定を受けるこ

とになりました。現在、玉名市が指定している事業所は、通所、訪問、合わせて６３事

業所ございます。サービスの内容ですが、まず通所型サービスとしまして、３種類のサ

ービスを行なっております。１つ目は、これまでのデイサービスと同様の基準、内容で

行なう現行相当サービス。２つ目は、介護スタッフ数やサービス提供時間等を勘案して

行なう基準緩和サービス。３つ目は、新たに民間企業に委託し、横島公民館で４カ月間

の短期集中で体力改善を目的として行なう「元気あっぷ教室」でございます。また、訪

問型サービスも３種類ございまして、１つ目は、同様に現行相当サービス。２つ目は、

これも同様に基準緩和型サービス。それと、３つ目は、シルバー人材センターに委託し

て、掃除や調理等に限定し、家事支援員を派遣するふれあい家事支援サービスでござい

ます。４月の利用者の状況では、デイサービスに４２５人、「元気あっぷ教室」に２４

人、ヘルパー利用が３２７人、ふれあい家事支援員の利用が２３人となっております。 

 次に、通いの場事業についてお答えします。先ほどの介護予防事業の取り組みで説明

いたしました「いきいきふれあい活動」は、月に１回の開催であり、多くの地区で参加

者が固定化していること、区長さんや民生委員さんの負担感があることなどの課題もご

ざいました。また、公民館活動を毎週されている地区が月１回の地区より介護認定率が

低いという結果も出ていることから、より介護予防効果を高めること、地域人材の活用

を図ることを目的として、新たに通いの場事業が４月からスタートしました。事業内容

は、地区公民館において週１回開催し、運営を地域のボランティアに担っていただき、

軽い体操などを行ない、年１回は市から栄養・口腔講話や体力測定を実施することにし

ております。６月現在で８カ所開始されております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 ６月現在で８カ所されているということで、本年度からの取り組み事業となっており

ます。 

 そこで、再質問いたします。市内全部では何カ所ぐらい開所する、今後の計画なのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 通いの場は、現在８カ所が設置されておりますけれど

も、現在活動中であります「いきいきふれあい活動」や「ゆた～っと元気体操」と連動
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しながら設置を進めてまいりますけれども、特にこれらがない地区においては、できる

だけ早期に設置できますよう今後も推進してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 今のとり方でいけば、地域の公民館、大体全体でされるというとり方でよろしいです

かね。 

［松野信生君 「はい。」と呼ぶ］ 

○８番（多田隈啓二君） わかりました。地域の全体で今から全域に、まだ今は８カ所

しかされておりませんけど、今から全域に広げていくということだったんで、はい、わ

かりました。 

 そこで、再質問で、そういう場に行くために、やはり公民館、各地域にありますけど、

地域公民館は。ただ、結構距離のあるところもあるんですよね。坂道もありますし、川

もありますし、いろいろそのお年寄りの方が行き帰りの活動で、例えば怪我された場合

は、だれが責任とるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 公民館活動につきましては、地域住民の自主的な活動

で、高齢者自身が元気になるために自己責任のもと参加されることとなっております。

活動中の事故につきましては全国市長会市民総合賠償保険、自宅から会場までの事故に

ついては交通災害共済制度の利用で対応してまいります。また、地域のボランティアに

おきましては、社会福祉協議会のボランティア保険に加入されているところでございま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 保険があるので、大丈夫という話、とらえ方でいいんですかね。 

 今のもう１点だけ、ちょっと活動まで、公民館まで行くまでの保険はあるんですよね。 

［松野信生君 「そうです。」と呼ぶ］ 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 自宅から会場までの事故については、交通災害共済制

度ということで利用ができるということになっております。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。わかりました。 

 そういう保険があるんで安心しました。この通いの場事業というのは、本当に介護費

抑制に関しても、これ今からどこの自治体も多く、広く取り入れられていくんじゃなか
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ろうかなと思います。 

 そこで、もう１点、再質問いたします。通いの場事業拡大に当たり、公民館等で熱中

症対策として何カ所の地域の公民館で空調を設置されておられるのか、お伺いしたいと

思います。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 多田隈議員の再質問でございます。 

 自治公民館に空調設備はどれぐらい設置されているかということでございます。現行

の玉名市自治公民館施設整備費補助金要綱では、新築、改築、増築のときに設置される

空調については補助対象の経費として認められておりますが、建設後、単独についての

設置については補助対象外となっております。 

そのようなことから、今現在の設置状況につきましては、全２５８行政区の中に自

治公民館をもたない公民館もございますので、２４行政区ということになります。その

２４行政区を除いた２３４行政区の中に１９０行政区は、もう設置がされております。

設置率といたしまして、８１.２％が設置されている状況でございます。空調設置を公

民館建設後に単独設置されている行政区の多くは、区費等の自己財源で設置されている

という状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 ２５６行政区の公民館があって、公民館があるのは２３４で、１９０、８１.２％と、

今答弁ありましたけど、やはりこの通いの場事業を進めていくに当たっては、それでも

４４公民館では空調がない中で、やはり今から通いの場事業を増やすと増やすしこ、こ

の空調整備をセットでしなければ、なかなかこの通いの場事業は広がっていかないのか

な、またお年寄りの熱中症対策にはなっていかないのかなと思いますので、そこを今後

どう公民館に通いの場事業とセットで空調を設置する考えがあるのか、藏原市長にお聞

きしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 多田隈議員の再質問ですけれども、先ほど教育部長が答弁しま

したとおりでございますが、空調の既に設置率が高いということ、それから既に区費な

どでそれぞれの公民館におきまして自己財源で設置をされているところがすべてであり

ますので、そういった公民館との公平性を考慮しますと、今後、突然、市から単独で空

調の補助を出していくということは非常に公平性に欠けるものというふうに思っており

ますので、補助金を導入することは現時点では厳しいというふうに思っておりますが、

空調を設置されてない自治公民館がこれから新築、増改築を実施される場合には、先ほ
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ど部長答弁でも申し上げましたとおり、補助の対象というふうになりますので、そのと

きにこの玉名市自治公民館施設整備費補助金ですかね、これを活用していただいて、快

適な公民館運営に地域、地域で努めていただければ大変ありがたいというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 なかなか今までそういう補助金はないということなんで、厳しいとの答弁じゃなかっ

たのかなと思います。ただ、やっぱり小さい区の小さい公民館は、軒数も少なく、なか

なか、じゃあ、３０万円、４０万円のお金をその区の人が出せて言っても、なかなか難

しいところも、今度の今、人口減少の中で、自治体が出てくるんじゃなかろうかな。区

の再編も叫ばれている中、やはりそういう柔軟な対応を今後は考えていっていただきた

いと思います。今後は、良ければ、玉名市独自の補助金をつくっていただいて、そうい

う通いの場事業を空調設置できんけん取り止めなんだったとならないように、その辺は

柔軟に対応していただきたいと思っております。 

 私は、大浜出身なんですけど、先日、藏原市長には要望書を、私たちはふれあいセン

ターというのがありまして、４００名程度のふれあいセンターあります。そこには、空

調入っておりませんで、当初も１５年前なもんで、やっぱり当初はなかなか空調まで建

設でいっぱいだったということもありまして、ただその当時は、やっぱり市から２,４

００万円ぐらいだったですかね、全体工事費の７割ぐらいを補助してもらいながら建設

に当たったというのもありますけど、やはりその中でそのときつければ、その７割補助

みたいな感じでつけられたんですけど、今は１５年たって地区でするしかないという中

で、この間、電気屋さんに見積もりを取ったら、２５０万円かかるんですね。その２５

０万円を簡単に、じゃあ、つけられるかと言ったら、なかなかつけられないという現状

があります。もちろん、大浜区の全部の１３区の持ち物でありますので、１３区で出し

合いながら、どうにか今後設置の方向にいくしかないと。今、藏原市長にお願いしまし

たけど、やっぱりそういう補助はないということだったんで、今後、漁業組合等のお金

をお借りしながら設置の方向に今いっているところでもございます。ぜひ、その辺も対

応していただきたいと思います。 

 私たちは、会派で大阪府の大東市に行きました。これの通いの場事業の先進地でござ

いました。やはり高齢者がいつでも生き生きと元気に生活が続けられるとの思いから、

大東市のオリジナル体操をさせて、体操のコンセプトは７５歳以上の高齢者でも元気で

安心でできるラジオ体操だったり、体操をすることでより元気になって若返っていただ

き、介護保険を使わない、自己負担も払わせなくていい、「効きまっせ！ 若ぅなりま
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っせ！ 儲りまっせ！」三拍子そろったキャッチコピーで大東市は取り組んでおられま

す。玉名は、せっかく通いの場事業をされるんであれば、そういうキャッチコピーも大

切かなと思っておりますので、その辺もどうぞ今後考えていただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。４番、保育所の民営化について、どのように進めて

いくのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 多田隈議員の保育所の民営化問題についての御質問に

お答えします。 

 本市の公立保育所の民営化につきましては、平成２０年度にちどり保育所、天水東保

育所の２園、平成２４年度に梅林保育所、鍋保育所、玉名第二保育所の３園、平成２９

年度に滑石保育所、睦合保育所の２園、合わせて７園を実施しております。そして、伊

倉保育所と大野保育所の２園につきましては、平成３１年度から民営化する方向で進め

ており、既に先月、地域保護者に向けた説明会を済ませ、市の附属機関であります玉名

市立保育所運営法人選定委員会の第１回目の会議を開催したところでございます。 

 今後の動きとしましては、７月になりますけれども、１カ月程度の期間で募集を行い、

８月中旬ごろに運営法人選定委員会におけるプレゼンテーションの結果を踏まえて、移

管先の法人を仮決定する予定でございます。なお、大野保育所の場合は、隣接する子育

て支援センターくすの木も民営化し、大野保育所とあわせて運営する法人を募集する方

針でございます。 

 現在、５園ある公立保育所の民営化につきましては、昨年１１月に制定いたしました

「玉名市公立保育所のあり方に関する基本方針」によって進めることとしておりまして、

高道保育所は平成３２年ごろをめどに民営化、豊水保育所は現在建設場所の選定を進め

ております玉名第一保育所と統合し、最終的には定員１２０人を予定する新しい玉名第

一保育所を公立保育所として残し、一時保育、休日保育などの特別保育も実施していく

予定でございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 民営化を今後進めていくと。第一保育所だけは、最後、残していくという答弁ですけ

ど。 

 そこで、再質問したいと思います。民営化した保育園で実際に発生した問題について

お伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 議員御質問のある私立保育園におきまして、３月末に
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一度に９人の保育士が退職いたしております。この園では、保育士の退職がわかった段

階で、保育士の確保に向けて動いておりまして、４月以降、系列の保育園からの異動や

新規採用などで６人を補充するに至っております。市としましても、本年度の保育所入

所にあたり大きな影響が生じることから、当該保育園に対して早急に必要保育士数を確

保することを要請したものの、在園児１人に転園が生じるなど、入所調整に影響がござ

いました。また、現時点で９月からの入所希望の子ども２人について、兄弟同時入所の

調整ができていない状況にありますので、園に対しまして保育士確保の要請を行なって

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 民営化の、やっぱり実際は、影響、問題もいろいろ出てくるようになってきました。

まず、３月末に一度に９人の保育士さんが退職され、３月末というと、受け入れが始ま

っておりますよね。保護者の方が、大変心配されて、これ受け入れできるんだろうかと

いうですね、逆に保護者の方がちょっと心配されて、ちょっと相談に来られたというの

もありました。今、具体的な内容まで部長のほうから話がありましたけど、やっぱり実

際、在園児１人が転園するしかいけないということが決まっております。そして、入所

が、私の近くの人なんですけど、やっぱり入所の子どもが一緒の園に行けないとなれば、

やはりいろんな保育園は行事がありまして、いろんな保護者行事もあるし、年間の行事

もありまして、もちろん運動会、いろいろあります。やっぱりその行事に対して、相当

の不安を抱えておられます。分かれながら、子どもを見に行くとは仕方ないけど、ただ

１年間それができるんだろうか、どうなのかというのも、やっぱり悩まれて、相談され

ております。やはりこれは早急にまず解決するものなのか、ないのか。もちろん、保育

園の保育士に対して、例えば０歳児とか１歳から３歳までとかなれば、やっぱり例えば

３人に１人の保育士とか、いろいろ条件がありますもんで、なかなかこれは難しい問題

になるのかなと思いますけど、その辺はやっぱり保護者が心配されておりますので、部

長、ぜひ、その辺の早急な改善案はなかなかないと思いますけど、やっぱり保育士確保

をされて、そして兄弟やっぱり一緒の園に入れる、まず大優先でその取り組みをしてい

ただくことを強くお願いして、次の質問に移ります。 

 （５）障がい児、障がい者への対応状況はどうなっているのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 多田隈議員御質問の本市の障がい児（者）への対応状

況はどのようになっているのかということについてお答えいたします。 
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 現在、本市の手帳保持者は、身体障害者手帳３,７１０人、療育手帳６１４人、精神

保健福祉手帳４８８人となっております。 

 サービスにつきましては、居宅で生活されている障がい者に対し、入浴や食事など、

生活全般にわたる援助を行なう居宅介護や、外出の際、同行し、必要な援助を行なう訪

問系サービス、就労を希望する方に対し、生産活動や職場体験などの機会の提供や就労

に関する相談を行なう日中活動系サービス、また障がいのある子どもへの支援として、

日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応力を高める訓練を行なう児童

発達支援や放課後デイサービスなど、障がい者、障がい児、その家族が必要とするさま

ざまなサービスを近隣自治体と広域的な連携を図りながら推進しているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 議員の障がい児への対応についてということでございま

す。学校の現状についてお答えいたします。 

 現在、玉名市の小学校の特別支援学級は３５学級、児童数が９８名、そのうち知的障

害学級が児童３５名、自閉・情緒障害の学級が５５名、病弱学級が３名、肢体不自由学

級が４名、弱視学級が１名、在席しております。中学校の特別支援学級は１３学級、生

徒数３８名、そのうち知的障害学級が１５名、自閉症・情緒障害学級が２１名、肢体不

自由学級が２名、在席しております。 

 学校の対応といたしましては、医療行為を必要とする児童生徒が２名おります。それ

ぞれの児童生徒に看護士の資格を持った特別支援教育看護支援員を各１名配置しており

ます。また、施設面では、校内に手すりやスロープの設置、できるだけバリアフリー化

を図り、新設校にはエレベーター等も設置をしております。その他、既存の学校にも階

段等の昇降が非常に不自由な方もいらっしゃいますので、そういう方たちのために、階

段昇降機の配備やレール式椅子型の昇降機の設置等の移動手段の工夫も行なっていると

ころでございます。さらに、体温調節が困難なお子さまやカテーテルを留置しているお

子さん、それから排泄機能の不全、悪性腫瘍などの症状もある方がいらっしゃいます。

エアコンの設置やトイレの改修、それからシャワー等の設置、加えて児童生徒のプライ

バシーもございますので、プライバシーを守るためにパーテーションやカーテンの配備

なども可能な限り環境の整備を図っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 障がい児へですね、配慮を本当に医療行為を必要とする児童生徒には看護士の資格を
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持った特別支援教育看護支援員を配置されており、またいろいろ学校ですね、本当に今

お聞きすれば、いろんな取り組みをきめ細かくされているんだなというのもわかりまし

た。施設面では、さまざまな本当に環境を行なっていただき、今後も２名ということな

んですけど、きめ細やかな対応をお願いし、再質問に移ります。 

 県立荒尾支援学校に通われている保護者から、毎日送迎が大変であると話を聞きまし

た。私は、じゃあ、バスがずっと出ておりまして、なぜバスに乗れないのかと伺ったと

ころ、喉にその子どもは気管切開をしているということで、バスは資格を持った保育士

が乗ってないために、毎日、荒尾まで送って、迎えに行ってを毎日されております。こ

れは、どうにかならないかという、まず相談だったんですよね。そして、保護者の送迎

の負担軽減になる、今現在、取り組みが何かされているのか、予定があるのか、お伺い

したいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 多田隈議員再質問の放課後デイサービスについてお答

えいたします。 

 現在、下校時間にあわせて迎えに行ったり、療育終了後に自宅まで送迎が可能である

放課後デイサービス事業者は、有明圏域で１３事業所、玉名市内で５事業所ございます。

また、重度の障がい児童の受け入れ、対応のできる放課後デイサービスにつきましては、

今年度中に新設される施設が１つ予定されているところでございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。ありがとうございます。 

 今年度にそうやって放課後デイみたいな感じであるということで、その保護者が迎え

に行かなくてもいい、朝は送らなければならないという話も聞いております。ぜひ、そ

ういう取り組みがあるということで保護者も負担軽減になると思います。 

 最後になりますが、あと、はい、あと五十何秒あります。 

 あと、市として、先ほど小野市の市長の思いじゃありませんけど、小野市長、もう一

つ言われた言葉を最後にですね、市として生き残りを目指すわけじゃないと、勝ち残り

を目指すということを提言されておりました。ぜひ、藏原市長にも、勝ち残りをなれる

ような玉名市をつくっていただくことを切に期待し、一般質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、多田隈啓二君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ２時２４分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 
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午後 ２時４０分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 ２番 田真樹子さん。 

［２番 田真樹子さん 登壇］ 

○２番（田真樹子さん） 皆さん、こんにちは。２番、創政未来、田真樹子です。

本日もお忙しい中に傍聴にお越しいただきまして、ありがとうございます。 

 まずはじめに、３月議会に学用品のリユースシステムについて質問をいたしました。

その後の報告をさせていただきます。行政の答弁は、ＰＴＡ、民間で取り組んでくださ

いということでしたので、地元の福田小学校保護者会長に提案をいたしました。３月末

には全保護者宛に対し、御協力のお願いというプリントを配布されましたところ、ブレ

ザー、ズボン、スカート、ポロシャツ、体育服、合計３２着が集まっておりました。破

れ、色あせ、ほつれのないものでお願いをいたしましたので、きれいなものばかりだっ

たそうです。今後は、注文書を配布して、無料でお渡しし、残ったものは１１月のバザ

ーで低価格で販売するという流れが本部役員と学校側で既に構成されておりました。保

護者、先生方もいい取り組みだと積極的に進めていただきましたので、この流れを市の

ＰＴＡ連合会へも今後結果を報告し、より多くの生活と精神面での安心を感じていただ

きたいと願っております。 

 では、通告に従いまして、質問をさせていただきます。 

 １、給食費の徴収方法と未納額についてお尋ねいたします。 

 ３月議会で多田隈議員も言われておりましたが、給食費は公平に徴収し、その方法は

保護者にも学校側にも負担がなく、滞納もなくしたいものです。 

 では、玉名市の給食費徴収方法と未納額、中学を卒業して３年が過ぎた不納欠損額は

どのような状況でしょうか。不納欠損とは、何らかの理由で徴収が行なえず、今後徴収

の見込みが立たないため、徴収を諦めることをいいます。この不納欠損額をわかる範囲

で構いませんので、お尋ねいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） 田議員の給食の徴収方法、未納額の状況はということで

ございます。 

 まず、それぞれの学校における給食費の徴収方法についてお答えいたします。平成３

０年４月現在の徴収方法につきましては、保護者による手集めの徴収が、全小学校２２

校中１２校で、口座による徴収が８校、それから児童が学校へ持参する方法が２校とな

っております。徴収方法には、それぞれ一長一短ございます。保護者による手集めは、

未納額が少ない反面、集金にかかる労力と時間の負担や現金の管理にも大きな責任が伴
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います。一方、口座振替は、保護者の労力や時間的負担は軽いものの、振込みの手数料

の負担増や残額不足による振替不能の徴収率低下が懸念されます。また、児童が学校へ

持参する方法は、保護者への負担は軽減されますけれども、学校側での事務負担と紛失

及び盗難等の事故が懸念されております。このように、現状の徴収方法は、おのおのの

学校の実情に応じた方法であるかと考えておりますが、それぞれにメリット、デメリッ

トも少なからずあることから、その見直しにつきましては、学校や保護者の要望等を十

分考慮しながら、市といたしましても慎重に対応していかなければならないと考えてお

ります。 

 次に、給食費の未納の状況でございますが、直近３カ年の状況についてお答えいたし

ます。未納額は、平成２７年度１２万４,８６４円、収納率９９.９５％、平成２８年度

２１万２９５円、収納率９９.９１％、平成２９年度３３万４,４５７円、収納率９９.

８６％となっております。未納率は、おおむね０.１％程度で推移している現状でござ

います。不納欠損額につきましては、平成２７年度２９万８,７５３円、平成２８年度

２４万４,６５５円、平成２９年度が２２万８１５円で、３カ年の合計になりますけれ

ども、７６万４,２２３円を処理しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） ありがとうございました。 

 これまでの給食費未納累計額が１３３万円と聞いておりました。不納欠損の過去３年

分の合計で７６万円ということですが、仮に以前も同じような状況であったとするなら

ば、不納欠損の過去３年分の合計で７６万円、過去１０年では２５３万円になります。

給食は、子どもたちの健全育成のために欠かせないとても重要なものです。給食は、す

べて給食費から準備をされております。給食の質を落とさないためにも、給食費の徴収

方法を工夫する必要があります。 

 では、再質問です。給食費を児童手当から天引きしている自治体がございますが、こ

れは給食費の徴収方法として実行的だと思われますが、玉名市としてのお考えはいかが

でしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 議員の児童手当からの徴収はどうかということでございま

すけれども、給食費の児童手当からの徴収につきましては、平成２４年の児童手当法の

一部を改正する法律の施行により、受給資格者が児童手当の支払いを受ける前に、本人

からの申し出があれば、徴収可能という規定がなされているところでございます。児童

手当の支給の目的でございますけれども、「児童を養育している者に児童手当を支給す

ることにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童
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の健やかな成長に資することを目的とする。」とされております。一概に児童手当から

積極的に給食費を徴収することが適切であるかどうか、議論が分かれるところでござい

ます。近隣の市町も含め、全国的にも実施しているところは少ないのが現状ではないか

と思われます。また、国では、学校給食費の公会計導入に向けてのガイドライン作成の

動きもあり、それを注視しながら、学校、ＰＴＡの皆さまの御意見もお聞きしながら、

児童手当からの徴収につきましても慎重に検討してまいりたいと思っております。 

 学校給食が児童生徒の心身の健全な発達に極めて重要な役割を果たしていることか

ら、今後とも安全・安心で栄養バランスのとれた、おいしい学校給食の提供に努めると

ともに、保護者間の公平な学校給食費の負担、適切な徴収に努力してまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） ありがとうございました。 

 児童手当からの天引きを実施されております長野県塩尻市教育総務課に確認をいたし

ましたので、お話しさせていただきます。塩尻市の人口は、玉名市と同じ６万７,００

０人、平成２５年から、５年前から給食費を税金と同じ扱いとする公会計となり、入学

時に学校を通して児童手当からの天引きもしくは口座振替でお願いするそうです。割合

を聞いてみました。児童手当が４割、口座振替が６割だそうです。 

 次に、こちらは千葉県南房総市、人口は３万８,０００人です。平成１８年３月、１

２年前に７町村が合併してから公会計になったそうです。こちらの市は、口座振替のみ

の徴収方法で、児童手当受給月に給食費の滞納があれば、申し出をされている家庭に限

っては天引きをされるそうです。この児童手当は、申し出がなければ天引きできないと

いう問題が残るそうですが、こちらの南房総市は、平成２９年度の未納額はあります

が、今月の６月支給の児童手当からの差し押さえでほぼゼロになると言われておりまし

たが、過去の累計分だと１４９万円の滞納額があるということでした。 

 しかし、最初にお話しいたしました長野県塩尻市に滞納状況を尋ねましたら、ほぼ解

消しておりますと言われました。 

 ここで、質問です。次の質問に移らせていただきます。市長は、選挙公約に給食費徴

収方法の見直しについて掲げられておりました。この先進地の取り組みに対する市長自

身のお考えをお聞かせください。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 田議員の質問にお答えをいたします。 

 先ほど担当部長もお答えをいたしましたとおりでありますけれども、一部給食費の滞

納があることも認識しておりますし、公平な給食費負担となるためには滞納をなくして
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いく努力も今まで以上に大切であるというふうに考えております。また、議員御指摘の

給食費を徴収する保護者の負担軽減のためにも児童手当からの徴収、あるいは公会計の

導入などにつきましても、担当課において、仮に徴収方法の一つとして導入する場合に

はどのような問題が発生するのか、そのメリット、デメリットなどを検証しながら、ま

た学校やＰＴＡ、そして児童手当支給の担当部署ともしっかりと協議をしながら、これ

から慎重に検討を行なってまいりたいというふうに思っております。何よりも学校給食

が児童生徒の心身の健全な発達に極めて重要な役割を果たしているものと認識をいたし

ております。学校給食の安定運営に努めていくためにも、ただ今御提案がありましたよ

うな件、しっかりと検討してまいりたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） 市長もＰＴＡ会長を経験されて公約に掲げられているよう

に、給食費の徴収問題は重要な課題の一つと思われているはずです。公平に徴収し、保

護者や学校側の負担を軽減し、そして何よりも子どもたちの健全育成のために先進地の

取り組みを玉名市も取り入れ、その結果、未納状況も大幅に改善できると思われます。

ぜひとも前向きに御検討をお願いいたします。 

 では、次の質問に移ります。就学援助費制度について。小中学校で必要な学用品や給

食などにかかる費用を国と市町村がサポートする仕組みである就学援助費制度について

お尋ねいたします。学校教材費、校外活動費、修学旅行費、入学準備補助金、学校給食

費など、教育を受けさせるのに必要な費用として支給をされておりますが、支給基準は

どのようになっておりますでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 議員の就学援助費制度の支給基準についてお答えいたしま

す。 

 就学援助費の支給対象者は、生活保護費を受給している要保護者と市町村教育委員会

が要保護者に準じる規定程度に困窮していると認めた準要保護者であり、準要保護者の

認定基準は、各市町村で規定することとなっております。 

 本市の準要保護者に係る認定のための基準は、以下の７項目となっております。 

 まず１番目に、生活保護の停止又は廃止を受けている世帯。２番目に、市町村民税が

非課税となっている世帯及び市民税、個人事業税又は固定資産税の減免を受けている世

帯。３番目に、国民年金保険料の減免を受けている世帯。４番目に、国民健康保険税の

減免又は徴収猶予を受けている方。５番目に、児童扶養手当を受けている方。６番目

に、生活福祉資金による貸し付けを受けている方。さらに７番目といたしまして、６項

目のどの基準にも該当されない保護者については、世帯の所得が生活保護基準の１.３
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倍以下の世帯。 

 この７項目のいずれかに該当する場合に就学援助費の支給対象者となっております。

この基準に従って、公平・公正な判定を行なっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） ありがとうございました。 

 今回、答弁いただきました内容も調べればわかることでありましたが、子どもたちの

健全育成のためにとても重要な制度であるため、改めて市民の皆さんに周知していただ

きたいという思いで質問いたしました。 

 では、その就学援助費制度の利用状況をお聞かせください。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 利用状況でございますけれども、平成２９年度の就学援助

費の利用人数、玉名市内の小中学校の全児童生徒約５,１００人おりますけれども、そ

のうち７５６人でございます。全体の１５％ということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） 今回、就学援助費制度について、教育現場の方に尋ねてみ

たところ、関係者の皆さんの御尽力により就学援助が必要な方に援助が行き届くような

取り組みがされているとお聞きしております。しかしながら、まだまだ受けるべき家庭

が就学援助を受けていないという場合もあると言われました。そのような受けるべき家

庭で受けられていない方の背景をぜひとも気にとめていただきたいと強くお願いしたい

です。今後もこのような積極的な取り組みが継続され、援助が必要な方に行き届きます

よう切に願います。 

 では、次の質問に移ります。ひとり親家庭について。離婚もしくは死別でひとり親家

庭として玉名で生活されている方がいらっしゃいます。昭和３７年より施行されました

児童扶養手当受給者は当時の１５万４,０００人から、一昨年、平成２８年には１００

万６,０００人と、子どもは随分減少しておりますけれど、児童扶養手当の受給者は６.

５倍と増えている状況でした。児童扶養手当は月に４万２,０００円、それが４カ月に

一度、１６万８,０００円支給されております。 

 そこで、お尋ねです。現在、玉名市での支給状況はどのようになっていますか。その

後、御縁があって、婚姻により手当の支給が終了した世帯数もお聞かせください。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

［健康福祉部長 松野信生君 登壇］ 

○健康福祉部長（松野信生君） 田議員のひとり親家庭についての御質問にお答えし
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ます。 

 玉名市では、父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない１８歳未満まで

の児童を養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図る目的

として児童扶養手当を支給しております。 

 議員御質問の玉名市の現状についてでございますが、児童扶養手当の受給者数はここ

数年横ばいの状況であり、平成２９年度末時点で６３２人でございます。内訳としまし

て、母子家庭が５７０人、父子家庭が６０人、祖父母や親族等の養育者が２人となって

おります。また、一方、婚姻により児童扶養手当の支給がなくなった受給者は、平成２

９年度中に３８人となっております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） ありがとうございました。 

 ここで、再質問をさせていただきます。母子会というひとり親家庭を支援している会

があると聞いております。しかし、参加してもらいたい方に参加いただけないという問

題があるようにもお聞きしましたが、詳しく教えていただけますでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 田議員の再質問にお答えします。 

 玉名市母子寡婦福祉連合会という組織がございます。活動内容につきまして御説明申

し上げますと、ひとり親家庭の生活安定と福利厚生の向上を目指し、さまざまな活動を

実施されております。例えば、親子の交流と子どもの健全育成を目的とした１日旅行や

イベント等への参加、クリスマス会等の各種レクリェーションを実施されております。

しかしながら、議員御承知のとおり、ひとり親家庭の会員拡大を図られておりますが、

会の趣旨に賛同しても活動や会費の負担を理由に加入を見送られ、会員数が伸びず、高

齢化しているのが現状でございます。 

 今後、市といたしましても、ひとり親家庭が連合会の活動に関心をもっていただけま

すよう支援を続けていきますとともに、児童扶養手当の申請受付時に「ひとり親家庭の

皆さんへ」というリーフレットをお配りしておりますけれども、今後も家庭への情報提

供等に努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） 今、会への参加会費と言われましたけど、年会費はどのく

らいするのでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 会費は、年会費といたしまして８００円を徴収されて
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いるようです。 

 それと、会員数について参考に申し上げますと、平成２７年度が７６人、平成２８年

度が６７人、平成２９年度になりますと６０人ということになっているそうです。 

○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） ありがとうございました。 

 私の身近な方にも３人の息子を一人の社会人として立派に育てあげられた方がおりま

して、その方より寡婦福祉連合会は経験を重ねた先輩がいて学べる集まりだと聞いてお

りました。ひとり親の子育ての体験談を聞けるような場が必要だと考えます。この寡婦

福祉連合会がされております各イベントで取り入れていかれると、情報交換の場、そし

て新たな取り組みのきっかけの場になるのではないかと考えます。人生には、縁とタイ

ミング、そしてチャンスがあります。ぜひとも次の新たな仕事、楽しみ、仲間、居場所

などの出会いの場にする必要があると考えます。一人でも多くの方が寡婦福祉連合会に

参加してもらえるよう子育て支援課におかれましても力を入れていただきたいと切に願

いまして、今回の私の一般質問はこれで終了させていただきます。 

 よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、田真樹子さんの質問は終わりました。 

 １５番 江田計司君。 

［１５番 江田計司君 登壇］ 

○１５番（江田計司君） 皆さん、こんにちは。１５番、無会派の江田です。爽やかな

田さんのあとに野暮ったいのが出てまいりました。お許しをいただきたいと思いま

す。 

 昨年の１０月までは、無会派は大所帯でありました。大変にぎわっておりました。選

挙が終わって、今は少数精鋭であります。そして、相棒が一人ちょっと休んでおります

けども、もうしばらくすると元気になってきますので、その分だけ私が頑張りたいと思

います。そして、いつもながら、傍聴していただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、通告に従いまして、質問をいたします。 

 大河ドラマ「いだてん」の取り組みと対応について質問をいたします。 

 主人公の金栗先生は、私たち玉名高校の大先輩であります。今年がちょうど玉名高校

の創立、これは玉中時代からなんですけども、１１５周年、１１月１１日に大同窓会を

予定しております。その記念事業として、金栗先生の銅像をつくる計画をいたしており

ます。大体総工費が５００万円ぐらいかかるんですね。今、協賛をお願いしております

けども、その銅像をどこに置くか、いろいろ検討されておりますけども、最終的には市

役所にお願いして、どうも新幹線の駅の改札口を出たところのあの辺に決まるようにな

っているそうであります。 
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 ５月２日から４日にかけて広島県で行なわれましたフラワーフェスティバルですね、

そのトップセールスとして議会からは中尾議長、そして城戸委員長、田畑副委員長はち

ょうど都合ができなくて、私が年寄りということで参加させていただきました。主催

は、中国新聞社ですね。後援として広島県と広島市が行なっておりますけども、今年で

ちょうど１０周年になるそうですね。玉名市が何であれかといいますと、ちょうど新幹

線が開業にあたって、玉名市からＰＲに行って、それからずっと１０周年毎回参加をし

ているそうですね。だから、玉名市にはものすごく大歓迎をされるんですね。この３日

間の人出といいますか、大体１４０万人だそうです。同時に、博多どんたくが行なわれ

ていますけども、この博多どんたくは何か１２０万人と発表されておりますけども、博

多どんたくよりも多いというお話でありました。 

 玉名市も大変懇意にされていまして、熊本県もブースがあるわけですね。その中に玉

名市の物産をするところがあるんですね。物産品を販売するところがですね。そして、

あそこは１００メートル道路というんですかね、その道路が延々と二点何キロ続くんで

すね。そして、その両側に２列２列、４列大変な屋台が並んでおりました。 

 玉名市は大分優遇されまして、特設ステージがあります。そのステージで玉名市のコ

マーシャル時間というのを何かあったわけですね。そこに、議長、副委員長、私もちょ

っと同席されましたけども、司会をされたのが、ふるさとセールス課の和田課長補佐で

すか、この方と観光協会の柿添委員長ですか、この二人が本当漫才のコンビみたいにプ

ロと変わらんようなやり方で、いろいろその舞台の上でされておりました。職員の方

が、その金栗先生に何かそっくりなんですね。金栗先生の若いときと。いろいろ衣装を

着て、いろいろ精いっぱい活動されておりました。その司会をされている方がクイズ形

式でいろいろされていまして、親子の方がクイズに当たられて、商品をやられて、「と

ころで、金栗さんは御存じですか。」と、会場の方にも「御存じですか。」と言われたけ

ども、残念ながらだれも御存じありませんでした。そして、その親子の方に言われた

ら、その方たちも御存じでなかったけど、実は、この親子の人は４０歳ぐらいだったけ

ど、玉名工の出身の人なんです。だから、玉名工業出身、玉名の人でもやっぱり金栗先

生はあまり知られてないというのが現状のようであります。その３日間、市の職員の

方、大変一生懸命頑張っておられて、朝早くから夜遅くまで大変御苦労でございまし

た。 

 そして、帰り、バスの中で、中尾議長といろいろ話をしておりました。中尾議長は、

九州市長会に行ったときに、「玉名は恵まれとっですな。」と、その大河ドラマの「いだ

てん」のことを言われたわけですね。「私たちは、相当、要するに誘致の活動をしとっ

とですよね。しかし、なかなか取り上げてもらえない。」と。ある議長さんですかね、

何か３０年ぐらい待たなんそうですよ。それぐらいこの競争というのは、激しいそうで
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すね。 

 それで、質問をいたしますけども、玉名はどんな誘致を、活動をされたか、お伺いを

したいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

［産業経済部長 松本忠光君 登壇］ 

○産業経済部長（松本忠光君） 議員御質問の大河ドラマの誘致活動についてお答えい

たします。 

 昨年４月に２０１９年ＮＨＫ大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺～」の主人

公の一人に日本発のオリンピック選手、そして玉名市の名誉市民であられる金栗四三氏

が決定いたしましたが、本市として大河ドラマで取り上げていただけるよう東京ＮＨＫ

への誘致活動は行なっておりません。 

 特に、他市の状況を見てみますと、現在放送されている大河ドラマ「西郷どん」のゆ

かりの地、鹿児島市では、平成２２年度から誘致活動を始め、計１５回にわたり鹿児島

県知事、鹿児島市長をはじめ、関係団体と共に東京ＮＨＫへ要望書を提出するなど、地

道な活動があり、放送決定に至ったとお聞きしております。 

 今回の大河ドラマ放送決定につきましては、まさしく金栗四三氏ゆかりの地、玉名を

全国に発信する千載一遇のチャンスととらえておりますので、今後もＰＲ活動、各種事

業へ積極的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 江田計司君。 

○１５番（江田計司君） 本当、藏原市長、ふのよかっですね。よそは、恐らく、今、

部長の話では、８年だったですかね。しかし、私がいったときは、１０年以上かかっ

とっとですよ。だから、相当、皆さん、各市町村は努力して、とにかく日参して、い

ろいろ努力をされているんですね。ですから、恐らくその経費というのは、相当なも

のですね。だから、玉名市は経費ゼロで、これがチャンス回ってきとっとですね。で

すから、相当これからはお金ば使ってもよかっじゃなかろうかと、中尾議長は言われ

ておりました。 

 ところで、そのドラマ館のことが、きのうからいろいろお話があっております。その

スケジュールについて、そしてその事業費、そのうち県が負担するのはどの程度か。こ

れは、先ほども、きのうも言われたと思いますけども、念のためにお伺いをしたいと思

います。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 大河ドラマ館のスケジュールについてお答えいたしま

す。現在、大河ドラマ館につきましては、ドラマの世界観を表現し、集客を図る観光ス
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ポットとなることから、本市としましても、現在設置の準備を進めているところでござ

います。スケジュールにつきましては、本議会へドラマ館に要する予算を上程しており

ますので、御承認後、具体的な設置に向けた取り組みがすぐにでも行なえるよう準備を

進めていきたいと考えております。 

 次に、総事業費についてお答えいたします。ドラマ館の設置運営に要する費用として

は、建設費、展示工事費、販売管理費等を合計すると約４億５,０００万円となってお

ります。そのほかに１市２町協議会負担金や広告宣伝、小田地域の整備費等に要する事

業費を合計いたしますと約５億１,５００万円でございます。今後、記念イベントやフ

ルマラソン大会等の実施に係る事業計画や事業費が固まった段階で予算要求を行なって

いきたいと考えております。 

 次に、県の負担額はどの程度を予定しているのかでございますが、現在、今回の大河

ドラマ館に関する事業に対する県や国の補助金や交付金の活用について、申請や協議を

行なっているところです。主な活用内容としましては、県の地域づくり夢チャレンジ推

進補助金、県広域連携プロジェクト推進補助金、復興基金交付金や国の地方創生推進交

付金でございます。今後も引き続き県等との協議を行ない、補助金や交付金の活用を図

ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 江田計司君。 

○１５番（江田計司君） 実は、私もこの一般質問するに当たって、何も知らんじゃい

かんもんだけん、鹿児島のドラマ館を見に行きました。その「西郷どん」のドラマ館

というのは、新幹線の鹿児島中央駅ですか、そこを下りたら、歩いて１５分ぐらいで

すね。何か昔の市民病院の跡だったそうです。敷地にすれば、相当広いですね。ちょ

っと面積は聞かなかったんですけども、それでそのドラマ館が建っているのが５００

平方メートルぐらいあったですかね。その事業費というのは、２億５,０００万円ぐら

いだそうです。車は、乗用車が２００台。駐車料金は、平日は１時間の２００円です

ね。土日で３００円。話ば聞くと、ほとんど１時間ぐらいしかおんなはらんというよ

うな形ですね。バスは１８台、１時間の２,０００円、土日は３,０００円ですね。こ

のドラマ館に、いろいろ働いている人は３１名だそうです。それで、日銀が試算した

その経済効果といいますか、これは３０７億円だそうですね。 

 だから、大河ドラマ館のその「西郷どん」の場合は、かなり知名度もあるし、恐らく

金栗先生のあれも、しかも半年でしょう。あとの半年はですね。ですから、果たしてど

れだけの経済効果があるか。金をかければいいという問題じゃないですけども、ただそ

れをつくっただけでは、果たしてどうだろうかと思いますね。 

 この鹿児島のドラマ館を見て感心したのは、ここのドラマ館だけじゃなかっですよ。
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結局、昔、１０年前に「篤姫」がもちろんあったし、それと、そこから歩いて五、六分

ぐらいですかね、その川沿いをずっと行くと、結局、鹿児島は、明治維新１５０周年に

当たるそうですね。それを記念して、その「維新ふるさと館」というのはあるわけです

よ。だから、これでの相乗効果といいますか。だから、恐らく３００億円の経済効果と

いうのは、それからだろうと思うんですね。 

 だから、西郷さんの場合は、それだけ知名度があるからいいんですけども、さあ、こ

の金栗先生のほうが果たしてどれくらい、行政としても一生懸命頑張っておられると思

うけど、これに対してあとの一過性にならないように何か計画はありますか。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 大河ドラマを一過性の効果にするのではなく、経済効

果を生み出すその後の取り組みについてでございますけども、まず、今回の大河ドラマ

による経済波及効果をドラマ終了後も持続して地域へ波及する事業として、フルマラソ

ン大会の準備を進めているところでございます。特に、フルマラソン大会は、日本マラ

ソンの礎を築かれた金栗氏の功績を称えるとともに、まさしくドラマの効果を一過性に

終わらせず、なおかつ波及効果を持続させる事業であると考えているところでございま

す。 

 また、１市２町協議会の中で、和水町の生家や小田の住家、玉名温泉や地域の観光素

材を結ぶ魅力ある観光ルートの開発を進めております。そして、これらの観光ルートを

商品化し、今後も継続し、来訪者に来ていただくことで、さらなる経済効果につなげて

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 江田計司君。 

○１５番（江田計司君） いろいろ答弁をいただきました。 

 確かに、行政としては一生懸命やっておられるんですけども、先ほど私が言いました

んですけども、ただこの大河ドラマ館、これだけで金をちょっと今のところ５億円ぐら

い使うわけでしょう。だから、極端に言うと、幾ら使ってもよかわけですよ。ただこれ

を利用して、極端な場合は、今、この西郷さんのゆかりでいろいろあるのは、この西南

戦争なんですよ。ですから、ここ今、西郷さんが終わっとるでしょうが。そうすると、

それを利用して、例えば極端に言うと、文化センターですか、先ほどのあそこの維新館

じゃないですけど、そういうとも利用したら、観光客自身も何かで来られるんじゃない

かと。これは、もう答弁はいりませんけんですね。私だけの要望ということで聞いとっ

てください。 

 その西郷さんのことなんですけども、きのうは、入ってくるときに、日赤の献血があ

っておりましたですね。この日赤のもともとの発祥地は、いろいろ言われているけど、
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この玉名と玉東とあるんですね。私も勉強不足で、ただ少しだけおしゃべりをしますけ

ども、司馬遼太郎さんの「翔ぶが如く」の小説の中に、西南の役における事実上の関ヶ

原になった戦いは高瀬の戦いということをうたってあるそうです。この西南の役の高瀬

の戦いというのは、相当な悲惨だったらしいですね。だから、やっぱりせっかくならこ

ういうのを利用して、実際、ライオンズクラブのあれは５５周年だったですかね、その

ときにこれをいろいろつくろうかということでしたけども、玉名はＰＲの仕方があまり

上手じゃなかっですよ。だから、例えば、この西南戦争のときに、この高瀬の戦いがあ

りました。このときに官軍と薩軍と戦って、ここの何か官軍の一番、ここ高瀬にあった

つですね。だから、そこで、両方が戦って、その戦った負傷者を民間のあの人たちが治

療したわけですね。その博愛社というのを御存じでしょう。この博愛社がその日赤の発

祥のもとらしいんですよ。だから、これの発祥のもとを書いてあるのは、玉名女子校の

あそこの門の中にあっとですね。だから、こういうのとか、それと、西郷隆盛さんの末

弟の西郷小兵衛さんですか、この方は、あそこの安楽寺ですか、あそこで戦死しとんな

はるとですよ。 

［市長 藏原隆浩君 「永徳寺」と呼ぶ］ 

○１５番（江田計司君） はい。永徳寺ですか。安楽寺と間違えて。市長は詳しかです

ね。そうか、何せ勉強不足なもんだからですね。 

 だから、そういうととか、いろいろこれ全部つながって、こういうのも、そして繁根

木八幡さんの石垣にその鉄砲の跡とか何とかいろいろあっとですよ。だから、いろいろ

こういうのをやっぱり観光の財源として、この際、お金ばここにボーンとですね。だか

ら、ドラマ館だけじゃ、金は、恐らくさっき５億どしことか言いよんなはったでしょ

う。だから、もうちょっといろいろ金を使うところには使ってですね。だから、そうい

うことにしたらどうでしょうかね。だから、せっかく千載一遇のチャンスと言われてい

ましたけどですね。だから、これを利用せん手はなかっですよ。だから、先ほど議長の

話もしたばってん、よそは相当お金を使っているんですよ。だから、生きた金を使うた

めには、こういう点もですね。そして、ついでに観光面ばですね。だから、いろいろ玉

名も観光あっでしょう。蓮華院の誕生寺なんかは、あそこの五重塔、そしてあそこに南

大門ってあっとですか。だから、いろいろそれを全部つながりださんと、やっぱりちょ

うど新幹線が開業の前に、当時のＪＲの石原社長さんが言われたんですけども、熊本県

は、例えば新幹線が開通する前に、玉名とどこでも一生懸命しよんなはるて。ばって

ん、ばらばらなんですよ。鹿児島は、ドーンと鹿児島で、またテレビで宣伝するでしょ

う。鹿児島いらっしゃい、指宿どうのこうのと。だから、そういう全部が一体になって

いったほうがいいんじゃないかと思います。 

 城戸議員もいろいろ言われていましたけども、やっぱりこのドラマ館に来るだけで
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は、お客さんはあまり喜ばんとですよ。やっぱり一番は食ですよ。ですから、あそこの

中に、玉名は、一番有名はラーメンですから。鹿児島の「西郷どん」の中にも、土日だ

けはそういう屋台が並んで、ステージなんかもあるそうです。だから、社団法人だった

ですかね、そういうのをつくってほしいとか言われとったですね。だから、やっぱりせ

っかくするならそこに、あれでしょう、市長、大俵まつりのときに、何かいろいろ食の

ブースがあるでしょう。あの人たちば、何か話しおうて、１年あっとですけん、いろい

ろこうして、やっぱり食いもんにつらるっとですよ。私は、大河ドラマ館には、あまり

つられんと、そういうことを言うと怒られるばってんですね。 

 だから、そういうこともいろいろ考えていただいて、前田議員からもちょっと私に知

恵をつけられました。 

［前田正治君 「余計なこつは言わんほうが。」と呼ぶ］ 

○１５番（江田計司君） よそからのお客さんばっかり、今一生懸命みんななっとんな

はるばってんが、地元の人はひょっとするとあまり関心はなかかもしれんですね。だ

から、この地元の人にもうちょっと、地元が盛り上がらんといかんとですよ。そのた

めにはどうしたらいいかと。前田さんはいい知恵を授かったです。前売券ば売らんか

いたて。そすと、確か鹿児島が、入場券は、あれは、部長、６００円だったですかね。

だから、前売券は５００円とか。そして、強制的じゃなかばってん、こう言うと、や

っぱり送ったりなんかさすでしょうが。だから、そういう面でもしたらどうだろうか

という話がありました。だから、私が言いたいのはどういうことかというと、結局、

やっぱりあんま辛抱せんで、使うところはつこうて、そうせんと入ってくっとも、や

っぱり辛抱して入ってくっけんですね。そういうことをお願いしたいと思います。そ

ういうことで、次の質問に移りたいと思います。 

 ２番目の大正開漁港跡地の太陽光発電のその後はどうなっているかと。この件につい

ては、平成２７年の９月議会、平成２８年の３月議会、昨年の６月、９月議会、そして

きょうで５回も、何遍でん言うなと言われるかもしれませんけども、ただ、前の方の議

員さんはまだ１回も聞かれておられないし、恐らく市長もただ聞いただけで、ここの部

長さん方も今回はじめてありますので、くどいようだけども、もう一回簡単に説明をし

たいと思います。 

 平成２６年の９月なんですけども、この現場の近くですね、竹の伐採の件で、地元の

方が陳情してくれということで陳情いたしておりました。ところが、その地元の人が私

に電話がかかってきました。市役所から来とんなはるけん、ちょっと来てくれというこ

とですね。その打ち合わせをやりよったわけですよ。そしたら、何かそのちょっと先ば

見っと、何か工事しよるわけですね。そこは大正開の跡地で、あんまり目立たんところ

ですよ。聞いてみると、工事が何だったのかというのは、太陽光の発電の工事をやっと
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るわけですね。地元の人に聞くと、「あら、あら市がしよったつじゃなかつな。」という

ことですね。私は、ほんな私の家から１キロもいかんところですけんですね。全然知ら

んだったんですよ。それで、役所に行って、ちょっと調べてみました。そしたら、私が

全く知らないことばかりです。寝耳に水とはこのことですね。大変なショックでありま

した。そして、その契約書を見て、またびっくりしました。契約の相手先は、東京のビ

ーイーソーラースリーという会社でありました。資本金は１００万円。そして、設立は

平成２５年１１月１日なんですよ。この話は、皆さん、御存じですね。市会議員の選挙

もあったし、市長選挙もあった年なんです。そして、その契約書の最後方を見ると、た

だ玉名市とそのビーイーソーラースリーさんとの契約だけで、中身見ても、保証人もな

ければ、保証費もないんです。私たちも、いろいろ不動産の方とか、いろいろ聞くと、

「そら、ちいっと貸しとっとなんばってんな、２０年も。」、上もたっとですけんです

ね。「そら、現場の人に聞いてみっと、こら、あた、解体すっともおおごとですばい。」

って、「そーな銭のかかっですばい。」と。だから、２０年先にその会社があればよかで

すよ。２０年先ですけん。２０年先、私ももうおらんですもんね。だから、そら、一番

何かかんかあったときに、迷惑をかかるのは、もちろん行政でもありますし、そこの地

元の人たちですね。私も、実際的に東京のとは別なことだったんですけども、東京の人

には大変ひどい目に遭わされました。だから、そういうことを一般質問でわんわん言う

たもんだから、東京のその会社の人はえらく憤慨をされておりますと。私も、地元の議

員として、やっぱり将来その地元に迷惑のかからないようにするのは、当然、私に与え

られた義務なんですね。 

 結局、いろんな方で調査をいたしました。事の始まりは、平成２４年、鹿児島のコン

サルタント会社なんです。ここと東京の六本木にあります、これはスペイン系の投資会

社なんですね。ここが市役所に来られて、企業誘致という形で平成２５年３月に環境発

電株式会社玉名営業所というのを設立されて、登録をされております。この平成２５年

の３月いっぱいで、その次の年からは金額が下がるんですね。太陽光発電の売電料は。

３月いっぱいまでは４０円に消費税。しかし、そのあとは３６円に下がるんですね。で

すから、恐らくぎりぎりいっぱいで出されたと思います。その契約は、結局、コンサル

タント会社でなくて、最終的には株式会社ビーイーソーラースリー。これは、いろいろ

聞くと、３番目にその太陽光発電をするからビーイーソーラースリーとですね。いろい

ろ調査をいたしました。ところが、この会社は５階建ての貸し切りで借りておられます

けども、３階、４階はそこの建物の人が住んでおらるっとですね。３階にそのビーイー

ソーラーの親会社が２階に入っておられ、１階は喫茶店みたいなところですね。その入

口の郵便受けば見ると、ほかの名前はいっぱいあるけども、その会社の名前は全然のっ

とらんとですよ。郵便受けにもない。結局、一番最初の六本木の投資会社のスペインの
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ときは、企業誘致課から見には行かれました。しかし、その契約者のビーイーソーラー

スリーさんのときは、もう企画経営に移ったもんですから、見にも行っとんなはらん。

結局、企業誘致から回ってきたけんということでですね、そのあれです。 

 ところが、私も心配なもんですから、そこの松本光明さんだったですかね。「会わせ

てくれんですか。」と、役所の人にいろいろ言いましたけども、なかなか会わせてもら

えません。単独で一回また東京に行って、いろいろ調べました。最終的に当時の永野議

長ですけども、永野議長にお願いして、アポを取って、松本光明さんと会わせてくれと

いうことで言いまして、やっと２月３日だったですかね、お会いするようになりまし

た。ところが、お会いしたのは、親会社、役員の方とそれを担当されたマネージャーの

方ですね。相当怒られましたよ、私は。私は、熊本弁でわんわん言うたでしょうが。そ

っで、結局、特に、また怒らるっかもしれんばってん、東京のどこの馬の骨とわからん

ごたっとと契約してと。やっぱり地元の人でも知っとんなはるなら、俺がしたっちゃよ

かという人がたくさんおんなはったつですよ。ところが、何で東京と契約せなんかとい

うのは、私の言い分です。何かあったときに、地元だったら、あそこが潰れたらわかる

ばってん、東京が潰れたってわからんことになるんですね。結局、そういうことで、１

時間半以上いろいろお話をして、打ち合わせをして、最終的に保証金はいまさら無理だ

けども、行政から要請があれば、保証人は親会社になってよかぞと。親会社は、いい会

社なんですよ。 

 それで、早速、平成２９年、去年の６月議会にそれを一般質問いたしました。しか

し、当時の髙嵜市長は、こういうことを言われましたね。１００万円の資本金がどうの

こうのでなくて、親会社がしっかりしておれば、当然、子会社もしっかりしていると。

遊休地を借りていただいているから、しかも２０年間で３,０００万円以上のお金が入

ってくるから、感謝をしていると。親会社の責任を言うのは、当然、契約書にあろうと

なかろうと責任はあるんじゃないかということを言われました。しかし、最終的には、

そっじゃ、私も納得できません。それは、親会社が責任もちますよと契約書に書いてあ

れば、よかけど、契約書に全然、親会社の名前も出てこんしですね。そのときも、私

は、確か市営住宅の件で、「保証人のおんなはらんなら、市営住宅貸すかいた。」って一

般質問しました。そしたら、担当者の人は、「保証人がおらんなら、絶対貸さんですば

い。」と、そういう状況なんですね。市の行政のやり方として、私もなかなか納得いか

んもんですから。例えば、極端な場合は、市が公共工事を発注するでしょう。入札で落

札する。落札した業者さんが工事請負契約結ぶわけです。このときは、請負金額の１割

を積まんとだめです。そやんでしょう。昔もそうだったけん、今もそがんそうですね。

それか、信用保証協会ですかね、そこが保証。ところが、玉名市はそぎゃんと昔はなか

ったですもんね。今はあるけどですね。だから、極端に言うと、１億円の契約をしたと
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きは、１,０００万円、それで契約と。これは、契約保証金なんです。この契約保証

金、これはどうしてそういうぐあいに、恐らく昔からなっとっと思いますけど、どうい

う意味でそういうのがあっているか、ちょっとお尋ねをしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

［企画経営部長 水本明子さん 登壇］ 

○企画経営部長（水本明子さん） 江田議員の大正開漁港跡地の太陽光発電事業誘致に

関する御質問にお答えいたします。 

［江田計司君 「そうじゃなくて、契約保証金でしょう。それは、まだいいで

す。」と呼ぶ］ 

○企画経営部長（水本明子さん） はい、失礼いたしました。 

 それでは、まず契約保証金の件についてお答えいたします。 

 契約保証金につきましては、玉名市財務規則におきまして、「市と契約を締結する者

をして契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納めさせなければならない。」と

定めております。ただし、「契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行

保証保険契約を締結したとき。」や「契約の相手方が過去２か年の間に国又は地方公共

団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。」、

また、今回の大正開漁港跡地の件のように、「普通財産を貸し付ける契約を締結すると

き。」などにつきましては、「契約保証金の全部又は一部を納付させないことができ

る。」とも定めております。 

 この契約保証金の法律的性質につきましては、民法第４２０条の規定による「賠償額

の予定」に当たるものとされておりますが、賠償額の予定の制度は、相手方が契約上の

義務を履行しないことにより損害を被った場合、この損害賠償の請求について、損害の

発生及び損害額についての立証を省略して、あらかじめ定めて納付した一定額の保証金

を契約上の義務の不履行という事実に基づいて、当然納付を受けたものに帰属させるも

のでございます。これによって、両当事者間の損害賠償に係る債権、債務を消滅させる

こととしている制度でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長いたし

ます。 

 江田計司君。 

○１５番（江田計司君） それだけ、なかなか役所というのは厳しかつですよ。例えば、

私が印鑑証明とかなんとかを取りに行くわけですね。私とわかっとっても、免許証を

見せなんとですよ。それだけ厳しかつですね。ただ、前のときは、市長は、親会社が
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しっかりしとるけん、そっでよかろかと言いなはるばってん、２０年先はわからんと

ですよ。だから、私は、何回も何で言いよったかというと、結局、その会社がだれか

が買うて、売電料を差し押さえかなんかしたりなんかして、その会社、倒産したりな

んかするわけですよ。そすと、後片付けば、だれがするかですよ。ですから、私は、

何回も何回も東京に行って、その保証人をお願いします。実際的には、やっぱり不動

産関係なんかにそう聞いてみると、やっぱり今当時、後片付けは今でも１,５００万円

ぐらいかかる。ですから、今でそがんだけん、２０年先になってくると、やっぱりそ

の倍ぐらいなるかもしれんですよ。というのはなぜかというと、一斉に全国この太陽

光発電ばしよっとですよ。それが一斉に切るっとですよ。そすと、そういうのは、余

ったりなんかしよんなかごつなって、産業廃棄物でもう大変なんですよ。ですから、

そのためには、私は、その保証人ということもお願いしましたけども、結局、それは

行政から要請があったら保証人になってもいいよというような言葉が、先方から聞き

出したもんだから、それで一般質問しました。 

 その後は、どがんなっとっとですかね。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 江田議員の再質問にお答えいたします。 

 保証人の件についてでございますが、相手方の親会社にその意向がある旨、昨年の６

月議会、９月議会と、江田議員からの発言がございまして、当方といたしましても十分

承知をしているところでございますが、本市の決まり事として、貸し付けの場合は必ず

しも保証人が必要ではないという規定でありますため、この契約に限らず、土地の貸し

付け契約には保証を条件にしてはおりませんし、この契約についても当初から同様でご

ざいますので、現時点におきましても、まだ保証をいただいていない状況でございま

す。 

 昨年の９月議会での御質問に対しまして、担当課である管財課のほうから親会社に対

し、この件について伝えている旨は答弁をしておりますが、保証の方法によって効果も

違いますし、それに対する相手方の意向もございますので、まだ検討中といった段階で

あると答弁をいたしておりました。具体的には、書面での保証だけで良いのか、金銭面

等を含むものとしたほうが良いのか、それぞれに効果が違ってまいります。ただ、契約

の前段階であれば可能であったものも、約４年近くが経過いたしました現在の段階では

難しいということもございますので、結論が出ないという状態が続いているところでご

ざいます。しかしながら、このままの状態がこれからも続いていくということは、決し

て好ましいとは言えませんので、相手方、親会社の意向も確認し、書面による保証につ

いて前向きに進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（中尾嘉男君） 江田計司君。 

○１５番（江田計司君） そういう状況ですね。だから、６月議会でそういう親会社と

話をして、そういうぐあいになりました。全然進まんだったつですよ。ですから、９

月議会で私が言うたのは、親会社がどうのこうのよりも、極端に言うと、売電料です

か、この売電料は１年間に３,０００万円ぐらいあるわけですよ。それで、その契約、

どうなるかわからんですよ。それを１年間ば担保、銀行は金貸したなら担保取ったり

なんかするけんですね、保証人。それを１年間ば担保して、片付けてしもうたならば、

そればという提案をしたのが、９月議会なんですよ。ですから、まだそれから進んど

らんということは、こらあれで、だから、私もくどいようだけども、何回も一般質問

してるわけですね。 

 それで、市長もなられたばかりであれでしょうけども、一番今までずっと一部始終を

聞いておられたのは村上副市長なんですね。なかなか同じ立場だから言いづらいでしょ

うけども、少しはしゃべってください。 

○議長（中尾嘉男君） 副市長 村上隆之君。 

［副市長 村上隆之君 登壇］ 

○副市長（村上隆之君） 江田議員からの御指名でございますので、いきさつ等につい

ては、ずっと拝聴しておりまして、思う点もございました。今、最後に部長が答弁いた

しましたけれども、私のほうと市長もいろいろ担当部署ともお話をして、親会社さんが

そういうことで書面による保証について保証できるということであれば、すぐ前向きに

検討して進めていただきたいというふうなことで担当課には伝えたところでございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 江田計司君。 

○１５番（江田計司君） 市長は、どんなふうでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 済みません、簡潔に申し上げますけれども、やはり議員おっし

ゃられるとおり、後々の保全面を考えれば、やはり保証をいただくというのが当然のこ

とではないかというふうに考えますので、副市長も申し上げたとおりでありますけれど

も、そういうふうに今担当課には指示を出しております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 江田計司君。 

○１５番（江田計司君） なかなか言いづらいところがありますね。 

 私もずっとこの件を考えて、たまたま最初の「よかボス宣言」だったですか、これを

市長に聞いたところ、結局、リーダーシップなんですね。ですから、ただ、こら私の一
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人の考えと、独り言で聞いていただきたいと思うんですね。いろいろ話をしとったら、

「そら、親会社もな、２０年先はどがんなるか、保証ばしとったっちゃわからんばい

た。」という声も聞こえました。これば、恐らく親会社の人が聞けば、またはらかきな

はるばってんですね。だから、こういうことはできんだろうと思いますけども、この親

会社は投資会社なんですよ。そすと、５年ぐらいたってですよ、例えばある程度の利益

がポンってあるなら、その会社ば行政で下取りばすんならどがんだろうかなと、こら、

ただ、私が一人で思うとった。それは、不可能だろうと思いますけどですね。だけん、

極端に言うと、５,０００万円ばっか儲けばやってですよ、そすと、玉名市は五十何億

円ぐらい基金のあっとですね。その前に、髙嵜市長が一遍言われたとが、「公共工事で

その工事ばすっとたこうつくけんが、民間でそがんしよっとばいた。」というような言

い方をさしたですね。だから、恐らく最初の計画書では、３億５,０００万円て書いて

あったです。これは、３億５,０００万円は１メガのときの総工費ですよね。ところ

が、これが八百何十キロワットですから、ですから、恐らく３億円かかっとらんとです

よ。そすと、１年間に３,０００万円。そすと、別に市は基金があっとですけんな。そ

ら、利子も何もいらんでしょうが。そすと、毎年３,０００万円です。幾らもらったっ

ちゃ、３,０００万円の２０年となると５年先、１５年ぐらいたつと幾ら残るか。そ

ら、地域の人に相当還元される。ただ、こら私が一人思うただけであって、そういうこ

とが不可能ばってん、不可能を可能にすっとも、この「よかボス宣言」で市長が、とい

うことで、一人私は焼酎を飲みながら考えました。やっぱり２０年後、地元の人が安心

して、大丈夫ということのためにも、万全な考えをしていただくことをお願いいたしま

して、私の一般質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、江田計司君の質問は終わりました。 

 これをもちまして、一般質問は、全部終了いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 議案及び請願の委員会付託 

○議長（中尾嘉男君） 日程第２、「議案及び請願の委員会付託」を行ないます。 

 議第５４号専決処分事項の承認について、専決第２号、工事施行協定の締結について

から議第９０号人権擁護委員候補者の推薦についてまでの市長提出議案３７件、請第１

号築山小学校の施設整備を求める請願の請願１件、以上の事件を一括議題といたします。 

 まず先に、ただいま議題となっております事件のうち、議第７０号農業委員会委員の

任命についてから、議第９０号人権擁護委員候補者の推薦についてまでの人事案件２１

件の委員会付託を省略することについてお諮りいたします。 

 議第７０号から議第９０号までの人事案件２１件については、議事の都合により、会
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議規則第３７条第３項の規定に基づき、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議第７０号から議第９０号までの人事案件２１件については、委員会付託を

省略することに決定いたしました。 

 議第７０号から議第９０号までの人事案件２１件の委員会付託を省略いたします。 

 議第７０号から議第９０号までの人事案件２１件については、２６日の閉会日にその

審議を譲り、会議にて直接審議することにいたします。 

それでは、ただいま委員会付託を省略いたしました議案を除き、議題となっており

ます事件につきましては、お手元に配付しております議案及び請願付託表のとおり、そ

れぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

 

議案及び請願付託表 

総務委員会 

議第５５号 専決処分事項の承認について   専決第３号 

平成２９年度玉名市一般会計補正予算（第１１号） 

（総則・第１表歳入歳出予算補正 歳入の部・第１表歳入歳出予算補正 

歳出の部、②総務費） 

議第５６号 専決処分事項の承認について   専決第４号 

玉名市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

議第５７号 専決処分事項の承認について   専決第５号 

玉名市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

議第５９号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第１号） 

（総則・第１表歳入歳出予算補正 歳入の部・第１表歳入歳出予算補

正 歳出の部、①議会費、②総務費、③民生費１項社会福祉費中８

目人権推進費９目男女共生推進費、④衛生費〔１項保健衛生費を除

く〕、⑨消防費・第３表地方債補正 変更） 

議第６９号 工事請負契約の締結について 

 

建設経済委員会 

議第５４号 専決処分事項の承認について   専決第２号 

工事施行協定の締結について 

議第５９号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第１号） 
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（第１表歳入歳出予算補正 歳出の部、④衛生費１項保健衛生費中９

目浄化槽設置整備費、⑥農林水産業費、⑦商工費、⑧土木費・第２

表債務負担行為補正 変更） 

議第６２号 平成３０年度玉名市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号） 

議第６３号 平成３０年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計補正予算

（第１号） 

議第６４号 平成３０年度玉名市水道事業会計補正予算（第１号） 

議第６５号 平成３０年度玉名市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

議第６６号 玉名市新玉名駅自動車駐車場条例の制定について 

 

文教厚生委員会 

議第５５号 専決処分事項の承認について   専決第３号 

平成２９年度玉名市一般会計補正予算（第１１号） 

（第１表歳入歳出予算補正 歳出の部、⑩教育費） 

議第５８号 専決処分事項の承認について   専決第６号 

玉名市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

議第５９号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第１号） 

（第１表歳入歳出予算補正 歳出の部、③民生費〔１項社会福祉費中

８目人権推進費９目男女共生推進費を除く〕、④衛生費１項保健衛

生費中１目保健衛生総務費、⑩教育費） 

議第６０号 平成３０年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議第６１号 平成３０年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議第６７号 玉名市立小学校臨時教員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

議第６８号 玉名市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

請第 １号 築山小学校の施設整備を求める請願 

 

○議長（中尾嘉男君） 各常任委員会におかれましては、会期日程に従い、審査をお願

いいたします。 

 以上で、本日の日程は、終了いたしました。 

 この際、お諮りいたします。委員会審査のため、明１５日から２５日までの１１日間、

休会いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、明１５日から２５日までの１１日間、休会することに決定いたしました。 

 ２６日は、定刻より会議を開き、各委員長の報告を求めることにいたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ４時５０分 散会 



 

 

第 ５ 号 

６月２６日（火） 
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平成３０年第３回玉名市議会定例会会議録（第５号） 

 議事日程（第５号） 

平成３０年６月２６日（火曜日）午前１０時００分開議 

        開 議 宣 告 

日程第１  全国市議会議長会表彰状の伝達 

日程第２  委員会の中間報告 

     １ 公共施設等建設特別委員長報告 

日程第３  委員長報告 

     １ 総務委員長報告 

     ２ 建設経済委員長報告 

     ３ 文教厚生委員長報告 

日程第４  質疑・議員間討議・討論・採決 

      （議第５４号から議第６９号まで、請第１号） 

 議第５４号 専決処分事項の承認について   専決第２号 

       工事施行協定の締結について 

 議第５５号 専決処分事項の承認について   専決第３号 

       平成２９年度玉名市一般会計補正予算（第１１号） 

 議第５６号 専決処分事項の承認について   専決第４号 

       玉名市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 議第５７号 専決処分事項の承認について   専決第５号 

       玉名市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

 議第５８号 専決処分事項の承認について   専決第６号 

       玉名市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 議第５９号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第１号） 

 議第６０号 平成３０年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議第６１号 平成３０年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議第６２号 平成３０年度玉名市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号） 

 議第６３号 平成３０年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計補正予算（第

１号） 

 議第６４号 平成３０年度玉名市水道事業会計補正予算（第１号） 

 議第６５号 平成３０年度玉名市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 議第６６号 玉名市新玉名駅自動車駐車場条例の制定について 

 議第６７号 玉名市立小学校臨時教員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 
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 議第６８号 玉名市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 議第６９号 工事請負契約の締結について 

 請第１号  築山小学校の施設整備を求める請願 

日程第５  閉会中の継続審査の件 

日程第６  市長提出議案審議（質疑・議員間討議・討論・採決） 

      （議第７０号から議第９０号まで） 

 議第７０号 農業委員会委員の任命について 

 議第７１号 農業委員会委員の任命について 

 議第７２号 農業委員会委員の任命について 

 議第７３号 農業委員会委員の任命について 

 議第７４号 農業委員会委員の任命について 

 議第７５号 農業委員会委員の任命について 

 議第７６号 農業委員会委員の任命について 

 議第７７号 農業委員会委員の任命について 

 議第７８号 農業委員会委員の任命について 

 議第７９号 農業委員会委員の任命について 

 議第８０号 農業委員会委員の任命について 

 議第８１号 農業委員会委員の任命について 

 議第８２号 農業委員会委員の任命について 

 議第８３号 農業委員会委員の任命について 

 議第８４号 農業委員会委員の任命について 

 議第８５号 農業委員会委員の任命について 

 議第８６号 農業委員会委員の任命について 

 議第８７号 農業委員会委員の任命について 

 議第８８号 農業委員会委員の任命について 

 議第８９号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 議第９０号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第７  議員派遣の件 

        閉 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

 本日の会議に付した事件 

        開 議 宣 告 

日程第１  全国市議会議長会表彰状の伝達 
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日程第２  委員会の中間報告 

     １ 公共施設等建設特別委員長報告 

日程第３  委員長報告 

     １ 総務委員長報告 

     ２ 建設経済委員長報告 

     ３ 文教厚生委員長報告 

日程第４  質疑・議員間討議・討論・採決 

      （議第５４号から議第６９号まで、請第１号） 

 議第５４号 専決処分事項の承認について   専決第２号 

       工事施行協定の締結について 

 議第５５号 専決処分事項の承認について   専決第３号 

       平成２９年度玉名市一般会計補正予算（第１１号） 

 議第５６号 専決処分事項の承認について   専決第４号 

       玉名市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 議第５７号 専決処分事項の承認について   専決第５号 

       玉名市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

 議第５８号 専決処分事項の承認について   専決第６号 

       玉名市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 議第５９号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第１号） 

 議第６０号 平成３０年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議第６１号 平成３０年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議第６２号 平成３０年度玉名市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号） 

 議第６３号 平成３０年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計補正予算（第

１号） 

 議第６４号 平成３０年度玉名市水道事業会計補正予算（第１号） 

 議第６５号 平成３０年度玉名市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 議第６６号 玉名市新玉名駅自動車駐車場条例の制定について 

 議第６７号 玉名市立小学校臨時教員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 議第６８号 玉名市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 議第６９号 工事請負契約の締結について 

 請第１号  築山小学校の施設整備を求める請願 

日程第５  閉会中の継続審査の件 



 － 248 －

日程第６  市長提出議案審議（質疑・議員間討議・討論・採決） 

      （議第７０号から議第９０号まで） 

 議第７０号 農業委員会委員の任命について 

 議第７１号 農業委員会委員の任命について 

 議第７２号 農業委員会委員の任命について 

 議第７３号 農業委員会委員の任命について 

 議第７４号 農業委員会委員の任命について 

 議第７５号 農業委員会委員の任命について 

 議第７６号 農業委員会委員の任命について 

 議第７７号 農業委員会委員の任命について 

 議第７８号 農業委員会委員の任命について 

 議第７９号 農業委員会委員の任命について 

 議第８０号 農業委員会委員の任命について 

 議第８１号 農業委員会委員の任命について 

 議第８２号 農業委員会委員の任命について 

 議第８３号 農業委員会委員の任命について 

 議第８４号 農業委員会委員の任命について 

 議第８５号 農業委員会委員の任命について 

 議第８６号 農業委員会委員の任命について 

 議第８７号 農業委員会委員の任命について 

 議第８８号 農業委員会委員の任命について 

 議第８９号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 議第９０号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第７  議員派遣の件 

日程第８  意見書案上程 

      （意見書案第１号） 

 意見書案第１号 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書の提出につ

いて 

日程第９  提案理由の説明 

日程第１０ 意見書案審議（質疑・議員間討議・討論・採決） 

      （意見書案第１号） 

 意見書案第１号 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書の提出につ

いて 

日程第１１ 議員提出議案上程 
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     （議員提出第１号） 

 議員提出第１号 金栗四三地域創造戦略特別委員会の設置について 

日程第１２ 提案理由の説明 

日程第１３ 議員提出議案審議（質疑・議員間討議・討論・採決） 

      （議員提出第１号） 

 議員提出第１号 金栗四三地域創造戦略特別委員会の設置について 

日程第１４ 金栗四三地域創造戦略特別委員会委員の選任 

        （休憩中 委員会） 

日程第１５ 金栗四三地域創造戦略特別委員会正副委員長互選結果報告 

日程第１６ 市長提出追加議案上程 

      （議第９１号及び議第９２号） 

 議第９１号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第２号） 

 議第９２号 玉名市長等の給与の特例に関する条例の制定について 

日程第１７ 提案理由の説明 

日程第１８ 報告（１件） 

 報告第９号 有限会社横島町特産物振興協会の経営状況を説明する書類について 

日程第１９ 議案の委員会付託 
        （休憩中 委員会） 

日程第２０ 委員長報告 
     １ 総務委員長報告 
日程第２１ 質疑・議員間討議・討論・採決 
      （議第９１号及び議第９２号） 
 議第９１号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第２号） 
 議第９２号 玉名市長等の給与の特例に関する条例の制定について 
日程第２２ 公共施設等建設特別委員会副委員長互選結果報告 
        閉 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

出席議員（２１名） 

  １番 坂 本 公 司 君  ２番  田 真樹子 さん 

  ３番 吉 田 憲 司 君  ４番 一 瀬 重 隆 君 

  ５番 赤 松 英 康 君  ６番 古 奥 俊 男 君 

  ７番 北 本 将 幸 君  ８番 多田隈 啓 二 君 

  ９番 松 本 憲 二 君 １０番 德 村 登志郎 君 

 １１番 城 戸   淳 君 １２番 西 川 裕 文 君 
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 １３番 嶋 村   徹 君 １４番 内 田 靖 信 君 

 １５番 江 田 計 司 君 １６番 近 松 惠美子 さん 

 １８番 前 田 正 治 君 １９番 作 本 幸 男 君 

 ２０番 森 川 和 博 君 ２１番 中 尾 嘉 男 君 

 ２２番 田 畑 久 吉 君 
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

欠席議員（１名） 

 １７番 福 嶋 讓 治 君 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  堀 内 政 信 君    事 務局次長  荒 木   勇 君 
次 長 補 佐  松 野 和 博 君    書 記  小 山 さおり さん 
書 記  松 尾 和 俊 君    書 記  古 閑 俊 彦 君 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

説明のため出席した者 

市 長  藏 原 隆 浩 君    副 市 長  村 上 隆 之 君 

総 務 部 長  西 山 俊 信 君    企画経営部長  水 本 明 子 さん 

市民生活部長  村 﨑 信 介 君    健康福祉部長  松 野 信 生 君 

産業経済部長  松 本 忠 光 君    建 設 部 長  前 田 愼一郎 君 

企 業 局 長  松 本 優 一 君    教 育 長  池 田 誠 一 君 

教 育 部 長  戸 嵜 孝 司 君    監 査 委 員  元 田 充 洋 君 

会 計管理者  竹 村 昌 記 君     
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午前１０時０１分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（中尾嘉男君） おはようございます。 

  ただいまから、本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 全国市議会議長会表彰状の伝達 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１、「全国市議会議長会表彰状の伝達」を行ないます。 

 去る５月３０日、東京都の東京国際フォーラムで開催されました全国市議会議長会第

９４回定期総会におきまして、自治功労者として、本市議会の２名の諸君が表彰状を贈

呈されました。表彰状を贈呈されましたのは、議員２０年以上の永年勤続特別表彰とし

て前田正治君、議員１５年以上の永年勤続表彰として森川和博君、以上の諸君でありま

す。ここに、その栄誉を讃え、心からお喜び申し上げますとともに、長年の御苦労に対

し、深く敬意を表する次第であります。 

 なお、議員１５年以上の永年勤続表彰につきましては、昨年１１月１２日をもって退

職されました永野忠弘君、宮田知美君、横手良弘君も表彰状が贈呈されましたので、こ

こに御報告いたします。 

 また、去る４月２６日、佐賀市のホテルニューオータニ佐賀で開催されました第９３

回九州市議会議長会定期総会におきまして、九州市議会議長会理事として会務運営の重

責に当たられ、その使命達成に尽くされた功績に対し、同じく退職されました前議長の

永野忠弘君に感謝状が贈呈されましたので、あわせて御報告いたします。 

 それでは、これより全国市議会議長会表彰状を伝達いたします。被表彰の２名の諸君

は、演壇の前へお出で願います。 

［１８番 前田正治君、２０番 森川和博君 演壇の前へ］ 

○議長（中尾嘉男君） 表彰状。玉名市、前田正治殿。あなたは、玉名市議会議員とし

て２０年の長きにわたって玉名市政の発展に尽くされ、その功績は特に著しいものがあ

りますので、第９４回定期総会に当たり、本会表彰規程によって特別表彰をいたしま

す。平成３０年５月３０日。全国市議会議長会、会長、山田一仁。 

 おめでとうございます。 

［表彰状の伝達］ 

［拍手］ 

○議長（中尾嘉男君） 表彰状。玉名市、森川和博殿。あなたは、玉名市議会議員とし

て１５年玉名市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第９４回

定期総会に当たり、本会表彰規程により表彰いたします。平成３０年５月３０日。全国

市議会議長会、会長、山田一仁。 
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 おめでとうございます。 

［表彰状の伝達］ 

［拍手］ 

○議長（中尾嘉男君） ただいま表彰状を受領されました２名の諸君におかれまして

は、ますます御自愛の上、市政の発展と市民の福祉増進のため、なお一層の御活躍を賜

りますようお願い申し上げます。 

 以上で、全国市議会議長会表彰状の伝達を終わります。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 委員会の中間報告 

○議長（中尾嘉男君） 日程第２、「委員会の中間報告」を行ないます。 

 公共施設等建設特別委員会に付託中の調査事項については、会議規則第４５条第２項

の規定により、同委員会より中間報告を行ないたいとの申し出があります。 

 あわせて、申し上げます。特別委員会の中間報告につきましては、定例会閉会日にお

いて付議事件の審議が終了した後に行なうことを通例としておりますが、今期定例会に

おける同委員会の調査の経過と状況の報告は、一部、本日の審議において、議員の意思

決定に大きな影響を与えるものと懸念されます。また、付議事件の審議が終了した後の

報告では、時期を逸するおそれがあります。よって、この際、本日のすべての審議に先

立って、同委員会の中間報告の申し出を許し、委員長の報告を求めることにいたしま

す。 

 公共施設等建設特別委員長 田畑久吉君。 

［公共施設等建設特別委員長 田畑久吉君 登壇］ 

○公共施設等建設特別委員長（田畑久吉君） 公共施設等建設特別委員会の中間報告を

いたします。 

 去る５月２９日に開催いたしました公共施設等建設特別委員会における調査の経過と

結果について報告いたします。 

 本委員会に付託してあります公共施設適正配置計画、市民会館建設、サッカー場建

設、旧庁舎跡地利活用に関することの４項目について、今年度に入ってからの経過と進

捗状況について、調査事項ごとに報告を受けた後、質疑と審査を行ないました。 

 初めに、公共施設適正配置計画に関することのうち、天水支所周辺施設集約化事業に

ついて、執行部から、天水支所、天水町公民館、天水図書館、社会福祉協議会天水支

所、包括支援センター天水支所の５つの機能を有している。総称を「玉名市天水市民セ

ンター」と称し、７月２日より業務を開始する予定とのことでございます。延べ床面積

は約２,４００平方メートルで、防災の拠点施設にも位置づけられている。地域の方々

に親しまれる市民センターになるよう努めたいとの説明がありました。 
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 質疑に入り、委員から、現在の天水町公民館の稼働率及び使用料金はどのように設定

したのかとの質疑に対し、執行部から、現状の稼働率は２０％ほどである。また、料金

はほかの公民館との均衡を図り設定した。今後は、稼働率を上げていくよう努めていき

たいとの答弁がありました。 

 次に、執行部から、岱明町公民館建設について、現公民館の施設概要の説明、岱明ふ

れあい健康センター併設計画から現地建てかえ計画に変更になったため、所管課をコミ

ュニティ推進課に移行する。基本的な考え方として、地域住民や利用者等との意見交換

を行ない、機能面を重視した効率的で効果的な管理運営を行なっていくとのことでござ

います。また、調理室については、岱明ふれあい健康センターを活用するものとし、設

置しない方針であるとのことでありました。本年度になり、４月に利用者団体及び５月

に支館長との意見交換を行なった際は、おおむね現地建てかえ計画に賛成の意見が多か

った。来年度までに実施計画を行なうためには、本年９月議会での補正予算計上を考え

ている。建設工事を平成３２年度までとし、平成３３年度の供用開始を目指していると

の説明がありました。 

 委員から、岱明町公民館の出入り口付近の安全対策はできているのかとの質疑に対

し、執行部から、出入り口の位置を検討してほしいとの意見も伺っている。交通量が多

いため、その点については十分考慮していくとの説明がありました。委員から、財源は

どのように考えているのかとの質疑に対し、執行部から、市民会館の進捗次第ではある

が、合併特例債を念頭に考えているとの説明があっております。 

 次に、市民会館建設に関することについて、執行部より、建設工事発注等に関して、

業者の選定方法、入札スケジュール及び結果について、条件つき一般競争入札の結果、

福岡市の東急建設株式会社九州支店が税込み３６億８,６０４万円で落札し、仮契約を

結んでいる段階であるとの説明があっております。 

 委員から、監理業務費は今回の金額とは別なのかとの質疑に対して、執行部から、別

であり、２カ年で３,９８０万円を委託料として支出予定であるとの答弁がありまし

た。委員から、入札は１社応札でも可能なのかとの質疑に対して、執行部から、一般競

争入札なので、入札参加機会と競争性は確保されており、１社入札でも有効であるとの

認識をしているとの説明があっております。 

 次に、サッカー場建設に関することについて、執行部から、陸上４００メートルトラ

ックの整備の必要性を検討し、あわせてサッカーやラグビー等のフィールド整備につい

て検討することになるので、今後、多目的競技場整備として検討を進めていく。これま

での検討で踏襲できること、新たに検討すべきことなど、さまざまな角度からの課題の

整理、規模・候補地を含めた再検討が必要なため、いましばらく期間を要するとの説明

がありました。 
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 委員から、建設の候補地は具体的にあるかとの質疑に対し、執行部から、場所、規模

等については改めて再検討しなければならないとの答弁でありました。 

 次に、旧庁舎跡地利活用に関することについて、執行部から、文化センターも含め、

民間活力を導入した検討も進めなければならない。「いだてん」ドラマ館で活用してい

る間に活用計画をまとめていきたいとの説明があっております。 

 委員から、旧庁舎跡地やマルショク跡地等の利活用を迅速に進めてほしいとの質疑に

対して、執行部から、まだ白紙状態なので、柔軟にあらゆる方向で検討していくとの答

弁がありました。委員から、旧庁舎跡地の東側道路拡幅も含めて検討するのかとの質疑

に対して、執行部から、東側の道路の拡幅は現時点では検討の中に入っていないとの答

弁がありました。 

 そのようなことで、本委員会を閉会しました。 

 以上で、公共施設等建設特別委員会の中間報告を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、公共施設等建設特別委員長の報告は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 委員長報告 

○議長（中尾嘉男君） 日程第３、「委員長報告」を行ないます。 

 これより各委員会に付託し、審査を終了いたしました事件の結果と経緯について、各

委員長の報告を求めます。 

 議第５４号専決処分事項の承認について、専決第２号工事施行協定の締結についてか

ら、議第６９号工事請負契約の締結についてまでの市長提出議案１６件、請第１号築山

小学校の施設整備を求める請願の請願１件、以上の事件を一括議題といたします。 

 お手元に配付しております委員会審査報告書の朗読は、これを省略いたします。 

 審議の方法は、各委員長の報告のあと、質疑、議員間討議、討論の後、採決いたしま

す。 

 あわせて、継続審査の申し出があります陳第１号玉陵小学校及び玉陵中学校の駐車場

の見直しを求める陳情の陳情１件について、中間報告を行ないたいとの申し出がありま

すので、この際これを許します。 

 各委員長の報告を求めます。 

 総務委員長 内田靖信君。 

［総務委員長 内田靖信君 登壇］ 

○総務委員長（内田靖信君） おはようございます。 

 今期、総務委員会に付託をされました案件は、議案５件であります。委員会における

審査の経過と結果について報告をいたします。 

 まず、議第５５号専決処分事項の承認について、専決第３号平成２９年度玉名市一般
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会計補正予算（第１１号）中付託分についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ５億９,８０７万９,０００円を追加し、総額を３６５億３５１万円

とするものでございます。歳入の主なものは、１款市税が２億６,６９０万円の追加

で、市税の決算見込み及び地方消費税交付金等の各種交付金の決定などによる補正でご

ざいます。１９款繰越金は１億７,２５４万７,０００円の追加でございます。歳出にお

いては、２款総務費の市有施設整備基金で５億９,７８９万９,０００円の追加は、今回

の補正の剰余金を公共施設の老朽化対策の財源として積み立てを行なうものでございま

す。 

 まず、委員から、地方消費税交付金の動向はとの質疑があり、執行部から、平成２７

年度１２億５,０００万円、平成２８年度１１億１,０００万円、平成２９年度１１億

６,０００万円で横ばいの状況。配分基準は、消費税８％の内訳が、国税６.３％、県税

１.７％であり、県税１.７％のうち２分の１が人口や従業者数により市町村に交付され

るとの答弁でございました。次に、委員から、法人市民税が増額になっている要因はと

の質疑があり、執行部から、市内の大手製造業の申告額がふえたためとの答弁でござい

ました。次に、委員から、普通交付税と特別交付税の確定額及び前年との比較はとの質

疑があり、執行部から、特別交付税が９億５,０００万円、普通交付税が８７億６,００

０万円、前年度の普通交付税が９２億３,０００万円のため、４億７,０００万円の減と

なっているとの答弁でございました。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第５５号中付託分については、原案のとおり全

員異議なく承認すべきものと決しました。 

 次に、議第５６号専決処分事項の承認について、専決第４号玉名市税条例等の一部を

改正する条例の制定についてであります。 

 これは、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、平成３０年度税制改正によ

る地方税法等の改正法へ対応する所要の改正で、個人住民税、固定資産税、市たばこ税

に係る改正を行なうものでございます。 

 まず、委員から、中小企業の一定の設備投資に係る固定資産税の特例措置の期限後の

課税についてはとの質疑があり、執行部から、３年間の特例措置のため、４年目以降は

当時の取得価額をベースにした標準額で課税されるとの答弁でございました。次に、委

員から、生産性向上特別措置法の規定による市が主体的に作成した計画の進捗はとの質

疑があり、執行部から、現在、国と協議中であり、８月中には認定結果が来る予定との

答弁でございました。次に、委員から、新規の設備投資が対象となるものかとの質疑が

あり、執行部から、生産、販売、活動等の用に直接供されるものであること、中古資産

でないこと等が要件となるとの答弁でございました。さらに、委員から、公的年金等控

除から基礎控除へ１０万円の振りかえを行なうことで税負担は増加しないが、所得金額
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が増加することで国保などの社会保障制度等に影響してくるのではとの質疑があり、執

行部から、国の各所管において適切な措置を講じなければならないと税制改正大綱の中

に盛り込まれているとの答弁でございました。 

 以上、審査を終了し、議第５６号については、異議があり、挙手による採決の結果、

賛成多数で承認すべきものと決しました。 

 次に、議第５７号専決処分事項の承認について、専決第５号玉名市都市計画税条例の

一部を改正する条例の制定についてであります。これは、地方税法等の一部を改正する

法律の公布に伴うもので、法改正に伴う項ずれに対応する改正、その他所要の改正を行

なうものであります。 

 本件に関しては、特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第５７号について

は、原案のとおり全員異議なく承認すべきものと決しました。 

 次に、議第５９号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第１号）中付託分について

であります。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億６,７７４万３,０００円を追加し、総額

を３２４億３,３７４万３,０００円とするものであります。歳入の主なものは、１８款

繰入金で補正の財源調整のため、財政調整基金繰入金を３億１,１１２万９,０００円追

加するものであります。歳出の主な内容として、２款総務費が７,１７３万２,０００円

の追加で、４月の定期異動に伴う職員給与等の調整、ふるさと寄附金をインターネット

で受け付けるふるさと納税推進事業に係る経費等であります。 

 まず、委員から、玉名町小学校の解体が平成２９年度に前倒しされたが、全体のスケ

ジュールに影響はあるのかとの質疑があり、執行部から、平成２９年度国の補正予算対

応により３月補正に予算計上したが、予算を平成３０年度に繰り越しているため影響は

なく、予定どおり進んでいるとの答弁でございました。次に、委員から、ふるさと寄附

金の増額はとの質疑があり、執行部から、現在、株式会社さとふるに委託しているが、

新たに１社委託業者を選定し、寄附金１,５００万円の増を見込んでいるとの答弁でし

た。次に、委員から、ふるさと寄附金の方向性はとの質疑があり、執行部から、シェア

の広いポータルサイトを導入し、返礼品の品数もふやしていきたいとの答弁でございま

した。次に、委員から、ふるさと納税に係る本市への益金はとの質疑があり、執行部か

ら、平成２９年度の寄附額２,９３３万円、経費１,４６１万円、税控除１,５３８万円

であり、マイナス６６万円となったが、平成２８年度は１７２万円のプラスであったと

の答弁でございました。次に、委員から、新たなふるさと納税サイトの考えはとの質疑

があり、執行部から、市内に事業所があり、返礼品のＰＲもできて、出店者の募集がで

きる事業所を考えているが、あわせて品数をふやす働きかけも随時行なっていきたいと

の答弁でございました。次に、委員から、フェイスブック費用はどういうシステムなの
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かとの質疑があり、執行部から、投稿の予約ができるシステムであるとの答弁でござい

ました。次に、委員から、自治基本条例推進委員会の報告状況はとの質疑があり、執行

部から、市ホームページで公開しているが、年間スケジュールも決めていきたいとの答

弁でございました。次に、委員から、攻めの園芸生産対策事業補助金の団体はとの質疑

があり、執行部から、ＪＡたまなが５組合、農業法人が３組合の計８組合であるとの答

弁でした。次に、委員から、マイナンバーカードの市職員の作成状況はとの質疑があ

り、執行部から、全職員に作成してもらうようお願いをしているとの答弁でございまし

た。次に、委員から、消防施設の防火水槽が民地に設置している事例があるのかとの質

疑があり、執行部から、そういった事例は多数存在するとの答弁でございました。次

に、委員から、有明広域消防本部への職員派遣の理由はとの質疑があり、執行部から、

有明広域消防本部の建てかえに係る用地交渉のため、５月１日付の併任辞令が出ている

との答弁でございました。さらに、委員から、これに関連し、併任の基準はあるのかと

の質疑があり、執行部から、有明広域消防と協定書を結んで対応しているとの答弁でご

ざいました。次に、委員から、災害時の職員の参集基準と市外の職員数の把握はとの質

疑があり、執行部から、震度６弱が発生したら全職員が出動することとなっており、市

外の職員が５４名、玉名郡が２７名の計８１名であるとの答弁でございました。次に、

委員から、自治振興公社の再任用の勤務実態はとの質疑があり、執行部から、フルタイ

ムと短時間勤務があり、市の任用基準に準じているとの答弁でございました。次に、委

員から、本市の災害危険箇所はどのくらい存在するのかとの質疑があり、執行部から、

土砂災害指定の警戒区域が４６０カ所、熊本地震を契機に新たに１００カ所の土砂災害

危険箇所が発見されたとの答弁でありました。次に、委員から、先立っての法人市民税

還付金の支払いのおくれに関するチェック体制の強化はとの質疑があり、執行部から、

システムによる歳出簿との照合を複数人で行なう等の確認作業を徹底し、改善・防止策

を強化していくとの答弁でした。また、健康増進法改正に伴う庁内喫煙についての質疑

等がございました。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第５９号中付託分については、原案のとおり全

員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第６９号工事請負契約の締結についてであります。 

 内容として、玉名市民会館の新築工事を行なうもので、契約方法は建築一式工事の建

築業許可業者で、かつ、特定建設業許可を有する業者による条件つきの一般競争入札を

実施し、入札の結果、東急建設株式会社九州支店が落札し、同社と仮契約を締結してお

り、議会の同意後に本契約を締結するものであります。 

 まず、委員から、事業費が約３０億円から３６億円にふえたが、財源の内訳はどうな

っているのかとの質疑があり、執行部から、社会資本整備総合交付金の対象事業費の上
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限が２１億円となっているため、市の持ち出し分はふえることになるとの答弁でした。

次に、委員から、市民会館建設に係る総額は幾らなのかとの質疑があり、執行部から、

総額で約３８億８,０００万円になると想定しているとの答弁でございました。次に、

委員から、条件つき一般競争入札だったが、公募の条件はとの質疑があり、執行部か

ら、単体企業の場合、経営事項審査結果通知書の総合評定値Ｐ点が１,６００点以上

で、文化施設の建築工事を受注した実績があることを条件としたとの答弁でございまし

た。次に、委員から、今回は一括発注しているが、分離発注の考えはなかったのかとの

質疑があり、執行部から、経費面で高額になることが懸念されるため、一括発注方式を

採用したが、解体工事や公園トイレの改修については地元企業を採用していきたいとの

答弁でございました。次に、委員から、現市民会館解体後と跡地整備はどうなるのかと

の質疑があり、執行部から、交付金の対象となっているため、舗装しない平らな駐車場

兼広場を計画しているとの答弁でございました。次に、委員から、１社入札の可否を市

の方針として策定してはどうかとの質疑があり、執行部から、落札率の高騰など懸念さ

れる事項もあるが、今後の検討課題として捉えているとの答弁でした。また、現在の建

設予定地には賛同しかねるとの意見もございました。 

 以上、審査を終了し、議第６９号については、異議があり、挙手による採決の結果、

賛成多数で可決すべきものと決しました。 

 以上で、総務委員会に付託されました案件の審査報告を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 建設経済委員長 城戸 淳君。 

［建設経済委員長 城戸 淳君 登壇］ 

○建設経済委員長（城戸 淳君） おはようございます。 

 今期、建設経済委員会に付託されております議案７件について、委員会の審査の結果

と経過を御報告いたします。 

 まず、議第５４号専決処分事項の承認について、専決第２号工事施行協定の締結につ

いてであります。 

 執行部から、鹿児島本線大野下・玉名間１６８キロメートル５４５メートル付近、野

口跨線橋新設工事に関する基本協定の締結を行なうものと説明がありました。 

 委員から、この工事は橋桁の工事かとの質疑に、執行部から、今年度の工事について

は軌道敷内にある電力設備の移設工事。来年度は橋桁をかける架設工事等で、全線開通

は平成３２年度の完成を目指しているとの答弁でした。 

 審査を終了し、採決の結果、議第５４号については、原案のとおり全員異議なく承認

すべきものと決しました。 

 次に、議第５９号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第１号）中付託分について

であります。 
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 執行部から、歳出の部で主なものは、農業振興費の攻めの園芸生産対策事業補助金で

１,１５８万１,０００円の増額、市いだてん地域振興協議会負担金で２億４,２８２万

５,０００円で大河ドラマ館設置分であり、ほかに人事異動等による職員給与の調整な

どによる増減であるとの説明がありました。 

 委員から、大河ドラマ館の施設は旧庁舎跡地のみかとの質疑に、執行部から、旧庁舎

跡地に予定しており、駐車場も同敷地に予定しているとの答弁でした。委員から、今回

の大河ドラマ館設置に補助金等はあるのかとの質疑に、執行部から、予算には大河ドラ

マ館の入場料を予定し、入場者を３０万人、１人当たりの単価を４００円と想定してお

り、総額１億２,０００万円。ほかに国・県補助金を見込んでいるとの答弁でした。委

員から、建設においては計上された予算内でおさまるということかとの質疑に、執行部

から、総額４億５,０００万円を総経費として計上しているが、今後新たに発生するも

のについては補正等でお願いしたいと考えているとの答弁でした。委員から、大河ドラ

マの構成はどうなっているのかとの質疑に、執行部から、大河ドラマは来年１月から１

年間放送されるもので、内容については２人の主人公をリレーでつなぐようなものであ

り、前半が金栗四三氏、後半が田畑政治氏で、最後に２０２０年の東京オリンピックに

つなぐ３部構成となっているとの答弁でした。委員から、予算の内容が簡潔にわかるよ

うに、また、位置図等をつけてもらいたいとの要望がありました。委員から、企業誘致

についての現状はとの質疑に、執行部から、平成３０年度の企業誘致促進費の予算は立

地している誘致企業への奨励金が大半を占めており、状況は既に立地されている事業所

と増設協定を結んだり、廃校の学校跡地を検討している企業に資料を提供したりと努力

をしているとの答弁でした。委員から、南関町は企業誘致が進んでいたと思うが、その

差は何と考えるかとの質疑に、執行部から、南関町は南部工業団地を持っていることが

最大の要因だったと思われ、用地を所有していないことがデメリットであると思われる

ので、民間活力を生かして工業用地取得のためにインフラ整備など支援をするために準

備をしているとの答弁でございました。また、委員から、しょうぶまつりや大河ドラマ

館などに関して、経済効果はどのように見ているのかとの質疑に、執行部から、市外か

らの誘客を第一に考えているが、食事どころ等の弱さがあると認識している。また、県

北広域連携で事業も行なっているが、宿泊については横ばいの状況で、宿泊客増加に向

けて取り組んでいきたいとの答弁でした。大河ドラマ館については、たくさんの方に来

てもらうため、昨年立ち上げた市いだてん地域振興協議会で食事どころや土産物や地域

資源の磨き上げ、観光ルートの開発、おもてなしのためのガイドの育成にも取り組んで

いきたい。また、大河ドラマ館のみならず、玉名に多くの来場者を呼ぶために、金栗四

三氏のＰＲをすることで玉名市の認知度向上を図りながら、持続的に行なうことで継続

的にお越しいただけるように全体的に取り組むことで効果をもたらせるように努力して
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いきたいとの答弁でございました。また、委員から、「いだてん」を通して、玉名の知

名度を上げて、市の観光に結びつけるということだが、とにかく玉名に来てもらい、玉

名でお金を落としてもらうという経済活性化をしっかり考えてほしいとの要望がありま

した。また、委員から、大河ドラマ館だけが主流なのか、西南の役や周辺の施設や歴史

を生かしたらいかがとの提案でした。執行部から、市いだてん地域振興協議会にも西南

の役を研究している団体にも参画してもらう予定なので、つなげて取り組んでいきたい

との答弁でした。また、委員から、金栗四三ＰＲ推進室が場所の狭さと、来訪者が２階

にあるので不便を感じたり、盛り上がりに欠けるような市民の声もあるので、１階に推

進室を置いたらどうかという質疑に、執行部から、部内の連携をとるためには現在の場

所を最適と考えるが、最少人員を案内程度に配置するぐらいは可能と考えるとの答弁で

ございました。委員から、用地交渉もあると思うが、用地交渉は地主さんから分けても

らうので、必要性を説明しながら、丁寧に、また、一緒に協力しながらやっていきたい

との意見でございました。 

 審査を終了し、採決の結果、議第５９号中付託分については、原案のとおり全員異議

なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第６２号平成３０年度玉名市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号）に

ついてであります。 

 執行部から、歳入歳出予算の補正で、総額に２１４万５,０００円を追加し、総額を

４,３９７万２,０００円とするもので、人事異動による調整分であるとの説明がありま

した。 

 特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第６２号については、原案のとおり全

員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第６３号平成３０年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計補正予

算（第１号）についてであります。 

 執行部から、歳入歳出予算の総額から７３万９,０００円を減額し、総額を５億２,４

８２万２,０００円とするもので、人事異動による調整分であるとの説明がありまし

た。 

 特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第６３号については、原案のとおり全

員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第６４号平成３０年度玉名市水道事業会計補正予算（第１号）についてであ

ります。 

 執行部から、収益的支出補正で、人事異動に伴う調整額であるとの説明がありまし

た。 

 特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第６４号については、原案のとおり全
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員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第６５号平成３０年度玉名市公共下水道事業会計補正予算（第１号）につい

てであります。 

 執行部から、収益的支出補正で、人事異動に伴う調整額であるとの説明がありまし

た。 

 特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第６５号については、原案のとおり全

員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第６６号玉名市新玉名駅自動車駐車場条例の制定についてであります。 

 執行部から、新玉名駅の自動車駐車場を地方自治法に規定する公の施設として位置づ

け、利用時間、利用料、その他管理に関し必要な事項を定めるとともに、指定管理者に

よる管理について定めるものとの説明がありました。 

 委員から、利用台数は１日どのぐらいかとの質疑に、執行部から、既存の駐車場で平

日は満車、西側は平日で６割程度、週末で８割程度の状態であるとの答弁でした。委員

から、受益者負担で維持管理をどう賄うかとなると、今の利用台数で計算すると、例え

ば３５０万円を賄うとすると幾らぐらいの試算になるのかとの質疑に、執行部から、今

回は利益を追求するものではなく、利用者が安心して利用できる形態を考えているもの

で、１日最大４００円で、定期利用が４,０００円と想定した場合、一般の利用者が６

割の駐車で３００万円弱の試算となるとの答弁でした。委員から、有料化をすると、シ

ルバー人材センターへの委託が不要となるのかとの質疑に、執行部から、樹木の剪定管

理等々を含めて、約７００万円の維持管理費の中の、駐車場の案内分が不要となると想

定しているとの答弁でした。委員から、出入りのゲートは何カ所設置予定か、との質疑

に、執行部から、３カ所になる。また、機械が１台当たり１,０００万円から２,０００

万円で、３カ所で３,０００万円から５,０００万円で、４年から５年ほどで交換になる

ので、指定管理者にお願いするとなると新たなゲートの費用は不要となるので、管理体

制・運営費など精査して、月額２５０万円から３５０万円の指定管理料となる見込みと

の答弁でございました。委員から、利用者が多くて、指定管理者の利益が多くなった場

合は料金の見直しはできるのかとの質疑に、執行部から、指定管理者の必要最低限の経

費があり、必要経費は利益から引かれる。また、指定管理者が決まれば、５年間はその

ままになるので、今のところは２５０万円から３５０万円は指定管理料とすると、少し

の余剰は今後協議していくとの答弁でございました。委員から、連休中の状況はとの質

疑に、執行部から、大型連休中の状況で、５月４日が満車状態の１００％超えであると

の答弁でした。委員から、玉名は無料だから、どこからでも来ていたと思うが、有料に

なるとどうなるかわからないが、行政から１日３００円と金額提示をして委託したほう

がいいと思うがとの質疑に、執行部から、他市の状況を見て、玉名市の方針を決めてプ
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ロポーザルを行ないたいとの答弁でした。委員から、駐車場の有料化も必要だが、ホー

ムの無人化に加え駅自体の無人化も聞いたことがあるので、玉名自体、新幹線を利用し

て来客をふやすなどの全般的に考えて１日３００円、定期利用で最大５,０００円で、

定住化も考慮して、業者に任せることなく考えて、ほしいとの要望でした。 

 次に、利用料金について、委員間討議に入りました。 

 まず、１日の利用料金は３００円ぐらいが妥当であるとの意見や、基本的に西側駐車

場整備で混雑は解消されているので、受益者負担で有料化するなら維持管理費を賄える

設定で最低限４００円と、定期利用で４,０００円で、３００万円程度の委託料で、一

般財源から持ち出しがないようにすべきとの意見、周辺の状況も考慮すべきとの意見、

一気に上げるより２００円くらいにして利用者の減少を防ぐ意見など、出されました。 

 委員間討議の方向性として、１日最大３００円が妥当であるとの意見で確認したとの

結論でございました。 

 審査を終了し、採決の結果、議第６６号については、原案のとおり全員異議なく可決

すべきものと決しました。 

 その他の質問として、個人設置型浄化槽への補助や予算の過不足、水道事業の予算の

あり方、下水道事業の処理場の負債について質問されました。 

 以上で、建設経済委員長の報告を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 文教厚生委員長 德村登志郎君。 

［文教厚生委員長 德村登志郎君 登壇］ 

○文教厚生委員長（德村登志郎君） 今期、文教厚生委員会に付託されました議案７

件、請願１件、継続審査としておりました陳情１件について、審査の経過と結果を報告

いたします。 

 初めに、議第５５号専決処分事項の承認について、専決第３号平成２９年度玉名市一

般会計補正予算（第１１号）中付託分についてであります。 

 １０款教育費で１８万円の追加。これは、高校生への育英資金として寄附金を教育振

興特別基金へ積み立てるものであります。 

 本件に関しては、特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第５５号中付託分に

ついては、原案のとおり全員異議なく承認すべきものと決しました。 

 次に、議第５８号専決処分事項の承認について、専決第６号玉名市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 これは、地方税法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、条例の整備を図るもの

であります。改正の内容は、課税限度額を現行の８９万円から９３万円に引き上げると

ともに、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準額について、５割軽減対象世帯

の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき額を現行の２７万円から２７万
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５,０００円に、２割軽減対象世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ず

べき額を現行の４９万円から５０万円にそれぞれ引き上げ、低所得者の負担軽減を図る

ものであります。 

 委員から、税の減収は考えられるかとの質疑があり、執行部から、限度額の改正によ

り１,８９０万円の増収、軽減判定所得の引き上げにより１６０万円の減収、差し引き

の１,７３０万円の増収を見込んでいるとの答弁でした。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第５８号については、原案のとおり全員異議な

く承認すべきものと決しました。 

 議第５９号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第１号）中付託分についてであり

ます。 

 ３款民生費で６,１８３万２,０００円の減額。主な内容は、定期異動及び組織機構の

見直しに伴う熊本地震被災者支援課の廃止などに伴う職員給与等の調整、岱明ふれあい

健康センタートレーニング室天井・照明・空調設備改修設計委託料の追加などによるも

のであります。４款衛生費は、２,６２５万８,０００円の追加。主な内容は、定期異動

等に伴う職員給与等の調整によるものであります。１０款教育費は、５,１５５万８,０

００円の減額。主な内容は、定期異動等に伴う職員給与等の調整、玉陵小学校体育館建

設による電波障害に伴う補償費の追加、玉名町小学校教室棟解体工事の前倒しに伴う減

額、また、平成３１年に開催される全国高等学校総合体育大会に向けて設立された玉名

市実行委員会への負担金の追加などによるものであります。 

 まず、委員から、３款中社会福祉総務費の給料に関し、減額が大きいが、異動者は何

名かとの質疑があり、執行部から、３月末に熊本地震被災者支援課が係に縮小になった

ことによる職員の減であるとの答弁でした。次に、委員から、３款中保育所費の給料の

減に関し、退職者が１名、保育士から事務職員への切りかえが１名とのことだが、保育

士の数は足りているのかとの質疑があり、執行部から、入所児童からすればぎりぎり足

りているが、余裕を持った保育との観点からすると十分ではないので、非常勤で対応し

ているとの答弁でした。さらに、委員から、保育士の希望で事務職員への切りかえがな

されたのかとの質疑があり、執行部から、職員が健康上の理由で休職した後、復職する

際に主治医からの助言と本人の希望により事務職員への切りかえを行なったとの答弁で

した。次に、委員から、１０款中事務局費に関し、報酬額が１６万５,０００円計上し

てあるが、ＡＬＴの報酬は年度を重ねるごとに報酬額が上がるのか、また、現在雇用し

ているＡＬＴの人数は何名かとの質疑があり、執行部から、報酬額は年度を重ねるたび

に上昇する。現在の雇用は６名であるとの答弁でした。次に、委員から、１０款中事務

局費の補償補てん及び賠償金について、電波障害による補償とは何かとの質疑があり、

執行部から、玉陵小学校体育館建設により建設地西側、戸建て借家集合住宅のテレビが
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映らなくなったため、アンテナの設置費用を補償費として支払うものであるとの答弁で

した。次に、委員から、１０款中保健体育総務費の旅費に関し、どのような方が何名で

視察に行くのかとの質疑があり、執行部から、職員２名とレスリング担当の県教諭１名

の計３名であるとの答弁でした。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第５９号については、原案のとおり全員異議な

く可決すべきものと決しました。 

 次に、議第６０号平成３０年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

についてであります。 

 歳入歳出それぞれ２９２万４,０００円の追加。主な内容は、定期異動等に伴う職員

給与等の調整によるものであります。 

 本件に関しては、特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第６０号について

は、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第６１号平成３０年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いてであります。 

 歳入歳出それぞれ２億３,６４９万１,０００円を追加。主な内容は、歳出の１款総務

費で定期異動等に伴う職員給与等の調整による減額、７款諸支出金で平成２９年度介護

給付費等の決定に伴う国、県及び支払基金への償還金であります。 

 本件に関しては、特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第６１号について

は、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第６７号玉名市立小学校臨時教員の給与等に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてであります。 

 これは、熊本県学校職員の給与改定に準じて、臨時教員の給与を改定するため、条例

の整備を図るものであります。改正の内容は、修学旅行の引率業務、部活動の指導業務

等に対して支給される教員特殊業務手当の引き上げを行なうものであります。 

 委員から、現在の臨時教員数は何名かとの質疑があり、執行部から、現在３名との答

弁でした。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第６７号については、原案のとおり全員異議な

く可決すべきものと決しました。 

 次に、議第６８号玉名市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 これは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条

例の整備を図るものであります。改正の内容は、学童クラブに従事する放課後児童支援

員の資格要件について、一定の実務経験がある者までその対象を拡大するとともに、資

格要件の１つとなっている教育職員免許についての取り扱いを明確化するものでありま
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す。 

 委員からは、学童クラブの児童数はふえているのか、また、支援員は足りているのか

との質疑があり、執行部から、通常利用で６１７名であり、昨年度から比べると４０人

ふえている。また、支援員の数も今のところ足りているとの答弁でした。次に、委員か

ら、学童の施設については、保育園、学校の空き教室等が利用されていると思うが、学

校の統廃合により、その後の学校施設の学童施設としての使用については、教育総務課

との庁内でのすり合わせは実施しているかとの質疑があり、執行部から、学校単位で学

童クラブが必要となったときに具体的な協議を行なっているが、学童クラブの施設につ

いては厚生労働省、文部科学省から通達がなされており、玉名市としてもこの方針に従

うことから、教育総務課とは共通理解しているものと考えるとの答弁でした。次に、委

員から、第１０条第３項に、「５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であっ

て、市長が適当と認めたもの」と追加されているが、この市長が適当と認めたものとは

何をもって適当と認めるのかとの質疑があり、執行部から、学童クラブで資格を持たず

に補助員として従事する方が、ある程度年数を経て支援員として採用されるパターンが

多いと思われるが、判断は、履歴書、学童クラブへの照会等で行なうことになるとの答

弁でした。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第６８号については、原案のとおり全員異議な

く可決すべきものと決しました。 

 次に、請願の審査について、請第１号築山小学校の施設整備を求める請願についてで

あります。 

 これは、少子化に伴う児童数が減少する中、築山小学校は校区内への転入者増等によ

り児童数が増加傾向にあるものの、学校施設である体育館・プール・運動場は老朽化が

進み、非常に狭隘であること、また、校区の災害避難場所でもあることから、体育館・

プール・特別教室の安全かつ現在の児童数に準じた施設整備、避難場所としての十分な

機能を発揮する広さを有する運動場への拡張整備、駐車場用地の確保、児童の安全面を

考慮した道路整備、校舎の早急な施設整備を求めるものであります。 

 委員から、学校敷地に沿って農地があるような状況だが、そのあたりを買収して拡張

する計画はないのか、また、現在の耐震の状況はどうなっているのかとの質疑があり、

執行部から、校舎・体育館については、公共施設長期整備計画において計画しているも

のの、運動場については用地の問題もあり計画していないが、耐震は備えているとの答

弁でした。次に、委員から、グラウンドに関しての見解について質疑があり、執行部か

ら、過去に数度、用地買収の経緯があったが、うまくいかなかった。境川が近くにある

ということから、なかなかめどが立たなかったと聞いているとの答弁でした。次に、委

員から、区長会の方々の連名で請願が出されており、多くの区民からの要望でもあるの
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で、これを機に進めてほしいと思うが、そういった考えはあるのかとの質疑があり、執

行部から、時代の流れも変化しているので、用地買収、拡張整備については周辺が開発

されるような土地で困難が予想されるが、今後、計画を立てて整備を進めていきたいと

の答弁でした。次に、委員から、体育館の施設整備について、照明はＬＥＤを使用して

いるのか、また、他の小学校でもＬＥＤ化を進めているのかとの質疑があり、執行部か

ら、新しいところはＬＥＤで整備を進めているが、既存の施設はそのままである。長期

整備計画に合わせて、ＬＥＤ化は進めていきたいとの答弁でした。続けて、委員から、

あとの小学校に関しても、今後、水銀灯は使えなくなるので、計画を立ててＬＥＤ化を

進めてほしいとの意見がありました。次に、委員から、児童数の今後の伸びは把握して

いるかとの質疑があり、執行部から、平成２９年度の６４３人を境に減少傾向にある。

住宅開発は進んでいるが、少子化の面もあり、６４３人を超えることはないと考えてい

るが、児童推計はゼロ歳児までしか把握できない状況であるとの答弁でした。最後に、

委員から、築山小学校周辺は開発が進むことが懸念される。開発が進むと用地買収が困

難になるため、スピード感を持って対応してほしいとの意見が出されました。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、請第１号については、願意妥当と認め、全員異議

なく採択すべきものと決しました。 

 次に、継続審査としておりました陳第１号玉陵小学校及び玉陵中学校の駐車場の見直

しを求める陳情についてであります。 

 まず、執行部から、玉陵小学校開校後の駐車場利用状況について、開校式、小中学校

入学式、中学校授業参観、中学校体育大会の際は、通常利用で対応できた。小学校の授

業参観については、詰め込みにして満車であった。今後、３月までの大きな行事予定に

ついては、６月末の小中合同授業参観、９月の小学校運動会、２月の授業参観が予定さ

れているとの報告がありました。 

 委員から、小学校の授業参観が満車とのことだが、２６６台が満車なのかとの質疑が

あり、執行部から、２６６台以外にも余裕スペースにとめたとの答弁でした。次に、委

員から、どこの小中学校も授業参観時にはグラウンドを駐車場として使用している。グ

ラウンドは広いため、運動会時にはグラウンドの一部を駐車スペースとして使用しては

どうか、また、教育総務課としても駐車場の利用スペースについて精査、確認が必要で

はないかとの質疑があり、執行部から、グラウンドのスペースはあるが、水はけなどの

環境維持を考えると、グラウンド内に車を入れることをなるべく避け、最小限にした

い。また、京写の理解もいただいていることから、不足する場合は、京写の駐車場も含

め対応したい。９月の小学校運動会については、教育総務課で検証を行ないたいと考え

ているとの答弁でした。次に、委員から、小中学校合同の催しは年に何度あるのかとの

質疑があり、執行部から、小中合同授業参観、小中合同ＰＴＡワンバウンドふらばーる
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バレー大会の２回が予定されているとの答弁でした。 

 以上、質疑がなされましたが、陳第１号については、今後、２回の小中学校合同行

事、また、小学校の運動会を控えていることから、その様子を注視し、その結果をもっ

て判断すべきとの理由から、継続審査を求める意見が出され、採決の結果、全員一致で

継続審査とすべきものと決しました。 

 次に、その他の案件として審査した意見書案の提出の件について報告いたします。 

 旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行なうこと。都道府県の所有する優生保

護審査会の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査を行ない、幅広い範囲

で情報収集できるように努めること。的確な救済措置を一刻も早く講じること。この３

点について、国に意見書として提出いたしたく、本会議へ文教厚生委員会から意見書を

提出するものです。 

 この件について、委員から特段の意見はなく、採決の結果、全員異議なく文教厚生委

員会から意見書案を提出することと決しました。 

 本意見書につきましては、本日、追加議案として上程することとなっておりますの

で、よろしくお願いいたしたいと存じます。 

 最後に、その他として、玉名第１保育所の位置、受動喫煙、大阪地震に関連したブロ

ック塀点検、海でのライフジャケットの着用、学校跡地の利活用、交通安全協会自転車

競技大会、玉陵校区内の旧小学校の備品など、多岐にわたって質疑がありましたので、

あわせて御報告いたします。 

 以上で、今期、文教厚生委員会に付託されました案件の審査報告を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、各委員長の報告は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１１時０４分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時２０分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 質疑・議員間討議・討論・採決（議第５４号から議第６９号まで、請第１

号） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第４、「質疑・議員間討議・討論・採決」を行ないます。 

 これより質疑に入ります。 

 ただいままでの各委員長の報告について、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 質疑なしと認めます。 
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 これより議員間討議に入ります。 

 議員間討議はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 議員間討議なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありますので、発言を許します。 

 ５番 赤松英康君。 

［５番 赤松英康君 登壇］ 

○５番（赤松英康君） こんにちは。 

 通告に従い、反対討論を行ないたいと思います。 

 余談ですが、先ほど建設経済委員長の城戸委員長より委員会の報告を聞きまして、さ

すがに委員の皆さんの問題点を提起していただいたような気がします。私の予想どおり

の疑問点が出たんじゃないかと思います。そういうことで、新玉名駅の駐車場の全面有

料化について反対の意見を申し上げます。 

 理由としまして、まず、新玉名駅を誘致するとき、近隣の市や町より多大な協力をい

ただいた。２つ目に、通勤・通学の人たちの多大な負担を危惧する。３つ目、報告にも

ありましたとおり、大型連休時の５月４日などを含めて、１年間のうち、現時点ではま

だ１年が過ぎておりませんのでわかりませんが、５月４日が満杯だったということです

から、１年間のうち５％程度の日数は満車状態はあるかもしれないが、日ごろの西側の

駐車場は駐車スペースに余裕があります。また、近ごろは、駐車できないということが

なくなったという意見を多数耳にしております。それから、４つ目、費用に関して危惧

するところは、駐車料金収入で管理委託料が賄えるのか。不足する可能性もあります。

また、そのほかに光熱水費などの維持管理費約７００万円くらいは有料化しても別途、

市から支出しなければならないと思います。これは、無料化でも同じでございます。５

つ目、最悪でも北側・南側の駐車場を有料にして、西側駐車場を無料にする案もありま

す。そして、交流広場及び芝生広場を正規の駐車場に整備することもできます。６つ

目、執行部の案どおり、受益者負担の観点からという考えは理解できる部分もあります

が、有料化はよく検証してからでもおそくないと思います。また、ＪＲ九州でも有料化

による乗降客の減少を大変危惧されているようです。 

 以上の観点から、私は無料化維持を要望します。 

 余談ですが、最後に、西側駐車場への案内看板が小さく、わかりにくく、目立たない

ことをつけ加えて、反対討論を終わります。 

 以上です。ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） １８番 前田正治君。 
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［１８番 前田正治君 登壇］ 

○１８番（前田正治君） こんにちは。日本共産党の前田正治です。 

 私は、今議会に提案してあります議案の中で、議第５６号専決処分事項の承認につい

て、専決第４号玉名市税条例等の一部を改正する条例の制定について、議第５８号専決

処分事項の承認について、専決第６号、玉名市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定について、議第６９号工事請負契約の締結について、以上の議案には反対をい

たします。 

 今からその理由を述べます。 

 議第５６号についてであります。今回の改正で、給与所得控除の上限額が適用される

給与収入１,０００万円が８５０万円に引き下げられました。あわせて、給与所得控除

の額が２２０万円から１９５万円に下がります。給与所得控除は、事業所得者における

経費に当たるものと公平性を保つために設けられた制度でありまして、労働力を維持す

るために必要な経費として位置づけられています。これを下げることは、給与所得者に

は増税となります。また、給与所得控除及び公的年金等控除が現在より１０万円引き下

げられます。そして、基礎控除が１０万円加算されます。これらは、国民健康保険税、

介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料などの負担が増加し、市民生活に重大な影

響があります。 

 議第５８号についてであります。国民健康保険税の医療分の上限額が５４万円から５

８万円に上がります。また、２割・５割軽減世帯の対象範囲が広がる改正であります。

現在、軽減が適用されない世帯において、今回の改正で軽減世帯になることもあります

が、上限額が上がることで国保の加入家族が多い世帯にとりましては、３月議会におけ

る改正とあわせて、たび重なる増税になります。 

 議第６９号についてであります。これは、市民会館の建設工事の請負契約を議会が議

決するものであります。条件つき一般競争入札が行なわれて、１社のみが応札し、落札

率は９９.９８％、余りにも高どまりであります。電子入札で行なわれておりますの

で、競争性は担保されているかとは思いますが、私は建設予定地の場所については反対

をいたします。市民の中には、あれだけ利用者が多い広場につくらないで、違う場所に

という声が根強くあります。 

 以上のようなことから、３つの議案については、反対をいたします。 

 これで討論を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） ３番 吉田憲司君。 

［３番 吉田憲司君 登壇］ 

○３番（吉田憲司君） お疲れさまです。創政未来の吉田憲司です。 

 きょうは、小道具がありません。最近、寝不足でして、もちろんサッカーのワールド
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カップがあっておりますので寝不足なんですが、今回この市民会館の問題、反対か、さ

らには反対討論をしていいのか、悩みました。 

 それでは、議第６９号工事請負契約の締結について、反対の立場で討論をさせていた

だきます。 

 まず、今国会で審議されておりますカジノ、いわゆるＩＲ法案、また、受動喫煙対策

を盛り込んだ健康増進法改正案が国会で審議をされております。同じ党であっても意見

が割れているとの報道がなされております。これまで一番記憶に残っているのは、小泉

内閣時の郵政民営化法案です。今の野田聖子総務大臣は、反対票を投じ、離党に追い込

まれました。一方で、本会議場で涙を流しながら賛成票を投じた議員もいました。レベ

ルは違うかもしれませんが、この市民会館の問題は、私はこれまで１２月議会の再積算

予算案には賛成、３月議会では本体工事の予算については反対をさせていただきまし

た。そして、今回、この６月議会で工事請負契約の締結について反対をさせていただき

ます。 

 ただ、今回、先ほども言いましたように、本当に迷いました。なぜなら、３月議会で

私は反対したものの、予算案は可決、成立をし、あとは本契約、そして着工と、スピー

ディーなタイムスケジュールを後押しし、市長の思い、あの場所でいいと思われている

市民の思いを尊重するのも議員及び議会の役目かなとも思いました。藏原市長との何気

ない世間話をしていたとき、市長はおっしゃいませんし、どう思われているかわかりま

せんが、「今回は、よかったら賛成してくれませんか」的な思いが伝わってくるのを感

じました。これは、あくまでも私の印象ですけども。しかし、この市役所庁舎４階の会

派室、全員協議会室から福祉センターと博物館の間の市民広場をいろいろな思い、複雑

な思いで見るとき、「賛成をしようかな」という自分を許せなかった自分がいました。 

 それから、もう１つ、ちょうど１年前、当初、建設費２９億７,０００万円という数

字があったと思います。しかし、この数字は、その時点でも実勢価格に見合っていなか

ったのかもしれません。また、このころは、藏原市長も市長ではあられませんでした

し、私も市議会議員ではありませんでした。しかし、昨年１０月に藏原新市長が誕生

し、前市長と同じ場所に建設することを表明されました。私は、それはそれで尊重しな

くてはならないと思います。しかし、結果的には同じ場所となり、建設費は、監理費等

を含めますと、最終的には３８億８,０００万円となりました。この財源であります社

会資本整備総合交付金や合併特例債などありますが、玉名市の一般財源や基金、いわゆ

る玉名市の手出しの部分がふえることは間違いありません。 

 私は、１回生議員です。この問題、これまで紆余曲折があったことも理解しているつ

もりです。そして、人間は生きていれば当然悩みます。考えます。価値観が変わること

もあります。そのことも理解しているつもりです。 



 － 271 －

 最後に、昨年１２月２６日の新聞記事の一部を読んで反対討論を終わりたいと思いま

す。では、読ませていただきます。 

 玉名市の懸案だった市民会館建てかえ問題は、３度目の提出だった関連予算案が

市議会を通過した。ただ、これまで反対してきた複数の議員が、市長の交代を機に

賛成に回った点には疑問が残る。同じ課題の対応が、前市長と現市長で異なった理

由を、市議会は、市民へ具体的に説明する責任がある。 

 以上で、議第６９号工事請負契約の締結についての反対討論を終わります。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） １６番 近松惠美子さん。 

［１６番 近松惠美子さん 登壇］ 

○１６番（近松惠美子さん） 近松です。 

 まず最初に、私は、駅前駐車場有料化について賛成の立場で討論しますけども、今の

吉田議員の言われた最後の新聞に出ていた、「今まで反対していて、賛成した議員は、

それをちゃんと市民に理解してもらうべきでないか」という、どこの新聞が書いたのか

わかりませんけども、議会報できちっとそれは書いてあったというふうに私は思いま

す。私は、そういうふうに駐車場もちゃんと整備したので、進めるべきじゃないかとい

うことを議会報に自分の意見を明らかにいたしましたので、それだけ御報告しておきま

す。 

 では、議第６６号玉名市新玉名駅自動車駐車場条例の制定について、賛成の立場で討

論ですけども、私も西側駐車場ができましてからときどき見ていますと、大体半分ぐら

いはあいていましたので、これで行けるなら、あんなに３億円近くかけて買収、造成す

ることは反対したけども、議会が賛成してできてしまった以上、それで賄っているなら

有料でなくてもいいのかなと思ったこともあります。しかし、先日の５月の連休で足り

なかったと、そういうことを聞きまして、そしてさらに昨年よりも７２台増加したそう

でございます。だから、駐車場が整備されればされるほど、あちこちから車がふえてく

るということです。もちろん、玉名市内の方も送っていただいたほうが安心して、自分

で車で来たというのも含まれると思いますけども、このふやしたけども、足りなかった

ということを聞きまして、やはりこれは有料化するしかないなと思った次第でありま

す。 

 現在、西側駐車場を拡張して、総数は４６５台ということですけども、５月の連休で

は５６４台、つまり１００台分足りなかったんですね。５月の連休、３日間は５００を

超しているんですね。このような状況が年に何回かあるかということを尋ねたわけなん

ですけども。先ほど、赤松議員が何％ということをおっしゃいましたけども、大体１０

回ぐらいはあるということでございました。何台が、５００台が１０回なのか、５５０
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台が１０回なのかは、私、確認しておりませんけども。たった１０回と思うかもしれま

せんけども、ずっとインターネットで福岡で何の行事があるかをずっと職員は注目しと

かないといけないわけです。ソフトバンクの試合があるとか、何か有名な方のコンサー

トがあるとか、そういうのをずっと調査しときまして、それに対応して、芝生広場も開

放するとか、そして、また、シルバー人材センターに整理をお願いするとかという配慮

をずっとしないといけないんですね。それを職員が、たったその日だけじゃない、ずっ

と頭の中で情報をキャッチして対応をしておかなくちゃいけないという労力、そして、

また、そのためにあけなくてはいけないというふうなことを考えますと、私は、やはり

有料にすべきじゃないかなというふうに思っております。 

 また、一つには、有料化すると利用者が減るのではないかと、そのような懸念もある

かと思いますけども、私も一時期そのことも心配いたしましたし、前市長もそのように

言われていたかと思いますけども、まず、駐車場をふやしたことで、この１年間で１日

当たりの乗降客数が３０人ふえたというようなことを駅長さんが言われていました。２

年前と比較すると、１日４０名増加しているそうでございます。これが有料化して減る

かどうかということなんですけども、新大牟田駅も有料ですし、近隣の、いわゆる競合

するといいますか、熊本駅も有料でございます。特に熊本駅は１日最大、新幹線利用者

でも７００円と高額であり、しかも民間駐車場があちこちにありますので、やはり大牟

田も民間駐車場があります。分散しております。玉名は駅前にドンと１カ所にあって、

ここがだめならあそこと探さなくてもいいという、そういうふうな立地条件であります

ので、非常にとめやすいという条件があります。そして、熊本が非常に高いというふう

な条件ですので、やはり今までどおり、宇土とか宇城とか天草とか、それから合志あた

り、やはり玉名駅に来られるんじゃないかと。玉名と熊本を比較しますと、これは競争

にならないんじゃないかというふうに思いますので。若干、荒尾近辺の方が大牟田駅と

玉名駅と駐車料金が同じでしたら、大牟田駅を利用されるかもしれないですけど。利用

されるのは利用していただいて、この連休中のときもこの西側駐車場で足りるぐらいに

なるということが、それでいいんじゃないかというふうに私は思います。 

 そして、また、玉名のほうが近辺ですから、連休は多いかもしれないから、家族から

送ってもらうにしても、そこにとめてある方はお金を払っている方だし、自分はとめて

もらうことで、費用を、駐車料金を払わなくていいということでの市民の満足感がある

んじゃないかというふうに思います。 

 そういうことで、私としては、５月の連休が１００台足りなかったと、西側駐車場を

つくっても１００台足りなかったと、そして、さらに、同時期の利用者の利用台数が昨

年より７２台増加してきたという、この２つの大きな事実から、この有料化について賛

成であります。 
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 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 通告による討論は終わりましたが、ほかに討論はありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） これにて討論を終結いたします。 

 これより採決に入ります。 

 まず、専決処分予算議案の採決に入ります。 

 議第５５号 専決処分事項の承認について   専決第３号 

       平成２９年度玉名市一般会計補正予算（第１１号） 

 以上、専決処分予算議案１件について、採決いたします。 

 ただいま採決に付しております議第５５号に対する各委員長の報告は、いずれも承認

であります。各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第５５号については、承認

することに決定いたしました。 

 続いて、予算議案の採決に入ります。 

 議第５９号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第１号） 

 議第６０号 平成３０年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議第６１号 平成３０年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議第６２号 平成３０年度玉名市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号） 

 議第６３号 平成３０年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計補正予算

（第１号） 

 議第６４号 平成３０年度玉名市水道事業会計補正予算（第１号） 

 議第６５号 平成３０年度玉名市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 以上、予算議案７件について、一括して採決いたします。 

 ただいま採決に付しております議第５９号から議第６５号までの予算議案７件に対す

る各委員長の報告は、いずれも可決であります。各委員長の報告のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第５９号から議第６５号ま

での予算議案７件については、いずれも原案のとおり決定いたしました。 

 続いて、専決処分条例議案の採決に入ります。 

 議第５６号 専決処分事項の承認について   専決第４号 

       玉名市税条例等の一部を改正する条例の制定について 
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 議第５８号 専決処分事項の承認について   専決第６号 

       玉名市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 以上、専決処分条例議案２件については異議がありますので、あとに譲り採決いたし

ます。 

 議第５７号 専決処分事項の承認について   専決第５号 

       玉名市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

 以上、専決処分条例議案１件について、採決いたします。 

 ただいま採決に付しております議第５７号に対する委員長の報告は、承認であります。

委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第５７号については、承認

することに決定いたしました。 

 議第５６号専決処分事項の承認について、専決第４号玉名市税条例等の一部を改正す

る条例の制定について、採決いたします。 

 本案は、起立表決により採決いたします。 

 ただいま採決に付しております議第５６号に対する委員長の報告は承認でありますが、

異議があります。 

 委員長の報告のとおり決定することに、賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（中尾嘉男君） 起立多数であります。よって、議第５６号については、承認す

ることに決定いたしました。 

 議第５８号専決処分事項の承認について、専決第６号玉名市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の制定について、採決いたします。 

 本案は、起立表決により採決いたします。 

 ただいま採決に付しております議第５８号に対する委員長の報告は承認でありますが、

異議があります。 

 委員長の報告のとおり決定することに、賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（中尾嘉男君） 起立多数であります。よって、議第５８号については、承認す

ることに決定いたしました。 

 続いて、条例議案の採決に入ります。 

 議第６６号 玉名市新玉名駅自動車駐車場条例の制定について 

 以上、条例議案１件については異議がありますので、あとに譲り採決いたします。 

 議第６７号 玉名市立小学校臨時教員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の
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制定について 

 議第６８号 玉名市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 以上、条例議案２件について、採決いたします。 

 ただいま採決に付しております議第６７号及び議第６８号の条例議案２件に対する委

員長の報告は、いずれも可決であります。委員長報告のとおり決定することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第６７号及び議第６８号の

条例議案２件については、いずれも原案のとおり決定いたしました。 

 議第６６号玉名市新玉名駅自動車駐車場条例の制定について、採決いたします。 

 本案は、起立表決により採決いたします。 

 ただいま採決に付しております議第６６号に対する委員長報告は可決でありますが、

異議があります。 

 委員長の報告のとおり決定することに、賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（中尾嘉男君） 起立多数であります。よって、議第６６号については、原案の

とおり決定いたしました。 

 続いて、専決処分のその他の議案の採決に入ります。 

 議第５４号 専決処分事項の承認について   専決第２号 

       工事施行協定の締結について 

 以上、専決処分のその他の議案１件について、採決に入ります。 

 ただいま採決に付しております議第５４号に対する委員長報告は、承認であります。

委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第５４号については、承認

することに決定いたしました。 

 続いて、その他の議案の採決に入ります。 

 議第６９号 工事請負契約の締結について 

 以上、議案１件について、採決いたします。 

 本案は、起立表決により採決いたします。 

 ただいま採決に付しております議第６９号に対する委員長の報告は可決でありますが、

異議があります。 

 委員長の報告のとおり決定することに、賛成諸君の起立を求めます。 
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［賛成者起立］ 

○議長（中尾嘉男君） 起立多数であります。よって、議第６９号については、原案の

とおり決定いたしました。 

 続いて、請願の採決に入ります。 

 請第１号  築山小学校の施設整備を求める請願 

 以上、請願１件について、採決いたします。 

 ただいま採決に付しております請第１号に対する委員長報告は、採択であります。委

員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、請第１号については、採択す

ることに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 閉会中の継続審査の件 

○議長（中尾嘉男君） 日程第５、「閉会中の継続審査の件」を議題といたします。 

 付託事件の閉会中の継続審査について、お諮りいたします。 

 文教厚生委員長より、目下、文教厚生委員会において審査中の陳第１号玉陵小学校及

び玉陵中学校の駐車場の見直しを求める陳情の陳情１件について、会議規則第１１１条

の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出

があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとお

り、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第６ 市長提出議案審議（質疑・議員間討議・討論・採決）（議第７０号から議第

９０号まで） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第６、「市長提出議案審議」を行ないます。 

 議第７０号農業委員会委員の任命についてから、議第９０号人権擁護委員候補者の推

薦についてまでの市長提出議案２１件を一括議題といたします。 

 これより委員会付託を省略しておりました、議第７０号から議第９０号までの人事案

件２１件の審議に入ります。 

 審議の方法は、質疑、議員間討議、討論の後、採決いたします。 
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 これより質疑に入ります。 

 議第７０号から議第９０号までの人事案件２１件について、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 質疑なしと認めます。 

 これより議員間討議に入ります。 

 議第７０号から議第９０号までの人事案件２１件について、議員間討議はありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 議員間討議なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 議第７０号から議第９０号までの人事案件２１件について、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。採決は、１件ずつ行ないます。 

 議第７０号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第７０号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第７０号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第７１号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第７１号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第７１号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第７２号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第７２号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第７２号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第７３号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第７３号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第７３号については、原案

に同意することに決定いたしました。 
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 議第７４号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第７４号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第７４号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第７５号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第７５号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第７５号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第７６号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第７６号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第７６号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第７７号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第７７号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第７７号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第７８号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第７８号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第７８号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第７９号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第７９号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第７９号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第８０号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第８０号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第８０号については、原案
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に同意することに決定いたしました。 

 議第８１号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第８１号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第８１号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第８２号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第８２号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第８２号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第８３号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第８３号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第８３号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第８４号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第８４号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第８４号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第８５号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第８５号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第８５号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第８６号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第８６号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第８６号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第８７号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第８７号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第８７号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第８８号農業委員会委員の任命について、採決いたします。 

 議第８８号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第８８号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 議第８９号人権擁護委員候補者の推薦について、採決いたします。 

 議第８９号については、原案のとおり推薦に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第８９号については、原案

のとおり推薦に同意することに決定いたしました。 

 議第９０号人権擁護委員候補者の推薦について、採決いたします。 

 議第９０号については、原案のとおり推薦に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第９０号については、原案

のとおり推薦に同意することに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第７ 議員派遣の件 

○議長（中尾嘉男君） 日程第７、「議員派遣の件」を議題といたします。 

 お手元に配付しております派遣の内容について、職員に説明させます。 

 議会事務局次長 荒木 勇君。 

［議会事務局次長 荒木 勇君 登壇］ 

○議会事務局次長（荒木 勇君） 命によりまして、派遣の内容につきまして御説明申

し上げます。 

 派遣目的 クラリンダ市への公式訪問団の派遣のため 

 派遣場所 アメリカ合衆国アイオワ州クラリンダ市 

 派遣期間 平成３０年１０月１日から６日までの６日間 

 派遣議員 近松惠美子副議長、田真樹子議員 

 本市が、平成８年に姉妹都市を締結し、交流を深めているアメリカ合衆国アイオワ州

クラリンダ市へ交流促進を目的に、今回で７回目となる公式訪問団が派遣されることと

なっております。よって、議会を代表して２名の議員が公式訪問団としての派遣が必要

なため、議員派遣をお諮りするものであります。 

 以上でございます。 
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○議長（中尾嘉男君） 以上で、派遣の内容の説明は終わりました。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１６７条の規

定により、議員を派遣することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議員を派遣することに決定い

たしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま議決した事項について、諸般の事情により変更する場合は、議長に一任を願

いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議決した事項について、諸般

の事情により変更する場合には、議長に一任することに決定いたしました。 

 議事の都合により、休憩にいたします。 

午後 ０時０７分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時５１分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程の追加についてお諮りいたします。 

 日程第８  意見書案上程 

  意見書案第１号 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書の提出

について 

 日程第９  提案理由の説明 

 日程第１０ 意見書案審議 

 日程第１１ 議員提出議案上程 

  議員提出第１号 金栗四三地域創造戦略特別委員会の設置について 

 日程第１２ 提案理由の説明 

 日程第１３ 議員提出議案審議 

 以上、日程に追加いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、日程に追加することに決定い

たしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第８ 意見書案上程（意見書案第１号） 



 － 282 －

○議長（中尾嘉男君） 日程第８、「意見書案上程」を行ないます。 

 これより意見書案を上程いたします。 

 意見書案第１号 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書の提出に

ついて 

 以上、意見書案１件を議題といたします。 

 お手元に配付しております意見書案の朗読は、これを省略いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第９ 提案理由の説明 

○議長（中尾嘉男君） 日程第９、「提案理由の説明」を行ないます。 

 ただいまの意見書案第１号について、提案理由の説明を求めます。 

 文教厚生委員長 德村登志郎君。 

［文教厚生委員長 德村登志郎君 登壇］ 

○文教厚生委員長（德村登志郎君） 意見書案第１号旧優生保護法による不妊手術の被

害者救済を求める意見書の提出について、提案理由を述べさせていただきます。 

 昭和２３年に施行された旧優生保護法は、知的障がい者や精神疾患を理由に本人の同

意がなくても不妊手術を認めていました。同法は、平成８年に障がい者差別に該当する

条文を削除して、母体保護法に改正されています。 

 厚生労働省によると、旧法のもとで不妊手術を受けた障がい者らは約２万５,０００

人。このうち、本人の同意なしに不妊手術を施されたのは１万６,４７５人と報告され

ています。 

本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上、問題があります。また、同

様の不妊手術を行なっていたドイツやスウェーデンでは当事者に対する補償等の措置が

講じられています。旧法のもとで不妊手術を受けた障がい者らの高齢化が進んでいるこ

とを考慮すると、我が国においても早急な救済措置を講じるべきであります。 

 意見書では、１つ、旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査の速やかな実施、２

つ、都道府県の所有する優生保護審査会の資料などの保全を図るとともに、資料保管状

況の調査を実施すること、あわせて個人が特定できる資料について、当事者の心情に配

慮しつつ、幅広く収集すること、３つ、的確な救済措置を一刻も早く講じること、この

３点を国に求めるものであります。 

 議員におかれましては、意見書提出の採択をよろしくお願いいたします。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 念のために申し上げます。意見書案第１号については、委員会提出の議案であるた

め、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会に付託しないことになっておりま
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す。よって、意見書案第１号については、日程に従い、引き続き会議にて直接審議を行

ないます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１０ 意見書案審議（質疑・議員間討議・討論・採決）（意見書案第１号） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１０、「意見書案審議」を行ないます。 

 改めて、 

 意見書案第１号 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書の提出

について 

以上、意見書案１件を議題といたします。 

 審議の方法は、質疑、議員間討議、討論の後、採決いたします。 

 これより質疑に入ります。 

 意見書案第１号について、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 質疑なしと認めます。 

 これより議員間討議に入ります。 

 意見書案第１号について、議員間討議はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 議員間討議なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 意見書案第１号について、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 意見書案第１号旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書の提出につ

いて、採決いたします。 

 意見書案第１号については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、意見書案第１号については、

原案のとおり決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１１ 議員提出議案上程（議員提出第１号） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１１、「議員提出議案上程」を行ないます。 

 これより議員提出議案を上程いたします。 

 議員提出第１号 金栗四三地域創造戦略特別委員会の設置について 
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 以上、議員提出議案１件を議題といたします。 

 お手元に配付しております議員提出議案の朗読は、これを省略いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１２ 提案理由の説明 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１２、「提案理由の説明」を行ないます。 

 ただいまの議員提出第１号について、提案理由の説明を求めます。 

 １１番 城戸 淳君。 

［１１番 城戸 淳君 登壇］ 

○１１番（城戸 淳君） それでは、議員提出第１号の提案理由につきまして御説明申

し上げます。 

 議員提出第１号金栗四三地域創造戦略特別委員会の設置についてでございますが、こ

れは、本市で現在取り組まれている金栗四三ＰＲ推進事業をよりスピード感を持って展

開させるべく、議会の政策立案及び政策提言による事業への参画と協力支援、並びに、

金栗四三氏を活用した議会独自の地域創造戦略の構築による魅力あるまちづくりの実現

を目指し、本市議会として十分な調査研究を行ない、もって本市の発展に資するため、

地方自治法第１０９条及び玉名市議会委員会条例第６条の規定により、特別委員会の設

置を求めるものであります。 

 内容といたしましては、１１人の委員をもって構成する金栗四三地域創造戦略特別委

員会を設置し、１番、大河ドラマ館を活用した地域活性化に関すること、２番、金栗四

三氏に係る地域振興及び集客・誘客施策に関すること、３番、金栗四三氏を起点とした

各種事業に関すること、以上の３つの調査事件を付託し、調査を行なうものでありま

す。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議員提出第１号については、議事の都合により、会議

規則第３７条第３項の規定に基づき、委員会付託を省略したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議員提出第１号については、

委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 議員提出第１号の委員会付託を省略いたします。 

 議員提出第１号については、日程に従い、引き続き会議にて直接審議を行ないます。 

 それでは、議事を進めます。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１３ 議員提出議案審議（質疑・議員間討議・討論・採決）（議員提出第１号） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１３、「議員提出議案審議」を行ないます。 

 改めて、 

議員提出第１号 金栗四三地域創造戦略特別委員会の設置について 

以上、議員提出議案１件を議題といたします。 

 これより、ただいま議題となっております議員提出第１号の審議に入ります。 

 審議の方法は、質疑、議員間討議、討論の後、採決いたします。 

 これより質疑に入ります。 

 議員提出第１号について、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 質疑なしと認めます。 

 これより議員間討議に入ります。 

 議員提出第１号について、議員間討議はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 議員間討議なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 議員提出第１号について、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 議員提出第１号金栗四三地域創造戦略特別委員会の設置について、採決いたします。 

 議員提出第１号については、原案のとおり１１人の委員をもって構成する金栗四三地

域創造戦略特別委員会を設置し、１、大河ドラマ館を活用した地域活性化に関するこ

と、２、金栗四三氏に係る地域振興及び集客・誘客施策に関すること、３、金栗四三氏

を起点とした各種事業に関すること、以上の調査事件を付託の上、調査することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議員提出第１号については、

原案のとおり１１人の委員をもって構成する金栗四三地域創造戦略特別委員会を設置

し、１、大河ドラマ館を活用した地域活性化に関すること、２、金栗四三氏に係る地域

振興及び集客・誘客施策に関すること、３、金栗四三氏を起点とした各種事業に関する

こと、以上の調査事件を付託の上、調査することに決定いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 
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 金栗四三地域創造戦略特別委員会に付託いたしました、１、大河ドラマ館を活用した

地域活性化に関すること、２、金栗四三氏に係る地域振興及び集客・誘客施策に関する

こと、３、金栗四三氏を起点とした各種事業に関すること、以上の調査事件につきまし

ては、議員の任期の間、調査の終了するまで閉会中も継続して調査を行なうことにいた

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、金栗四三地域創造戦略特別委

員会に付託いたしました、１、大河ドラマ館を活用した地域活性化に関すること、２、

金栗四三氏に係る地域振興及び集客・誘客施策に関すること、３、金栗四三氏を起点と

した各種事業に関すること、以上の調査事件につきましては、議員の任期の間、調査の

終了するまで閉会中も継続して調査を行なうことに決定いたしました。 

 議事の都合により、休憩いたします。 

午後 ２時０６分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時０７分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程の追加についてお諮りいたします。 

 日程第１４ 金栗四三地域創造戦略特別委員会委員の選任 

 日程第１５ 金栗四三地域創造戦略特別委員会正副委員長互選結果報告 

 日程第１６ 市長提出追加議案上程 

  議第９１号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第２号） 

  議第９２号 玉名市長等の給与の特例に関する条例の制定について 

 日程第１７ 提案理由の説明 

 日程第１８ 報告 

 日程第１９ 議案の委員会付託 

 日程第２０ 委員長報告 

 日程第２１ 質疑・議員間討議・討論・採決 

以上、日程に追加いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、日程に追加することに決定い

たしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１４ 金栗四三地域創造戦略特別委員会委員の選任 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１４、「金栗四三地域創造戦略特別委員会委員の選任」を
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行ないます。 

 先ほど設置されました金栗四三地域創造戦略特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第８条第１項の規定により、議長が指名することになっております。よって、

金栗四三地域創造戦略特別委員会委員に、坂本公司君、田真樹子さん、吉田憲司君、

一瀬重隆君、多田隈啓二君、松本憲二君、德村登志郎君、城戸 淳君、江田計司君、近

松惠美子さん、田畑久吉君、以上１１名の諸君を指名いたします。よって、ただいま指

名いたしましたとおり、金栗四三地域創造戦略特別委員会委員が選任されました。 

 金栗四三地域創造戦略特別委員会委員が選任されましたので、この際、金栗四三地域

創造戦略特別委員会の正副委員長の互選のため休憩し、議長において委員会を第１委員

会室に招集いたしますので、御了承願います。 

 金栗四三地域創造戦略特別委員会におかれましては、委員会を開会の上、正副委員長

を互選し、その結果を議長まで報告願います。 

 それでは、金栗四三地域創造戦略特別委員会の正副委員長の互選のため、休憩いたし

ます。 

午後 ２時１０分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ３時００分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１５ 金栗四三地域創造戦略特別委員会正副委員長互選結果報告 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１５、「金栗四三地域創造戦略特別委員会正副委員長互選

結果報告」を行ないます。 

 金栗四三地域創造戦略特別委員長、江田計司君。 

 金栗四三地域創造戦略特別副委員長、田畑久吉君。 

 以上のとおり就任されましたので、報告いたします。 

 これにて、金栗四三地域創造戦略特別委員会正副委員長互選結果報告を終わります。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１６ 市長提出追加議案上程（議第９１号及び議第９２号） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１６、「市長提出追加議案上程」を行ないます。 

 これより市長提出追加議案を上程いたします。 

 議第９１号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第２号）、及び、議第９２号玉名

市長等の給与の特例に関する条例の制定についての市長提出追加議案２件を一括議題と

いたします。 

 お手元に配付しております議案の朗読は、これを省略いたします。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１７ 提案理由の説明 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１７、「提案理由の説明」を行ないます。 

 ただいまの各議案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） 追加提案いたしました議第９１号平成３０年度玉名市一般

会計補正予算（第２号）について御説明を申し上げます。 

 提案理由といたしましては、大河ドラマ館を活用した地域活性化、金栗四三氏に係る

地域振興及び集客・誘客施策等の調査を目的といたしまして設置されました金栗四三地

域創造戦略特別委員会に必要な経費を計上いたすものでございます。 

 それでは、お手元の予算資料の１ページをお願いいたしたいと思います。 

 第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ３２４万８,０００円を

追加し、総額を３２４億３,６９９万１,０００円とするものでございます。歳入につき

ましては、１９款繰越金を３２４万８,０００円の追加で、今回の補正の財源調整でご

ざいます。歳出につきましては、１款議会費は３２４万８,０００円の追加で、金栗四

三地域創造戦略特別委員会設置に伴う行政視察旅費及び費用弁償等でございます。 

 以上、主な内容について御説明申し上げましたが、詳細につきましては、所管の委員

会において御説明申し上げますので、原案どおり御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 副市長 村上隆之君。 

［副市長 村上隆之君 登壇］ 

○副市長（村上隆之君） 追加提案いたしました議第９２号の提案理由につきまして御

説明申し上げます。 

 追加議案書の１ページをお願いいたします。 

 議第９２号玉名市長等の給与の特例に関する条例の制定についてでございますが、こ

れは、職員のたび重なる不祥事に伴い、市長及び副市長の給料月額を平成３０年７月１

日から同月３１日までの間、市長にあっては１０％、副市長にあっては５％削減するた

め、条例を制定するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、平成３０年７月１日から施行し、同月３１日でそ

の効力を失うものでございます。 

 以上、提案理由の御説明を申し上げましたが、詳細につきましては、所管の委員会で

御説明申し上げますので、御審議の上、原案どおり御承認いただきますようお願い申し
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上げます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１８ 報告（１件） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１８、「報告」を行ないます。 

 報告第９号有限会社横島町特産物振興協会の経営状況を説明する書類についての報告

があります。 

 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） 報告案件１件につきまして御説明申し上げます。 

 追加議案書の２ページのほうをお開き願いたいと思います。 

 報告第９号有限会社横島町特産物振興協会の経営状況を説明する書類についてでござ

いますが、これは、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するも

のでございます。 

 別冊の有限会社横島町特産物振興協会経営状況説明書をごらんいただきたいと思いま

す。資料の２枚をめくっていただきまして、平成２９年度事業報告及び収支決算書中の

１ページをお願いいたしたいと思います。 

 まず、平成２９年度の事業報告でございますが、２の事業概要につきましては、玉名

市より公共施設の管理運営を受託しました施設は、玉名市ふるさとセンターＹ・ＢＯＸ

を初めとする３施設でございます。指定管理の対象施設の効果を最大限に発揮させるよ

う利用者のニーズを的確に把握し、質の高いサービスを偏ることなく提供するととも

に、地域の産業振興の拠点となるよう努めたところでございます。 

 主な事業といたしましては、荒尾玉名地域の直売所と連携をいたしまして、熊本県内

はもとより、関東及び関西方面の飲食店への食材の提供を目的とした商談会への参加、

農産物の直売イベントへの出店を通じて、周辺地域で生産される特産品の振興及びＰＲ

活動を行なったところでございます。 

 下段の３、財務概要につきましては、平成２９年度の収入及び支出決算でございます

が、収入が１億６,１３８万４,５７０円、支出が１億６,１３４万６,３４３円で、当期

損益は３万８,２２７円の利益となっているところでございます。 

 内容といたしましては、昨年の４月及び５月の売上につきましては前年度を大きく上

回りましたが、７月から１２月の売上につきましては農産物の不作により前年度を下回

っております。しかしながら、直売所で販売する商品の再検討、ふるさと納税事業、県

の補助金を活用した食材の営業活動などを積極的に行ない、従業員一丸となって売上高
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の向上に取り組んだ結果、売上高につきましては前年度対比で３％の増額となったとこ

ろでございます。 

 次に、５ページ、５枚めくっていただきまして、平成３０年度事業計画及び収支予算

書中の１ページをお開き願いたいと思います。 

 平成３０年度の事業計画でございますが、指定管理者の受託施設の事業計画書に基づ

く事業展開を図るとともに、県内外の各種物産イベントへ積極的に参加をしていく予定

でございます。 

 ２ページ及び３ページをお願いいたします。 

 収入支出予算でございますが、収入が１億６,７００万１,０００円、支出が１億６,

６３６万６,０００円で、当期損益は６３万５,０００円を予定いたしているところでご

ざいます。 

 以上が、有限会社横島町特産物振興協会の経営状況の報告でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、報告の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１９ 議案の委員会付託 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１９、「議案の委員会付託」を行ないます。 

 改めて、議第９１号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第２号）、及び、議第９

２号玉名市長等の給与の特例に関する条例の制定についての市長提出追加議案２件を一

括議題といたします。 

 ただいま議題となっております議案２件につきましては、お手元に配付しております

議案付託表のとおり、総務委員会に付託いたします。 

 

議案付託表 

総務委員会 

 議第９１号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第２号） 

 議第９２号 玉名市長等の給与の特例に関する条例の制定について 

 

○議長（中尾嘉男君） 総務委員会におかれましては、直ちに審査をお願いいたします。 

 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 

 委員会審査のため、休憩いたします。 

午後 ３時１２分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ４時３５分 開議 
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○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２０ 委員長報告 

○議長（中尾嘉男君） 日程第２０、「委員長報告」を行ないます。 

 これより総務委員会に付託し、審査を終了いたしました議案の結果と経過について、

委員長の報告を求めます。 

 議第９１号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第２号）、及び、議第９２号玉名

市長等の給与の特例に関する条例の制定についての市長提出追加議案２件を一括議題と

いたします。 

 お手元に配付しております委員会審査報告書の朗読は、これを省略いたします。 

 審議の方法は、委員長の報告のあと、質疑、議員間討議、討論の後、採決いたしま

す。 

 委員長報告を求めます。 

 総務副委員長 多田隈啓二君。 

［総務副委員長 多田隈啓二君 登壇］ 

○総務副委員長（多田隈啓二君） お疲れさまです。 

 総務委員長が都合により早退のため、私のほうから委員長報告をさせていただきます。 

 総務委員会に追加付託されました案件は、議案２件であります。委員会における審査

の経過と結果について御報告いたします。 

 まず、議第９１号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第２号）についてでありま

す。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２４万８,０００円を追加し、総額を３２

４億３,６９９万１,０００円とするものであります。歳入については、１９款繰越金で

補正の財源調整のため、３２４万８,０００円を追加するものであります。歳出の内容

として、１款議会費が３２４万８,０００円の追加で、金栗四三地域創造戦略特別委員

会の設置に伴う経費等であります。 

 まず、委員から、特別委員会の開催はどの程度予定しているのかとの質疑があり、執

行部から、おおむね週１回を考えているが、場合によっては週２～３回になることもあ

り得るとの答弁でした。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第９１号については、原案のとおり全員異議な

く可決すべきものと決しました。 

 次に、議第９２号玉名市長等の給与の特例に関する条例の制定についてであります。 

 これは、職員の不祥事に伴い、市長及び副市長の給料を減額するための条例を制定す

るもので、内容として、平成３０年７月１日から同月３１日までの間、市長の給与を１
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００分の１０、副市長の給与を１００分の５、それぞれ削減するものであります。 

 まず、委員から、過去にこのような事例があったのかとの質疑があり、執行部から、

市長等に係る減額条例は３回ほど発生しており、１０％の１カ月もあったとの答弁でし

た。次に、委員から、不祥事に関して市長等の処分の基準等はあるのかとの質疑があり、

執行部からは、職員に対しては懲戒処分の指針があるが、市長等にはないとの答弁でし

た。次に、委員から、賞与に影響はあるのかとの質疑があり、執行部から、７月末で効

力を失うため、影響はないとの答弁でした。次に、委員から、該当職員にはどのような

教育、指導を行なっていくのかとの質疑があり、執行部から、現在、自分を見つめ直す

プログラム研修を受講させ、改善できるよう対策を講じていくとの答弁でした。さらに、

委員から、これに関連し、研修期限はあるのかとの質疑があり、執行部から、現時点で

は本年度中を予定しているが、場合によっては延長の可能性もあるとの答弁でした。次

に、委員から、研修先で同じような事案が発生した場合の責任はとの質疑があり、執行

部から、それについては当然、本市の責任となるとの答弁でした。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第９２号については、原案のとおり全員異議な

く可決すべきものと決しました。 

 以上で、総務委員会に追加付託されました案件の審査報告を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、委員長報告は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２１ 質疑・議員間討議・討論・採決（議第９１号及び議第９２号） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第２１、「質疑・議員間討議・討論・採決」を行ないます。 

 これより質疑に入ります。 

 ただいまの委員長報告について、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 質疑なしと認めます。 

 これより議員間討議に入ります。 

 議員間討議はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 議員間討議なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 まず、予算議案の採決に入ります。 
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 議第９１号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第２号） 

 以上、予算議案１件について、採決いたします。 

 ただいま採決に付しております議第９１号に対する委員長報告は、可決であります。

委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第９１号については、原案

のとおり決定いたしました。 

 続いて、条例議案の採決に入ります。 

 議第９２号 玉名市長等の給与の特例に関する条例の制定について 

 以上、条例議案１件について、採決いたします。 

 ただいま採決に付しております議第９２号に対する委員長の報告は、可決でありま

す。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第９２号については、原案

のとおり決定いたしました。 

 ここで、日程の追加についてお諮りいたします。 

 日程第２２ 公共施設等建設特別委員会副委員長互選結果報告 

 以上、日程に追加いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、日程に追加することに決定い

たしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２２ 公共施設等建設特別委員会副委員長互選結果報告 

○議長（中尾嘉男君） 日程第２２、「公共施設等建設特別委員会副委員長互選結果報

告」を行ないます。 

 本日、公共施設等建設特別副委員長の退任に伴い、新たな副委員長が互選されており

ます。 

 公共施設等建設特別副委員長、古奥俊男君。 

 以上のとおり就任されましたので、報告いたします。 

 これにて、公共施設等建設特別委員会副委員長互選結果報告を終わります。 

 以上で、今期定例会に付議されました事件は、すべて議了いたしました。 

 ここで、市長より発言の申し出があっておりますので、これを許可いたします。 

 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 
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○市長（藏原隆浩君） 御審議、終了いただきました今議会の閉会に当たりまして、一

言お礼を申し上げさせていただきます。 

 ６月議会の招集に当たりまして、議員各位の御協力により無事閉会を迎えることがで

きました。今議会に提案をさせていただきました平成３０年度一般会計補正予算を初

め、３９の議案に対しまして、慎重に御審議をいただき、提案いたしましたとおりに議

決、承認を賜りましたことを改めて厚くお礼を申し上げます。 

 さて、５月２８日に梅雨入りをし、災害の発生しやすい時期となっておりますけれど

も、その梅雨のさなか、６月１８日に発生いたしました大阪北部地震では、小学４年生

の児童を初め、５名の方がお亡くなりになり、現段階で負傷者４０８名、家屋の一部損

壊５１５棟と、一昨年の私たちが経験した熊本地震を彷彿とさせる事態となりました。

心よりお悔やみを申し上げますとともに、お見舞いを心から申し上げたいというふうに

存じます。 

 特に学校施設の崩壊により通学時の児童が犠牲になった事例につきましては、心痛

く、悲しみの念にたえません。本市におきましても、地震後、すぐに教育委員会を初

め、関係部署において施設の点検を実施しているところであり、学校施設のブロック塀

については、今のところ危険箇所はないという報告を受けておりますけれども、そのほ

かの公共施設を含め、今後の安全管理、そして防災対策について、施設の整備はもとよ

り、管理する私たち自身も日ごろの意識向上を図ってまいりたいというふうに思ってお

ります。 

 また、先般より職員の不祥事を初め、事務処理のミスなど立て続けに起こりましたこ

とは、市民の皆様を初め、議員各位にも御迷惑と御心配をおかけしていることと存じま

す。みずからを律しながら、すべての職員で今後、信頼回復にしっかりと努めてまいり

ます。 

 沖縄地方では梅雨明けの宣言がなされましたけれども、九州北部地方はまだまだこれ

から大雨の予報もあるかというふうに思われます。これまでの教訓を生かしながら、緊

張してこの梅雨どきを過ごさなければならないというふうに思っております。議員各位

におかれましても、どうぞ、これからさらに暑い時期に入りますので、御自愛をいただ

くと同時に、引き続き閉会中も市政に対する御支援と御指導をいただきますよう心より

お願いを申し上げまして、お礼のごあいさつとさせていただきます。 

 大変ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） これにて本会議を閉じ、平成３０年第３回玉名市議会定例会を

閉会いたします。 

午後 ４時４７分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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